
2012.03.27 更新

1 2012.03 4021 CYO ＣＹ搬出確認登録 入力項目表 記載漏れの修正
2 2012.03 6027 RNF 納付書再出力 概要 記載漏れの修正
3 2012.03 6027 RNF 納付書再出力 入力項目表 記載漏れの修正
4 2012.03 - - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（大額）（イメージ） 仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ

運送期間に係る付記事項の追加）
5 2012.03 - - 輸出許可等通知情報 展示等積戻し許可通知書（大額）

（イメージ）
仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

6 2012.03 - - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（少額）（イメージ） 仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

7 2012.03 - - 輸出許可等通知情報 展示等積戻し許可通知書（少額）
（イメージ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

8 2012.03 - - 輸出許可内容変更通知情報等 輸出許可内容変更通知書（イメー
ジ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

9 2012.03 - - 輸出許可内容変更通知情報等 積戻し許可内容変更通知書（イメー
ジ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

10 2012.03 - - 輸出許可内容変更通知情報等 展示等積戻し許可内容変更通知書
（イメージ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

11 2012.03 帳票 SAE2KF等 別送品輸出許可通知 別送品輸出許可通知書（イメージ） 仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

12 2012.03 帳票 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報 許可・承認貨物（輸出）情報（イメー
ジ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

13 2012.03 帳票 SAE451 許可・承認内容変更貨物（輸出）
情報

許可・承認内容変更貨物（輸出）情
報（イメージ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

14 2012.03 帳票 SAE460等 別送品輸出許可内容変更通知書 別送品輸出許可内容変更通知書
（イメージ）

仕様変更106 輸出許可通知書等の変更（併せ
運送期間に係る付記事項の追加）

15 2012.03 2046 PUR 空コンテナピックアップ登録 入力項目表 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

16 2012.03 2046 PUR 空コンテナピックアップ登録 入力画面（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

17 2012.03 2047 PUR11 空コンテナピックアップ登録呼出し 空コンテナピックアップ登録呼出情
報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

18 2012.03 2047 PUR11 空コンテナピックアップ登録呼出し 空コンテナピックアップ登録呼出情
報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

19 2012.03 2048 PUH 空コンテナピックアップ変更 入力項目表 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

20 2012.03 2048 PUH 空コンテナピックアップ変更 入力画面（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

21 2012.03 2049 PUH11 空コンテナピックアップ変更呼出し 空コンテナピックアップ変更呼出情
報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

22 2012.03 2049 PUH11 空コンテナピックアップ変更呼出し 空コンテナピックアップ変更呼出情
報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

23 2012.03 2050 PUA 空コンテナピックアップ回答 概要 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

24 2012.03 2050 PUA 空コンテナピックアップ回答 入力項目表 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

25 2012.03 2050 PUA 空コンテナピックアップ回答 入力画面（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

26 2012.03 2051 PUA11 空コンテナピックアップ回答呼出し 空コンテナピックアップ回答呼出情
報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

27 2012.03 2051 PUA11 空コンテナピックアップ回答呼出し 空コンテナピックアップ回答呼出情
報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

28 2012.03 2053 PCD 空コンテナ引渡情報登録 機器受渡証（ＥＩＲ）情報（Ｗｅｂ用） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

29 2012.03 2053 PCD 空コンテナ引渡情報登録 機器受渡証（ＥＩＲ）情報（Ｗｅｂ用）
（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

30 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（概
要）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

31 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（概
要）（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

32 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（概
要）（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

33 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（詳
細）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

34 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（詳
細）（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

35 2012.03 2062 IPU ピックアップオーダー照会 ピックアップオーダー照会情報（詳
細）（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

36 2012.03 帳票 SAT083 空コンテナピックアップオーダー情
報

空コンテナピックアップオーダー情
報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

37 2012.03 帳票 SAT083 空コンテナピックアップオーダー情
報

空コンテナピックアップオーダー情
報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

38 2012.03 帳票 SAT086 空コンテナピックアップオーダー訂
正情報

空コンテナピックアップオーダー訂
正情報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

39 2012.03 帳票 SAT086 空コンテナピックアップオーダー訂
正情報

空コンテナピックアップオーダー訂
正情報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

40 2012.03 帳票 SAT089 空コンテナ搬出確認情報 空コンテナ搬出確認情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

41 2012.03 帳票 SAT089 空コンテナ搬出確認情報 空コンテナ搬出確認情報（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更
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42 2012.03 帳票 SAT090 空コンテナ搬出確認訂正情報 空コンテナ搬出確認訂正情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

43 2012.03 帳票 SAT090 空コンテナ搬出確認訂正情報 空コンテナ搬出確認訂正情報（イ
メージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

44 2012.03 帳票 SAT091 空コンテナ搬出確認訂正情報（詳
細）

空コンテナ搬出確認訂正情報（詳
細）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

45 2012.03 帳票 SAT091 空コンテナ搬出確認訂正情報（詳
細）

空コンテナ搬出確認訂正情報（詳
細）（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

46 2012.03 帳票 SAT092 空コンテナピックアップ情報 空コンテナピックアップ情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

47 2012.03 帳票 SAT092 空コンテナピックアップ情報 空コンテナピックアップ情報（イメー
ジ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

48 2012.03 帳票 SAT093 空コンテナピックアップ訂正情報 空コンテナピックアップ訂正情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

49 2012.03 帳票 SAT093 空コンテナピックアップ訂正情報 空コンテナピックアップ訂正情報（イ
メージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

50 2012.03 帳票 SAT095 空コンテナピックアップ回答情報 空コンテナピックアップ回答情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

51 2012.03 帳票 SAT095 空コンテナピックアップ回答情報 空コンテナピックアップ回答情報（イ
メージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

52 2012.03 帳票 SAT097 空コンテナ引渡情報 空コンテナ引渡情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

53 2012.03 帳票 SAT097 空コンテナ引渡情報 空コンテナ引渡情報（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

54 2012.03 帳票 SAT099 機器受渡証（ＥＩＲ）情報 機器受渡証（ＥＩＲ）情報 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

55 2012.03 帳票 SAT099 機器受渡証（ＥＩＲ）情報 機器受渡証（ＥＩＲ）情報（イメージ） 仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

56 2012.03 帳票 SAT132 空コンテナピックアップ回答入力
控情報

空コンテナピックアップ回答入力控
情報

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

57 2012.03 帳票 SAT132 空コンテナピックアップ回答入力
控情報

空コンテナピックアップ回答入力控
情報（イメージ）

仕様変更108  ｢空コンテナピックアップ登録
(PUR)｣業務等における「荷渡地」項目変更

58 2011.06 1030 VCA 船舶管理情報登録 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

59 2011.06 2031 ACL11 船積確認事項登録呼出し 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

60 2011.06 2031 ACL11 船積確認事項登録呼出し 入力項目表 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

61 2011.06 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単位）
呼出し

概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

62 2011.06 2033 CCL 船積確認登録 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

63 2011.06 2035 LDR 船積明細通知 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

64 2011.06 2035 LDR 船積明細通知 入力項目表 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

65 2011.06 2039 IAL 船積情報照会 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

66 2011.06 2039 IAL 船積情報照会 入力項目表 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

67 2011.06 2040 IAC 船積情報登録状況照会 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

68 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

69 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 支払選択登録結果情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

70 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 料金支払情報（Ｗｅｂ用） 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

71 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 料金支払訂正情報（Ｗｅｂ用） 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

72 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 料金支払取消情報（Ｗｅｂ用） 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

73 2011.06 7039 PAS11 支払選択登録呼出し 概要 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

74 2011.06 7042 IPS 電子決済情報照会 電子決済情報照会情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

75 2011.06 7042 IPS 電子決済情報照会 支払手続き照会情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

76 2011.06 帳票 CAL076 料金支払情報 料金支払情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

77 2011.06 帳票 CAL078 料金支払取消情報 料金支払取消情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

78 2011.06 帳票 CAL081 料金支払訂正情報 料金支払訂正情報 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

79 2011.06 帳票 SAL107 電子決済支払完了通知（ＳｅａＷａ
ｙｂｉｌｌ請求番号単位）情報

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う記述変更

80 2011.06 2065 ACL03 船積確認事項登録（コンテナ船
用）（ＳＷＢ用）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

81 2011.06 2065 ACL04 船積確認事項登録（在来船用）（Ｓ
ＷＢ用）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

82 2011.06 2066 WBI ＳＷＢ確定通知 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

2 / 4



2012.03.27 更新

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

83 2011.06 2067 WBI11 ＳＷＢ確定通知呼出し 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

84 2011.06 2068 WBS ＳＷＢ情報通知 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

85 2011.06 2069 IWB ＳＷＢ情報照会 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

86 2011.06 2070 IIS ＳＷＢ請求情報一覧照会 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

87 2011.06 帳票 SAT135 Ｄ／Ｒ情報（コンテナ船本情報）
（仮登録）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

88 2011.06 帳票 SAT136 Ｄ／Ｒ情報（記号番号情報）（仮登
録）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

89 2011.06 帳票 SAT137 Ｄ／Ｒ情報（品名情報）（仮登録） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

90 2011.06 帳票 SAT138 Ｄ／Ｒ情報（在来船・自動車船本
情報）（仮登録）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

91 2011.06 帳票 SAT139 Ｄ／Ｒ情報（車台番号等情報）（仮
登録）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

92 2011.06 帳票 SAT140 Ｄ／Ｒ情報（コンテナ船本情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

93 2011.06 帳票 SAT141 Ｄ／Ｒ情報（記号番号情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

94 2011.06 帳票 SAT142 Ｄ／Ｒ情報（品名情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

95 2011.06 帳票 SAT143 Ｄ／Ｒ情報（在来船・自動車船本
情報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

96 2011.06 帳票 SAT144 Ｄ／Ｒ情報（車台番号等情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

97 2011.06 帳票 SAT145 Ｄ／Ｒ変更情報（コンテナ船本情
報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

98 2011.06 帳票 SAT146 Ｄ／Ｒ変更情報（記号番号情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

99 2011.06 帳票 SAT147 Ｄ／Ｒ変更情報（品名情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

100 2011.06 帳票 SAT148 Ｄ／Ｒ変更情報（在来船・自動車
船本情報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

101 2011.06 帳票 SAT149 Ｄ／Ｒ変更情報（車台番号等情
報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

102 2011.06 帳票 SAT150 Ｄ／Ｒ取消情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

103 2011.06 帳票 SAT156 ＳＷＢ確定通知入力控情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

104 2011.06 帳票 SAT157 ＳＷＢ料金請求情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

105 2011.06 帳票 SAT158 ＳＷＢドラフト情報（請求情報込） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

106 2011.06 帳票 SAT159 ＳＷＢドラフト情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

107 2011.06 帳票 SAT160 ＳＷＢドラフト情報（記号番号情
報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

108 2011.06 帳票 SAT161 ＳＷＢドラフト情報（品名情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

109 2011.06 帳票 SAT162 ＳＷＢ確定通知入力控情報（訂
正）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

110 2011.06 帳票 SAT163 ＳＷＢ料金請求情報（訂正） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

111 2011.06 帳票 SAT164 ＳＷＢドラフト情報（請求情報込）
（訂正）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

112 2011.06 帳票 SAT165 ＳＷＢドラフト訂正情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

113 2011.06 帳票 SAT166 ＳＷＢドラフト訂正情報(記号番号
情報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

114 2011.06 帳票 SAT167 ＳＷＢドラフト訂正情報（品名情
報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

115 2011.06 帳票 SAT168 ＳＷＢ確定通知取消情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

116 2011.06 帳票 SAT169 ＳＷＢ料金請求取消情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

117 2011.06 帳票 SAT170 ＳＷＢドラフト取消情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

118 2011.06 帳票 SAT171 ＳＷＢ確定通知呼出情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

119 2011.06 帳票 SAT172 ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ情報 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

120 2011.06 帳票 SAT173 ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ情報（運賃未記載） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

121 2011.06 帳票 SAT174 ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ情報（記号番号情
報）

業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

122 2011.06 帳票 SAT175 ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ情報（品名情報） 業務仕様書一式 仕様変更111  Sea Waybill関連業務のシステム
化に伴う新規業務追加

123 2012.03 7015 TYE 他所蔵置許可期間延長申請 入力画面（イメージ） 誤記の修正

124 2012.03 帳票 SAL056 他所蔵置許可申請控情報 他所蔵置許可申請控情報 誤記の修正
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2012.03.27 更新

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

125 2012.03 2003 ECR 輸出貨物情報登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更126 2012.03 2004 ECR11 輸出貨物情報登録呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更127 2012.03 2008 BIF 輸出貨物情報訂正 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更128 2012.03 2009 BIF11 輸出貨物情報訂正呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更129 2012.03 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ単

位）
概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変

更130 2012.03 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理番
号単位）

概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更

131 2012.03 2018 VAC バンニング情報取消し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更132 2012.03 2021 VAA バンニング情報追加 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更133 2012.03 2025 CYC ＣＹ搬入情報訂正 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更134 2012.03 2026 CYC11 ＣＹ搬入情報訂正呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更135 2012.03 2029 CLD 船積情報変更 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更136 2012.03 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更137 2012.03 2502 CDB 輸出貨物情報登録呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更138 2012.03 2503 CDD 輸出貨物情報訂正呼出し・削除 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更139 2012.03 3001 EDA 輸出申告事項登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更140 2012.03 3003 EDC 輸出申告 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更141 2012.03 3003 EDC 輸出申告 入力項目表 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更142 2012.03 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更143 2012.03 3006 EDE 輸出申告変更 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更144 2012.03 3012 IEX 輸出申告等照会 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更145 2012.03 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出申告等照会情報 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更146 2012.03 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出マニフェスト通関申告照会情報 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更150 2012.03 3024 IEU 別送品輸出申告照会 別送品輸出申告照会情報 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更151 2012.03 3041 CEW 輸出申告搬入後処理 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更152 2012.03 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更153 2012.03 4016 OLC 保税運送申告 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更154 2012.03 4017 OLC11 保税運送申告呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更155 2012.03 4018 SOT 保税運送申告（承認）変更 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更156 2012.03 4024 BIA 搬入確認登録（保税運送貨物） 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更157 2012.03 7020 PAM 保税運送承認等確認登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更158 2012.03 7202 HFB 本船・ふ中扱い承認申請呼出し 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更159 2012.03 7215 ROT 再出力 概要_別表 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更160 2012.03 - - オンライン業務共通設計書 輸出申告等控情報について 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更161 2012.03 2027 CLR 船積情報登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更

162 2012.03 4021 CYO ＣＹ搬出確認登録 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更

163 2012.03 3013 IES 輸出申告等一覧照会 概要 仕様変更102 搬入前申告の拡大に伴う記述変
更
仕様変更103 輸出申告一覧照会種別の追加

164 2012.03 3013 IES 輸出申告等一覧照会 入力項目表 仕様変更103 輸出申告一覧照会種別の追加
伴う記述変更

165 2012.03 3013 IES 輸出申告等一覧照会 輸出申告等一覧照会情報 仕様変更103 輸出申告一覧照会種別の追加
伴う記述変更

166 2012.03 3013 IES 輸出申告等一覧照会 輸出申告等一覧照会情報（民間） 仕様変更103 輸出申告一覧照会種別の追加
伴う記述変更

167 2012.03 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登録 入力項目表 仕様変更104 特定輸出に係る搭載確認通知書
の出力条件の改善に伴う記述変更

168 2012.03 5024 AMA 修正申告事項登録 入力項目表 仕様変更105 更正の請求期間及び修正申告
期間の変更に伴う記述変更

169 2012.03 5026 AMC 修正申告 概要 仕様変更105 更正の請求期間及び修正申告
期間の変更に伴う記述変更

170 2012.03 5028 KKA 関税等更正請求事項登録 入力項目表 仕様変更105 更正の請求期間及び修正申告
期間の変更に伴う記述変更

171 2012.03 5030 KKC 関税等更正請求 概要 仕様変更105 更正の請求期間及び修正申告
期間の変更に伴う記述変更

172 2012.03 5001 IDA 輸入申告事項登録 概要 仕様変更107 蔵出輸入申告等における特恵税
率適用の仕様変更に伴う記述変更

173 2012.03 5006 IDC 輸入申告変更 概要 仕様変更107 蔵出輸入申告等における特恵税
率適用の仕様変更に伴う記述変更

174 2012.03 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 概要 仕様変更107 蔵出輸入申告等における特恵税
率適用の仕様変更に伴う記述変更

175 2012.03 5045 ROW リアルタイム口座再引落とし依頼 概要 仕様変更107 蔵出輸入申告等における特恵税
率適用の仕様変更に伴う記述変更

176 2012.03 - - 特例申告口座一括引落とし処理 特例申告口座一括引落とし処理 仕様変更109 口座不足通知情報の帳票レイア
ウトの改善に伴う記述変更

177 2012.03 - - 特例申告口座一括引落とし結果
通知情報

特例申告口座一括引落とし結果通
知情報

仕様変更109 口座不足通知情報の帳票レイア
ウトの改善に伴う記述変更

178 2012.03 - - 特例申告口座一括引落とし結果
通知情報

特例申告口座一括引落とし結果通
知情報

仕様変更109 口座不足通知情報の帳票レイア
ウトの改善に伴う記述変更

179 2012.03 帳票 SAF021 口座不足通知情報 口座不足通知情報（イメージ） 仕様変更109 口座不足通知情報の帳票レイア
ウトの改善に伴う変更
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2011.12.15 更新

1 / 1

1 2011.12 2041 BKR ブッキング情報登録 入力項目表 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

2 2011.12 2042 BKC ブッキング情報変更 入力項目表. 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

3 2011.12 2054 CYH ＣＹ搬入情報登録 入力項目表 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

4 2011.12 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 入力項目表 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

5 2011.12 4002 MFR 積荷目録情報登録 概要 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

6 2011.12 4002 MFR 積荷目録情報登録 入力項目表 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

7 2011.12 4003 CMF01等 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前） 概要 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

8 2011.12 4003 CMF01 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前） 入力項目表(CMF01) 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

9 2011.12 4003 CMF02 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前） 入力項目表(CMF02) 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

10 2011.12 4032 NVC01等 混載貨物情報登録（登録、訂正、削除） 概要 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

11 2011.12 4032 NVC01 混載貨物情報登録（登録、訂正、削除） 入力項目表(NVC01) 仕様変更101「LOCODEチェックの変更」に伴う
記述変更

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
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1 2011.09 0048 URK リアルタイム口座帳票要否登
録

概要 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

2 2011.09 0048 URK リアルタイム口座帳票要否登
録

処理フロー 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

3 2011.09 0048 URK リアルタイム口座帳票要否登
録

入力項目表 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

4 2011.09 0048 URK リアルタイム口座帳票要否登
録

入力画面 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

5 2011.09 0048 URK リアルタイム口座帳票要否登
録

URK05処理結果通知 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

6 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

概要 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

7 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

処理フロー 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

8 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

入力項目表 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

9 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

入力画面 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

10 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

処理結果通知 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

11 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

リアルタイム口座帳票要否呼出
し結果情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

12 2011.09 0049 URK11 リアルタイム口座帳票要否呼
出し

リアルタイム口座帳票要否呼出
し結果情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規業務追
加

13 2011.09 1020 TPC とん税等納付申告 概要 仕様変更95 「パッケージソフトの機能追加」
に伴う記述変更

14 2011.09 2001 SIR 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録 概要 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

15 2011.09 2003 ECR 輸出貨物情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

16 2011.09 2003 ECR 輸出貨物情報登録 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

17 2011.09 2004 ECR11 輸出貨物情報登録呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

18 2011.09 2004 ECR11 輸出貨物情報登録呼出し 輸出貨物情報登録呼出情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

19 2011.09 2005 BIC 搬入確認登録
（輸出未通関）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

20 2011.09 2006 BID 搬入確認登録
（輸出許可済）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

21 2011.09 2008 BIF 輸出貨物情報訂正 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

変更一覧
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22 2011.09 2008 BIF 輸出貨物情報訂正 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

23 2011.09 2008 BIF 輸出貨物情報訂正 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

24 2011.09 2009 BIF11 輸出貨物情報訂正
呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

25 2011.09 2010 VAP バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

26 2011.09 2010 VAP バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

27 2011.09 2010 VAP バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

28 2011.09 2010 VAP バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）

入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

29 2011.09 2011 VAP11 バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

30 2011.09 2011 VAP11 バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）呼出し

バンニング情報予定登録(コンテ
ナ単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

31 2011.09 2011 VAP11 バンニング情報予定登録（コン
テナ単位）呼出し

バンニング情報予定登録(コンテ
ナ単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

32 2011.09 2012 VPE バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

33 2011.09 2012 VPE バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

34 2011.09 2012 VPE バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

35 2011.09 2012 VPE バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）

入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

36 2011.09 2013 VPE11 バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

37 2011.09 2013 VPE11 バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）呼出し

バンニング情報予定登録(輸出管
理番号単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

38 2011.09 2013 VPE11 バンニング情報予定登録（輸出
管理番号単位）呼出し

バンニング情報予定登録(輸出管
理番号単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

39 2011.09 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ
単位）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

40 2011.09 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ
単位）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

41 2011.09 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ
単位）

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

42 2011.09 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ
単位）

入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に
変更
・「搬入先コード」を必須入力化

43 2011.09 2015 VAN11 バンニング情報登録（コンテナ
単位）呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

2011.09.25 更新
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44 2011.09 2015 VAN11 バンニング情報登録（コンテナ
単位）呼出し

バンニング情報登録（コンテナ単
位）呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

45 2011.09 2015 VAN11 バンニング情報登録（コンテナ
単位）呼出し

バンニング情報登録(コンテナ単
位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に
変更
・「搬入先コード」を必須入力化

46 2011.09 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

47 2011.09 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

48 2011.09 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

49 2011.09 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）

入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

50 2011.09 2017 VAE11 バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

51 2011.09 2017 VAE11 バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）呼出し

バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

52 2011.09 2017 VAE11 バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）呼出し

バンニング情報登録(輸出管理番
号単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

53 2011.09 2018 VAC バンニング情報取消し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

54 2011.09 2018 VAC バンニング情報取消し 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

55 2011.09 2019 VAD バンニング情報訂正 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

56 2011.09 2019 VAD バンニング情報訂正 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

57 2011.09 2020 VAD11 バンニング情報訂正呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

58 2011.09 2021 VAA バンニング情報追加 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

59 2011.09 2021 VAA バンニング情報追加 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

60 2011.09 2022 VAA11 バンニング情報追加呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

61 2011.09 2023 BOC 搬出確認登録（輸出許可済） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

62 2011.09 2024 CYA ＣＹ搬入確認登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

63 2011.09 2024 CYA ＣＹ搬入確認登録 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

64 2011.09 2025 CYC ＣＹ搬入情報訂正 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

65 2011.09 2026 CYC11 ＣＹ搬入情報訂正呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

66 2011.09 2027 CLR 船積情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

67 2011.09 2034 RCR 積戻貨物情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

2011.09.25 更新
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68 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 概要 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

69 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 処理フロー 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更
移管履歴情報照会の場合の条件を追加

70 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 入力項目表 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

71 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 入力画面 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更
以下の文言をラベルに追加
「C：移管履歴情報の照会」

72 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会情
報(移管履歴情報)

仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

73 2011.09 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会情
報(移管履歴情報)

仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

74 2011.09 2037 IEC 輸出貨物搬入予定照会 輸出貨物搬入予定照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

75 2011.09 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

76 2011.09 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

77 2011.09 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

78 2011.09 2057 VAH11 バンニング・ＣＹ搬入情報登録
呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

79 2011.09 2057 VAH11 バンニング・ＣＹ搬入情報登録
呼出し

バンニング・ＣＹ搬入情報登録呼
出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

80 2011.09 2057 VAH11 バンニング・ＣＹ搬入情報登録
呼出し

バンニング・ＣＹ搬入情報登録呼
出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

81 2011.09 2058 VAN12 バンニング情報登録（コンテナ・
ブッキング単位）呼出し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

82 2011.09 2058 VAN12 バンニング情報登録（コンテナ・
ブッキング単位）呼出し

バンニング情報登録(コンテナ・
ブッキング単位)呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

83 2011.09 2058 VAN12 バンニング情報登録（コンテナ・
ブッキング単位）呼出し

バンニング情報登録（コンテナ・
ブッキング単位）呼出情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に
変更
・「搬入先コード」を必須入力化

84 2011.09 2502 CDB/CDB01 輸出貨物情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

85 2011.09 2502 CDB/CDB01 輸出貨物情報登録 入力項目表(CDB01) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

86 2011.09 2503 CDD/CDD01 輸出貨物情報訂正 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

87 2011.09 2503 CDD/CDD01 輸出貨物情報訂正 入力項目表（CDD01） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

88 2011.09 2503 CDD/CDD01 輸出貨物情報訂正 輸出貨物情報訂正呼出し結果情
報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

89 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

90 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

2011.09.25 更新
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91 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力(特定輸出申告)（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

92 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力(特定輸出申告)（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

93 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力（コンテナ扱い）（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い記述変更

94 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力（コンテナ扱い）（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い記述変更

95 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力控情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

96 2011.09 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力控 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い適用日」を「予備」に変更

97 2011.09 3002 EDB 輸出申告事項呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

98 2011.09 3002 EDB 輸出申告事項呼出し 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「大額申告のコンテナ扱い申出用に呼び
出す場合」の処理フローを削除
・「少額申告のコンテナ扱い申出用に呼び
出す場合」の処理フローを削除

99 2011.09 3002 EDB 輸出申告事項呼出し 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

100 2011.09 3002 EDB 輸出申告事項呼出し 輸出申告事項登録情報等 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

101 2011.09 3003 EDC 輸出申告 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

102 2011.09 3003 EDC 輸出申告 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「検査指定情報」のラベル文言を変更
　修正前：現場検査、本船検査・ふ中検査、
検査場検査または見本検査となった場合
　修正後：現場検査または検査場検査と
なった場合
・「入出力ＤＢ」のラベル文言に「搬入伝票・
ＬＤＲ情報ＤＢ」を追加
・２ページ目（コンテナ扱い申出に係る処理
フロー）を削除

103 2011.09 3003 EDC 輸出申告 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

104 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

105 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「輸出予備申告またはコンテナ扱い申出に
係る変更事項登録の場合」の処理フローを
削除
・「入出力ＤＢ」のラベル文言に「搬入伝票・
ＬＤＲ情報ＤＢ」を追加

106 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

107 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力(特定輸出申告)（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

2011.09.25 更新
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108 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力(特定輸出申告)（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

109 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力（コンテナ扱い）（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

110 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力（コンテナ扱い）（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

111 2011.09 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力控 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「本申告表示」を「搬入表示」に変更
「コンテナ扱い適用日」から「予備」に変更

112 2011.09 3005 EDD 輸出申告変更事項呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

113 2011.09 3005 EDD 輸出申告変更事項呼出し 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「輸出申告変更事項登録情報（大額）」の
出力処理フローの文言ラベルから、「⑤予
備申告（コンテナ扱い申出兼用を含む）」及
び「⑥コンテナ扱い適用」を削除
・「大額申告のコンテナ扱い申出用に呼び
出す場合」の処理フローを削除
・「少額申告のコンテナ扱い申出用に呼び
出す場合」の処理フローを削除

114 2011.09 3005 EDD 輸出申告変更事項呼出し 輸出申告変更事項登録情報等 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

115 2011.09 3006 EDE 輸出申告変更 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

116 2011.09 3006 EDE 輸出申告変更 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・出力先として「通関蔵置場」の列を追加
・「検査指定情報」の出力を追加

117 2011.09 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

118 2011.09 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

119 2011.09 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

入力（特定輸出申告）（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

120 2011.09 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

入力（特定輸出申告）（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

121 2011.09 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

入力控情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

122 2011.09 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

輸出許可内容変更申請事項登
録情報等

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

123 2011.09 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

輸出許可内容変更申請事項登
録情報（特定・大額・船（機）名変
更）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

124 2011.09 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

輸出許可内容変更申請事項登
録情報（特定・大額・数量等変
更）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

125 2011.09 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

輸出許可内容変更申請事項登
録情報（特定・少額・船（機）名変
更）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

2011.09.25 更新
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126 2011.09 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

輸出許可内容変更申請事項登
録情報（特定・少額・数量等変
更）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「要搭載確認表示」を非表示から表示に変
更

127 2011.09 3009 EAC 輸出許可内容変更申請 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

128 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

129 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「コンテナ扱い申出（大額）に係る情報の場
合」の処理フローを削除
・「コンテナ扱い申出（少額）に係る情報の場
合」の処理フローを削除

130 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出申告等照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

131 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出申告照会情報（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い申出年月日」、「コンテナ扱い申出適用年
月日」、「コンテナ扱い申出不適用年月
日」、「コンテナ扱い申出撤回年月日」、「コ
ンテナ扱い申出手作業移行年月日」、「コン
テナ扱い適用中止年月日」、「輸出予備申
告年月日」を「予備」に変更
「本申告搬入表示」を「搬入時表示」に変更
「輸出予備申告審査終了年月日」を「搬入
前申告審査終了年月日」に変更

132 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出申告照会情報（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い申出年月日」、「コンテナ扱い申出適用年
月日」、「コンテナ扱い申出不適用年月
日」、「コンテナ扱い申出撤回年月日」、「コ
ンテナ扱い申出手作業移行年月日」、「コン
テナ扱い適用中止年月日」、「輸出予備申
告年月日」を「予備」に変更
「本申告搬入表示」を「搬入時表示」に変更
「輸出予備申告審査終了年月日」を「搬入
前申告審査終了年月日」に変更

133 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 積戻し申告照会情報（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い申出年月日」、「コンテナ扱い申出適用年
月日」、「コンテナ扱い申出不適用年月
日」、「コンテナ扱い申出撤回年月日」、「コ
ンテナ扱い申出手作業移行年月日」、「コン
テナ扱い適用中止年月日」、「輸出予備申
告年月日」を「予備」に変更
「本申告搬入表示」を「搬入時表示」に変更
「輸出予備申告審査終了年月日」を「搬入
前申告審査終了年月日」に変更

134 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 積戻し申告照会情報（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い申出年月日」、「コンテナ扱い申出適用年
月日」、「コンテナ扱い申出不適用年月
日」、「コンテナ扱い申出撤回年月日」、「コ
ンテナ扱い申出手作業移行年月日」、「コン
テナ扱い適用中止年月日」、「輸出予備申
告年月日」を「予備」に変更
「本申告搬入表示」を「搬入時表示」に変更
「輸出予備申告審査終了年月日」を「搬入
前申告審査終了年月日」に変更

2011.09.25 更新



8 / 15

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称

135 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 コンテナ扱い申出照会情報（大
額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

136 2011.09 3012 IEX 輸出申告等照会 コンテナ扱い申出照会情報（少
額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

137 2011.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

138 2011.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

139 2011.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 輸出申告等一覧照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

140 2011.09 3014 UEA 別送品輸出申告事項登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

141 2011.09 3015 UEB 別送品輸出申告事項呼出し 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

142 2011.09 3015 UEB 別送品輸出申告事項呼出し 別送品輸出申告事項登録情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

143 2011.09 3016 UEC 別送品輸出申告 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

144 2011.09 3016 UEC 別送品輸出申告 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「別送品輸出申告控情報」の出力処理フ
ローのラベル文言に、「申告条件なし、また
は「Ｘ」の場合」
・「出力ＤＢ」のラベル文言に「搬入伝票・ＬＤ
Ｒ情報ＤＢ」を追加

145 2011.09 3016 UEC 別送品輸出申告 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

146 2011.09 3017 UEA01 別送品輸出申告変更事項登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

147 2011.09 3017 UEA01 別送品輸出申告変更事項登録 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「出力ＤＢ」のラベル文言に「搬入伝票・ＬＤ
Ｒ情報ＤＢ」を追加

148 2011.09 3017 UEA01 別送品輸出申告変更事項登録 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

149 2011.09 3019 UEE 別送品輸出申告変更 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

150 2011.09 3019 UEE 別送品輸出申告変更 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・出力先として「通関蔵置場」の列を追加
・「検査指定情報」の出力を追加

151 2011.09 3024 IEU 別送品輸出申告照会 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

152 2011.09 3024 IEU 別送品輸出申告照会 別送品輸出申告照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

153 2011.09 3025 IUE 別送品輸出申告一覧照会 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

154 2011.09 3025 IUE 別送品輸出申告一覧照会 別送品輸出申告一覧照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

155 2011.09 3031 MOA 輸出自動車情報登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

156 2011.09 3041 CEW 輸出申告搬入後処理 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

2011.09.25 更新
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157 2011.09 3041 CEW

輸出申告搬入後処理

処理フロー（CEW） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「業務名」の文言修正
　修正前：輸出申告許可保留解除
　修正後：輸出申告搬入後処理
・出力先として「税関（通関担当部門）」の列
を追加
・「許可通知情報」のラベル文言に「輸出許
可通知情報（輸出マニフェスト通関申告）」
及び「別送品輸出許可通知」を追加
・「検査指定情報」の出力を追加
・「輸出搬入時状況通知」の出力を追加
・「入力ＤＢ」のラベル文言から「輸出突合結
果ＤＢ」を削除
・「入力ＤＢ」のラベル文言に「時間外執務要
請届ＤＢ」を追加
・「入出力ＤＢ」のラベル文言から「輸出自動
車ＤＢ」を削除
・「入出力ＤＢ」のラベル文言に「輸出マニ
フェスト通関申告ＤＢ」及び「別送品輸出申
告ＤＢ」を追加
・「出力ＤＢ」のラベル文言に「時刻起動電文
ＤＢ」、「時間外執務要請届使用実績ＤＢ」及
び「輸出自動車ＤＢ」を追加

158 2011.09 3041 CEW
輸出申告搬入後処理

処理フロー（1CE） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

159 2011.09 3041 CEW
輸出申告搬入後処理

処理フロー（3EW） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

160 2011.09 3041 CEW 輸出申告搬入後処理 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

161 2011.09 3041 CEW 輸出申告搬入後処理 入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
業務名を「輸出申告許可保留解除」から「輸
出申告搬入後処理」に変更

162 2011.09 3041 CEW 輸出申告搬入後処理 処理結果通知 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

163 2011.09 3042 EDX 輸出申告変更（ＡＥＯ通関業者
用官署変更）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

164 2011.09 3042 EDX 輸出申告変更（ＡＥＯ通関業者
用官署変更）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・出力先として「税関（通関担当部門）」の列
を追加
・「出力ＤＢ」のラベル文言に「搬入伝票・ＬＤ
Ｒ情報ＤＢ」を追加

165 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

166 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

167 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

168 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

169 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 処理結果通知 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

170 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 輸出申告事項登録情報（官署変
更用）（大額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

2011.09.25 更新
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171 2011.09 3043 EDY 輸出申告変更（官署変更） 輸出申告事項登録情報（官署変
更用）（少額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

172 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

173 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

174 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

入力項目表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

175 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

入力画面 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

176 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

処理結果通知 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

177 2011.09 3044 UEY 別送品輸出申告変更（官署変
更）

別送品輸出申告事項登録情報
（官署変更用）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規業務
追加

178 2011.09 4021 CYO ＣＹ搬出確認登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

179 2011.09 4023 BOB 搬出確認登録（貨物引取り） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

180 2011.09 5050 IDX 輸入申告変更（ＡＥＯ通関業者
用官署変更）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

181 2011.09 5050 IDX 輸入申告変更（ＡＥＯ通関業者
用官署変更）

処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・出力先として「税関（通関担当部門）」の列
を追加

182 2011.09 6022 MPF ＭＰＮ強制消込 概要 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」

183 2011.09 6024 MP2 ＭＰＮ消込 概要 仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」

184 2011.09 7002 SHS 貨物取扱登録（改装・仕分け） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

185 2011.09 7003 CHU 貨物取扱登録（仕合せ） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

186 2011.09 7005 SHC 貨物取扱取消 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

187 2011.09 7007 CHI 貨物取扱結果通知 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

188 2011.09 7009 MHA 見本持出許可申請 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

189 2011.09 7019 CCX 貨物状況登録 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

190 2011.09 7019 CCX 貨物状況登録 処理フロー 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
業務仕様書本文に併せて記載変更

191 2011.09 7021 PSH 許可・承認等情報登録（保税） 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

2011.09.25 更新
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192 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

193 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(概要情報) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

194 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(全体情報) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

195 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(搬入予定情
報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

196 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(入出庫管理
情報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

197 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(搬出入情報) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

198 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(輸出入申告
関連情報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

199 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(保税運送関
連情報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

200 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(輸出入許可
情報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

201 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(船積情報) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

202 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(船卸情報) 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

203 2011.09 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(搬入時申告
情報)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

204 2011.09 7032 ICN コンテナ情報照会 コンテナ情報照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

205 2011.09 7032 ICN コンテナ情報照会 コンテナ情報照会情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「輸出コンテナ扱い表示」を非表示に変更
・「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に
変更

206 2011.09 7102 OSA 時間外執務要請届 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

207 2011.09 7112 IVA インボイス・パッキングリスト情
報登録

概要 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

208 2011.09 7112 IVA インボイス・パッキングリスト情
報登録

入力項目表 仕様変更100 「インボイス･パッキングリスト
情報登録(IVA)」業務のＸＭＬフォーマット変
更に伴う記述変更

209 2011.09 7116 IIV インボイス・パッキングリスト情
報照会

概要 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

210 2011.09 7116 IIV インボイス・パッキングリスト情
報照会

処理フロー 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更
照会区分がＣの場合の条件を追加

211 2011.09 7116 IIV インボイス・パッキングリスト情
報照会

入力項目表 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

212 2011.09 7116 IIV インボイス・パッキングリスト情
報照会

インボイス・パッキングリスト移管
履歴照会情報

仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

213 2011.09 7116 IIV インボイス・パッキングリスト情
報照会

インボイス・パッキングリスト移管
履歴照会情報

仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

214 2011.09 7137 RSI 利用資格移管 概要 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う新規業務追加

215 2011.09 7137 RSI 利用資格移管 処理フロー 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う新規業務追加

216 2011.09 7137 RSI 利用資格移管 入力項目表 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う新規業務追加

2011.09.25 更新
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217 2011.09 7137 RSI 利用資格移管 入力画面 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う新規業務追加

218 2011.09 7137 RSI 利用資格移管 処理結果通知 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う新規業務追加

219 2011.09 7202 HFB 本船・ふ中扱い承認申請呼出
し

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

220 2011.09 7203 HFC 本船・ふ中扱い承認申請 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

221 2011.09 7204 HFE 本船・ふ中扱い承認申請変更 概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

222 2011.09 7215 ROT 再出力 概要別表 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

223 2011.09 7504 AHI 貨物取扱結果通知（貨物取扱
許可申請）

概要 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

224 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 輸出許可等通知情報について 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

225 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 出力項目表（輸出許可等通知情
報）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

226 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い適用日」を「予備」に変更
「本申告表示」を「搬入表示」に変更

227 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 特定輸出許可通知書（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「統計品目番号」のフォーマットを変更

228 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知兼輸
出予備申告控（大額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

229 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知兼
輸出予備申告控（大額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

230 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知書
（大額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

231 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知書
（大額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

232 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い適用日」を「予備」に変更
「本申告表示」を「搬入表示」に変更

233 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知兼輸
出予備申告控（少額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

234 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知兼
輸出予備申告控（少額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

235 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知書
（少額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

236 2011.09 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知書
（少額）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

237 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 輸出申告等控情報について 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

238 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 出力項目表（輸出申告等控情
報）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

239 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 輸出申告控（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い適用日」を「予備」に変更
「申告予定年月日」を表示から非表示に変
更
「本申告表示」を「搬入表示」に変更

2011.09.25 更新
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240 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 コンテナ扱い申出控（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

241 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 コンテナ扱い申出控（大額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

242 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 輸出申告控（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「コンテナ扱い審査区分識別」、「コンテナ扱
い適用日」を「予備」に変更
「申告予定年月日」を表示から非表示に変
更
「本申告表示」を「搬入表示」に変更

243 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 コンテナ扱い申出控（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

244 2011.09 共通 - 輸出申告等控情報 コンテナ扱い申出控（少額） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴い廃止

245 2011.09 共通 - 輸出許可内容変更通知情報 出力項目表（輸出許可内容変更
通知情報等）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

246 2011.09 共通 - 輸出申告入力控情報 入力控情報等について 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

247 2011.09 共通 - 検査指定情報 検査指定情報等について 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

248 2011.09 共通 - 検査指定情報 出力項目表（検査指定情報等） 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

249 2011.09 CAF615 リアルタイム口座振替完了通
知情報

CAF615リアルタイム口座振替完
了通知情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規帳票追
加

250 2011.09 CAF615 リアルタイム口座振替完了通
知情報

CAF615リアルタイム口座振替完
了通知情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規帳票追
加

251 2011.09 CAQ044 リアルタイム口座帳票要否変
更履歴情報

CAQ044リアルタイム口座帳票要
否変更履歴情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規帳票追
加

252 2011.09 CAQ044 リアルタイム口座帳票要否変
更履歴情報

CAQ044リアルタイム口座帳票要
否変更履歴情報

仕様変更97 「リアルタイム口座振替方式に
おける通知機能の追加」に伴う新規帳票追
加

253 2011.09 SAE2KD等 別送品輸出申告控等 SAE2KD等別送品輸出申告控等 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

254 2011.09 SAE2KF等 別送品輸出許可通知 SAE2KF等別送品輸出許可通知 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

255 2011.09 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報 SAE408等許可・承認貨物（輸出）
情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

256 2011.09 SAE451 許可・承認内容変更貨物（輸
出）情報

SAE451許可・承認内容変更貨物
（輸出）情報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

257 2011.09 SAE503等 輸出搬入時状況通知情報 SAE503輸出搬入時状況通知 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規帳票
追加

258 2011.09 SAE503等 輸出搬入時状況通知情報 SAE503輸出搬入時状況通知情
報

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う新規帳票
追加

2011.09.25 更新
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259 2011.09 SAL076等 本船・ふ中扱い承認申請控等 SAL077本船・ふ中扱い承認通知
書

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
・「税関通知欄」内の文言の変更
　修正前：「関税法第６７条の２第１項ただし
書の規定により、あなたが申請した貨物の
本船・ふ中扱いを承認します。」
　修正後：「関税法第６７条の２第２項ただし
書、第６７条の３第２項の規定により、あな
たが申請した貨物の本船・ふ中扱いを承認
します。」

260 2011.09 SAL088等 電子インボイス受付番号通知
情報

SAL088等電子インボイス受付番
号通知情報

仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

261 2011.09 SAT001 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報 SAT001船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報 仕様変更94 「SIR情報及びIVA情報の転送
機能追加」に伴う記述変更

262 2011.09 SAT005 輸出貨物登録情報 SAT005輸出貨物登録情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

263 2011.09 SAT006 輸出貨物訂正情報 SAT006輸出貨物訂正情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

264 2011.09 SAT007 輸出貨物取消情報 SAT007輸出貨物取消情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

265 2011.09 SAT017 バンニング予定情報（コンテナ
単位）

SAT017バンニング予定情報（コ
ンテナ単位）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

266 2011.09 SAT017 バンニング予定情報（コンテナ
単位）

SAT017バンニング予定情報(コン
テナ単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

267 2011.09 SAT018 バンニング予定取消情報（コン
テナ単位）

SAT018バンニング予定取消情
報（コンテナ単位）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

268 2011.09 SAT018 バンニング予定取消情報（コン
テナ単位）

SAT018バンニング予定取消情
報(コンテナ単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

269 2011.09 SAT019 バンニング予定情報(輸出管理
番号単位)

SAT019バンニング予定情報(輸
出管理番号単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

270 2011.09 SAT019 バンニング予定情報(輸出管理
番号単位)

SAT019バンニング予定情報(輸
出管理番号単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

271 2011.09 SAT020 バンニング予定取消情報(輸出
管理番号単位)

SAT020バンニング予定取消情
報(輸出管理番号単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

272 2011.09 SAT020 バンニング予定取消情報(輸出
管理番号単位)

SAT020バンニング予定取消情
報(輸出管理番号単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

273 2011.09 SAT024 コンテナ通知情報 SAT024コンテナ通知情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

274 2011.09 SAT025 コンテナ通知訂正情報 SAT025コンテナ通知訂正情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

275 2011.09 SAT026 コンテナ通知取消情報 SAT026コンテナ通知取消情報 仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

276 2011.09 SAT027 搬出通知情報（コンテナ単位） SAT027搬出通知情報（コンテナ
単位）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

277 2011.09 SAT027 搬出通知情報（コンテナ単位） SAT027搬出通知情報(コンテナ
単位)

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

2011.09.25 更新
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278 2011.09 SAT028 搬出通知情報（輸出管理番号
単位）

SAT028搬出通知情報（輸出管理
番号単位）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更

279 2011.09 SAT028 搬出通知情報（輸出管理番号
単位）

SAT028搬出通知情報（輸出管理
番号単位）

仕様変更99 「輸出通関における保税搬入
原則の見直し」に係る変更に伴う記述変更
「包括コンテナ扱い申出番号」を非表示に変
更

2011.09.25 更新



2011.06.19　更新

1 2011.06 0001 URY 利用者情報登録 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
2 2011.06 0019 UKS 管理資料情報配信要否登録 管理資料情報配信要否情報 仕様変更92に伴う記述の変更
3 2011.06 0019 UKS 管理資料情報配信要否登録 入力項目表 仕様変更92に伴う記述の変更
4 2011.06 0020 UKS11 管理資料情報配信要否登録呼

出し
管理資料情報配信要否呼出情
報

仕様変更92に伴う記述の変更

5 2011.06 0020 UKS11 管理資料情報配信要否登録呼
出し

管理資料情報配信要否呼出情
報

仕様変更92に伴う記述の変更

6 2011.06 0025 USS／ 照会資格者登録 本文 誤記の修正
7 2011.06 0026 USS11 照会資格者登録呼出し 本文 誤記の修正
8 2011.06 0029 UHN 搬出入業務代行者登録 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
9 2011.06 0030 UHN11 搬出入業務代行者登録呼出し 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
10 2011.06 0046 UFB 船会社別ブッキング情報先行

登録用積出港登録
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

11 2011.06 0047 UFB11 船会社別ブッキング情報先行
登録用積出港登録呼出し

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

12 2011.06 1013 VPT 入港前統一申請Ｂ 入力項目表 入力区分の変更
13 2011.06 1013 VPT 入港前統一申請Ｂ 入力画面 項目ラベルの色変更

『本邦入港前外国の寄港地出港年月日』の
画面文字色（黒→緑）

14 2011.06 1014 VPT11 入港前統一申請Ｂ呼出し 入港前統一申請B情報呼出情報 項目ラベルの色変更
『本邦入港前外国の寄港地出港年月日』の
画面文字色（黒→緑）

15 2011.06 1015 VIX 入港届等 入力項目表 入力区分の変更
16 2011.06 1015 VIX 入港届等 入力画面 項目ラベルの色変更

『密航者総数』の画面文字色（緑→青）
17 2011.06 1016 VIT 入港届等Ｂ 入力項目表 入力区分の変更
18 2011.06 1016 VIT 入港届等Ｂ 入力画面 項目ラベルの色変更

『密航者総数』の画面文字色（緑→青）
『密航者総数』の項目必須化

19 2011.06 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 入港届等B情報呼出情報 項目ラベルの色変更
『密航者総数』の画面文字色（緑→青）
『密航者総数』の項目必須化

20 2011.06 2003 ECR 輸出貨物情報登録 本文 誤記の修正
21 2011.06 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ

単位）
本文 仕様変更92に伴う記述の変更

22 2011.06 2015 VAN11 バンニング情報登録（コンテナ
単位）呼出し

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

23 2011.06 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

24 2011.06 2017 VAE11 バンニング情報登録（輸出管理
番号単位）呼出し

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

25 2011.06 2018 VAC バンニング情報取消し 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
26 2011.06 2019 VAD バンニング情報訂正 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
27 2011.06 2020 VAD11 バンニング情報訂正呼出し 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
28 2011.06 2021 VAA バンニング情報追加 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
29 2011.06 2022 VAA11 バンニング情報追加呼出し 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
30 2011.06 2023 BOC 搬出確認登録（輸出許可済） 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
31 2011.06 2024 CYA CY搬入確認登録 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
32 2011.06 2024 CYA CY搬入確認登録 入力項目表 仕様変更92に伴う記述の変更
33 2011.06 2024 CYA CY搬入確認登録 入力画面 仕様変更92に伴う記述の変更

以下の項目を入力画面に追加
「船会社コード」
「ブッキング番号」
「船卸港コード」
「荷受地コード」
「積出港コード」

34 2011.06 2025 CYC ＣＹ搬入情報訂正 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
35 2011.06 2027 CLR 船積情報登録 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
36 2011.06 2038 ICI 船積コンテナ情報照会 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
37 2011.06 2041 BKR ブッキング情報登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
38 2011.06 2042 BKC ブッキング情報変更 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
39 2011.06 2043 BKC11 ブッキング情報変更呼出し 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
40 2011.06 2044 BCC ブッキング・コンテナ番号変更 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
41 2011.06 2045 BCC11 ブッキング・コンテナ番号変更

呼出し
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

42 2011.06 2046 PUR 空コンテナピックアップ登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
43 2011.06 2047 PUR11 空コンテナピックアップ登録呼

出し
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

44 2011.06 2048 PUH 空コンテナピックアップ変更 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
45 2011.06 2049 PUH11 空コンテナピックアップ変更呼

出し
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

46 2011.06 2050 PUA 空コンテナピックアップ回答 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
47 2011.06 2051 PUA11 空コンテナピックアップ回答呼

出し
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

48 2011.06 2052 PUL 空コンテナピックアップ一覧作 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
49 2011.06 2053 PCD 空コンテナ引渡情報登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

変更一覧
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2011.06.19　更新

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

50 2011.06 2054 CYH ＣＹ搬入情報登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
51 2011.06 2055 CYH11 ＣＹ搬入情報登録呼出し 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
52 2011.06 2056 VAH バンニング・ＣＹ搬入情報登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
53 2011.06 2057 VAH11 バンニング・ＣＹ搬入情報登録

呼出し
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

54 2011.06 2059 VAN12 バンニング情報登録（コンテナ・
ブッキング単位）呼出し

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

55 2011.06 2060 IBK ブッキング情報照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
56 2011.06 2061 IBL ブッキング一覧照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
57 2011.06 2062 IPU ピックアップオーダー照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
58 2011.06 2063 IPD ピックアップ本数差異一覧照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
59 2011.06 2064 IPL 回答前ピックアップオーダー一

覧照会
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

60 2011.06 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 本文 誤記の修正
61 2011.06 4002 MFR 積荷目録情報登録 本文 仕様変更91に伴う記述の変更
62 2011.06 4003 CMF01／

CMF02／
CMF03

積荷目録情報訂正 本文 仕様変更91に伴う記述の変更

63 2011.06 4005 MFA 積荷目録情報追加登録 本文 仕様変更91に伴う記述の変更
64 2011.06 4041 IMI 積荷目録状況照会 本文 仕様変更91に伴う記述の変更
65 2011.06 4041 IMI 積荷目録状況照会 フロー 仕様変更91に伴う記述の変更
66 2011.06 4041 IMI 積荷目録状況照会 入力項目表 仕様変更91に伴う記述の変更
67 2011.06 4041 IMI 積荷目録状況照会 入力画面 仕様変更91に伴う記述の変更

・ラベル文言の修正
（新規照会区分の追加）

68 2011.06 4041 IMI 積荷目録状況照会 積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ
番号一覧照会（包括保税運送））

仕様変更91に伴う記述の変更
・新規照会画面

69 2011.06 5001 IDA 輸入申告事項登録 本文 仕様変更36、37に伴う記述の変更
70 2011.06 5006 IDC 輸入申告 本文 仕様変更36、37に伴う記述の変更
71 2011.06 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 本文 仕様変更36、37に伴う記述の変更
72 2011.06 5010 IDE 輸入申告変更 本文 仕様変更37に伴う記述の変更
73 2011.06 7008 CHJ 貨物情報仕分け 本文 誤記の修正
74 2011.06 7021 PSH 許可・承認等情報登録（保税） 本文 仕様変更92に伴う記述の変更

75 2011.06 7026 RSS01 輸入コンテナ引取予定情報通
知(ＩＤ通知)

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

76 2011.06 7026 RSS01 輸入コンテナ引取予定情報通
知(ＩＤ通知)

入力項目表 仕様変更92に伴う記述の変更

77 2011.06 7027 RSS11 輸入コンテナ引取予定情報通
知（ＩＤ通知）呼出し

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

78 2011.06 7027 RSS11 輸入コンテナ引取予定情報通
知（ＩＤ通知）呼出し

輸入コンテナ引取予定ＩＤ通知呼
出情報

仕様変更92に伴う記述の変更

79 2011.06 7027 RSS12 輸入コンテナ引取予定情報選
択（ＩＤ通知）呼出し

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

80 2011.06 7029 RST01 輸入コンテナ引取予定確認情
報通知（ＩＤ確認）

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

81 2011.06 7029 RST01 輸入コンテナ引取予定確認情
報通知（ＩＤ確認）

入力項目表 仕様変更92に伴う記述の変更

82 2011.06 7030 RST11 輸入コンテナ引取予定確認情
報通知（ＩＤ確認）呼出し

本文 仕様変更92に伴う記述の変更

83 2011.06 7030 RST11 輸入コンテナ引取予定確認情
報通知（ＩＤ確認）呼出し

輸入コンテナ引取予定ＩＤ確認呼
出情報

仕様変更92に伴う記述の変更

84 2011.06 7031 ICG 貨物情報照会 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
85 2011.06 7031 ICG 貨物情報照会 入力項目表 仕様変更92に伴う記述の変更
86 2011.06 7031 ICG 貨物情報照会 仕様変更92に伴う記述の変更

指定情報に「ACT：請求情報」のラベルを追
87 2011.06 7031 ICG 貨物情報照会 貨物情報照会情報(全体情報) 誤記の修正
88 2011.06 7032 ICN コンテナ情報照会 本文 仕様変更92に伴う記述の変更
89 2011.06 7036 ACT 請求情報登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
90 2011.06 7037 ACT11 請求情報登録呼出し 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
91 2011.06 7038 PAS 支払選択登録 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
92 2011.06 7039 PAS11 支払選択登録呼出し 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
93 2011.06 7041 IAT 請求情報照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
94 2011.06 7042 IPS 電子決済情報照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
95 2011.06 7043 IAI 請求情報一覧照会 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
96 2011.06 7127 RPS 汎用申請手数料納付申請照会 汎用申請手数料納付申請照会

情報Ｂ
誤記の修正

97 2011.06 帳票 SAL051 輸入コンテナ引取予定ＩＤ確認
情報

輸入コンテナ引取予定ＩＤ確認情
報

仕様変更92に伴う記述の変更

98 2011.06 帳票 SAT075 ブッキング情報登録通知情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
99 2011.06 帳票 SAT076 ブッキング情報訂正通知情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
100 2011.06 帳票 SAT077 ブッキング情報取消通知情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
101 2011.06 帳票 SAT079 ブッキング・コンテナ番号訂正

通知情報
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

102 2011.06 帳票 SAT080 ブッキング・コンテナ番号取消
通知情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

103 2011.06 帳票 SAT081 ブッキング・コンテナ番号登録
通知情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
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2011.06.19　更新

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

104 2011.06 帳票 SAT083 空コンテナピックアップオー
ダー情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

105 2011.06 帳票 SAT084 ブッキング・ピックアップオー
ダー差異通知情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

106 2011.06 帳票 SAT086 空コンテナピックアップオー
ダー訂正情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

107 2011.06 帳票 SAT087 空コンテナピックアップオー
ダー取消情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

108 2011.06 帳票 SAT089 空コンテナ搬出確認情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
109 2011.06 帳票 SAT090 空コンテナ搬出確認訂正情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
110 2011.06 帳票 SAT091 空コンテナ搬出確認訂正情報

（詳細）
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

111 2011.06 帳票 SAT092 空コンテナピックアップ情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
112 2011.06 帳票 SAT093 空コンテナピックアップ訂正情 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
113 2011.06 帳票 SAT094 空コンテナピックアップ取消情 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
114 2011.06 帳票 SAT095 空コンテナピックアップ回答情 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
115 2011.06 帳票 SAT097 空コンテナ引渡情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
116 2011.06 帳票 SAT098 空コンテナ引渡取消情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
117 2011.06 帳票 SAT099 機器受渡証（ＥＩＲ）情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
118 2011.06 帳票 SAT103 ＣＹ搬入情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
119 2011.06 帳票 SAT104 ＣＹ搬入訂正情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
120 2011.06 帳票 SAT105 ＣＹ搬入取消情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
121 2011.06 帳票 SAT106 ブッキング・ＣＹ搬入差異通知

情報
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

122 2011.06 帳票 SAT132 空コンテナピックアップ回答入
力控情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

123 2011.06 帳票 SAT133 空コンテナピックアップオー
ダー・回答取消情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

124 2011.06 帳票 CAL070 料金請求情報（仮登録） 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
125 2011.06 帳票 CAL071 料金請求情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
126 2011.06 帳票 CAL072 料金請求情報（訂正） 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
127 2011.06 帳票 CAL073 料金請求取消情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
128 2011.06 帳票 CAL076 料金支払情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
129 2011.06 帳票 CAL078 料金支払取消情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
130 2011.06 帳票 CAL081 料金支払訂正情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
131 2011.06 帳票 CAL086 電子決済支払完了通知情報 業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
132 2011.06 帳票 CAL087 電子決済支払完了通知（請求

番号単位）情報
業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務

133 2011.06 帳票 CAQ043 船会社別ブッキング情報先行
登録用積出港情報

業務仕様書一式 仕様変更92に伴う新規作成業務
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2011.03.20更新

1 2011.03 1312 JSS ステータス照会 ステータス照会結果 仕様変更88に伴う記述の変更
2 2011.03 1312 JSS ステータス照会 ステータス照会結果 仕様変更88に伴う記述の変更

「添付ファイル数」の追加
3 2011.03 1312 JSS ステータス照会 帳票イメージ 仕様変更88に伴う記述の変更

「添付ファイル数」の追加
4 2011.03 1321 KFT ファイル申請 概要 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う新

規業務追加
5 2011.03 1321 KFT ファイル申請 処理フロー 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う新

規業務追加
6 2011.03 1321 KFT ファイル申請 入力項目表 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う新

規業務追加
7 2011.03 1321 KFT ファイル申請 入力画面 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う新

規業務追加
8 2011.03 1321 KFT ファイル申請 処理結果通知 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う新

規業務追加
9 2011.03 2030 ACL01/ACL02 船積確認事項登録 概要 仕様変更87に伴う記述の変更
10 2011.03 2030 ACL01/ACL02 船積確認事項登録 入力項目表(ACL01) 仕様変更87に伴う記述の変更
11 2011.03 2030 ACL01/ACL02 船積確認事項登録 入力画面(ACL01) 仕様変更87に伴う記述の変更

項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

12 2011.03 2031 ACL11 船積確認事項登録呼出し 船積確認事項登録（コンテナ船
用）呼出情報.

仕様変更87に伴う記述の変更

13 2011.03 2031 ACL11 船積確認事項登録呼出し 船積確認事項登録（コンテナ船
用）呼出情報

仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

14 2011.03 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出し

概要 仕様変更87に伴う記述の変更

15 2011.03 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出し

入力項目表 仕様変更87に伴う記述の変更

16 2011.03 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出し

入力画面 仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＮＶＯＣＣ･混載コード」に変更

17 2011.03 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出し

船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出情報

仕様変更87に伴う記述の変更

18 2011.03 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出し

船積確認事項登録（ハウス単
位）呼出情報

仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

19 2011.03 2039 IAL 船積情報照会 概要 仕様変更87に伴う記述の変更
20 2011.03 2039 IAL 船積情報照会 船積情報照会情報（コンテナ船

用）
仕様変更87に伴う記述の変更

21 2011.03 2039 IAL 船積情報照会 船積情報照会情報（コンテナ船
用）

仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

22 2011.03 4014 TDC 包括保税運送申告 概要 誤記の修正
23 2011.03 4042 IOL 保税運送申告照会 入力項目表 誤記の修正
24 2011.03 4042 IOL 保税運送申告照会 保税運送申告照会情報 誤記の修正
25 2011.03 5045 ROW リアルタイム口座再引落とし依 概要 仕様変更80に伴う記述の変更
26 2011.03 7102 OSA 時間外執務要請届 概要 誤記の修正
27 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報

登録・変更
概要 仕様変更85に伴う新規業務追加

28 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

処理フロー 仕様変更85に伴う新規業務追加

29 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

入力項目表 仕様変更85に伴う新規業務追加

30 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

入力画面 仕様変更85に伴う新規業務追加

31 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

処理結果通知 仕様変更85に伴う新規業務追加

32 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

随時処理結果通知情報 仕様変更85に伴う新規業務追加

33 2011.03 7701 DLH01 保税管理資料再出力依頼情報
登録・変更

保税管理資料再出力依頼情報 仕様変更85に伴う新規業務追加

34 2011.03 - オンライン業務共通設計書 輸入申告等控情報について 誤記の修正
35 2011.03 SAA0600 入港前統一申請照会情報 入港前統一申請照会情報 誤記の修正
36 2011.03 SAA811 受信確認通知［係留施設使用

許可申請］
受信確認通知［係留施設使用許
可申請］

仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う変
更

37 2011.03 SAA812 回答通知［係留施設使用許可
申請］

回答通知［係留施設使用許可申
請］

仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う変
更

38 2011.03 SAA845 回答通知［入港届［港湾管理 回答通知［入港届［港湾管理 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う変
39 2011.03 SAA873 回答通知［入港料減免申請］ 回答通知［入港料減免申請］ 仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う変
40 2011.03 SAA901 格納通知_控［係留施設使用許

可申請］
格納通知_控［係留施設使用許
可申請］

仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う出
力情報新規追加

41 2011.03 SAA902 格納通知_控［入港届［港湾管
理者］］

格納通知_控［入港届［港湾管理
者］］

仕様変更88（港湾サブシステム）に伴う出
力情報新規追加

変更一覧

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由
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項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

42 2011.03 SAT049等 船積確認事項情報（コンテナ船
本情報）

船積確認事項情報(コンテナ船
本情報)

仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

43 2011.03 SAT049等 船積確認事項情報（コンテナ船
本情報）

船積確認事項情報（コンテナ船
本情報）

仕様変更87に伴う記述の変更

44 2011.03 SAT050等 船積確認事項情報（記号番号
情報）

船積確認事項情報（記号番号情
報）

仕様変更87に伴う記述の変更

45 2011.03 SAT051等 船積確認事項情報（在来船本
情報）

船積確認事項情報（在来船本情
報）

仕様変更87に伴う記述の変更

46 2011.03 SAT052等 船積確認事項情報（車台番号
等情報）

船積確認事項情報（車台番号等
情報）

仕様変更87に伴う記述の変更

47 2011.03 SAT053 船積確認事項変更情報（コン
テナ船本情報）

船積確認事項変更情報（コンテ
ナ船本情報）

仕様変更87に伴う記述の変更

48 2011.03 SAT053 船積確認事項変更情報（コン
テナ船本情報）

船積確認事項変更情報（コンテ
ナ船本情報）

仕様変更87に伴う記述の変更
項目名を「ＣＹ・ＣＦＳ」「ＮＶＯＣＣ･混載コー
ド」に変更

49 2011.03 SAT055 船積確認事項変更情報（在来
船本情報）

船積確認事項変更情報（在来船
本情報）

誤記の修正

50 2011.03 SAT179 船積確認事項情報（コンテナ船
本情報）（仮登録）

船積確認事項情報（コンテナ船
本情報）（仮登録）

仕様変更87に伴う出力情報新規追加

51 2011.03 SAT180 船積確認事項情報（記号番号
情報）（仮登録）

船積確認事項情報（記号番号情
報）（仮登録）

仕様変更87に伴う出力情報新規追加

52 2011.03 SAT181 船積確認事項情報（在来船本
情報）（仮登録）

船積確認事項情報（在来船本情
報）（仮登録）

仕様変更87に伴う出力情報新規追加

53 2011.03 SAT182 船積確認事項情報（車台番号
等情報）（仮登録）

船積確認事項情報（車台番号等
情報）（仮登録）

仕様変更87に伴う出力情報新規追加
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2010.12.24　更新

1 2010.12 1004 VTX01 船舶運航情報登録 入力項目表 仕様変更_84「入出港SW業務の検疫所向け
項目のエラーチェック強化」に伴う記述の追
加

2 2010.12 1012 VPX 入港前統一申請 入力項目表 仕様変更_84「入出港SW業務の検疫所向け
項目のエラーチェック強化」に伴う記述の追
加

3 2010.12 1013 VPT 入港前統一申請Ｂ 入力項目表 仕様変更_84「入出港SW業務の検疫所向け
項目のエラーチェック強化」に伴う記述の追
加

4 2010.12 1015 VIX 入港届等 入力項目表 仕様変更_84「入出港SW業務の検疫所向け
項目のエラーチェック強化」に伴う記述の追
加

5 2010.12 1016 VIT 入港届等Ｂ 入力項目表 仕様変更_84「入出港SW業務の検疫所向け
項目のエラーチェック強化」に伴う記述の追
加

6 2010.12 3003 EDC 輸出申告 概要 仕様変更_26 「特定輸出申告の搬入時申告
可能化」に伴う記述の追加

7 2010.12 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 概要 仕様変更_26 「特定輸出申告の搬入時申告
可能化」に伴う記述の追加

8 2010.12 3006 EDE 輸出申告変更 概要 仕様変更_26 「特定輸出申告の搬入時申告
可能化」に伴う記述の追加

9 2010.12 3010 CEE 輸出申告審査終了 概要 仕様変更_26 「特定輸出申告の搬入時申告
可能化」に伴う記述の追加

10 2010.12 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 簡易貨物情報登録呼出情報 誤記の修正（搬入年月日、搬入時刻_「入力
条件／形式」欄）

11 2010.12 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 入力項目表 誤記の修正（船舶種別コード_「入力条件／
形式」欄）

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
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 2010.09.26 更新

1 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 概要 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

2 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 処理フロー 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

3 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 入力項目表 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

4 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 入力画面 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

5 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 処理結果通知 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

6 2010.09 1017 VIT11 入港届等Ｂ呼出し 入港届等Ｂ情報呼出情報 改変22-41 VIT11業務による船舶コードの
呼出についての改変

7 2010.09 1030 VCA 船舶管理情報登録 概要 改変項番82 の資格変更の個別業務化

8 2010.09 2030 ACL01 船積確認事項登録 概要 記述内容の改善

9 2010.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 概要 改変22-23　ＩＥＳ業務の項目追加

10 2010.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 処理フロー 改変22-23　ＩＥＳ業務の項目追加

11 2010.09 3013 IES 輸出申告等一覧照会 輸出申告等一覧照会情報 改善

12 2010.09 4003 CMF02 積荷目録情報訂正（積荷目録
提出業務後）

処理フロー 誤記の修正

13 2010.09 4008 PKK 船卸確認登録（個別） 処理フロー 誤記の修正

14 2010.09 4016 OLC 保税運送申告 処理フロー 誤記の修正

15 2010.09 4018 SOT 保税運送申告（承認）変更 処理フロー 誤記の修正

16 2010.09 4024 BIA 搬入確認登録（保税運送貨
物）

処理フロー 誤記の修正

17 2010.09 4028 CYB01 システム外ＣＹ搬入確認（コン
テナ単位）（事前登録）

処理フロー 誤記の修正

18 2010.09 4030 CYD01 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）

概要 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

19 2010.09 4030 CYD01 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）

入力項目表 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

20 2010.09 4030 CYD01 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）

入力画面 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

21 2010.09 4030 CYD01 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）

処理フロー 誤記の修正

22 2010.09 4031 CYE システム外ＣＹ搬入確認（一括
搬入）

処理フロー 誤記の修正

23 2010.09 4040 SCR 簡易貨物情報登録 概要 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

24 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 概要 改変項番76 IMI業務の出力情報追加

25 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 処理フロー 改変項番76 IMI業務の出力情報追加

26 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 入力項目表 改変項番76 IMI業務の出力情報追加

27 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 入力画面 改変項番76 IMI業務の出力情報追加

28 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ番号
一覧照会（仮陸揚））

改変項番76 IMI業務の出力情報追加

29 2010.09 4041 IMI 積荷目録状況照会 積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ番号
一覧照会（仮陸揚））

改変項番76 IMI業務の出力情報追加

30 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

概要 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

31 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

処理フロー 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
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 2010.09.26 更新

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称

32 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

入力項目表 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

33 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

入力画面 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

34 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

処理結果通知 改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

35 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単
位）（事前登録）呼出情報

改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

36 2010.09 4047 CYD11 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）呼出

システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単
位）（事前登録）呼出情報

改変項番78 CYD01業務の訂正機能追加

37 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 概要 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

38 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 処理フロー 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

39 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 入力項目表 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

40 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 入力画面 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

41 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 処理結果通知 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

42 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 簡易貨物情報登録呼出情報 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

43 2010.09 4048 SCR11 簡易貨物情報登録呼出し 簡易貨物情報登録呼出情報 改変項番77 SCR業務の訂正機能追加

44 2010.09 5001 IDA 輸入申告事項登録 概要 自由貿易協定関税割当品目に関する記載
の改善

45 2010.09 5006 IDC 輸入申告 概要 改変項番81 予備申告時の適用法令チェッ
クの追加

46 2010.09 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 概要 自由貿易協定関税割当品目に関する記載
の改善

47 2010.09 7019 CCX 貨物状況登録 処理フロー 誤記の修正

48 2010.09 7031 ICG 貨物情報照会情報(輸出入許
可情報)

貨物情報照会情報(輸出入許可情
報)

記述内容の改善

49 2010.09 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

概要 自由貿易協定関税割当品目に関する記載
の改善

50 2010.09 7215 ROT 再出力 概要2 改変項番82 資格変更の個別業務化に伴う
出力情報の追加

51 2010.09 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 概要 改変項番82 資格変更の個別業務化

52 2010.09 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 処理フロー 改変項番82 資格変更の個別業務化

53 2010.09 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 入力項目表 改変項番82 資格変更の個別業務化

54 2010.09 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 入力画面 改変項番82 資格変更の個別業務化

55 2010.09 7220 KPC01 船舶・航空機資格変更届 処理結果通知 改変項番82 資格変更の個別業務化

56 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

概要 改変項番82 資格変更の個別業務化

57 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

処理フロー 改変項番82 資格変更の個別業務化

58 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

入力項目表 改変項番82 資格変更の個別業務化

59 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

入力画面 改変項番82 資格変更の個別業務化

60 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

処理結果通知 改変項番82 資格変更の個別業務化

61 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

船舶資格変更届呼出結果情報等 改変項番82 資格変更の個別業務化

62 2010.09 7221 KPC 船舶・航空機資格変更届呼出
し

KPC_08_船舶・航空機資格変更届呼
出結果情報

改変項番82 資格変更の個別業務化

63 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 概要 改変項番82 資格変更の個別業務化

64 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 処理フロー 改変項番82 資格変更の個別業務化
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 2010.09.26 更新

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称

65 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 入力項目表 改変項番82 資格変更の個別業務化

66 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 入力画面 改変項番82 資格変更の個別業務化

67 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 船舶資格変更届照会情報等 改変項番82 資格変更の個別業務化

68 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 船舶・航空機資格変更届照会情報 改変項番82 資格変更の個別業務化

69 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 船舶資格変更届履歴照会情報等 改変項番82 資格変更の個別業務化

70 2010.09 7223 IKP 船舶・航空機資格変更届照会 船舶・航空機資格変更届履歴照会
情報

改変項番82 資格変更の個別業務化

71 2010.09 SAT SAT049 船積確認事項情報（コンテナ
船本情報）

船積確認事項情報（コンテナ船本情
報）

改変項番75 ACLの船会社単位カスタマイ
ズ

72 2010.09 SAT SAT051 船積確認事項情報（在来船本
情報）

船積確認事項情報（在来船本情報） 改変項番75 ACLの船会社単位カスタマイ
ズ

73 2010.09 SAT SAT053 船積確認事項変更情報（コン
テナ船本情報）

船積確認事項変更情報（コンテナ船
本情報）

改変項番75 ACLの船会社単位カスタマイ
ズ

74 2010.09 SAT SAT055 船積確認事項変更情報（在来
船本情報）

船積確認事項変更情報（在来船本
情報）

改変項番75 ACLの船会社単位カスタマイ
ズ

75 2010.09 帳票 SAA150等 船舶資格変更届控情報等 船舶資格変更届控情報等 改変項番82 資格変更の個別業務化

76 2010.09 帳票 SAA150 船舶資格変更届控情報 船舶資格変更届控情報 改変項番82 資格変更の個別業務化

77 2010.09 帳票 SAA151 船舶資格変更届訂正・取消控
情報

船舶資格変更届訂正・取消控情報 改変項番82 資格変更の個別業務化

78 2010.09 共通 - 輸入許可等通知情報 オンライン共通設計書「2. 輸入許可
等通知情報について」「別紙D01」

3日BP申請における輸入許可通知情報の
出力情報コード修正
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2010.06.20 更新

1 2010.06 2027 CLR 船積情報登録 概要 利用者様に混乱をきたす記載のため変更

2 2010.06 3001 EDA 輸出申告事項登録 概要（Air_Sea）
73. 認定通関業者に係る申告官署のあて先官署決
定処理の追加

3 2010.06 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力項目表（Air_Sea）
69. 「輸出申告事項登録（EDA）」業務における入力
項目ガイドの表示追加

4 2010.06 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 入力項目表（Air_Sea）
69. 「輸出申告事項登録（EDA）」業務における入力
項目ガイドの表示追加

5 2010.06 3007 EAA
輸出許可内容変更申請事項登
録

概要（Air_Sea）
73. 認定通関業者に係る申告官署のあて先官署決
定処理の追加

6 2010.06 3007 EAA
輸出許可内容変更申請事項登
録

入力項目表（Air_Sea）
69. 「輸出申告事項登録（EDA）」業務における入力
項目ガイドの表示追加

7 2010.06 5001 IDA 輸入申告事項登録 概要（Air_Sea）
73. 認定通関業者に係る申告官署のあて先官署決
定処理の追加

8 2010.06 5001 IDA 輸入申告事項登録 出力項目表（Air_Sea）
67. 経済連携協定における「特恵税率適用可能識
別」欄の変更

9 2010.06 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 出力項目表（Air_Sea）
67. 経済連携協定における「特恵税率適用可能識
別」欄の変更

10 2010.06 5011 MWA
石油製品等移出（総保出）輸
入申告事項登録

概要（Air_Sea）
73. 認定通関業者に係る申告官署のあて先官署決
定処理の追加

11 2010.06 5021 IID 輸入申告等照会 出力項目表（Air_Sea）
67. 経済連携協定における「特恵税率適用可能識
別」欄の変更

12 2010.06 5047 TKA01 一括特例申告事項登録 出力項目表（Air_Sea）
67. 経済連携協定における「特恵税率適用可能識
別」欄の変更

変更一覧

項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

13 2010.06 6022 MPF ＭＰＮ強制消込 概要（Air_Sea） 66. 「修正申告（AMC）」業務の機能改善

14 2010.06 7115 IVB
ンボイス・パッキングリスト仕分
情報登録

概要（Air_Sea） 誤記の修正

15 2010.06 7115 IVB
ンボイス・パッキングリスト仕分
情報登録

出力項目表（Air_Sea） 誤記の修正

16 2010.06 7116 IIV
インボイス・パッキングリスト情
報照会

出力項目表（Air_Sea） 誤記の修正

17 2010.06 7203 HFC 本船・ふ中扱い承認申請 概要
73. 認定通関業者に係る申告官署のあて先官署決
定処理の追加

18 2010.06 7205 HFX
本船・ふ中扱い承認申請審査
終了

概要 73. 新規提出（参考版のみ）

19 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 輸入許可通知-A 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

20 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 輸入許可通知-B 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

21 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 輸入許可通知-C 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

22 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 ＢＰ承認通知-B 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

23 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 ＢＰ承認通知-C 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

24 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 輸入（引取）許可通知 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

25 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 蔵入等承認通知-A 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

26 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 蔵入等承認通知-B 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

27 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 蔵入等承認通知-C 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

28 2010.06 共通 - 輸入許可等通知情報 展示等不承認通知 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

29 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（大額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

30 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 特定輸出許可通知書（大額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

31 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報
コンテナ扱い申出適用通知兼輸出予備申告
控（大額）

65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

32 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報
コンテナ扱い申出不適用通知兼輸出予備申
告控（大額）

65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

33 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 展示等積戻し許可通知書（大額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

34 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知書（大額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

35 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知書（大額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

36 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 輸出許可通知書（少額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善
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項番 修正月 業務・出力情報コード／名称 変更対象ファイル 変更契機・理由

37 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 特定輸出許可通知書（少額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

38 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報
コンテナ扱い申出適用通知兼輸出予備申告
控（少額）

65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

39 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報
コンテナ扱い申出不適用通知兼輸出予備申
告控（少額）

65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

40 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 展示等積戻し許可通知書（少額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

41 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出適用通知書（少額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

42 2010.06 共通 - 輸出許可等通知情報 コンテナ扱い申出不適用通知書（少額） 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

43 2010.06 共通 - 輸出許可内容変更通知情報等 輸出許可内容変更通知書 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

44 2010.06 共通 - 輸出許可内容変更通知情報等 積戻し許可内容変更通知書 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

45 2010.06 共通 - 輸出許可内容変更通知情報等 特定輸出許可内容変更通知書 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

46 2010.06 共通 - 輸出許可内容変更通知情報等 展示等積戻し許可内容変更通知書 65. 許可通知情報等の帳票タイトル文字の改善

47 2010.06 帳票 CAF614
リアルタイム口座支払完了通
知情報

リアルタイム口座支払完了通知情報
（Air_Sea）

66. 「修正申告（AMC）」業務の機能改善

48 2010.06 帳票 CAF614
リアルタイム口座支払完了通
知情報

リアルタイム口座支払完了通知情報
（Air_Sea）

66. 「修正申告（AMC）」業務の機能改善
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 2010.04.19 更新

1 2010.02 0033 UNF 納付書等出力先登録 本文 一括納付書の出力先変更

2 2010.02 0033 UNF 納付書等出力先登録 入力項目表 一括納付書の出力先変更

3 2010.2 0034 UNF11 納付書等出力先登録呼出し 本文 一括納付書の出力先変更

4 2010.2 0034 UNF11 納付書等出力先登録呼出し 納付書等出力先呼出情報 一括納付書の出力先変更

5 2010.2 1046 IPP 不開港出入許可申請照会 不開港出入許可申請照会情報 文言の追加

6 2010.2 3001 EDA 輸出申告事項登録 入力控情報(Air_Sea) 誤記の修正

7 2010.2 3002 EDB 輸出申告事項呼出し 輸出申告事項登録情報等(Air_Sea) ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

8 2010.2 3003 EDC 輸出申告 本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

9 2010.2 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

輸出許可内容変更申請入力控情
報(Air_Sea)

誤記の修正

10 2010.2 3012 IEX 輸出申告等照会 輸出申告等照会情報(Air_Sea) 誤記の修正

11 2010.2 3016 UEC 別送品輸出申告 本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

12 2010.2 5001 IDA 輸入申告事項登録 入力項目表(Air_Sea) ・誤記の修正
・IDA業務等の入力チェックの変更
・ＭＡＷＢ番号の補完の変更
・文言の追加

13 2010.2 5001 IDA 輸入申告事項登録 輸入申告等入力控情報(Air_Sea) ・メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力
項目の変更
・IDA業務等の入力チェックの変更
・ＭＡＷＢ番号の補完の変更

14 2010.2 5003 IDB 輸入申告事項呼出し 輸入申告事項登録情報(Air_Sea) ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

15 2010.2 5006 IDC 輸入申告 本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

16 2010.2 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

17 2010.2 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 入力項目表(Air_Sea) ・誤記の修正
・IDA業務等の入力チェックの変更
・ＭＡＷＢ番号の補完の変更
・文言の追加

18 2010.2 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 輸入申告等変更入力控情報
(Air_Sea)

・メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力
項目の変更
・IDA業務等の入力チェックの変更

19 2010.2 5013 MWC 石油製品等移出（総保出）輸入
申告

本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

20 2010.2 5017 CEA／
CEA01

輸入申告審査終了 本文（参考）(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

21 2010.2 5017 CEA／
CEA01

輸入申告審査終了／（強制入
力）

フロー図（CEA）(Air_Sea) 誤記の修正

22 2010.2 5018 COW 保留解除 本文（参考）(Air_Sea) 誤記の修正
開庁時自動起動にかかる記載改善

23 2010.2 5021 IID 輸入申告等照会 輸入申告等照会情報(Air_Sea) IDA業務等の入力チェックの変更

24 2010.2 5038 OTA 輸入申告事項登録（沖縄特免
制度）

本文 開庁時自動起動にかかる記載改善

25 2010.2 5040 OTC 輸入申告（沖縄特免制度） 本文 開庁時自動起動にかかる記載改善

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象箇所業務・出力情報コード／名称
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 2010.04.19 更新

項番 修正月 変更契機・理由変更対象箇所業務・出力情報コード／名称

26 2010.2 5041 OTA01 輸入申告変更事項登録（沖縄
特免制度）

本文 開庁時自動起動にかかる記載改善

27 2010.2 5043 OTE 輸入申告変更（沖縄特免制度） 本文 開庁時自動起動にかかる記載改善

28 2010.2 5049 TKC01 一括特例申告 本文(Air_Sea) 誤記の修正

29 2010.2 6019 IMP ＭＰＮ状況照会 本文(Air_Sea) 一括納付書の出力先変更

30 2010.2 6024 MP2 ＭＰＮ消込 本文(Air_Sea) 開庁時自動起動にかかる記載改善

31 2010.2 6026 INF 一括納付書一覧照会 本文(Air_Sea) 一括納付書の出力先変更

32 2010.2 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕
分情報呼出し

インボイス・パッキングリスト仕分情
報(Air_Sea)

ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

33 2010.2 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕
分情報呼出し

インボイス・パッキングリスト仕分情
報(輸出)(Air_Sea)

ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

34 2010.2 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕
分情報呼出し

インボイス・パッキングリスト仕分情
報(輸入)(Air_Sea)

ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

35 2010.2 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

本文(Air_Sea) 誤記の修正

36 2010.2 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

入力項目表(Air_Sea) ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

37 2010.2 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

入力(CEV)(Air_Sea) ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

38 2010.2 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

入力(CIV)(Air_Sea) ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

39 2010.2 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

インボイス・パッキングリスト仕分結
果情報(Air_Sea)

ＩＶＡ業務で登録された情報の後続業務への
引継ぎについて

40 2010.2 7119 HYS 汎用申請 処理結果通知(Air_Sea) 誤記の修正

41 2010.2 共通 - 輸入許可等通知情報 輸入許可等通知情報(Air_Sea) メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力項
目の変更

42 2010.2 共通 - 輸入申告等控情報 輸入申告等控情報(Air_Sea) ・メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力
項目の変更
・ＭＡＷＢ番号の補完の変更

43 2010.2 共通 - 輸出許可等通知情報 出力項目表（輸出許可等通知情
報）(Air_Sea)

誤記の修正

44 2010.2 共通 - 輸出申告等控情報 出力項目表（輸出申告等控情報）
(Air_Sea)

誤記の修正

45 2010.2 共通 - 収納関連処理 収納関連処理(Air_Sea) 一括納付書の出力先変更

46 2010.2 共通 - 蔵置料計算処理 蔵置料計算処理 誤記の修正

47 2010.2 帳票 AAA107 指定地外／船陸／船舶間交通
許可通知情報

AAA107_指定地外／船陸／船舶間
交通許可通知情報_L(Air_Sea)

誤記の修正

48 2010.2 帳票 SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 SAD431等_許可・承認貨物（輸入）
情報(Air_Sea)

メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力項
目の変更

49 2010.2 帳票 SAD463等 許可・承認等登録通知情報（輸
入通関）

SAD463等_許可・承認等登録通知
情報（輸入通関）(Air_Sea)

メールサブジェクト（輸入申告関係）の出力項
目の変更

50 2010.2 帳票 SADDCC 一括特例申告控 一括特例申告控(Air_Sea) 誤記の修正
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2010年2月更新

1 2010.2 1301 JBX 船舶基本情報登録（内航船） JBX_01_本文.doc 船舶基本情報の送信法方法変更の改変 -

2 2010.2 1301 JBX 船舶基本情報登録（内航船） JBX_02_フロー.pdf  船舶基本情報の送信法方法変更の改変 港湾サブシステム向け転送部分の追加

3 2010.2 1301 JBX 船舶基本情報登録（内航船） JBX_03_入力項目表.xls 船舶基本情報の送信法方法変更の改変 -

4 2010.2 1302 JBY 船舶基本情報訂正（内航船） JBY_01_本文.doc 船舶基本情報の送信法方法変更の改変 -

5 2010.2 1302 JBY 船舶基本情報訂正（内航船） JBY_02_フロー.pdf 船舶基本情報の送信法方法変更の改変 港湾サブシステム向け転送部分の追加

6 2010.2 1302 JBY 船舶基本情報訂正（内航船） JBY_03_入力項目表.xls 船舶基本情報の送信法方法変更の改変 -

7 2010.02 1001 VBX 船舶基本情報登録 VBX_01_本文.doc 船舶基本情報のオンライン化 -

8 2010.02 1001 VBX 船舶基本情報登録 VBX_02_フロー.pdf 船舶基本情報のオンライン化 港湾サブシステムへの抽出・送信処理追加

9 2010.02 1002 VBY 船舶基本情報訂正 VBY_01_本文.doc 船舶基本情報のオンライン化 -

10 2010.02 1002 VBY 船舶基本情報訂正 VBY_02_フロー.pdf 船舶基本情報のオンライン化 港湾サブシステムへの抽出・送信処理追加

11 2010.2 1030 VCA 船舶管理情報登録 VCA_01_本文.doc 記入漏れの修正

12 2010.2 2003 ECR 輸出貨物情報登録 ECR_01_本文.doc 認定製造者制度（ＡＥＯ製造者）のシステム
対応

13 2010.2 2004 ECR11 輸出貨物情報登録呼出し ECR11_01_本文.doc 認定製造者制度（ＡＥＯ製造者）のシステム
対応

14 2010.2 4002 MFR 積荷目録情報登録 MFR_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

15 2010.2 4003 CMF01/CM
F02/CMF03

積荷目録情報訂正 CMF01_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

16 2010.2 4004 MFA 積荷目録情報追加登録 MFA_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

17 2010.2 4006 DMF 積荷目録提出 DMF_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

18 2010.2 4024 BIA 搬入確認登録（保税運送貨
物）

BIA_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

19 2010.2 4025 CTS 混載貨物確認登録 CTS_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

20 2010.2 4026 BIB システム外搬入確認（輸入貨
物）

BIB_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

21 2010.2 4027 CYB システム外ＣＹ搬入確認（コン
テナ単位）

CYB_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

22 2010.2 4028 CYB01 システム外ＣＹ搬入確認（コン
テナ単位）（事前登録）

CYB01_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

23 2010.2 4029 CYD システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）

CYD_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

24 2010.2 4030 CYD01 システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ
単位）（事前登録）

CYD01_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

25 2010.2 4031 CYE システム外ＣＹ搬入確認（一括
搬入）

CYE_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

26 2010.2 4032 NVC01/NVC
02

混載貨物情報登録 NVC01_01_本文.doc 簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

27 2010.2 4041 IMI 積荷目録状況照会 IMI_07_積荷目録状況照会情報
（Ｂ／Ｌ番号一覧）.xls
IMI_15_積荷目録状況照会情報
（Ｂ／Ｌ照会）.xls

簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

28 2010.02 5041 OTA01 輸入申告変更事項登録
（沖縄特免制度）

OTA01_01_本文.doc -

29 2010.2 7031 ICG 貨物情報照会 ICG_23_貨物情報照会情報(輸出
入許可情報).xls

簡易申告制度における貨物到着前輸入申
告登録機能追加

30 2010.02 7204 HFE 本船・ふ中扱い承認申請変更 HFE_03_入力項目表.xls

31 2010.02 共通 02_F03_02_共用担保照会票情
報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

32 2010.02 共通 02_F03_03_共用担保照会票情
報.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

33 2010.02 共通 02_F03_04_共用担保充当通知情
報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

34 2010.02 共通 02_F03_05_共用担保充当通知情
報.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

35 2010.02 共通 02_F03_06_共用担保充当額不足
通知情報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

36 2010.02 共通 02_F03_07_共用担保充当額不足
通知情報.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

37 2010.02 共通 02_F03_08_共用担保エラー通知
情報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

38 2010.02 共通 02_F03_09_共用担保エラー通知
情報.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

39 2010.02 帳票 SAF804 共用担保引渡し通知（マニュア
ル）情報

SAF804_共用担保引渡し通知
（マニュアル）情報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

40 2010.02 帳票 SAF804 共用担保引渡し通知（マニュア
ル）情報

SAF804_共用担保引渡し通知
（マニュアル）情報_L.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

41 2010.02 帳票 SAF805 共用担保充当通知（マニュア
ル）情報

SAF805_共用担保充当通知（マ
ニュアル）情報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

42 2010.02 帳票 SAF805 共用担保充当通知（マニュア
ル）情報

SAF805_共用担保充当通知（マ
ニュアル）情報_L.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

43 2010.02 帳票 SAF806 共用担保訂正通知（マニュア
ル）情報

SAF806_共用担保訂正通知（マ
ニュアル）情報.xls

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

44 2010.02 帳票 SAF806 共用担保訂正通知（マニュア
ル）情報

SAF806_共用担保訂正通知（マ
ニュアル）情報_L.pdf

共用担保の廃止に伴い、ドキュメントを削
除

45 2010.02 帳票 SBF710 一括納付書情報 SBF710_一括納付書情報.xls 誤記の修正

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）
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項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）

46 2010.02 3001 EDA 輸出申告事項登録 EDA_03_入力項目表Air_Sea
（KIOSK端末）.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

47 2010.02 3001 EDA 輸出申告事項登録 EDA_03_入力項目表Air_Sea.xls 外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）
仕様変更（特定輸出申告における「輸出者
名」チェックの変更）

-

48 2010.02 3001 EDA 輸出申告事項登録 EDA_19_入力控情報Air_Sea.xls 外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

49 2010.02 3002 EDB 輸出申告事項呼出し EDB_04_L_入力（申告番号）
Air_Sea（KIOSK端末）.pdf

税関様要望による仕様変更のため 「情報呼出識別」欄を追加

50 2010.02 3002 EDB 輸出申告事項呼出し EDB_06_輸出申告事項登録情報
等Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

51 2010.02 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 EDA01_03_入力項目表Air_Sea
（KIOSK端末）.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

52 2010.02 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 EDA01_03_入力項目表
Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）
仕様変更（特定輸出申告における「輸出者
名」チェックの変更）

-

53 2010.02 3005 EDD 輸出申告変更事項呼出し EDD_06_輸出申告変更事項登録
情報等Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

54 2010.02 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

EAA_03_入力項目表Air_Sea.xls 外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

55 2010.02 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登
録

EAA_17_輸出許可内容変更申請
入力控情報Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

56 2010.02 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

EAB_06_輸出許可内容変更申請
事項登録情報等Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

57 2010.02 3012 IEX 輸出申告等照会 IEX_05_輸出申告等照会情報
Air_Sea.xls

外為法変更による記述の変更（税関様の
要望により）

-

58 2010.02 4001 IIR 輸入指示書登録 IIR_04_L_入力Air_Sea.pdf 誤記の修正 2ページ目の業務画面のタイトルバーの記
述を修正。

修正前：「輸入指示書登録」
修正後：「ＩＩＲ　輸入指示書登録」

59 2010.02 4015 CEH 包括保税運送申告審査終了 CEH_03_入力項目表Air_Sea.xls 誤記の修正 -
60 2010.02 5001 IDA 輸入申告事項登録 IDA_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正 -
61 2010.02 5001 IDA 輸入申告事項登録 IDA_03_入力項目表Air_Sea.xls 運賃特例 -
62 2010.02 5002 SWA シングルウィンドウ輸入申告事

項登録
SWA_03_入力項目表Air_Sea.xls 記載の改善 -

63 2010.02 5006 IDC 輸入申告 IDC_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正 -
64 2010.02 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 IDA01_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正 -
65 2010.02 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 IDA01_03_入力項目表Air_Sea.xls 運賃特例 -
66 2010.02 5008 IDA01 輸入申告変更事項登録 IDA01_18_輸入申告等変更入力

控情報Air_Sea.xls
記載の改善 -

67 2010.02 5021 IID 輸入申告等照会 IID_05_輸入申告等照会情報
Air_Sea.xls

記載の改善 -

68 2010.02 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕
分情報登録

IVB_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正

69 2010.02 7128 HIG 汎用申請手数料納付番号通知 HIG_01_本文Air_Sea.doc 汎用申請手数料納付申請での手数料不要
手続きへの対応について

70 2010.02 7128 HIG 汎用申請手数料納付番号通知 HIG_03_入力項目表Air_Sea.xls 汎用申請手数料納付申請での手数料不要
手続きへの対応について

71 2010.02 7128 HIG 汎用申請手数料納付番号通知 HIG_02_フローAir_Sea.pdf 汎用申請手数料納付申請での手数料不要
手続きへの対応について

「許可・承認等通知情報(手数料)」出力の
ルートを追加

72 2010.02 7128 HIG 汎用申請手数料納付番号通知 HIG_01_本文(参考)Air_Sea.doc 汎用申請手数料納付申請での手数料不要
手続きへの対応について

73 2010.02 7136 CHZ 事前教示照会結果通知 CHZ_03_入力項目表Air_Sea.xls 入力条件の文言改善
74 2010.02 7207 AEC 指定地外貨物検査許可申請 AEC_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正
75 2010.02 7208 AEB 指定地外貨物検査許可申請呼

出し
AEB_07_L_指定地外貨物検査許
可申請呼出結果情報Air_Sea.pdf

76 2010.02 7209 ACE 指定地外貨物検査許可申請審
査終了

ACE_01_本文Air_Sea.doc 誤記の修正

77 2010.02 7209 ACE 指定地外貨物検査許可申請審
査終了

ACE_01_本文（参考）Air_Sea.doc 誤記の修正

78 2010.02 7218 APZ 指定地外／船陸／船舶間交通
許可申請審査終了

APZ_03_入力項目表Air_Sea.xls 誤記の修正 -

79 2010.02 7219 IAP 指定地外／船陸／船舶間交通
許可申請照会

IAP_03_入力項目表Air_Sea.xls 誤記の修正 -
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更新日2009.11.4

1 2009.10 3001 EDA 輸出申告事項登録 EDA_03_入力項目表Air_Sea.xls 外為法変更に係る記述修正 -
2 2009.10 EDA_13_入力控情報Air_Sea.xls 外為法変更に係る記述修正 -
3 2009.10 3002 EDB 輸出申告事項呼出し EDB_06_輸出申告事項登録情報

等Air_Sea.xls
外為法変更に係る記述修正 -

4 2009.10 3004 EDA01 輸出申告変更事項登録 EDA01_03_入力項目表 外為法変更に係る記述修正 -
5 2009.10 3005 EDD 輸出申告変更事項呼出し EDD_06_輸出申告変更事項登録

情報等Air_Sea.xls
外為法変更に係る記述修正 -

6 2009.10 3007 EAA 輸出許可内容変更申請事項登 EAA_03_入力項目表Air_Sea.xls 外為法変更に係る記述修正 -
7 2009.10 EAA_11_輸出許可内容変更申請

入力控情報Air_Sea.xls
外為法変更に係る記述修正 -

8 2009.10 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項呼
出し

EAB_06_輸出許可内容変更申請
事項登録情報等Air_Sea.xls

外為法変更に係る記述修正 -

9 2009.10 3012 IEX 輸出申告等照会 IEX_05_輸出申告等照会情報
Air_Sea.xls

外為法変更に係る記述修正 -

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）
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2009.10.26更新

1 2009.10 1004 VTX01 船舶運航情報登録 VTX01_03_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

2 2009.10 1004 VTX01 船舶運航情報登録 VTX01_03_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

3 2009.10 1012 VPX 入港前統一申請 VPX_02_本文_別紙.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

4 2009.10 1012 VPX 入港前統一申請 VPX_04_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

5 2009.10 1012 VPX 入港前統一申請 VPX_04_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

6 2009.10 1012 VPX 入港前統一申請 VPX_05_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

共通部への項目の追加
・申請者担当者名
・申請者電話番号

港長・港湾管理者タブの作成

入港・検疫通報タブへの項目の追加
・備考（入港通報（検疫所））

航路通報タブへの項目の追加
・備考（航路通報）

7 2009.10 1013 VPT 入港前統一申請B VPT_03_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

8 2009.10 1013 VPT 入港前統一申請B VPT_03_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

9 2009.10 1013 VPT 入港前統一申請B VPT_04_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

入港通報（検疫所）タブへの項目の追加
・備考（入港通報（検疫所））

係留施設使用許可申請タブへの項目の追
加
・船長名ファーストネーム
・船長名ミドルネーム
・船長名ラストネーム
・完了・報告フラグ
・現許可番号
・船首ビット番号
・船尾ビット番号
・岸壁等の起点からの距離
・荷役（予定）開始年月日
・荷役（予定）開始時刻
・入港予定港における陸揚貨物ＨＳコード
・入港予定港における陸揚貨物港湾統計
コード
・入港予定港における船積貨物ＨＳコード
・入港予定港における船積貨物港湾統計
コード
・備考（係留施設使用許可申請）
項目の配置をＪＰＴ業務に合わせる形で変
更

危険物荷役許可申請タブへの項目の追加
・備考（危険物荷役許可申請）

停泊場所指定願タブへの項目の追加
・備考（停泊場所指定願）

移動許可申請タブへの項目の追加
・備考（移動許可申請）

係留施設使用届タブへの項目の追加
・備考（係留施設使用届）

10 2009.10 1015 VIX 入港届等 VIX_04_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変（改変２１－０５）

11 2009.10 1015 VIX 入港届等 VIX_04_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

12 2009.10 1015 VIX 入港届等 VIX_05_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

共通への項目の追加
・備考（港長）
・備考（港湾管理者）
・申請者担当者名
・申請者電話番号

13 2009.10 1016 ＶＩＴ 入港届等Ｂ VIT_03_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

14 2009.10 1016 ＶＩＴ 入港届等Ｂ VIT_03_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

15 2009.10 1016 ＶＩＴ 入港届等Ｂ VIT_04_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

本邦寄港地タブへの項目の追加
・備考（港長）
・備考（港湾管理者）
・申請者担当者名
・申請者電話番号

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）
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項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）

16 2009.10 1023 VMR 移動届 VMR_03_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

17 2009.10 1023 VMR 移動届 VMR_03_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

18 2009.10 1023 VMR 移動届 VMR_04_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

移動届タブへの項目の追加
・申請者担当者名
・申請者電話番号

19 2009.10 1027 VOX 出港届等 VOX_04_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

20 2009.10 1027 VOX 出港届等 VOX_04_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

21 2009.10 1027 VOX 出港届等 VOX_05_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

出港届等タブへの項目の追加
・備考（港長・出港届）
・備考（港湾管理者・出港届）

出港届等・事前通報・航路通報タブへの項
目の追加
・申請者担当者名
・申請者電話番号

22 2009.10 1028 VOT 出港届等B VOT_03_入力項目表.xls １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

23 2009.10 1028 VOT 出港届等B VOT_03_入力項目表.xls 端末仕様（参考）欄の修正
・３月改変のプルダウン追加に伴う業務仕
様書の反映漏れ
・開発時の業務仕様書の記載ミス

24 2009.10 1028 VOT 出港届等B VOT_04_L_入力.pdf １０月リリース予定の港湾関連の項目追加
に伴う改変

出港届等タブへの項目の追加
・備考（港長・出港届）
・備考（港湾管理者・出港届）

出港届等・事前通報・航路通報タブへの項
目の追加
・申請者担当者名
・申請者電話番号
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2009.7.2更新

1 2009.6 0012 UOJ 輸出入許可通知情報等二重出
力用基本情報登録

UOJ_01_本文.doc 管理資料情報配信要否登録（UKS）等の機
能変更

-

2 2009.6 0019 UKS 管理資料情報配信要否登録 UKS_01_本文.doc 管理資料情報配信要否登録（UKS）等の機
能変更

-

3 2009.6 2008 BIF 輸出貨物情報訂正 BIF_03_入力項目表.xls 記載内容の明確化のため -
4 2009.6 2014 VAN バンニング情報登録（コンテナ

単位）
VAN_01_本文.doc 記載内容の明確化のため -

5 2009.6 2016 VAE バンニング情報登録（輸出管
理番号単位）

VAE_01_本文.doc 記載内容の明確化のため -

6 2009.6 4002 MFR 積荷目録情報登録 MFR_03_入力項目表.xls 積荷目録情報登録時の重量変換機能追加 -
7 2009.6 4003 CMF01 積荷目録情報訂正（積荷目録

提出業務前）
CMF01_05_入力項目表
(CMF01).xls

積荷目録情報登録時の重量変換機能追加 -

8 2009.6 4003 CMF02 積荷目録情報訂正（積荷目録
提出業務後）

CMF01_07_入力項目表
(CMF02).xls

積荷目録情報登録時の重量変換機能追加 -

9 2009.6 7002 SHS 貨物取扱登録（改装・仕分け） SHS_01_本文.doc 記載内容の改善のため -
10 2009.6 7033 IWS 貨物在庫状況照会 IWS_01_本文.doc 記載内容の改善のため -
11 2009.6 帳票 SAS014 Ｂ／Ｌ不一致情報 SAS014_Ｂ／Ｌ不一致情報.xls 積荷目録情報登録時の重量変換機能追加 -

変更一覧

項番 修正月 変更契機・理由変更対象ファイル業務・出力情報コード／名称
変更内容

（pdfファイルのみ）

1 / 1



2008.10.8更新分

1 UKS 入力画面 15:手数料使用明細
データ
16:手数料使用明細
データ集計表

・「15:手数料使用明細データ」「16:手数料使用明細
データ集計表」を削除

・レイアウト変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

2 UMF 概要 １．業務概要 業務概要を以下のとおり変更

「船会社コードに対する代表利用者のほかに、港単
位に同一船会社の別の利用者コードを関連付ける
ために船会社明細への登録、削除を行う。以下の
ような場合に、本業務により利用者の関連付けを
行う。
①輸出入関連業務、入出港・とん税関連業務にお
いて、船会社の代表利用者＊１以外の同一船会社
利用者が手続を行う場合に、手続を可能とする利
用者コードを登録する。
②入港届提出やコンテナリスト提出等によりにより
船会社に向けて出力される情報について、該当す
る港単位に出力したい船会社利用者を登録する。」

記述の修正

詳細設計書変更点一覧（利用者設定業務）

NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

利用者設定業務 1 / 1



2008.10.8更新分

1 UOM 概要 ３．制限事項 「②メール処理方式から当業務を使用しての出力
情報コード「９９９９９９（バスケットコード）」の追加は
実施できないこととする。」を追記

記述の追記

詳細設計書変更点一覧（利用者設定業務）

NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

利用者設定業務 1 / 1



2008.10.8更新分

1 VBX 入力項目表 旧項番17 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

2 VBY 入力項目表 旧項番17 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

3 VTX01 入力項目表 旧項番42～49 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

4 VTX04 入力項目表 項番5 船用品品名 ＜文言の変更＞入力条件／形式を以下の
通りに修正
(修正前）
（１）船用品コードが「ＺＺＺＺＺＺ」の場合は、
船用品の品名を必須入力
（修正後）
（１）船用品コードが名称入力要のコードの
場合は、船用品の品名を必須入力

記述の改善

5 VPX 概要2 船舶情報
旧項番14
船舶運航情報
旧項番39～46

＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

6 VPX 入力項目表 項番47,48～51 ＜誤記の修正＞
入港通報（予備審査情報）の区分欄でのM、
C記述誤りの修正

記述の修正

7 VPX 入力項目表 項番27　乗組員情報
処理識別

＜処理の改善＞
以下の5手続における、登録/訂正の際の区
分を「-」から「M」に修正
・危険物荷役許可申請
・停泊場所指定願
・移動許可申請
・保障契約情報
・航路通報

船長名を必要とする手続であり、
VTX02業務で登録した乗組員情報
から船長名を自動取得する運用も
あるため、処理を改善した。

8 VPX 入力項目表 旧項番161～162 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

9 VPT 概要 ５．処理内容 （４）書
類提出先官署決定処
理

＜文言の変更＞
(修正前）
「税関への入港届提出の場合は、・・・・・」
（修正後）
「税関への乗組員・旅客情報事前報告の場
合は、・・・・・」に修正

記述の修正

10 VPT 入力項目表 旧項番99 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

11 VPT 入力項目表 項番107　船舶代理店
電話番号

＜文言の変更＞
履歴の設定に「○」を付与

仕様の改善

12 VPT 入力項目表 項番286　危険物の作
業種別

＜文言の変更＞
ELの設定に「○」が付与されていたため、削
除

仕様の改善

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

入出港業務 1 / 5



NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

13 VIX 概要1 ４．入力条件（９）入港
届ＤＢチェック（Ａ）訂
正の場合

＜文言の変更＞以下の文章に修正
（修正前）
⑤ 入力された入港届に対してとん税等納付
申告中の場合は、入港年月日、入港目的
コードおよび純トン数が訂正されていないこ
と。
（修正後）
⑤入力された入港届に対してとん税等納付
申告中の場合は、船舶名称、入港年月日、
入港目的コードおよび純トン数が訂正されて
いないこと。

記述の修正

14 VIX 概要2 船舶情報
旧項番14
船舶運航情報
旧項番39～46

＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

15 VIT 概要 ４．入力条件（５）入港
届ＤＢチェック（Ａ）訂
正の場合

＜文言の変更＞以下の文章に修正
（修正前）
⑤ 入力された入港届に対してとん税等納付
申告中の場合は、入港年月日、入港目的
コードおよび純トン数が訂正されていないこ
と。
（修正後）
⑤入力された入港届に対してとん税等納付
申告中の場合は、船舶名称、入港年月日、
入港目的コードおよび純トン数が訂正されて
いないこと。

記述の修正

16 VMR 入力項目表 項番8　船舶コード
項番9　船舶名称
項番10 船舶種類コー
ド
項番11 船舶国籍コー
ド
項番12 総トン数
項番13 重量トン数
項番14 船の全長
項番16 船舶運航者
コード
項番17 船舶運航者
住所
項番18 船舶運航者
電話番号

＜処理の追記＞入力条件／形式に以下の
記載を追加

(船舶基本情報項目)

記述の追記

17 VMR 入力項目表 項番45　危険物の数
量の単位コード

＜文言の変更＞
ELの設定に「○」が付与されていたため、削
除

仕様の改善

18 CPC 概要 ７．特記事項
（６）

＜記述の追記＞以下の記載を追記
（６）納付種別コードの電子納付（ＲＥＰＳを
利用しての納付）について
ＲＥＰＳシステムへ接続可能となるまでは、
納付種別コードに「電子納付（ＲＥＰＳを利用
しての納付）」を入力してもエラーとなる。

記述の修正

19 CPC 概要 4.入力条件(4) ＜処理の追加＞
（４）入港前統一申請ＤＢチェック
入港前統一申請番号が入力された場合は、
以下のチェックを行う。
①入力された入港前統一申請番号に対す
る入港前統一申請情報がシステムに存在
すること。
②入力された船舶コードが、入港前統一申
請ＤＢに登録されている船舶コードと同一で
あること。
③税関に対する乗組員・旅客情報事前報告
情報が提出されていること。

仕様の変更
 不開港出入許可申請（CPC）業務
の入力条件の追加

入出港業務 2 / 5



NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

20 VOX 概要2 船舶情報
旧項番14
船舶運航情報
旧項番39～46

＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

21 VOT 入力項目表 旧項番55～60 ＜記述方法の改善＞
欠番項目を項目表から削除
項目表最下部に欠番項目についてのコメン
ト追加

欠番項目の記載方法について改
善

22 VOT 入力項目表 項番73　船舶代理店
電話番号

＜文言の変更＞
履歴の設定に「○」を付与

仕様の改善

23 VOT 入力項目表 項番78　最終仕向地
コード

＜記述の修正＞
港長・港湾管理者向けの出港届の登録/訂
正の際の区分を「M」から「C」に修正

記述の修正

24 DCC 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更
「臨時開庁承認申請が承認されている」→
「時間外執務要請届がされている」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

25 DCC 概要 ４．入力条件（４）臨時
開庁承認情報関連
チェック

＜文言の変更＞
（変更前）
（４）臨時開庁承認情報関連チェック
本業務が税関の執務時間外にわたる場合
は、以下のチェックを行う。
①当該申告・申請者分の臨時開庁ＤＢが存
在すること。
②本業務が行われた時刻が臨時開庁承認
を受けている時間帯であること。
③残ポイント（後述７．（特記事項）に該当す
る場合には、取得ポイント加算後の残ポイン
ト）＊１が１申告分のポイント数以上であるこ
と。
（＊１）臨時開庁承認時間帯内の承認済申
告可能件数をポイント換算した値

（変更後）
（４）時間外執務要請届情報関連チェック
本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、以下のチェックを行う。
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

26 DCC 概要 ４．入力条件（４）臨時
開庁承認情報関連
チェック　旧（＊１）

＜記述の削除＞
（＊１）の記述を削除。以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

27 DCC 概要 ５．処理内容　旧（７）
手数料予納ＤＢ処理
５．処理内容　旧（８）
手数料引落しＤＢ処
理
５．処理内容　旧（９）
臨時開庁ＤＢ処理

＜処理の削除＞
左記の処理を削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

28 DCC 概要 旧７．特記事項 ＜処理の削除＞
７．特記事項を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

29 DCC 処理フロー フロー図 ＜処理の削除／文言の変更＞
・手数料関連DBの削除
・臨時開庁ＤＢを時間外執務要請届ＤＢに変
更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

30 DCE 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更
「臨時開庁承認申請が承認されている」→
「時間外執務要請届がされている」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

31 DCE 概要 ４．入力条件（４）内国
貨物運送申告ＤＢ
チェック

＜処理の追記＞
⑦運送期間の延長の場合は、運送承認期
間超過後でないこと。

記述の修正

32 DCE 概要 ４．入力条件（５）臨時
開庁承認情報関連
チェック

＜文言の変更＞
（変更前）
（５）臨時開庁承認情報関連チェック
・・・・本業務が税関の執務時間外にわたる
場合は、以下のチェックを行う。
①当該申告・申請者分の臨時開庁ＤＢが存
在すること。
②本業務が行われた時刻が臨時開庁承認
を受けている時間帯であること。
③本業務が行われた時刻と同一臨時開庁
承認時間帯に当該申告に対する「内国貨物
運送申告（ＤＣＣ）」業務、ＤＣＺ業務またはＤ
ＣＥ業務により１申告分のポイントを減算し
た旨が登録されていない場合は、残ポイント
（後述７．（特記事項）に該当する場合には、
取得ポイント加算後の残ポイント）*１が１申
告分のポイント数以上であること。 （＊１）臨
時開庁承認時間帯内の承認済申告可能件
数をポイント換算した値

（変更後）
（５）時間外執務要請届情報関連チェック
・・・・本業務が税関の開庁時間外にわたる
場合は、以下のチェックを行う。
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

33 DCE 概要 ４．入力条件（５）臨時
開庁承認情報関連
チェック　旧（＊１）

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

34 DCE 概要 ５．処理内容　旧（５）
手数料予納ＤＢ処理
５．処理内容　旧（６）
手数料引落しＤＢ処
理
５．処理内容　旧（７）
臨時開庁ＤＢ処理

＜処理の削除＞
左記の処理を削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

35 DCE 概要 ７．特記事項　旧（１）
※項番のみが削除
７．特記事項　旧（２）

＜処理の削除＞
（２）を削除、あわせて、（１）も項番を外す。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

36 DCE 処理フロー フロー図 ＜処理の削除／文言の変更＞
・手数料関連DBの削除
・臨時開庁ＤＢを時間外執務要請届ＤＢに変
更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

37 DCE 入力項目表 項番5　積載船舶コー
ド

＜誤記の修正＞
訂正（承認前）の区分を「C」に修正
訂正（承認後）の区分を「C」に修正

記述の修正
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NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

38 DCZ
参考版

本文（参考） １．業務概要
（１）、（２）

＜文言の変更＞
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更
「臨時開庁承認申請が承認されている」→
「時間外執務要請届がされている」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

39 DCZ
参考版

本文（参考） 旧４．特記事項 ＜処理の削除＞
４．特記事項を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

40 IVS 概要 ４．入力条件（１）入力
者チェック

＜文言の変更＞以下の文章に修正
（修正前）
③入力者が船会社で届出番号等（入港前
統一申請番号、入港届提出番号、出港届提
出番号、移動届提出番号）が入力された場
合は、届出者と同一の利用者であること。
（修正後）
③入力者が船会社で届出番号等（入港前
統一申請番号、入港届提出番号、出港届提
出番号、移動届提出番号）が入力された場
合は、届出者と同一の利用者であるか、ま
たは船舶運航者と同一の船会社利用者で
あること。

仕様の改善（船舶運航者と同一の
船会社の利用者は照会可能とす
る）

41 IVS 概要 4.入力条件
（８）入港前統一申請
ＤＢチェック

（９）入港届ＤＢチェッ
ク

（８）入港前統一申請ＤＢチェック
②照会種別がＦ１の場合
入力者が船会社または船舶代理店以外の
場合は、エラーとする。
　　↓
入力者が税関、船会社または船舶代理店
以外の場合は、エラーとする。

（９）入港届ＤＢチェック
②照会種別がＦ１の場合
入力者が船会社または船舶代理店以外の
場合は、エラーとする。
　　↓
入力者が税関、船会社または船舶代理店
以外の場合は、エラーとする。

仕様の変更
 入出港届等照会（ＩＶＳ）業務にお
ける照会種別（Ｆ１）の照会条件の
変更について
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2008.10.8更新分

1 VPT 入力項目表 項番100 びょう泊（予
定）年月日（至）
項番101 びょう泊（予
定）時刻（至）
項番102 離岸（予定）
年月日
項番103 離岸（予定）
時刻

＜仕様変更＞入国管理局向けの場合の条
件を以下のように修正
　びょう泊（予定）年月日（至）　Ｍ　→　Ｃ
　びょう泊（予定）時刻（至）　Ｍ　→　一段下
げてＭ
　離岸（予定）年月日　Ｍ　→　Ｃ
　離岸（予定）時刻　Ｍ　→　一段下げてＭ

仕様の改善

2 CVI 概要（参考） １．業務概要 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
入港届の入港年月日、入港目的または純ト
ン数の訂正が行われた場合は、本業務で入
港届の確認を行う。

（修正後）
入港届の入港年月日、入港目的または純ト
ン数の訂正が行われた場合は、本業務で入
港届の確認を行う。
また、船舶基本情報に対し、本業務にて税
関の確認が行われていない状態で入港届
を行った場合、本業務で入港届の確認を行
う。

記述の追記

3 CPC 入力項目表 項番10 不開港出入
許可手数料額（円）
項番12 システム／マ
ニュアル区別

＜修正＞
不開港出入許可手終了額（円）：　端末欄の
Rにチェックが抜けていたため、追記
システム／マニュアル区別：　端末欄のＰＭ
にチェックが入っていたため、削除

誤記の修正

4 CPC 入力画面 ＜修正＞入力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

輸出入者コードが出力される項目
については、8桁目と9桁目の間に
"-"を設定すべきところ、修正前は
設定が漏れていた為

5 VOX 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
④税関への届出の場合でかつ、当該開港
においてとん税等納付済でない場合は、出
港（予定）年月日が税関の確認登録後一定
期間内であること。
（修正後）
④税関への届出の場合は、出港（予定）年
月日が税関の確認登録後一定期間内であ
ること。

記述の修正

同一開港でとん税等一時納付済み
場合は、船舶基本情報確認済み
チェックを行わないような書きぶり
になっているが、実際はとん税等一
時納付済みにかかわらず、確認済
みチェックを行っているため

6 VOX 入力画面 ＜修正＞
港湾管理者宛の出港届のラベルが港湾管
理者となっていたため、港湾管理者（出港
届）と修正

他の宛先のラベルの記述内容とあ
わせたため。

7 VOT 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
②税関への届出の場合でかつ、入力された
入港届提出番号に対する入港届に対して、
当該港において、とん税等が納付済でない
場合は、出港（予定）年月日が税関の確認
登録後一定期間内であること。
（修正後）
②税関への届出の場合は、出港（予定）年
月日が税関の確認登録後一定期間内であ
ること。

記述の修正

同一開港でとん税等一時納付済み
場合は、船舶基本情報確認済み
チェックを行わないような書きぶり
になっているが、実際はとん税等一
時納付済みにかかわらず、確認済
みチェックを行っているため

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

NO 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

入出港業務 1 / 1



2008.10.8更新分

1 SIR 入力項目表 項番62（荷受形態コー
ド）
項番65（荷渡形態コー
ド）

＜修正＞以下の通り入力条件の誤記を修
正
（変更前）
ＯＴ：上記以外
（変更後）
ＯＴ：上記以外の場合

記述の改善

2 SIR 入力項目表 項番110（長さ（Ｌ））、
項番111（幅（Ｗ））、
項番112（高さ（Ｈ））

＜追加＞入力条件に以下の記述を追加
「小数点の入力可能」

記述の改善

3 ECR 概要 ４．（５）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞
①以下のチェックを修正
「本船・ふ中扱い承認申請がされていないこ
と」チェックについて、処理区分「５」の「その
他項目の変更」時のチェックから「○」を削除

②以下のチェックを追加
「本船・ふ中扱い承認貨物の場合は、輸出
申告または積戻し申告がされていないこと」

③以下のチェックを修正
「本船扱い承認貨物の場合は、船積確認登
録がされていないこと」チェックについて、処
理区分「５」の「その他項目の変更」時の
チェックから「○」を削除

④以下のチェックを修正
「ふ中扱い承認貨物の場合は、船積情報登
録により船積処理がされていないこと」
チェックについて、処理区分「５」の「その他
項目の変更」時のチェックから「○」を削除

処理の改善

４．（５）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通り修正

①以下のチェックに条件を追加（変更箇所
は下線の箇所）
（変更後）
「特定輸出貨物以外の場合で、搬入予定先
がシステム参加保税地域等＊４以外の場合
は、輸出申告または積戻し申告がされてい
ないこと＊５」

②特定委託輸出申告に関する以下のチェッ
クを追加
「特定委託輸出申告がされていないこと」
「特定委託輸出申告がされている場合は、
入力された搬入予定先がシステム参加保税
地域等であること」
「特定委託輸出申告がされている場合は、
総個数・総重量・総容積に対して、搬入予定
個数・搬入予定重量・搬入予定容積の合計
が等しいこと」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

4 ECR 概要

詳細設計書変更点一覧（輸出貨物業務）

項番 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変　更　内　容変更箇所
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③特定輸出貨物に関する以下のチェックを
追加
・通関場所に本船（自社施設）またはふ中
（自社施設）が指定された貨物以外の場合
「特定輸出申告がされていないこと」
「特定輸出申告中でないこと」
「特定輸出申告がされている場合は、総個
数・総重量・総容積に対して、搬入予定個
数・搬入予定重量・搬入予定容積の合計が
等しいこと」
「特定輸出申告がされている場合は、入力さ
れた搬入予定先がシステム参加保税地域
等であること」

・通関場所に本船（自社施設）が指定された
貨物の場合
「船積情報登録により船積処理がされてい
ないこと」
「特定輸出申告がされていないこと」
「船積確認登録がされていないこと」

・通関場所にふ中（自社施設）が指定された
貨物の場合
「特定輸出申告がされていないこと」
「船積情報登録により船積処理がされてい
ないこと」

④以下のチェックの記述を変更（変更箇所
は取消線の箇所）
「搬入予定先がシステム参加保税地域等以
外の場合は、「貨物取扱登録（改装・仕分
け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていな
いこと」
「搬入予定先がシステム参加保税地域等以
外の場合は、「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨ
Ｕ）」業務により仕合親となっていないこと」

5 ECR ECR_03_入力項目表 ・項番16（積載予定船
舶コード）
・項番20（積出港コー
ド）

＜追加＞入力条件に以下の条件を追加
「（２）特定輸出貨物の場合で、搬入予定先
コードに本船扱いの自社施設が入力された
場合は、必須入力」

処理の改善

6 ECR 入力項目表 ・項番32（搬入予定先
コード）

＜削除＞以下の記述を削除
①以下のチェックを削除
旧（２）特定輸出貨物以外の場合は、申告予
定者の営業区域内の保税地域コードである
こと。なお、申告予定者コードの入力がない
場合は、入力者の営業区域内の保税地域
コードであること
　
＜修正＞以下の通りに修正
②以下のチェックを修正
（修正前）
「旧（３）特定輸出貨物の場合で、複数の搬
入予定先を入力した場合は、同一税関内の
保税地域コードであること」
（修正後）
「（２）複数の搬入予定先を入力した場合
は、同一税関内の保税地域コードであるこ
と」

以降、項番を繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜追加＞以下の記述を追加
①以下のチェックに条件を追加（変更箇所
は下線の箇所）
（変更後）
「特定輸出貨物以外の場合で、搬入予定先
がシステム参加保税地域等＊２以外の場合
は、輸出申告または積戻し申告がされてい
ないこと＊３」

②特定委託輸出申告に関する以下のチェッ
クを追加
「特定委託輸出申告がされていないこと」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

7 概要ECR11
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③特定輸出貨物に関する以下のチェックを
追加
「通関場所に本船（自社施設）が指定された
貨物以外の場合は、特定輸出申告がされて
いないこと」
「通関場所に本船（自社施設）が指定された
貨物の場合は、船積情報登録により船積処
理がされていないこと」
「通関場所に本船（自社施設）が指定された
貨物の場合は、船積確認登録がされていな
いこと」
「通関場所にふ中（自社施設）が指定された
貨物の場合は、船積情報登録により船積処
理がされていないこと」

④以下のチェックの記述を変更（変更箇所
は取消線の箇所）
「搬入予定先がシステム参加保税地域等以
外の場合は、「貨物取扱登録（改装・仕分
け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていな
いこと」
「搬入予定先がシステム参加保税地域等以
外の場合は、「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨ
Ｕ）」業務により仕合親となっていないこと」

8 BIC 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通り変更（変更箇所は下
線）
（変更後）
輸出しようとする貨物、未通関積戻し貨物及
び特定輸出許可済貨物を輸出管理番号単
位にＣＹまたは保税蔵置場等へ搬入した旨
を登録する。
搬入時申告または輸出申告許可保留解除
の自動起動を行う旨が登録されている貨物
について、システムで定めた条件を満たした
とき、システムは本業務を契機に輸出申告
処理または輸出申告許可保留解除処理を
自動起動する。ただし、搬入時申告を行う旨
が登録されている場合で、事故税関通知識
別コードに税関への通知を要する旨が入力
された場合は、搬入時申告の起動は行わ
ず、搬入時申告を行う旨を取り消す。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

9 BIC 概要 ５．（２）貨物情報ＤＢ
処理

＜追加＞以下の記述を追加
③特定輸出許可済貨物の場合で、個数単
位コードが訂正された場合は、輸出許可内
容変更申請が必要な旨を登録する。

以降、項番を繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

10 BIC 概要 ５．（４）輸出申告許可
保留解除の起動処理

＜追加＞以下の記述を追加
「詳細は「輸出申告許可保留解除（ＣＥＷ）」
業務を参照。
なお、貨物が分散蔵置されている場合は、Ｅ
ＣＲ業務で登録されたすべての搬入予定先
がシステム参加保税地域等であり、当該搬
入予定先に貨物が全量搬入されている場
合にのみ、輸出申告許可保留解除処理を
自動起動する。」

以降、項番を繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

11 BID 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック（Ａ）

＜追加＞以下の記述を追加
④輸出許可済であること。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

12 BID 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ａ）

＜追加＞以下の記述を追加
⑥輸出許可済であること。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し
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13 BID 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ｂ）

＜修正＞以下のチェックを修正（変更箇所
は下線）

④特定輸出貨物以外の場合は、数量変更
にかかる輸出許可内容変更申請中でないこ
と。

＜追加＞以下の記述を追加
⑦輸出許可済であること。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

14 BID 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ｂ）

＜修正＞以下のチェックを修正（変更箇所
は下線及び取消線の箇所）

②搬出元がシステム参加保税地域等以外
であることに貨物が蔵置されていること。

③システム参加保税地域等以外から搬出さ
れた貨物の個数と入力された到着個数が同
一であること。入力された到着個数が、シス
テム参加保税地域等以外に蔵置されている
個数以下であること。

記述の改善

15 BID 概要 ５．（２）貨物情報ＤＢ
処理

＜削除＞以下の記述を削除
旧③削除表示が設定されていた場合は、削
除表示を解除する。

記述の改善

16 BID 処理結果通知 項番4（輸出管理番
号）

＜修正＞以下の通り修正
属性をn→anに修正

記述の修正

４．（１）入力者チェック ＜修正＞以下の通り修正

（修正前）
②蔵置場所がシステム参加保税地域の場
合は、当該保税地域を管理する利用者であ
るか、「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務ま
たは「積戻貨物情報登録（ＲＣＲ）」業務で貨
物情報を作成した利用者であるか、または
申告（予定）者であること。
③蔵置場所が他所蔵置場所の場合は、ＴＹ
Ｃ業務またはＰＳＨ業務で他所蔵置許可申
請者として登録された利用者であるか、ＥＣ
Ｒ業務またはＲＣＲ業務で貨物情報を作成し
た利用者であるか、または申告（予定）者で
あること。
④蔵置場所がシステム参加保税地域等以
外の場合は、ＥＣＲ業務で貨物情報を作成し
た利用者であるか、または申告者であるこ
と。

記述の改善

（修正後）
②蔵置場所がシステム参加保税地域の場
合は、当該保税地域を管理する利用者であ
るか、貨物情報登録者＊２、または申告（予
定）者のいずれかの利用者であること。
③蔵置場所が他所蔵置場所の場合は、ＴＹ
Ｃ業務またはＰＳＨ業務で他所蔵置許可申
請者として登録された利用者であるか、貨
物情報登録者、または申告（予定）者のい
ずれかの利用者であること。
④蔵置場所がシステム参加保税地域等以
外の場合は、貨物情報登録者または申告
者であること。
（＊２）貨物情報登録者とは、「輸出貨物情
報登録（ＥＣＲ）」業務または「積戻貨物情報
登録（ＲＣＲ）」業務で貨物情報を作成した利
用者をいう。

17 概要BIF
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18 BIF 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックを修正
（修正前）
旧⑥許可・承認番号の入力がない場合は、
「搬入確認登録（輸出未通関）（ＢＩＣ）」業務
で搬入した輸出貨物、ＲＣＲ業務で登録した
未通関積戻し貨物、またはＥＣＲ業務で搬入
予定先としてシステム参加保税地域等以外
を登録した貨物であること。
旧⑦許可・承認番号の入力がある場合は、
ＢＩＣ業務で搬入した未通関積戻し貨物であ
るか、「システム外搬入確認（輸出許可済）
（ＢＩＥ）」業務で搬入した輸出許可済貨物ま
たは積戻し許可済貨物であること。

（修正後）
⑥許可・承認番号の入力がある場合は、
「搬入確認登録（輸出未通関）（ＢＩＣ）」業務
で搬入した未通関積戻し貨物であるか、「シ
ステム外搬入確認（輸出許可済）（ＢＩＥ）」業
務で搬入した輸出許可済貨物または積戻し
許可済貨物であること。（それ以外の場合
は、許可・承認番号の入力は不可。）

以降、項番の繰り下げ

記述の改善

19 BIF 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞⑦の訂正不可項目から「搬入重
量」、「搬入容積」を削除

仕様の改善
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20 BIF 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理

＜修正＞以下の通り記述を修正（訂正箇所
は下線箇所）

②輸出許可済貨物または積戻し許可済貨
物（ＢＩＥ業務で作成された貨物を除く）の場
合で、総個数または個数単位コードが訂正
された場合は、輸出許可内容変更申請が必
要な旨を登録する。

記述の改善

21 BIF 概要 ６．出力情報 ＜修正＞「輸出貨物情報訂正通知情報」を
「入力された蔵置場所の保税地域」宛に出
力する際の出力条件（１）の記述を以下の通
りに修正

（修正前）
入力者がＥＣＲ業務またはＲＣＲ業務で貨物
情報を作成した利用者であるか、または申
告（予定）者である

（修正後）
入力者が貨物情報登録者または申告（予
定）者である

記述の改善

22 BIF 入力項目表 項番21（出港予定年
月日）

＜削除＞入力条件から以下の記述を削除
「出港予定年月日≧システム年月日」

記述の改善

４．（１）入力者チェック ＜修正＞以下の通り修正

（修正前）
②蔵置場所がシステム参加保税地域の場
合は、当該保税地域を管理する利用者であ
るか、「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務ま
たは「積戻貨物情報登録（ＲＣＲ）」業務で貨
物情報を作成した利用者であるか、または
申告（予定）者であること。
③蔵置場所が他所蔵置場所の場合は、ＴＹ
Ｃ業務またはＰＳＨ業務で他所蔵置許可申
請者として登録された利用者であるか、ＥＣ
Ｒ業務またはＲＣＲ業務で貨物情報を作成し
た利用者であるか、または申告（予定）者で
あること。
④蔵置場所がシステム参加保税地域等以
外の場合は、ＥＣＲ業務で貨物情報を作成し
た利用者であるか、または申告者であるこ
と。

記述の改善

（修正後）
②蔵置場所がシステム参加保税地域の場
合は、当該保税地域を管理する利用者であ
るか、貨物情報登録者＊２、または申告（予
定）者のいずれかの利用者であること。
③蔵置場所が他所蔵置場所の場合は、ＴＹ
Ｃ業務またはＰＳＨ業務で他所蔵置許可申
請者として登録された利用者であるか、貨
物情報登録者、または申告（予定）者のい
ずれかの利用者であること。
④蔵置場所がシステム参加保税地域等以
外の場合は、貨物情報登録者、または申告
者であること。
（＊２）貨物情報登録者とは、「輸出貨物情
報登録（ＥＣＲ）」業務または「積戻貨物情報
登録（ＲＣＲ）」業務で貨物情報を作成した利
用者をいう。

24 VAP 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、搬入先に船
舶コードが入力された場合は、船舶コードに
対する船舶ＤＢが存在すること。

記述の改善

23 概要BIF11
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25 VAP 概要 ４．（４）輸出包括審査
ＤＢチェック

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、包括事前審
査扱い受理番号欄に包括事前審査扱い受
理番号が入力された場合は、以下のチェッ
クを行う。

記述の改善

26 VAP 概要 ４．（５）包括コンテナ
扱い申出ＤＢチェック

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、包括事前審
査扱い受理番号欄に包括コンテナ扱い申出
番号が入力された場合は、以下のチェックを
行う。

記述の改善

27 VAP 概要 ４．（８）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下の記述を削除

⑩入力された輸出管理番号等に係る貨物
が輸出許可済貨物である場合は、バンニン
グ場所は輸出許可されたバンニング場所で
あること。（展示等積戻し許可済貨物は除
く。）

仕様の変更
バンニング情報登録（ＶＡＮ）業務
等の機能変更について

28 VPE 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、搬入先に船
舶コードが入力された場合は、当該船舶
コードに対する船舶ＤＢが存在すること。

記述の改善

29 VPE 概要 ４．（４）輸出包括審査
ＤＢチェック

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、包括事前審
査扱い受理番号欄に包括事前審査扱い受
理番号が入力された場合は、以下のチェッ
クを行う。

記述の改善

30 VPE 概要 ４．（５）包括コンテナ
扱い申出ＤＢチェック

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

新規登録または訂正の場合で、包括事前審
査扱い受理番号欄に包括コンテナ扱い申出
番号が入力された場合は、以下のチェックを
行う。

記述の改善

31 VPE 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下の記述を削除

⑩入力された輸出管理番号等に係る貨物
が輸出許可済貨物である場合は、バンニン
グ場所は輸出許可されたバンニング場所で
あること。（展示等積戻し許可済貨物は除
く。）

仕様の変更
バンニング情報登録（ＶＡＮ）業務
等の機能変更について

32 VPE 入力項目表 項番23(バンニング個
数単位コード)

＜修正＞以下の通り修正

処理区分が「訂正」である場合の入力条件
を「C」→「M」

記述の修正

33 VPE 入力項目表 項番25(バンニング重
量単位コード)

＜修正＞以下の通り修正

処理区分が「訂正」である場合の入力条件
を「C」→「M」

記述の修正
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34 VAN 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下のチェックを追加

③ＣＹＡ業務が本業務より先行している場合
で、搬入先が入力された場合は、ＣＹＡ業務
により搬入された保税地域と入力された搬
入先が同一であること。

以降、項番繰り上げ

記述の追記

35 VAN 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線）

⑤経由地が登録されている場合で、登録さ
れている経由地がシステム参加保税地域で
ある場合は、入力されたバンニング場所と
同一であること｡

記述の追記

36 VAN 概要 ４．（８）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線・取消線の箇所）

⑨特定輸出申告を行う旨が登録された輸出
貨物（以下、「特定輸出貨物」という。）以外
の場合は、輸出等申告中でないこと。

⑮包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ある場合は、特定輸出貨物以外の輸出未
許可貨物であるか、またはコンテナ扱い適
用済貨物であること。

⑯特定輸出貨物以外の輸出未許可貨物
と、輸出許可済貨物及び仮陸揚貨物が、混
在でないこと。ただし、特定輸出申告を行う
旨が登録されている貨物で、バンニング場
所が保税蔵置場である場合を除く。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

37 VAN 概要 ４．（８）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線・取消線の箇所）

21仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済
または個別運送情報特定保税運送登録済
貨物であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

※「個別運送情報登録済貨物」を
削除しているのは、記述誤りであっ
た為（仮陸揚貨物に対して、個別運
送は不可）

４．（８）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の記述を改善（訂正箇所は、
下線・取消線の箇所）

⑬包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ない場合は、輸出許可済貨物、コンテナ扱
い適用済貨物、特定輸出申告を行う旨が登
録された輸出貨物であるか、または仮陸揚
貨物であること。

⑭包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ない場合で、入力された輸出管理番号等に
係る貨物がコンテナ扱い適用済貨物の場合
は、すべてコンテナ扱い適用済貨物である
こと。

⑰以下のいずれかの条件を満たす場合は、
経由地コードに入力がないこと。
　・包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ある（バンニング場所がシステム参加保税
地域等である場合を除く）

　・入力された輸出管理番号等に係る貨物
がコンテナ扱い適用済貨物である（バンニン
グ場所がシステム参加保税地域等である場
合を除く）

　・入力された輸出管理番号等に係る貨物
が特定輸出申告を行う旨の登録がされてお
り、特定輸出貨物の場合で、輸出許可済貨
物でない

記述の改善（特定輸出貨物、コンテ
ナ扱い適用済貨物に対する記述を
統一）

38 概要VAN
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⑳入力された輸出管理番号等に係る貨物
が特定輸出申告を行う旨の登録がされてい
る特定輸出貨物の場合は、「許可・承認等
情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務により、
「特定輸出許可取消」の登録がされていな
いこと。

39 VAN 概要 ４．（８）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下の記述を削除

⑲入力された輸出管理番号等に係る貨物
が輸出許可済貨物である場合は、入力され
たバンニング場所と輸出許可されたバンニ
ング場所が同一であること。（展示等積戻し
許可済貨物は除く。）

以降、項番を繰り下げ

仕様の変更
バンニング情報登録（ＶＡＮ）業務
等の機能変更について

40 VAN 概要 ５．（３）コンテナ情報Ｄ
Ｂ処理

＜削除＞以下の記述を削除
旧⑥入力された搬入先にシステム参加保税
地域等以外またはコード化されていない船
舶が登録された場合は、削除表示を設定す
る。

以降、項番の繰り下げ

記述の改善

41 VAN 概要 ５．（４）貨物情報ＤＢ
処理

＜修正＞以下の記述を改善（変更箇所は取
消線の箇所）
④入力されたコンテナ番号に対するコンテ
ナ情報ＤＢにＣＹＡ業務が本業務より先行し
ている旨が登録されている場合は、ＣＹに搬
入した旨を登録する。

＜削除＞以下の記述を削除
旧⑤入力された搬入先にシステム参加保税
地域以外またはコード化されていない船舶
が登録された場合は、削除表示を設定す
る。

以降、項番の繰り下げ

記述の修正と削除

42 VAN 概要 ５．（５）輸出申告の起
動処理

＜修正＞以下の通り修正（変更箇所は下線
の箇所）
入力されたコンテナ番号に係るＣＹＡ業務が
本業務より先行している場合で、搬入時申
告を行う旨が登録されている場合は、当該
コンテナに係る輸出管理番号等の貨物に対
して輸出申告処理を自動起動する。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

43 VAN11 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞②～④のチェックの記述を修正
（変更箇所は下線及び取消線の箇所）
②コンテナ番号が入力され、バンニング場
所がシステム参加保税地域＊２の場合は、
当該バンニング場所を管理する利用者であ
るか、または当該利用者があらかじめシス
テムに登録している通関業または海貨業で
あること。
③コンテナ番号が入力され、バンニング場
所が他所蔵置場所の場合は、「他所蔵置許
可申請（ＴＹＣ）」業務または「許可・承認等情
報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で他所蔵置許
可申請者として登録された利用者であるこ
と。
④コンテナ番号が入力され、バンニング場
所がシステム参加保税地域等＊３以外の場
合で、輸出貨物または積戻し貨物の場合
は、貨物情報登録者＊４または申告（予定）
者、またはバンニング予定情報登録者のい
ずれかの利用者であること。

記述の改善
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44 VAN11 概要 ４．（４）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜追加＞以下のチェックを追加
③「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により船積
処理がされていないこと。

以降、項番繰り上げ

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線）
④経由地が登録されている場合で、登録さ
れている経由地がシステム参加保税地域で
ある場合は、入力されたバンニング場所と
同一であること｡

記述の追記

45 VAE 概要 ４．（６）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線・取消線の箇所）

⑨特定輸出申告を行う旨が登録された輸出
貨物（以下、「特定輸出貨物」という。）以外
の場合は、輸出等申告中でないこと。
⑭包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ある場合は、特定輸出貨物以外の輸出未
許可貨物であるか、またはコンテナ扱い適
用済貨物であること。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

46 VAE 概要 ４．（６）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を修正（変
更箇所は下線・取消線の箇所）

⑱仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済
または個別運送情報特定保税運送登録済
貨物であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

※「個別運送情報登録済貨物」を
削除しているのは、記述誤りであっ
た為（仮陸揚貨物に対して、個別運
送は不可）

47 VAE 概要 ４．（６）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の記述を改善（変更箇所は下
線・取消線の箇所）

⑬包括事前審査扱い受理番号欄に入力が
ない場合は、輸出許可済貨物、コンテナ扱
い適用済貨物、特定輸出申告を行う旨が登
録された輸出貨物であるか、または仮陸揚
貨物であること。

⑰入力された輸出管理番号等に係る貨物
が特定輸出申告を行う旨の登録がされてい
る特定輸出貨物の場合は、「許可・承認等
情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務により、
「特定輸出許可取消」の登録がされていな
いこと。

記述の改善（特定輸出貨物に対す
る記述を統一）

48 VAE 概要 ４．（６）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下の記述を削除

⑯入力された輸出管理番号等に係る貨物
が輸出許可済貨物である場合は、入力され
たバンニング場所と輸出許可されたバンニ
ング場所が同一であること。（展示等積戻し
許可済貨物は除く。）

以降、項番を繰り下げ

仕様の変更
バンニング情報登録（ＶＡＮ）業務
等の機能変更について

49 VAE 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理

＜修正＞以下の記述を改善（変更箇所は取
消線の箇所）
④入力されたコンテナ番号に対するコンテ
ナ情報ＤＢにＣＹＡ業務が本業務より先行し
ている旨が登録されている場合は、ＣＹに搬
入した旨を登録する。

＜削除＞以下の記述を削除
旧⑤入力された搬入先にシステム参加保税
地域以外またはコード化されていない船舶
が登録された場合は、削除表示を設定す
る。

以降、項番の繰り下げ

記述の修正と削除
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50 VAE 概要 ５．（４）コンテナ情報Ｄ
Ｂ処理

＜削除＞以下の記述を削除
旧⑤入力された搬入先にシステム参加保税
地域等以外またはコード化されていない船
舶が登録された場合は、削除表示を設定す
る。

以降、項番の繰り下げ

記述の削除

51 VAE 概要 ５．（５）輸出申告の起
動処理

＜修正＞以下の通り修正（変更箇所は下線
の箇所）

入力されたコンテナ番号に係るＣＹＡ業務が
本業務より先行している場合で、搬入時申
告を行う旨が登録されている場合は、当該
コンテナに係る輸出管理番号等の貨物に対
して輸出申告処理を自動起動する。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

52 VAE 入力項目表 項番22(バンニング個
数単位コード)

＜修正＞以下の通り修正

入力条件を「C」→「M」

記述の修正

53 VAE 入力項目表 項番24(バンニング重
量単位コード)

＜修正＞以下の通り修正

入力条件を「C」→「M」

記述の修正

54 VAE 入力項目表 項番26(バンニング容
積単位コード)

＜修正＞以下の通り修正

入力条件を「C」→段下げの「M」

記述の修正

55 VAE11 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞④の記述を改善
（修正前）バンニング予定情報登録者
（修正後）ＶＰＥ業務を行った利用者

記述の改善

56 VAC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞チェック処理の記述を改善
（変更前）
なお、⑤～⑰のチェックについては、以下の
いずれかの条件を満たす場合のみ行う。
・ 「輸出管理番号等の取消し」の場合で、Ｃ
ＹＡ業務がされている
・ コンテナ情報ＤＢに登録されている搬入先
または経由地がシステム参加保税地域等
以外である
・ コンテナ情報ＤＢに登録されている搬入先
が船舶コードで船舶ＤＢに登録されていない

（変更後）
上記記述を削除し、以下の（Ａ）～（Ｃ）の見
出しを追加し、それぞれのタイミングで実施
するチェックを記述するように見直し。

（Ａ）共通チェック
（Ｂ）コンテナ情報ＤＢに登録されている搬入
先または経由地がシステム参加保税地域
等以外である場合
（Ｃ）「輸出管理番号等の取消し」の場合で、
ＣＹＡ業務がされている場合

記述の改善

57 VAC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ａ）

＜追加＞以下のチェックを追加
⑥ＶＡＮ業務等がされた後に「貨物取扱登録
（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分子
となっていないこと。

記述の改善
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58 VAC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）

＜修正＞以下のチェックを修正（変更箇所
は下線の箇所）
①特定輸出貨物以外の場合は、ＶＡＮ業務
等がされた後に輸出申告または積戻し申告
がされていないこと。
②特定輸出貨物以外の場合は、数量変更
にかかる輸出許可内容変更申請中でないこ
と。
③特定輸出貨物以外の場合は、「許可・承
認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務が
されていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

59 VAC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｃ）

＜追加＞以下のチェックを追加
④輸出等申告中でないこと。

以降、項番の繰り上げ

記述の改善

60 VAC 処理フロー ＜修正＞「コンテナ通知訂正情報」のブッキ
ング船会社への出力条件の誤記を修正

（修正前）
コンテナ情報ＤＢに搬入先として登録されて
いる船会社がシステムに参加している場合

（修正後）
コンテナ情報ＤＢに搬入先が登録されてお
り、コンテナ情報ＤＢに登録されている船会
社がシステムに参加している場合

記述の修正

61 VAD 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りチェックの順序を入れ
替え

①（旧①）貨物情報ＤＢが存在すること。
②（旧③）入力されたコンテナ番号に係るＶ
ＡＮ業務等がされていること。
③（旧④）入力されたバンニング場所でＶＡＮ
業務等がされていること。
④（旧⑧）ＣＬＲ業務により船積処理がされて
いないこと。
⑤（旧⑨）「貨物取扱登録（改装・仕分け）（Ｓ
ＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。
⑥（旧⑤）貨物情報の訂正の場合で、特定
輸出貨物以外の場合は、数量変更にかか
る輸出許可内容変更申請中でないこと。
⑦（旧⑥）貨物情報の訂正の場合は、ＣＹＡ
業務がされていないこと。
⑧（旧②）バンニング個数、重量、容積の訂
正の場合は、輸出貨物または積戻し貨物で
あること。
⑨（旧⑦）バンニング個数、重量、容積の訂
正で、容積の入力がある場合は、貨物情報
ＤＢに総容積が登録されていること。

記述の改善

62 VAD 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を変更（変
更箇所は下線の箇所）
⑥貨物情報の訂正の場合で、特定輸出貨
物以外の場合は、数量変更にかかる輸出
許可内容変更申請中でないこと。

＜追加＞以下のチェックを追加
⑩バンニング個数、重量、容積の訂正の場
合は、ＶＡＮ業務等がされた後にＳＨＳ業務
により仕分子となっていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

記述改善

63 VAD 概要 ５．（２）コンテナ情報Ｄ
Ｂ処理

＜修正＞以下のチェックの記述を変更（変
更箇所は取消線の箇所）
バンニング個数、重量、容積の訂正または
コンテナ情報の訂正の場合は、入力された
コンテナ番号に対するコンテナ情報ＤＢを更
新する。

記述の改善
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64 VAD 処理フロー ＜修正＞「コンテナ通知訂正情報」のブッキ
ング船会社への出力条件の誤記を修正

（修正前）
コンテナ情報ＤＢに搬入先として登録されて
いる船会社がシステムに参加している場合

（修正後）
コンテナ情報ＤＢに搬入先が登録されてお
り、コンテナ情報ＤＢに登録されている船会
社がシステムに参加している場合

記述の修正

65 VAD 処理フロー ＜修正＞「コンテナ通知訂正情報」の搬入
先の保税地域（ＣＹ）への出力条件の記述を
修正

（修正前）
コンテナ情報ＤＢに登録されている搬入先
がシステム参加保税地域である場合

（修正後）
コンテナ情報ＤＢに搬入先として登録されて
いる保税地域がシステム参加保税地域であ
る場合

記述の改善

66 VAD 処理フロー ＜修正＞「コンテナ通知訂正情報」の経由
地の保税地域（保税蔵置場）への出力条件
の記述を修正

（修正前）
コンテナ情報ＤＢに登録されている経由地
がシステム参加保税地域である場合

（修正後）
コンテナ情報ＤＢに経由地として登録されて
いる保税地域がシステム参加保税地域であ
る場合

記述の改善

67 VAD11 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りチェックの順序を入れ
替え

①（旧①）貨物情報ＤＢが存在すること。
②（旧③）入力されたコンテナ番号に係るＶ
ＡＮ業務等がされていること。
③（旧④）入力されたバンニング場所でＶＡＮ
業務等がされていること。
④（追加）ＣＬＲ業務により船積処理がされて
いないこと。
⑤（旧⑨）「貨物取扱登録（改装・仕分け）（Ｓ
ＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。
⑥（旧⑤）貨物情報の訂正の場合で、特定
輸出貨物以外の場合は、数量変更にかか
る輸出許可内容変更申請中でないこと。
⑦（旧⑥）貨物情報の訂正の場合は、ＣＹＡ
業務がされていないこと。
⑧（旧②）バンニング個数、重量、容積の訂
正の場合は、輸出貨物または積戻し貨物で
あること。
⑨（追加）バンニング個数、重量、容積の訂
正の場合は、ＶＡＮ業務等がされた後にＳＨ
Ｓ業務により仕分子となっていないこと。

記述の改善
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68 VAD11 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下のチェックの記述を変更（変
更箇所は下線・取消線の箇所）

④バンニング個数、重量、容積の訂正の場
合は、ＣＬＲ業務により船積処理がされてい
ないこと。
⑥貨物情報の訂正の場合で、特定輸出貨
物以外の場合は、数量変更にかかる輸出
許可内容変更申請中でないこと
⑧バンニング個数、重量、容積の訂正の場
合は、輸出貨物または積戻し貨物であるこ
と。

＜追加＞以下のチェックを追加
⑨バンニング個数、重量、容積の訂正の場
合は、ＶＡＮ業務等がされた後にＳＨＳ業務
により仕分子となっていないこと。

＜削除＞以下のチェックを削除
旧⑦バンニング個数、重量、容積の訂正
で、容積の入力がある場合は、貨物情報Ｄ
Ｂに総容積が登録されていること。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

記述の改善

69 VAA 概要 ４．（３）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下の通りに④の記述を改善（変
更箇所は下線の箇所）

④コンテナ情報ＤＢにおいて、入力されたバ
ンニング場所コードに対して入力された輸出
管理番号等が登録されていないこと。

記述の改善

70 VAA 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りにチェックの記述を修
正（変更箇所は下線・取消線の箇所）

⑨特定輸出申告を行う旨が登録された輸出
貨物（以下、「特定輸出貨物」という。）以外
の場合は、輸出等申告中でないこと。

⑮包括事前審査扱いの旨が登録されてい
る場合は、特定輸出貨物以外の輸出未許
可貨物であるか、またはコンテナ扱い適用
済貨物であること。

⑯特定輸出貨物以外の輸出未許可貨物
と、輸出許可済貨物及び仮陸揚貨物が、混
在でないこと。ただし、特定輸出申告を行う
旨が登録されている貨物で、バンニング場
所が保税蔵置場である場合を除く。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

71 VAA 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下の記述を削除

⑱入力された輸出管理番号等に係る貨物
が輸出許可済貨物である場合は、入力され
たバンニング場所と輸出許可されたバンニ
ング場所が同一であること。（展示等積戻し
許可済貨物は除く。）

仕様の変更
バンニング情報登録（ＶＡＮ）業務
等の機能変更について

72 VAA 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りにチェックの記述を修
正（変更箇所は下線・取消線の箇所）

20仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済
または個別運送情報特定保税運送登録済
貨物であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

※「個別運送情報登録済貨物」を
削除しているのは、記述誤りであっ
た為（仮陸揚貨物に対して、個別運
送は不可）
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73 VAA 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りに記述を改善（変更箇
所は下線・取消線の箇所）

⑬包括事前審査扱いの旨が登録されてい
ない場合は、輸出許可済貨物、コンテナ扱
い適用済貨物、特定輸出申告を行う旨が登
録された輸出貨物であるか、または仮陸揚
貨物であること。

⑭包括事前審査扱いの旨が登録されてい
ない場合で、入力された輸出管理番号等に
係る貨物がコンテナ扱い適用済貨物の場合
は、すべてコンテナ扱い適用済貨物である
こと。

⑲入力された輸出管理番号等に係る貨物
が特定輸出申告を行う旨の登録がされてい
る特定輸出貨物の場合は、「許可・承認等
情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務により、
「特定輸出許可取消」の登録がされていな
いこと。

記述の改善（特定輸出貨物、コンテ
ナ扱い適用済貨物に対する記述を
統一）

74 VAA 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理

＜修正＞以下の通りに記述を改善（変更箇
所は取消線の箇所）

③入力されたコンテナ番号に対するコンテ
ナ情報ＤＢにＣＹＡ業務が本業務より先行し
ている旨が登録されている場合は、ＣＹに搬
入した旨を登録する。

記述の改善

75 VAA 概要 ５．（４）輸出申告の起
動処理

＜修正＞以下の通りに、記述を追加（変更
箇所は下線の箇所）

入力されたコンテナ番号に係るＣＹＡ業務が
本業務より先行している場合で、搬入時申
告を行う旨が登録されている場合は、当該
コンテナに係る輸出管理番号等の貨物に対
して輸出申告処理を自動起動する。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

76 VAA 処理フロー 「コンテナ通知訂正情
報」のブッキング船会
社への出力条件

＜修正＞以下の通りに修正

（修正前）
コンテナ情報ＤＢに搬入先として登録されて
いる船会社がシステムに参加している場合

（修正後）
コンテナ情報ＤＢに搬入先が登録されてお
り、コンテナ情報ＤＢに登録されている船会
社がシステムに参加している場合

記述の修正

77 VAA 処理フロー 「危険貨物等通知情
報」の出力条件

＜修正＞以下の通りに修正

（変更前）
入力されたコンテナ番号に係るＣＹＡ業務が
本業務より先行しており、コンテナ情報ＤＢ
に搬入先が登録されている場合で、輸出管
理番号等に係る貨物情報ＤＢに危険貨物等
コード（税関要通知）が登録されている場合

（修正後）
ＣＹＡ業務が本業務より先行しており、コンテ
ナ情報ＤＢに搬入先が登録されているか、
または経由地としてシステム参加保税地域
等以外が登録されている場合で、輸出管理
番号等に係る貨物情報ＤＢに危険貨物等
コード（税関要通知）が登録されている場合

記述の修正
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78 VAA11 概要 ３．制限事項 ＜修正＞以下の通り、記述を変更

（変更前）
１コンテナに対して、登録可能な輸出管理番
号等は最大１００件とする。

（変更後）
①１コンテナに対して、１業務で登録可能な
輸出管理番号等は最大１００件とする。
②１輸出管理番号等に対して、１業務で登
録可能なコンテナ番号は最大１００件とす
る。

記述の改善

79 VAA11 概要 ４．（３）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下の通りに④の記述を修正（変
更箇所は下線の箇所）

④コンテナ情報ＤＢにおいて、入力されたバ
ンニング場所コードに対して入力された輸出
管理番号等が登録されていないこと。

記述の改善

80 BOC 概要 １．業務概要 ＜削除＞以下の記述を削除

なお、入力された搬入先がシステム参加保
税地域等＊１以外またはコード化されてい
ない船舶の場合で、後続業務（「バンニング
情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）」業務）等
が行なわれない場合は、一定期間経過後シ
ステムから削除される。

（＊１）システム参加保税地域等とは、シス
テム参加保税地域と「他所蔵置許可申請（Ｔ
ＹＣ）」業務または「許可・承認等情報登録
（保税）（ＰＳＨ）」業務で登録された他所蔵置
場所をいう。なお、システム参加保税地域と
は、システムに参加している保税地域をい
う。

記述の削除

81 BOC 概要 ４．（１）入力者チェック ＜追加＞以下の記述を追加

（＊１）システム参加保税地域とは、システ
ムに参加している保税地域をいう。

記述の追記

82 BOC 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（変
更箇所は下線の箇所）

搬出確認の場合で、搬入先に船舶コードが
入力された場合は、当該船舶コードに対す
る船舶ＤＢが存在すること。

記述の改善

83 BOC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ａ）

＜削除＞以下のチェックを削除
旧⑨見本持出許可申請中でないこと。

以降、項番を繰り下げ

＜修正＞以下の記述を修正（変更箇所は下
線の箇所）
⑪搬入先に船舶コードが入力された場合
で、輸出管理番号が複数件入力された場合
は、すべての貨物に登録されている輸出許
可における積出港コードが同一であること。

記述の改善
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84 BOC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）

＜修正＞以下の通りにチェックを修正（変更
箇所は下線の箇所）

⑦特定輸出貨物以外の場合は、輸出許可
済であること。

⑧特定輸出貨物以外の場合は、数量変更
にかかる輸出許可内容変更申請中でないこ
と。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

85 BOC 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）

＜削除＞以下のチェックを削除

旧⑧許可内容変更申請の必要な旨が登録
されていないこと。

旧⑨事故貨物の場合は、税関による事故確
認登録がされていること。

旧⑫見本持出許可申請中でないこと。

旧⑬訂正保留中でないこと。

旧⑯貨物差止め登録がされていないこと。

以降、項番の繰り下げ

記述の改善

86 BOC 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理（Ａ）

＜削除＞以下の記述を削除

旧③入力された搬入先がシステム参加保税
地域等以外またはコード化されていない船
舶の場合で、すべての貨物が搬出された場
合は、削除表示を設定する。

記述の削除

87 BOC 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理（Ｂ）

＜削除＞以下の記述を削除

旧②削除表示が設定されていた場合は、削
除表示を解除する。

記述の削除

88 BOC 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理（Ｃ）

＜削除＞以下の記述を削除

旧②削除表示が設定されていた場合は、削
除表示を解除する。

記述の改善

89 BOC 概要 ６．出力情報
搬出確認登録通知情
報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（４）、（５）を追加

（４）入力された船会社と、貨物情報ＤＢに登
録されている積出港、積載予定船舶コード、
航海番号において受委託関係がシステムに
登録されている船舶代理店が存在する
（５）（４）に該当する利用者が存在しない場
合は、入力された船会社と、貨物情報ＤＢに
登録されている積出港、積載予定船舶コー
ドにおいて受委託関係がシステムに登録さ
れている船舶代理店が存在する

・出力先
（修正前）
貨物に登録されている積出港において、入
力された船会社と受委託関係のある全ての
船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善
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90 BOC 概要 ６．出力情報
搬出取消通知情報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（４）、（５）を追加

（４）貨物情報ＤＢに登録されている船会社
と、貨物情報ＤＢに登録されている積出港、
積載予定船舶コード、航海番号において受
委託関係がシステムに登録されている船舶
代理店が存在する
（５）（４）に該当する利用者が存在しない場
合は、貨物情報ＤＢに登録されている船会
社と、貨物情報ＤＢに登録されている積出
港、積載予定船舶コードにおいて受委託関
係がシステムに登録されている船舶代理店
が存在する

・出力先
（修正前）
貨物に登録されている積出港において、入
力された船会社と受委託関係のある全ての
船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善

91 CYA 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通りに修正（変更箇所は下
線）

搬入時申告または輸出申告許可保留解除
の自動起動を行う旨が登録されている貨物
について、システムで定めた条件を満たした
とき、システムは本業務を契機に申告処理
（輸入申告、輸出申告、保税運送申告、輸
出申告許可保留解除等）を自動起動する。
ただし、搬入時申告を行う旨が登録されて
いる場合で、事故税関通知識別コードに税
関への通知を要する旨が入力された場合
は、搬入時申告の起動は行わず、搬入時申
告を行う旨を取り消す。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

92 CYA 概要 ５．（３）貨物情報ＤＢ
処理

＜修正＞以下の通りに修正

（変更前）
以下の条件が満たされたとき、ＣＹに搬入し
た旨を登録する。
旧①ＶＡＮ業務等がされている場合は、搬入
先が登録されているか、または経由地として
システム参加保税地域等＊２以外が登録さ
れていること｡
旧②当該コンテナに関連付けられている貨
物管理番号に対する貨物情報ＤＢが存在す
ること｡

旧（＊２）システム参加保税地域等とは、シ
ステム参加保税地域と「他所蔵置許可申請
（ＴＹＣ）」業務または「許可・承認等情報登録
（保税）（ＰＳＨ）」業務で登録された他所蔵置
場所をいう。なお、システム参加保税地域と
は、システムに参加している保税地域をいう

（変更後）
※上記①、②（＊２）の記述は削除

入力されたコンテナ番号に対するコンテナ
情報ＤＢが存在し、貨物管理番号が登録さ
れていた場合は、以下の処理を行う。
①ＣＹに搬入した旨を登録する。

以降、項番の繰り下げ

記述の改善
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93 CYA 概要 ５．（４）保税運送申告
ＤＢ処理

＜修正＞以下の通りに記述を変更（変更箇
所は下線・取消線の箇所）

入力されたコンテナ番号に関連付けられて
いる貨物管理番号に係る貨物情報ＤＢから
保税運送申告番号（包括保税運送の場合
は、個別運送管理番号または特定保税運
送番号を含む。以下同様。）を取得し、当該
保税運送申告番号に対する保税運送申告
ＤＢに到着確認した旨を登録する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

94 CYA 概要 ５．（５）（Ａ）輸出申告
の起動処理

＜修正＞以下の通り変更（変更箇所は下線
の箇所）

ＶＡＮ業務等がされている場合で、搬入時申
告を行う旨が登録されている場合は、入力
されたコンテナ番号に係る貨物管理番号の
貨物に対して輸出申告処理を自動起動す
る。なお、貨物が分散蔵置されている場合
は、「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務で登
録されたすべての搬入予定先がシステム参
加保税地域等＊２であり、当該搬入予定先
に貨物が搬入されている場合にのみ、輸出
申告処理を自動起動する。

（＊２）システム参加保税地域等とは、シス
テム参加保税地域と「他所蔵置許可申請（Ｔ
ＹＣ）」業務または「許可・承認等情報登録
（保税）（ＰＳＨ）」業務で登録された他所蔵置
場所をいう。なお、システム参加保税地域と
は、システムに参加している保税地域をいう

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

95 CYA 概要 ５．（５）（Ｂ）輸出申告
許可保留解除の起動
処理

＜追加＞以下の記述を追加

ＶＡＮ業務等がされている場合で、輸出申告
許可保留解除の自動起動を行う旨が登録さ
れている場合は、入力されたコンテナ番号
に係る貨物管理番号の貨物に対して輸出
申告許可保留解除処理を自動起動する。な
お、貨物が分散蔵置されている場合は、ＥＣ
Ｒ業務で登録されたすべての搬入予定先が
システム参加保税地域等であり、当該搬入
予定先に貨物が全量搬入されている場合に
のみ、輸出申告許可保留解除処理を自動
起動する。
詳細は「輸出申告許可保留解除（ＣＥＷ）」
業務を参照。

以降、項番の繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

96 CYA 概要 ６．出力情報 ＜修正＞「事故貨物通知情報」について、
出力先が「輸出申告を行った利用者または
運送を登録した利用者」である場合の出力
条件（２）を以下の通り、条件を変更

（変更前）
輸出（積戻しを含む。）許可されているか、ま
たは保税運送承認または包括保税運送承
認に係る個別運送が登録済である

（変更後）
輸出（積戻しを含む。）許可されているか、ま
たは保税運送承認、包括保税運送承認に
係る個別運送、特定保税運送が登録済であ
る

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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97 CYC 概要 ４．（３）船舶ＤＢチェッ
ク

＜修正＞チェック条件を以下の通り修正（訂
正箇所は下線の箇所）

訂正の場合は、入力された船舶コードに対
する船舶ＤＢが存在すること。

記述の改善

98 CLR 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通り記述を変更

（変更前）
なお、前述（１）－（Ａ）、（Ｂ）及び（２）－
（Ｄ）、（Ｅ）において、積コンテナリストの提出
を税関の執務時間外に行う場合は、事前に
臨時開庁承認申請が承認されている必要
がある。また、本業務において臨時開庁承
認申請を行う旨を入力することにより、臨時
開庁承認申請も併せて行うことができる。
（変更後）
なお、前述（１）－（Ａ）、（Ｂ）及び（２）－
（Ｄ）、（Ｅ）において、積コンテナリストの提出
を税関の開庁時間外に行う場合は、事前に
時間外執務要請届がされている必要があ
る。また、本業務において時間外執務要請
届を行う旨を入力することにより、時間外執
務要請届を併せて行うことができる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

99 CLR 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞
以下の通り記述を修正

（修正前）
④積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」の
場合で、入力者が船舶代理店の場合は、入
力された積出港において、入力された積載
予定船舶コードに係る船舶ＤＢ上の船舶運
航船会社との受委託関係がシステムに登録
されていること。

（修正後）
④積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」の
場合で、入力者が船舶代理店の場合は、入
力された積載予定船舶コードが「９９９９」以
外の場合に、入力された積出港において、
入力された積載予定船舶コードに係る船舶
ＤＢ上の船舶運航船会社との受委託関係が
システムに登録されていること。

仕様の変更
船積情報登録（ＣＬＲ）業務、船積
確認登録（ＣＣＬ）業務における受
委託チェックの解除について

100 CLR 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞以下の通りに記述を修正する

⑤について、以下の記述を追加
・システム参加保税地域等以外に蔵置され
ている貨物である

⑥について、以下の通り記述を変更
（変更前）
入力者が海貨業の場合は、積コンテナ・船
積区分が「Ｃ」で、ＢＯＣ業務、ＶＡＮ業務等
において、入力された積載予定船舶コード
に向けて搬出された貨物であるか、本船・ふ
中扱い承認貨物の船積処理であること。

（変更後）
入力者が海貨業の場合は、積コンテナ・船
積区分が「Ｃ」で、以下のいずれかの条件を
満たす貨物の船積処理であること
・　ＢＯＣ業務、ＶＡＮ業務等において、入力
された積載予定船舶コードに向けて搬出さ
れた貨物である
・　本船・ふ中扱い承認貨物である
・　システム参加保税地域等以外に蔵置さ
れている貨物である

記述の改善
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101 CLR 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下の通り、（Ａ）の条件、及び
（Ａ）③のチェックの記述から、「積コンテナ情
報削除」の記述を削除（変更箇所は、取消
線の箇所）

（変更後）
（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録
の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出
と船積登録・終了の併せ処理」、「積コンテ
ナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」、「積
コンテナ情報削除」、「積コンテナ情報登録・
提出」または「積コンテナ情報提出」の場合

（Ａ）③「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ
情報追加」、「積コンテナ情報削除」、「積コ
ンテナ情報登録・提出」または「積コンテナ
情報提出」の場合は、輸入コンテナまたは
輸出コンテナであること。

記述の修正

４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞（Ａ）①、②のチェックについて、以
下の通り記述を修正

（変更前）
①保税地域が入力された場合は、コンテナ
情報ＤＢが存在すること。（空コンテナとして
登録された場合を除く。）
②保税地域が入力された場合は、当該保税
地域に蔵置されていること。なお、入力者が
ＣＹの場合で保税地域コードやバースコード
が入力されなかった場合は、入力者の管理
するＣＹに蔵置されていること。

記述の改善

（変更後）
①保税地域に蔵置されている旨が登録され
た場合（＊８）は、コンテナ情報ＤＢが存在す
ること。（空コンテナとして登録された場合を
除く。）
②保税地域に蔵置されている旨が登録され
た場合は、当該保税地域に蔵置されている
こと。なお、入力者がＣＹの場合で保税地域
コードやバースコードが入力されなかった場
合は、入力者の管理するＣＹに蔵置されて
いること。

（＊８）以下のいずれかに該当する場合をい
う。
・「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の
併せ処理」または「積コンテナ情報登録・提
出と船積登録・終了の併せ処理」の場合で、
入力者がＣＹの場合
・「積コンテナ情報登録」または「積コンテナ
情報登録・提出」の場合で、保税地域が入
力された場合
・「積コンテナ情報追加」または「積コンテナ
情報提出」の場合で、「積コンテナ情報登
録」時に保税地域が入力された場合

103 CLR 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞（Ａ）⑨のチェックについて、以下の
通り記述を修正（訂正箇所は、下線の箇所）

入力者が船会社、船舶代理店または通関
業の場合は、入力された積載予定船舶コー
ドに向けてＶＡＮ業務等がされているか、ま
たはシステム参加保税地域等以外に蔵置さ
れていること。

記述の改善

102 CLR 概要
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104 CLR 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞（Ｂ）⑤のチェックについて、以下の
通り記述を修正（訂正箇所は、下線の箇所）

入力者が船会社、船舶代理店、通関業また
は海貨業の場合は、入力された積載予定船
舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされている
か、またはシステム参加保税地域等以外に
蔵置されていること。

記述の改善

105 CLR 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞（Ａ）③、（Ｂ）⑥、⑦のチェックにつ
いて、以下の通り記述を修正（訂正箇所は、
下線の箇所）

（Ａ）
③入力者が船会社、船舶代理店、通関業ま
たは海貨業の場合は、入力された積載予定
船舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされてい
るか、またはシステム参加保税地域等以外
に蔵置されていること。

（Ｂ）
⑥入力者が船会社または船舶代理店の場
合は、入力された積載予定船舶コードに向
けてＢＯＣ業務がされているか、仮陸揚貨
物、本船扱い・ふ中扱い承認貨物である
か、またはシステム参加保税地域等以外に
蔵置されている貨物であること。

（Ｂ）
⑦入力者が通関業または海貨業の場合
は、入力された積載予定船舶コードに向け
てＢＯＣ業務がされている貨物であるか、本
船扱い・ふ中扱い承認貨物であるか、また
はシステム参加保税地域等以外に蔵置され
ている貨物であり、かつ入力者が当該貨物
の貨物情報登録者＊９または申告者である
こと。

記述の改善

106 CLR 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

＜追加＞以下のチェックの記述を追加

（Ａ）
④輸出または積戻し貨物の場合は、輸出
（積戻し）許可済であること。

（Ｂ）
⑧輸出または積戻し貨物の場合で本船扱
い承認貨物以外の場合は、輸出（積戻し）許
可済であること。

以降、項番の繰り上げ

記述の追記

107 CLR 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

＜削除＞以下のチェックを削除

（Ａ）
旧⑥見本持出許可申請中でないこと。

（Ｂ）
旧⑩見本持出許可申請中でないこと。

以降、項番の繰り下げ

記述の改善
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108 CLR 概要 ４．（８）時間外執務要
請届情報関連チェック

＜修正＞以下の通りに記述を変更

（変更前）
旧（８）臨時開庁承認情報関連チェック
旧（９）手数料予納ＤＢチェック

（変更後）
変更前の記述を全て削除し、以下の記述を
追加

（８）時間外執務要請届情報関連チェック
「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併
せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船
積登録・終了の併せ処理」、「積コンテナ情
報登録・提出」または「積コンテナ情報提出」
の場合で、本業務が税関の開庁時間外に
わたる場合は、以下①のチェックを行い、時
間外執務要請届出済の旨が入力された場
合は、以下②～③のチェックを行う。
①時間外執務要請届出済の旨または本業
務において時間外執務要請届を併せて行う
旨が入力されていること。
②入力者分の時間外執務要請届ＤＢが存
在すること。
③本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

109 CLR 概要 ５．（５）積コンテナＤＢ
処理

＜修正＞（Ｃ）「積コンテナ情報削除」の場合
の記述を以下の通り修正（変更箇所は取消
線の箇所）

積コンテナリスト提出番号に対する積コンテ
ナＤＢのコンテナ番号に取消しとなった旨を
登録する。また、すべて取り消された場合
は、当該積コンテナＤＢをシステムより削除
する。

記述の改善

110 CLR 概要 ５．（８）船積管理ＤＢ
処理

＜修正＞以下の通りに記述を修正（変更箇
所は、下線の箇所）

③入力された積載予定船舶コード、積出港
コード及び航海番号に対する船積管理ＤＢ
に、船積みが終了した旨を登録する。（「積
コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ
処理」、「船積登録」の場合を除く。）

記述の改善

111 CLR 概要 ５．（９）時間外執務要
請届処理

＜修正＞以下の通りに記述を変更

（変更前）
（９）臨時開庁処理

（変更後）
変更前の記述を全て削除し、以下の記述を
追加

（９）時間外執務要請届処理
「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併
せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船
積登録・終了の併せ処理」、「積コンテナ情
報登録・提出」または「積コンテナ情報提出」
の場合で、本業務が税関の開庁時間外に
わたる場合、時間外執務要請届を併せて行
う旨が入力された場合は、事前に時間外執
務要請届出がされていた場合を除き、以下
の処理を行う。
（Ａ）時間外執務要請届受理番号払出し処
理
時間外執務要請届受理番号をシステムで払
い出す。
（Ｂ）時間外執務要請届ＤＢ処理
①時間外執務要請届ＤＢを作成する。
②実施時刻より１分間分の届出時間帯で時
間外執務要請届を登録する。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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112 CLR 概要 ６．出力情報 ＜修正＞「船積未登録情報」の出力条件を
以下の通り修正

（変更前）
積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」でか
つ、処理区分が「Ｅ」の場合で、船積登録終
了情報を出力済でない場合に、以下のいず
れかの条件を満たすとき、本船単位に出力
する

（変更後）
積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」でか
つ、処理区分が「Ｅ」の場合で、本業務より
前に、本船に対して船積みが終了した旨が
登録されていない場合に、以下のいずれか
の条件を満たすとき、本船単位に出力する

記述の改善

113 CLR 概要 ６．出力情報
船積登録終了情報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（６）、（７）を追加

（６）入力された積載予定船舶コードの運航
船会社と、積出港、積載予定船舶コード、航
海番号において受委託関係がシステムに登
録されている船舶代理店が存在する
（７）（６）に該当する利用者が存在しない場
合は、入力された積載予定船舶コードの運
航船会社と、積出港、積載予定船舶コード
において受委託関係がシステムに登録され
ている船舶代理店が存在する

・出力先
（修正前）
積出港において本船運航船会社と受委託
関係のある船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善

114 CLR 概要 ６．出力情報
船積変更予定情報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（６）、（７）を追加

（６）入力された積載予定船舶コードの運航
船会社と、積出港、積載予定船舶コード、航
海番号において受委託関係がシステムに登
録されている船舶代理店が存在する
（７）（６）に該当する利用者が存在しない場
合は、入力された積載予定船舶コードの運
航船会社と、積出港、積載予定船舶コード
において受委託関係がシステムに登録され
ている船舶代理店が存在する

・出力先
（修正前）
積出港において本船運航船会社と受委託
関係のある船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善
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115 CLR 概要 ６．出力情報 ＜修正＞「船積登録変更情報」の出力条件
を以下の通り修正
（全ての出力先に対する出力条件を修正）

（変更前）
船積登録終了情報を出力済である

（変更後）
本船に対して船積みが終了した旨が登録さ
れている

記述の改善

116 CLR 概要 ６．出力情報
船積登録変更情報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（６）、（７）を追加

（６）入力された積載予定船舶コードの運航
船会社と、積出港、積載予定船舶コード、航
海番号において受委託関係がシステムに登
録されている船舶代理店が存在する
（７）（６）に該当する利用者が存在しない場
合は、入力された積載予定船舶コードの運
航船会社と、積出港、積載予定船舶コード
において受委託関係がシステムに登録され
ている船舶代理店が存在する

・出力先
（修正前）
積出港において本船運航船会社と受委託
関係のある船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善

117 CLR 概要 ６．出力情報 ＜削除＞以下の出力情報を削除
臨時開庁承認通知情報

＜修正＞以下の出力情報名・出力条件を変
更
（出力情報名・変更前）
臨時開庁承認情報
（出力情報名・変更後）
時間外執務要請確認情報

（出力条件・変更前）
臨時開庁承認申請を併せて行う旨が入力さ
れた場合にコンテナ管理者単位に出力する

（出力条件・変更後）
時間外執務要請届を併せて行う旨が入力さ
れた場合に本船単位に出力する

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

118 CLR 処理フロー 船積登録終了情報、
船積変更予定情報、
船積登録変更情報の
出力条件

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の出力条
件の記述を以下の通り修正

（修正前）
入力者が船会社、船舶代理店以外で、入力
された積載予定船舶コードの運航船会社が
システムに不参加である場合

（修正後）
入力者が船会社、船舶代理店以外で、入力
された積載予定船舶コードの運航船会社が
システムに不参加である場合でかつ、運航
船会社と受委託関係が登録されている場合

記述の改善
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119 CLR 概要 ７．特記事項　旧（２） ＜削除＞以下の記述を削除

（２）臨時開庁承認時に予納で手数料を納付
した場合で、残ポイントを超える申請を行う
場合は、ポイント消化時に１時間分の手数
料金額を手数料予納残高より自動的に引き
落としを行い、取得ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開
庁承認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

120 CLR 入力項目表 項番5（船積年月日） ＜修正＞
以下の通り、入力条件の記述を修正

（修正前）
積コンテナリスト提出・船積処理の場合は、
船積みする日付を下記の範囲内で入力
システム日≦船積年月日

（修正後）
船積みする日付を下記の範囲内で入力
システム日≦船積年月日

記述の改善
修正前の記載内容では、積コンテ
ナ・船積区分が「A」（積コンテナリス
ト提出・船積処理）の場合のみ、「シ
ステム日≦船積年月日」のチェック
を行うように読みとれてしまう為
（実際には、積コンテナ・船積区分
が「C」（船積処理）の場合も同様の
チェックを実施しています）

121 CLR 入力項目表 項番15（臨時開庁表
示）

＜修正＞以下の通り項目名を変更
（変更前）臨時開庁表示
（変更後）時間外執務要請識別

＜修正＞以下の通り入力条件を修正
（変更前）
税関の執務時間外に本業務を行う場合に
入力
Ａ：臨時開庁承認取得済の場合
Ｂ：軽減区域外における臨時開庁承認申請
を併せて行う場合
Ｔ：軽減区域における臨時開庁承認申請を
併せて行う場合
（変更後）
税関の開庁時間外に本業務を行う場合に
入力
Ａ：時間外執務要請届が届出済の場合
Ｂ：時間外執務要請届を併せて行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

122 CLR 入力画面 ＜修正＞以下の通りに修正
①項目名を変更
（変更前）臨時開庁表示
（変更後）時間外執務要請識別

②項目説明を変更
（変更前）
Ａ：臨時開庁承認済
Ｂ：併せ臨時開庁承認申請
Ｔ：併せ臨時開庁承認申請（軽減区域）
（変更後）
Ａ：時間外執務要請届出済
Ｂ：併せ時間外執務要請届

③「コンテナ番号または貨物管理番号」の欄
番号を４桁に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

設計改善
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123 CLR 処理結果通知 項番8（臨時開庁承認
番号）

＜修正＞以下の通り項目名を変更
（変更前）臨時開庁承認番号
（変更後）時間外執務要請届受理番号

＜修正＞以下の通り出力条件を修正
（変更前）
積コンテナリスト提出処理が正常終了した
場合で、臨時開庁承認申請の旨が入力され
た場合は、システムで払い出した臨時開庁
承認番号を出力
（変更後）
積コンテナリスト提出処理が正常終了した
場合で、併せて時間外執務要請届を行う旨
が入力された場合は、システムで払い出し
た時間外執務要請届受理番号を１欄目に
出力、２欄目～２０欄目はスペースを出力

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

124 CLD 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通り記述を変更

（変更前）
「積コンテナ・船積情報の取消し」または「積
コンテナ情報の取消し」を税関の執務時間
外に行う場合は、事前に臨時開庁承認申請
が承認されている必要がある。また、本業
務において臨時開庁承認申請を行う旨を入
力することにより、臨時開庁承認申請も併せ
て行うことができる。

（変更後）
「積コンテナ・船積情報の取消し」または「積
コンテナ情報の取消し」を税関の開庁時間
外に行う場合は、事前に時間外執務要請届
がされている必要がある。また、本業務にお
いて時間外執務要請届を行う旨を入力する
ことにより、時間外執務要請届を併せて行う
ことができる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

125 CLD 概要 ４．（７）時間外執務要
請届情報関連チェック

＜修正＞以下の通りに記述を変更

（変更前）
旧（７）臨時開庁承認情報関連チェック
旧（８）手数料予納ＤＢチェック

（変更後）
変更前の記述を全て削除し、以下の記述を
追加

（７）時間外執務要請届情報関連チェック
「積コンテナ・船積情報の取消し」または「積
コンテナ情報の取消し」の場合で、本業務が
税関の開庁時間外にわたる場合は、以下①
のチェックを行い、時間外執務要請届出済
の旨が入力された場合は、以下②～③の
チェックを行う。
①時間外執務要請届出済の旨または本業
務において時間外執務要請届を併せて行う
旨が入力されていること。
②入力者分の時間外執務要請届ＤＢが存
在すること。
③本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

126 CLD 概要 ５．（４）積コンテナＤＢ
処理

＜削除＞以下の記述を削除する

旧②すべてのコンテナ番号が取り消された
場合は、当該積コンテナＤＢをシステムより
削除する。

記述の改善
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127 CLD 概要 ５．（８）時間外執務要
請届処理

＜修正＞以下の通り記述を変更

（変更前）
（８）臨時開庁処理

（変更後）
変更前の記述を全て削除し、以下の記述を
追加

（８）時間外執務要請届処理
「積コンテナ・船積情報の取消し」または「積
コンテナ情報の取消し」の場合で、本業務が
税関の開庁時間外にわたる場合、時間外執
務要請届を併せて行う旨が入力された場合
は、事前に時間外執務要請届出がされてい
た場合を除き、以下の処理を行う。
（Ａ）時間外執務要請届受理番号払出し処
理
時間外執務要請届受理番号をシステムで払
い出す。
（Ｂ）時間外執務要請届ＤＢ処理
①時間外執務要請届ＤＢを作成する。
②実施時刻より１分間分の届出時間帯で時
間外執務要請届を登録する。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

128 CLD 概要 ６．出力情報 ＜修正＞「船積登録変更情報」の以下の出
力条件を削除
（全ての出力先に対する出力条件を修正）

（削除した出力条件）
船積登録終了情報を出力済である

以降、項番の繰り下げ

記述の改善

129 CLD 概要 ６．出力情報
船積登録変更情報

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の「出力条
件」、「出力先」の記述を以下の通り修正

・出力条件
既存の条件に以下の条件（４）、（５）を追加

（４）入力された積載予定船舶コードの運航
船会社と、積出港、積載予定船舶コード、航
海番号において受委託関係がシステムに登
録されている船舶代理店が存在する
（５）（４）に該当する利用者が存在しない場
合は、入力された積載予定船舶コードの運
航船会社と、積出港、積載予定船舶コード
において受委託関係がシステムに登録され
ている船舶代理店が存在する

・出力先
（修正前）
積出港において本船運航船会社と受委託
関係のある船舶代理店

（修正後）
船舶代理店

記述の改善
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130 CLD 概要 ６．出力情報 ＜削除＞以下の出力情報を削除
臨時開庁承認通知情報

＜修正＞以下の出力情報名・出力条件を変
更
（変更前・出力情報名）
臨時開庁承認情報
（変更後・出力情報名）
時間外執務要請確認情報

（変更前・出力条件）
臨時開庁承認申請を併せて行う旨が入力さ
れた場合
（変更後・出力条件）
時間外執務要請届を併せて行う旨が入力さ
れた場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

131 CLD 概要 ７．特記事項　旧（２） ＜削除＞以下の記述を削除

旧（２）臨時開庁承認時に予納で手数料を納
付した場合で、残ポイントを超える申請を行
う場合は、ポイント消化時に１時間分の手数
料金額を手数料予納残高より自動的に引き
落としを行い、取得ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開
庁承認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

132 CLD 処理フロー 船積登録変更情報の
出力条件

＜修正＞
船舶代理店が出力先である場合の出力条
件の記述を以下の通り修正

（修正前）
入力者が船会社、船舶代理店以外で、入力
された積載予定船舶コードの運航船会社が
システムに不参加である場合

（修正後）
入力者が船会社、船舶代理店以外で、入力
された積載予定船舶コードの運航船会社が
システムに不参加である場合でかつ、運航
船会社と受委託関係が登録されている場合

記述の改善

133 CLD 入力項目表 項番8（臨時開庁表
示）

＜修正＞以下の通り項目名を変更
（変更前）臨時開庁表示
（変更後）時間外執務要請識別

＜修正＞以下の通り入力条件を修正
（変更前）
税関の執務時間外に本業務を行う場合に
入力
Ａ：臨時開庁承認取得済の場合
Ｂ：軽減区域外における臨時開庁承認申請
を併せて行う場合
Ｔ：軽減区域における臨時開庁承認申請を
併せて行う場合
（変更後）
税関の開庁時間外に本業務を行う場合に
入力
Ａ：時間外執務要請届が届出済の場合
Ｂ：時間外執務要請届を併せて行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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134 CLD 入力画面 ＜修正＞以下の通りに修正
①項目名を変更
（変更前）臨時開庁表示
（変更後）時間外執務要請識別

②項目説明を変更
（変更前）
Ａ：臨時開庁承認済
Ｂ：併せ臨時開庁承認申請
Ｔ：併せ臨時開庁承認申請（軽減区域）
（変更後）
Ａ：時間外執務要請届出済
Ｂ：併せ時間外執務要請届

③「コンテナ番号または貨物管理番号」の欄
番号を４桁に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

設計改善

135 CLD 処理結果通知 項番8（臨時開庁承認
番号）

＜修正＞以下の通り項目名を変更
（変更前）臨時開庁承認番号
（変更後）時間外執務要請届受理番号

＜修正＞以下の通り出力条件を修正
（変更前）
処理が正常終了した場合で、臨時開庁承認
申請の旨が入力された場合は、システムで
払い出した臨時開庁承認番号を出力
（変更後）
処理が正常終了した場合で、併せて時間外
執務要請届を行う旨が入力された場合は、
システムで払い出した時間外執務要請届受
理番号を出力

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

136 CCL 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞
以下の通り記述を修正

（修正前）
③入力者が船舶代理店の場合は、入力さ
れた積出港において、入力された積載船舶
コードに係る船舶ＤＢ上の船舶運航船会社
との受委託関係がシステムに登録されてい
ること。

（修正後）
③入力者が船舶代理店の場合は、入力さ
れた積載船舶コードが「９９９９」以外の場合
に、入力された積出港において、入力された
積載船舶コードに係る船舶ＤＢ上の船舶運
航船会社との受委託関係がシステムに登録
されていること。

仕様の変更
船積情報登録（ＣＬＲ）業務、船積
確認登録（ＣＣＬ）業務における受
委託チェックの解除について

137 CCL 概要 ６．出力情報
船積確認通知情報

＜修正＞
既存の出力条件に、以下の条件（４）を追加

（４）入力された積載船舶コードが「９９９９」
以外である

仕様の変更
「船積情報登録（ＣＬＲ）業務、船積
確認登録（ＣＣＬ）業務における受
委託チェックの解除について」

138 CCL 概要 ６．出力情報
船積情報

＜修正＞
既存の出力条件に、以下の条件（３）を追加

（３）入力された積載船舶コードが「９９９９」
以外である

仕様の変更
「船積情報登録（ＣＬＲ）業務、船積
確認登録（ＣＣＬ）業務における受
委託チェックの解除について」
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139 CCL 処理フロー 船積確認通知情報、
船積情報
の出力条件

＜修正＞
以下の通り、出力条件を修正

・船積確認通知情報
（修正前）
入力者が船会社または船舶代理店の場合
で、貨物情報ＤＢにシステムで輸出申告され
た旨が登録されており、輸出申告において
要船積確認の旨の登録がされている場合
に、申告番号単位に出力する

（修正後）
入力者が船会社または船舶代理店の場合
で、積載船舶コードが「９９９９」以外であり、
貨物情報ＤＢにシステムで輸出申告された
旨が登録されており、輸出申告において要
船積確認の旨の登録がされている場合に、
申告番号単位に出力する

・船積情報
（修正前）
入力者が船会社または船舶代理店の場合
で、ＡＣＬ０１業務またはＡＣＬ０２業務が行わ
れている場合

（修正後）
入力者が船会社または船舶代理店の場合
で、積載船舶コードが「９９９９」以外であり、
ＡＣＬ０１業務またはＡＣＬ０２業務が行われ
ている場合

記述の改善

140 ACL01/ACL
02
概要 ６．出力情報 ＜修正＞（＊２）の記述を以下の通り変更

（変更前）当該出力情報をブッキング船会社
またはＮＶＯＣＣ宛に送信する際は訂正箇所
のみ出力項目として出力し、訂正箇所以外
の項目はスペースを出力する。
↓
（変更後）当該出力情報をブッキング船会社
またはＮＶＯＣＣ宛（出力先がＥＤＩＦＡＣＴ利
用者である場合を除く）に送信する際は訂
正箇所のみ出力項目として出力し、訂正箇
所以外の項目はスペースを出力する。

仕様の改善

141 ACL01/ACL
02
概要 ７．特記事項 ＜修正＞（１）（Ａ）②及び（Ｂ）②について、

貨物情報ＤＢからの補完項目として「最終仕
向地コード」を削除

記述の修正

142 ACL01/ACL
02
入力項目表 項番54（荷受形態コー

ド）
項番57（荷渡形態コー
ド）

＜修正＞以下の通りに入力条件の誤記を
修正

（変更前）
ＯＴ：上記以外
（変更後）
ＯＴ：上記以外の場合

記述の改善
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143 ACL11 概要 ４．（６）輸出申告ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通りにチェックの記述を修
正

（変更前）
②入力者が通関業の場合は、入力されたす
べての申告番号に対して、「輸出申告等照
会（ＩＥＸ）」業務が可能な実施者であること。

（変更後）
②入力者が通関業の場合は、入力されたす
べての申告番号に対して、以下のいずれか
を満たす利用者であること。
・「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務を行った
利用者
・ 申告予定者または輸出申告等を行った利
用者
・ 輸出申告等を行った利用者との受委託関
係がシステムへ登録されている利用者（輸
出等許可後、「輸出許可内容変更申請事項
登録（ＥＡＡ）」業務前の場合のみ）
・ ＥＡＡ業務を行った利用者

記述の改善

144 RCR 概要 ４．（4）貨物情報ＤＢ
チェック（Ａ）

＜修正＞
以下の通り記述を修正

（修正前）
②保税地域に蔵置されていること。

（修正後）
②保税地域に蔵置されているか、「システム
外保税運送到着確認（ＳＡＴ）」業務により到
着確認が行われていること。

記述の改善
ＳＡＴ業務を実施した場合に、シス
テム参加保税地域等以外でもRCR
業務を実施できるが、修正前の記
述ではシステム参加保税地域等で
しか行えないような記述となってい
た為

145 RCR 概要 ４．（4）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ｂ）

＜修正＞
以下の通り記述を修正

（修正前）
③本業務登録時に蔵置されていた保税地
域に貨物が蔵置されていること。

（修正後）
③本業務登録時に蔵置されていた保税地
域に貨物が蔵置されているか、または本業
務登録時にＳＡＴ業務により到着確認が行
われた場所に貨物が存在すること。

記述の改善
ＳＡＴ業務を実施した場合に、シス
テム参加保税地域等以外でもRCR
業務を実施できるが、修正前の記
述ではシステム参加保税地域等で
しか行えないような記述となってい
た為

146 RCR 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ａ）

＜修正＞記述を以下の通り変更
（修正前）
⑦貨物取扱許可申請がされていないこと。
⑧見本持出許可申請がされていないこと。

（修正後）
⑦貨物取扱許可申請中でないこと。
⑧見本持出許可申請中でないこと。

記述の修正
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147 RCR 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ｂ）

＜修正＞記述を以下の通り変更
（修正前）
⑫「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡ
Ｅ）」業務がされていないこと。ただし、以下
の登録がされている場合を除く。
・積戻し取止輸入許可
・輸出等申告撤回
・コンテナ扱い適用中止
・コンテナ扱い申出撤回

（修正後）
⑫「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡ
Ｅ）」業務がされていないこと。ただし、以下
の登録がされている場合を除く。
・積戻し取止輸入許可
・輸出等申告撤回
・コンテナ扱い適用中止
・コンテナ扱い申出撤回
・不積返送承認

記述の修正

148 LDR 入力項目表 項番19（前払合計運
賃（円貨））

＜修正＞出力条件（１）の記述を以下の通り
に修正
（変更前）
（１)前払合計運賃通貨種別コードが入力さ
れた場合は、必須入力
（変更後）
（１)前払合計運賃通貨種別コードが入力さ
れた場合に入力

記述の改善

149 ICI 概要 ７．特記事項 ＜修正＞以下の通り修正
（変更前）
積載船舶差異情報照会（照会種別コード：
「Ｄ」）の場合、コンテナ情報に関連付けされ
ているすべての貨物が積載船舶差異の判
定条件となるため、以下の貨物も積載船舶
差異の状態であれば、差異表示が出力され
る。
（変更後）
積載船舶差異情報照会（照会種別コード：
「Ｄ」）の場合、コンテナ情報に関連付けされ
ているすべての輸出・積戻し貨物が積載船
舶差異の判定条件となるため、以下の貨物
も積載船舶差異の状態であれば、差異表示
が出力される。

記述の改善
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2008.10.8更新分

1 BID 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック（Ｂ）（ｂ）

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
②システム参加保税地域等以外に貨物が
蔵置されていること。
③入力された到着個数が、システム参加保
税地域等以外に蔵置されている個数以下で
あること。

（修正後）
②システム参加保税地域等以外に貨物が
存在すること。
③入力された到着個数が、システム参加保
税地域等以外に存在する個数以下であるこ
と。

記述の改善

「システム参加保税地域等以外に
蔵置」という表現は相応しくない
為、「システム参加保税地域等以
外に存在」という表現に修正

2 BIF 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
⑥許可・承認番号の入力がある場合は、
「搬入確認登録（輸出未通関）（ＢＩＣ）」業務
で搬入した未通関積戻し貨物であるか、「シ
ステム外搬入確認（輸出許可済）（ＢＩＥ）」業
務で搬入した輸出許可済貨物または積戻し
許可済貨物であること。（それ以外の場合
は、許可・承認番号の入力は不可。）

（修正後）
⑥「搬入確認登録（輸出未通関）（ＢＩＣ）」業
務で搬入した未通関積戻し貨物であるか、
「システム外搬入確認（輸出許可済）（ＢＩ
Ｅ）」業務で搬入した輸出許可済貨物または
積戻し許可済貨物の場合は、許可・承認番
号が入力されていること。（それ以外の場合
は、許可・承認番号の入力は不可。）

記述の改善

修正前の表記において「（それ以外
の場合は、許可・承認番号の入力
は不可。）」という記述が、かわかり
にくかった為

3 VAD 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
④ＣＬＲ業務により船積処理がされていない
こと。

（修正後）
④貨物情報の訂正の場合は、ＣＬＲ業務に
より船積処理がされていないこと。

記述の修正

バンニング個数、重量、容積の訂
正の場合は、コンテナＤＢチェック
④で実施している為、貨物情報ＤＢ
チェックで実施する必要がない為

4 VAD11 概要 ４．（４）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
④ＣＬＲ業務により船積処理がされていない
こと。

（修正後）
④貨物情報の訂正の場合は、ＣＬＲ業務に
より船積処理がされていないこと。

記述の修正

バンニング個数、重量、容積の訂
正の場合は、コンテナＤＢチェック
④で実施している為、貨物情報ＤＢ
チェックで実施する必要がない為

詳細設計書変更点一覧（輸出貨物業務）

項番 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変　更　内　容変更箇所
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5 CLR 概要 ４．（１）入力者チェック ＜修正＞以下の通り修正

⑤について、以下の通り記述を修正
（修正前）
・システム参加保税地域等以外に蔵置され
ている貨物である
（修正後）
・システム参加保税地域等以外に存在する
貨物である

⑥について、以下の通り記述を修正
（修正前）
・システム参加保税地域等以外に蔵置され
ている貨物である
（修正後）
・システム参加保税地域等以外に存在する
貨物である

記述の改善

「システム参加保税地域等以外に
蔵置」という表現は相応しくない
為、「システム参加保税地域等以
外に存在」という表現に修正

6 CLR 概要 ４．（６）コンテナ情報Ｄ
Ｂチェック

＜修正＞以下の通り修正
（Ａ）⑨のチェックについて、以下の通り記述
を修正
（修正前）
入力者が船会社、船舶代理店または通関
業の場合は、入力された積載予定船舶コー
ドに向けてＶＡＮ業務等がされているか、ま
たはシステム参加保税地域等以外に蔵置さ
れていること。
（修正後）
入力者が船会社、船舶代理店または通関
業の場合は、入力された積載予定船舶コー
ドに向けてＶＡＮ業務等がされているか、ま
たはシステム参加保税地域等以外に存在
すること。

（Ｂ）⑤のチェックについて、以下の通り記述
を修正
（修正前）
入力者が船会社、船舶代理店、通関業また
は海貨業の場合は、入力された積載予定船
舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされている
か、またはシステム参加保税地域等以外に
蔵置されていること。
（修正後）
入力者が船会社、船舶代理店、通関業また
は海貨業の場合は、入力された積載予定船
舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされている
か、またはシステム参加保税地域等以外に
存在すること。

記述の修正

「システム参加保税地域等以外に
蔵置」という表現は相応しくない
為、「システム参加保税地域等以
外に存在」という表現に修正
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7 CLR 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

＜修正＞以下の通り修正
（Ａ）③、（Ｂ）⑥、⑦のチェックについて、以
下の通り記述を修正
（修正前）
（Ａ）③入力者が船会社、船舶代理店、通関
業または海貨業の場合は、入力された積載
予定船舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされ
ているか、またはシステム参加保税地域等
以外に蔵置されていること。
（修正後）
（Ａ）③入力者が船会社、船舶代理店、通関
業または海貨業の場合は、入力された積載
予定船舶コードに向けてＶＡＮ業務等がされ
ているか、またはシステム参加保税地域等
以外に存在すること。

(修正前）
（Ｂ）⑥入力者が船会社または船舶代理店
の場合は、入力された積載予定船舶コード
に向けてＢＯＣ業務がされているか、仮陸揚
貨物、本船扱い・ふ中扱い承認貨物である
か、またはシステム参加保税地域等以外に
蔵置されている貨物であること。
(修正後）
（Ｂ）⑥入力者が船会社または船舶代理店
の場合は、入力された積載予定船舶コード
に向けてＢＯＣ業務がされているか、仮陸揚
貨物、本船扱い・ふ中扱い承認貨物である
か、またはシステム参加保税地域等以外に
存在する貨物であること。

東京税関事務管理課殿からの指
摘事項（2008.07.09）の反映

「システム参加保税地域等以外に
蔵置」という表現は相応しくない
為、「システム参加保税地域等以
外に存在」という表現に修正

8 CLR 概要 ４．（７）貨物情報ＤＢ
チェック

（修正前）
（Ｂ）⑦入力者が通関業または海貨業の場
合は、入力された積載予定船舶コードに向
けてＢＯＣ業務がされている貨物であるか、
本船扱い・ふ中扱い承認貨物であるか、ま
たはシステム参加保税地域等以外に蔵置さ
れている貨物であり、かつ入力者が当該貨
物の貨物情報登録者＊９または申告者であ
ること。
（修正後）
（Ｂ）⑦入力者が通関業または海貨業の場
合は、入力された積載予定船舶コードに向
けてＢＯＣ業務がされている貨物であるか、
本船扱い・ふ中扱い承認貨物であるか、ま
たはシステム参加保税地域等以外に存在
する貨物であり、かつ入力者が当該貨物の
貨物情報登録者＊９または申告者であるこ
と。

記述の改善

「システム参加保税地域等以外に
蔵置」という表現は相応しくない
為、「システム参加保税地域等以
外に存在」という表現に修正

9 ACL01/ACL
02
入力項目表(ACL02) 項番56（長さ（Ｌ））

項番57（幅（Ｗ））
項番58（高さ（Ｈ））

＜追加＞入力条件に以下の記述を追加
「小数点の入力可能」

記述の改善
（ＳＩＲ業務の入力項目表の項番
110,111,112と記述を併せる為）
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2008.10.8更新分

1 EDA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

2 EDA 概要 １．業務概要 ・特定委託輸出申告の条件を記述で追加

申告等種別コード「Ｅ」、「Ｃ」の場合、「輸出
承認証等識別」欄に「ＡＥＯＵ」または「ＡＥＯ
Ｈ」を
入力することで特定委託輸出申告が可能で
ある。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

仕様の変更
特定委託積戻し申告業務の廃止に
ついて

3 EDA 概要 ４．入力条件(1)② ・「及び特定委託輸出申告」を追加する。 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

4 EDA 概要 ４．入力条件(1)⑦ 以下を追加する
⑦特定委託輸出申告の場合は、申告予定
者または入力者が認定通関業者としてシス
テムに登録がされていること。（コンテナ扱い
申出を除く。）

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

5 EDA 概要 ４．入力条件（4）(E) ・特定輸出申告の場合は、蔵置場所との一
致チェックは実施しない旨を追加
「また、①については特定輸出申告の場合
はチェックしない。」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

6 EDA 概要 ４．入力条件(4)(K) 以下を追加する
（特定輸出申告を除く。）

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

7 EDA 概要 ４．入力条件(4)(S) ・以下を追加する
特定委託輸出申告の場合、通関予定蔵置
場がシステム参加保税地域＊５または他所
蔵置場所であること。
（＊５）システム参加保税地域とは、システ
ムに参加している保税地域をいう。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

8 EDA 概要 ４．入力条件(4)(T) ・以下を追加する
特定委託輸出申告の場合、輸入積戻し貨
物、本船扱い貨物及びふ中扱い貨物でない
こと。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

9 EDA 概要 ４．入力条件（10） ＜文言の変更＞
「コンテナ扱い申出を除く。」→「コンテナ扱
い申出の場合は、①のみ行う。」へ変更

記述の修正

10 EDA 概要 ４．入力条件（14）(A)
④

＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

11 EDA 概要 ４．入力条件(14)(A)旧
④

４．入力条件(14)(C)①、④へ移動。 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

12 EDA 概要 ４．入力条件(14)(C) 管轄税関に係るチェックの追加
①輸出申告等（特定輸出申告及び特定委
託輸出申告を除く）の場合は、申告官署は
通関予定蔵置場を管轄する税関であるこ
と。
②特定委託輸出申告の場合は、通関予定
蔵置場を管轄する税関以外への申告も可
能とする。
③特定委託輸出申告の場合は、積込港を
管轄する税関の営業区域内である通関業
者については、通関業者の営業区域外の税
関への申告を可能とする。
④特定輸出申告の場合は、積込港を管轄
する税関の営業区域内である通関業につい
ては、積込港を管轄する税関への申告を可
能とする。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

13 EDA 概要 ５．処理内容(13)① ・特定委託輸出申告の場合、申請官署と通
関蔵置場を管轄している税関官署が異なっ
てもワーニングは出力されない旨を追加す
る。
「及び特定委託輸出申告」を追加。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

14 EDA 概要 ５．処理内容(13)⑤ ・特定輸出申告の場合は、貨物が未搬入で
もワーニングは出力しない旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

15 EDA 概要 ５．処理内容(13)⑤ ・特定委託輸出申告の場合は、貨物が未搬
入でもワーニングは出力しない旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

16 EDA 入力項目表 項番4 申告等種別
コード

・入力条件／形式に「（４）特定委託輸出申
告の場合は、「Ｅ」または「Ｃ」のみ入力可」
の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

仕様の変更
依頼特定委託積戻し申告業務の
廃止について

17 EDA 入力項目表 項番5 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の一般執務時
間」に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

18 EDA 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

＜文言の変更＞
入力条件／形式
③ＨＪＮＯ：包括事前審査について「（Ｓｅａ－
ＮＡＣＣＳのみ）」を削除

記述の修正

19 EDA 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

・入力条件／形式に「（４）特定委託輸出申
告の場合は、「ＡＥＯＵ」または「ＡＥＯＨ」を必
須入力」の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

20 EDA 入力項目表 項番47 輸出承認証
番号等

・入力条件／形式に「（２）輸出承認証等識
別に「ＡＥＯＵ」を入力した場合は、特定保税
運送者の利用者コード（５桁）を入力」の記
述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

21 EDA 入力控情報 項番5 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
出力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の一般執務時
間」に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

22 EDA 入力控情報 項番14 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件の変更
「C→X」へ変更
出力条件／形式
「スペースを出力」と入力
非表示に「○」を追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

23 EDB 概要 ５．処理内容(5)② ・特定輸出申告の場合は貨物が未搬入でも
ワーニングは出力しない旨を追加
「（特定輸出申告は除く）」を追加する

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

24 EDC 概要 １．業務概要 ・特定輸出申告の場合は、貨物が搬入前で
もEDCは可能である旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

25 EDC 概要 １．業務概要 ・特定委託輸出申告の場合は、貨物が搬入
前でもEDCは可能である旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

26 EDC 概要 １．業務概要（1）K ＜文言の変更＞
申告条件「翌税関開庁時刻」→「翌平日の
予め定められた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

27 EDC 概要 １．業務概要（２）
（*12）

・申告条件「H」、「Z」、「T」、「A」、「B」、「I」に
＊１２を追加する。
・「（＊１２）特定委託輸出申告の場合は不
可とする。」を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

28 EDC 概要 １．業務概要（３） ＜文言の変更＞
実施可能時間帯
・「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更
特記事項
・旧①は臨時開庁承認を時間外執務要請届
に変更
・旧②は削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

29 EDC 概要 １．業務概要（４） ＜文言の変更＞
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更
・臨時開庁承認を時間外執務要請届に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

30 EDC 概要 １．業務概要（５） ・以下の記述を追加
特定委託輸出申告で貨物搬入前の申告に
て「簡易審査扱い」に選定された場合は、許
可保留とし自動起動の旨を登録する。ただ
し、コンテナ扱い申出の場合は行わない。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

31 EDC 概要 ４．入力条件(1)5 ・「特定委託輸出申告の場合は、認定通関
業者としてシステムに登録がされているこ
と。」を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

32 EDC 概要 ４．入力条件（3）旧13 ・申告DBについて、臨時開庁識別のチェック
を行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

33 EDC 概要 ４．入力条件（4） ・臨時開庁承認を時間外執務要請届に変更
・時間外執務要請届に係るチェックは、届出
が行われていること、かつ届出の時間帯で
あることに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

34 EDC 概要 ４．入力条件（4）旧
①、旧④

・①は「臨時開庁識別」欄がなくなるため削
除
・④は手数料計算及びポイント計算は行わ
ないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

35 EDC 概要 ４．入力条件（5） ＜文言の変更＞
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

36 EDC 概要 ４．入力条件(7)4 「また、④については特定輸出申告の場合
はチェックしない。」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

37 EDC 概要 ４．入力条件（７）12 予備申告の欄に○を追加する。 記述の修正

38 EDC 概要 ４．入力条件(7)25 （変更前）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。
（変更後）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。（特定輸出申告の場合は
チェックしない。ただし、③については蔵置
中に限ってチェックを行う。）

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

39 EDC 概要 ４．入力条件(7)27 「特定委託輸出申告の場合は、搬入予定先
がシステム参加蔵置場以外（分散蔵置での
一部不参加蔵置場を含む）でないこと。」を
追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

40 EDC 概要 ４．入力条件(７)27 開庁時申告の欄に○を追加する。 記述の修正

41 EDC 概要 ４．入力条件（14）
旧①

・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

42 EDC 概要 ５．処理内容（2）（B） ＜文言の変更＞
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

43 EDC 概要 ５．処理内容（2）（B）
①②

記述を以下のとおり変更
①時間外執務要請届がされている場合は、
起動された時刻が時間外執務要請届の届
出時間帯であれば、申告が自動起動され
る。
②上記①以外は、開庁時申告の旨の登録
が行われ、翌平日の予め定められた時刻に
自動起動される。なお、翌平日の予め定め
られた時刻を待たずに本申告を行うには、
時間外執務要請届がされた後、本業務にて
本申告を行う。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

44 EDC 概要 ５．処理内容（2）（C） 以下の記述を削除する
なお、登録されている臨時開庁承認の利用
の旨は無効となる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

45 EDC 概要 ５．処理内容(3)４ ・以下を追加する
特定委託輸出申告で貨物搬入前の申告に
て「簡易審査扱い」に選定された場合は、許
可保留とする。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

46 EDC 概要 ５．処理内容（11）① ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認された時間」から「時間外執
務要請届の届出時間帯」に記述を変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

47 EDC 概要 ５．処理内容（12） ・時間外執務要請届使用実績ＤＢ処理を追
加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

48 EDC 概要 ５．処理内容(旧12)、
(旧13)

・（旧12）臨時開庁ＤＢ処理は行わないため
削除
・（旧13）手数料計算及びポイント計算は行
わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

49 EDC 概要 ６．出力情報(*13) ・「（＊１３）特定輸出申告で貨物が搬入前の
場合は、搬入（予定）蔵置場に出力。搬入後
は貨物の蔵置場に出力する。」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

50 EDC 概要 ７．特記事項(旧2) ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

51 EDC 概要 ７．特記事項(2) ・(2)追加。
許可保留となった場合は、申告者宛に「簡
易審査扱い」の申告控を出力する。また、出
力される帳票は輸出申告と同様のものとす
る。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

52 EDC 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入出力ＤＢの
時間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

53 EDC 処理フロー 出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除
・出力ＤＢの時間外執務要請届使用実績Ｄ
Ｂを追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

54 EDC 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

55 EDC 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

56 EDA01 概要 １．業務概要 ・特定委託輸出申告の条件を追加
「申告等種別コード「Ｅ」、「Ｃ」の場合、「輸出
承認証等識別」欄に「ＡＥＯＵ」または「ＡＥＯ
Ｈ」を入力することで特定委託輸出申告が
可能である。」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

仕様の変更
特定委託積戻し申告業務の廃止に
ついて

57 EDA01 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

58 EDA01 概要 ４．入力条件(1)5 ・以下を追加。
「特定委託輸出申告の場合は、申告予定者
または入力者が認定通関業者としてシステ
ムに登録がされていること。（コンテナ扱い
申出時はチェックしない。）」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

59 EDA01 概要 ４．入力条件(3)(E) ・特定委託輸出申告から特定委託輸出申告
以外の申告への変更、及び逆の変更を不
可とする記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

60 EDA01 概要 ４．入力条件（4）(C)⑥ ・特定輸出申告の場合は、蔵置場所との一
致チェックは実施しない旨を追加。
「また、⑥については特定輸出申告の場合
はチェックしない。」を追加する

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

61 EDA01 概要 ４．入力条件（4）(H)
（ａ）

（変更前）
・輸出申告等（コンテナ扱い申出及び予備申
告を除く。）が行われている場合は、以下の
チェックを行う。
（変更後）
・輸出申告等（コンテナ扱い申出及び予備申
告を除く。）が行われている場合は、以下の
チェックを行う。（特定輸出申告の場合は
チェックしない。ただし、③については蔵置
中に限ってチェックを行う。）

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

62 EDA01 概要 ４．入力条件（4）(L) ・以下を追加
特定委託輸出申告の場合、通関予定蔵置
場がシステム参加保税地域＊５または他所
蔵置場所であること。
（＊５）システム参加保税地域とは、システ
ムに参加している保税地域をいう。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

63 EDA01 概要 ４．入力条件（10）1 項番１の申告等種別コード「C」に○を追加 記述の追記

64 EDA01 概要 ４．入力条件（13）（Ａ）
4

＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

65 EDA01 概要 ４．入力条件（13）（B）
５

項番５の申告等種別コード「G」に○を追加 記述の追記

66 EDA01 概要 ４．入力条件(13)（C） 管轄税関に係るチェックを追加
①輸出申告等（特定委託輸出申告を除く）
の場合は、申告官署は通関予定蔵置場を
管轄する税関であること。
②特定委託輸出申告の場合は、通関予定
蔵置場を管轄する税関以外への申告も可
能とする。
③特定委託輸出申告の場合は、積込港を
管轄する税関の営業区域内である通関業
者については、通関業者の営業区域外の税
関への申告を可能とする。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

67 EDA01 概要 ５．処理内容(11)③ ・「③特定委託輸出申告で許可保留の状態
の申告に対して本業務を行った場合は、許
可保留の状態を解除する。」を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

68 EDA01 概要 ５．処理内容(15)① ・特定委託輸出申告の場合、申請官署と通
関蔵置場を管轄している税関官署が異なっ
てもワーニングは出力されない旨を追加す
る。
「及び特定委託輸出申告」を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

69 EDA01 概要 ５．処理内容(15)⑤ ・特定輸出申告の場合は、貨物が未搬入で
もワーニングは出力しない旨を追加する。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

70 EDA01 概要 ５．処理内容(15)⑤ ・特定委託輸出申告の場合は、貨物が未搬
入でもワーニングは出力しない旨を追加す
る。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

71 EDA01 概要 ６．出力情報 「輸出申告入力控情報」の出力条件につい
て「コンテナ扱い申出」を追加
「輸出申告変更入力控情報」の出力条件に
ついて「予備申告以外」から、「上記以外」へ
変更

記述の修正
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

72 EDA01 入力項目表 項番4 申告等種別
コード

・入力条件／形式に「（４）特定委託輸出申
告の場合は、「Ｅ」または「Ｃ」のみ入力可」
の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

仕様の変更
特定委託積戻し申告業務の廃止に
ついて

73 EDA01 入力項目表 項番5 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の一般執務時
間」に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

74 EDA01 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

＜文言の変更＞
「入力条件／形式」
③ＨＪＮＯ：包括事前審査について「（Ｓｅａ－
ＮＡＣＣＳのみ）」を削除

記述の修正

75 EDA01 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

「入力条件／形式」に以下の記述を追加。
⑤ＨＣＮＣ：包括コンテナ扱い申出番号

記述の追記

76 EDA01 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

・入力条件／形式に「（４）特定委託輸出申
告の場合は、「ＡＥＯＵ」または「ＡＥＯＨ」を必
須入力」の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

77 EDA01 入力項目表 項番47 輸出承認証
番号等

・入力条件／形式に「（２）輸出承認証等識
別に「ＡＥＯＵ」を入力した場合は、特定保税
運送者の利用者コード（５桁）を入力」の記
述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

78 EDE 概要 １．業務概要 ・特定輸出申告の場合は、貨物が搬入前で
もEDEは可能である旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

79 EDE 概要 １．業務概要 ・特定委託輸出申告の場合は、貨物が搬入
前でもEDEは可能である旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

80 EDE 概要 １．業務概要 ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務を税関の開庁時間外に行う場合
は、事前に時間外執務要請届がされている
必要がある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

81 EDE 概要 ４．入力条件（4） ・「臨時開庁ＤＢチェック」から「時間外執務
要請届ＤＢチェック」に変更
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

82 EDE 概要 ４．入力条件（4）旧
①、②

旧①：「臨時開庁識別」欄がなくなるため削
除
②：臨時開庁承認を時間外執務要請届に変
更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

83 EDE 概要 ４．入力条件（5）（Ｉ） （変更前）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。
（変更後）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。（特定輸出申告の場合は
チェックしない。ただし、③については蔵置
中に限ってチェックを行う。）

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

84 EDE 概要 ４．入力条件（5）（Ｉ）③ ・特定委託輸出申告の場合は、貨物の搬入
前の場合は他所蔵置許可申請期間に係る
チェックは実施しない旨を追加。
「（③については特定輸出申告及び特定委
託輸出申告時で貨物が搬入前の場合は
チェックしない。）」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

85 EDE 概要 ４．入力条件（旧8） ・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

86 EDE 概要 ５．処理内容（7） ・時間外執務要請届使用実績ＤＢの処理を
追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

87 EDE 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入出力ＤＢの
時間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

88 EDE 処理フロー 出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除
・出力ＤＢの時間外執務要請届使用実績Ｄ
Ｂを追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

89 EDE 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

90 EDE 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

91 EAA 概要 １． 業務概要 ・特定委託輸出申告の条件を追加
「「輸出承認証等識別」欄に「ＡＥＯＵ」または
「ＡＥＯＨ」を入力することで特定委託輸出申
告が可能である。」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

92 EAA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

93 EAA 概要 ４．入力条件(1)⑥ ・以下を追加
「特定委託輸出申告で当初申告者以外が
数量等変更を行う場合は、申請者がシステ
ムに認定通関業者として登録されているこ
と。」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

94 EAA 概要 ４．入力条件(3)(E) ・以下を追加
（E）特定委託輸出申告から特定委託輸出申
告以外の申告への変更、及び逆の変更を
不可とする。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

95 EAA 概要 ４．入力条件（4）(C)① ・特定輸出申告の場合は、蔵置場所との一
致チェックは実施しない旨を追加。
「（①については、特定輸出申告時はチェッ
クしない。）」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

96 EAA 概要 ４．入力条件（4）(N) ・②について特定輸出申告の場合は、貨物
の搬入前の場合は他所蔵置許可申請期間
に係るチェックは実施しない旨を追加。
「（②については特定輸出申告時で貨物が
搬入前の場合はチェックしない。）」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

97 EAA 概要 ４．入力条件（４）(N)① 他所蔵置許可申請番号のチェック
入力の一致チェックを数量変更の場合のみ
に変更
「数量等変更の場合は、」を追加する。

記述の修正

98 EAA 概要 ４．入力条件（9）(A)⑤ ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

99 EAA 概要 ４．入力条件(9)(C) 管轄税関に係るチェックの追加
①特定委託輸出申告の場合は、通関蔵置
場を管轄する税関以外への申告も可能とす
る。
②特定委託輸出申告の場合は、積込港を
管轄する税関の営業区域内である通関業
者については、通関業者の営業区域外の税
関への申請を可能とする。

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

100 EAA 概要 ５．処理内容(12)① 特定委託輸出申告の場合、申請官署と通
関蔵置場を管轄している税関官署が異なっ
てもワーニングは出力されない旨を追加。
「（特定委託輸出申告は除く）」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

101 EAA 入力項目表 項番4 申告等種別
コード

・入力条件／形式に「特定委託輸出申告の
場合は、「Ｅ」のみ入力可」の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

仕様の変更
特定委託積戻し申告業務の廃止に
ついて
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

102 EAA 入力項目表 項番5 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

103 EAA 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

「入力条件／形式」に以下の記述を追加。
④ＨＣＮＣ：包括コンテナ扱い申出番号

記述の追記

104 EAA 入力項目表 項番46 輸出承認証
等識別

・入力条件／形式に「（３）特定委託輸出申
告の場合は、「ＡＥＯＵ」または「ＡＥＯＨ」を必
須入力」の記述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

105 EAA 入力項目表 項番47 輸出承認証
番号等

・入力条件／形式に「（２）輸出承認証等識
別に「ＡＥＯＵ」を入力した場合は、特定保税
運送者の利用者コード（５桁）を入力」の記
述を追加

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

106 EAC 概要 １．業務概要 ・特定輸出申告の場合は、貨物が搬入前で
もEACは可能である旨を追加。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

107 EAC 概要 １．業務概要 ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務を税関の開庁時間外に行う場合
は、事前に時間外執務要請届がされている
必要がある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

108 EAC 概要 ４．入力条件（1）④ 以下の記述を追加
「④特定委託輸出申告で当初申告者以外
が数量等変更を行う場合は、申請者がシス
テムに認定通関業者として登録されている

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

109 EAC 概要 ４．入力条件（4） ・「臨時開庁ＤＢチェック」から「時間外執務
要請届ＤＢチェック」に変更
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

110 EAC 概要 ４．入力条件（4）旧
①、②、旧④

旧①：「臨時開庁識別」欄がなくなるため削
除
②：臨時開庁承認を時間外執務要請届に変
更
旧④：「手数料計算及びポイント計算は行わ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

111 EAC 概要 ４．入力条件（5）3 ・特定輸出申告の場合は、蔵置場所との一
致チェックは実施しない旨を追加。
「（③については、特定輸出申告の場合は
チェックしない。）」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

112 EAC 概要 ４．入力条件（5）6 （変更前）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。
（変更後）
・他所蔵置場所で通関する場合は、以下の
チェックを行う。（特定輸出申告の場合は
チェックしない。ただし、③については蔵置
中に限ってチェックを行う。）

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

113 EAC 概要 ４．入力条件（５）6② 他所蔵置許可申請番号のチェック
②入力の一致チェックを数量変更の場合の
みに変更。
「（船（機）名変更の場合を除く。）」を追加
船の「○」を削除

記述の修正

114 EAC 概要 ４．入力条件（５）７ 以下のチェックを追加。
以下の登録がされていないこと。
①「亡失届受理」
②「滅却承認」
③「現場収容」
④「税関内収容」
⑤「その他の搬出承認」

記述の追記

115 EAC 概要 ４．入力条件(旧7) ・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

116 EAC 概要 ５．処理内容（6） ・時間外執務要請届使用実績ＤＢの処理を
追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

117 EAC 概要 ５．処理内容(旧6)、
(旧7)

・臨時開庁DB処理を削除
・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

118 EAC 概要 ６．出力情報（＊９） ・「（＊９）特定輸出申告で貨物が搬入前の
場合は、搬入（予定）蔵置場に出力。搬入後
は貨物の蔵置場に出力する。」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

119 EAC 概要 旧７．特記事項 ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

120 EAC 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入出力ＤＢの
時間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

121 EAC 処理フロー 出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除
・出力ＤＢの時間外執務要請届使用実績Ｄ
Ｂを追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

122 EAC 入力項目表 項番3 訂正票出力識
別

ID名を「JKN」→「TSY」に変更 記述の修正

123 EAC 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

124 EAC 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

125 CEE 概要（参考） １．業務概要（1） ・搬入前にCEEを行う場合は、許可保留と
し、自動起動の登録をする旨を追加。
「特定委託輸出申告において、貨物の搬入
前に本業務を行った場合は、許可保留の状
態になり許可保留解除の自動起動の旨を
登録する。」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

126 CEE 概要（参考） １．業務概要（1） ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、時間外執務要請届がされている必要が

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

127 CEE 概要（参考） １．業務概要（2） ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、時間外執務要請届がされている必要が

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

128 CEE 概要（参考） １．業務概要（3）、（4） ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

129 CEE 概要（参考） ３．出力情報 情報名の「輸出許可内容変更通知情報」に
て「＊７」から「＊５」に変更

記述の修正

130 CEE 概要（参考） ３．出力情報 「輸出許可等通知情報」、「許可・承認貨物
（輸出）情報」、「輸出許可自動車情報」につ
いては、許可保留時は出力させない旨を追

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

131 CEE 概要（参考） ３．出力情報（*11） ・（＊１１）特定輸出申告で貨物が搬入前の
場合は、搬入（予定）蔵置場に出力を追加

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

132 PAE 概要（参考） １．業務概要（１） （１）マニュアル許可・承認のＭＥＣ、ＭＲＣの
種別に「（保税運送兼用）」を追加する。

記述の修正

133 PAE 概要（参考） ３．出力情報 「許可・承認等登録通知情報（輸出通関）」と
「解除・取消通知情報（輸出通関）」のＭＥ
Ｃ、ＭＲＣに「（保税運送兼用）」を追加する。

記述の修正

134 PAE 概要（参考） ３．出力情報（*3） （＊３）　「申請者に出力」を「申請者にも出
力」に変更

記述の修正

135 PAE 概要（参考） ３．出力情報（*4） ・以下を追加
（＊４）特定輸出申告で運送中に以下の許
可・承認等種別で本業務が行われた場合
は、貨物の搬入（予定）蔵置場及び入力され
た蔵置場に出力
①輸出許可（保税運送兼用）「ＭＥＣ」
②輸出取止再輸入許可「ＣＥＰ」
③特定輸出許可取消「ＴＯＫ」
④輸出等許可後の手作業移行「ＰＴＳ」

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

136 PAE 概要（参考） ４．特記事項（旧2） ・臨時開庁は対象外となったため削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

137 PAE 概要（参考） ４．特記事項（２）（３） 以下の記述を追加
（２）システムによるコンテナ扱い申出がされ
ている申告（コンテナ扱い申出兼輸出予備
申告を含む。）の場合で、「ＴＥＫ」「ＴＥＳ」を
行った場合は、コンテナ扱い申出についても
併せて撤回・手作業移行を行う。
（３）システムによる本船・ふ中扱い承認申
請がされている申告の場合で、「ＴＥＫ」「ＴＥ
Ｓ」を行った場合は、本船ふ中扱い承認申
請ＤＢに対して処理を行わないため、本船関
連業務で別途処理を行う必要がある。

記述の追記

138 IES 概要 ７．特記事項（２） ・特定委託輸出申告で許可保留状態の場
合の照会種別についての旨を追加
「（２）特定委託輸出申告で許可保留の状態
になった場合は、申告一覧（照会種別「Ｂ」）
および未許可申告一覧（照会種別「Ｅ」）に
出力される。」

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

139 UEA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

140 UEA 概要 ４．入力条件（5）② ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

141 UEA 概要 ７．特記事項（１） 画面コード追加のため、特記事項に記述を
追加。

記述の追記

142 UEA 入力項目表 項番3 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

143 UEA 入力項目表 項番48 通貨単位コー
ド

ID名を変更
項番48「TCD」→「KCD」

記述の修正

144 UEA 入力画面 保税地域
国コード
ＡＷＢ
積載予定船（機）名
受取人

・項目名変更
「通関予定蔵置場→保税地域」
「所在国＊→国コード＊」
「ＡＷＢ番号→ＡＷＢ」
「積載予定船舶→積載予定船（機）名」
・必須入力項目の色付け
「受取人→受取人＊」

記述の修正

145 UEB 入力項目表 項番3 輸出管理番号
／ＡＷＢ番号

・項目名変更
「輸出管理番号」→「輸出管理番号／ＡＷＢ
番号」
・「入力条件／形式」を追加
貨物情報のうち別送品輸出申告事項で利
用しうる項目を呼び出す場合に輸出管理番
号を入力

記述の修正

146 UEC 概要 １．業務概要（1）K ＜文言の変更＞
申告条件「翌税関開庁時刻」→「翌平日の
予め定められた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

147 UEC 概要 １．業務概要（2） ＜文言の変更＞
実施可能時間帯
・「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更
特記事項
・旧①は臨時開庁承認を時間外執務要請届
に変更
・旧②は削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

148 UEC 概要 １．業務概要（３） ＜文言の変更＞
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更
・臨時開庁承認を時間外執務要請届に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

149 UEC 概要 ４．入力条件（3）旧7 ・申告DBについて、臨時開庁識別のチェック
を行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

150 UEC 概要 ４．入力条件（4） ・臨時開庁承認を時間外執務要請届に変更
・時間外執務要請届に係るチェックは、届出
が行われていること、かつ届出の時間帯で
あることに変更
・旧①は「臨時開庁識別」欄がなくなるため
削除
・旧④は手数料計算及びポイント計算は行
わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

151 UEC 概要 ４．入力条件（5） ・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

152 UEC 概要 ４．入力条件（旧7） ・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

153 UEC 概要 ５．処理内容（2）（B） ・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

154 UEC 概要 ５．処理内容（2）（B）
①、②

記述を以下のとおり変更
①時間外執務要請届がされている場合は、
起動された時刻が時間外執務要請届の届
出時間帯であれば、申告が自動起動され
る。
②上記①以外は、開庁時申告の旨の登録
が行われ、翌平日の予め定められた時刻に
自動起動される。なお、翌平日の予め定め
られた時刻を待たずに申告を行うには、時
間外執務要請届がされた後、本業務にて申
告を行う。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

155 UEC 概要 ５．処理内容（5） 保税運送期間設定処理を追加する 記述の追記

156 UEC 概要 ５．処理内容（8） ・臨時開庁承認を時間外執務要請届に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

157 UEC 概要 ５．処理内容（旧8）、
(旧10)

・（旧8）臨時開庁ＤＢ処理は行わないため削
除
・(旧10)手数料計算及びポイント計算は行わ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

158 UEC 概要 旧７．特記事項 ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

159 UEC 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入力ＤＢの時
間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

160 UEC 処理フロー 出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

161 UEC 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

162 UEC 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

163 UEA01 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

164 UEA01 概要 ７．特記事項（１） 画面コード追加のため、特記事項に記述を
追加。

記述の追記

165 UEA01 入力項目表 項番3 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

166 UEA01 入力項目表 項番48 通貨単位コー
ド

ID名を変更
項番48「TCD」→「KCD」

記述の修正

167 UEE 概要 １．業務概要 ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務を税関の開庁時間外に行う場合
は、事前に時間外執務要請届がされている
必要がある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

168 UEE 概要 ４．入力条件（4） ・「臨時開庁ＤＢチェック」から「時間外執務
要請届ＤＢチェック」に変更
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

169 UEE 概要 ４．入力条件（4）旧
①、②、旧④

旧①：「臨時開庁識別」欄がなくなるため削
除
②：臨時開庁承認を時間外執務要請届に変
更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

170 UEE 概要 ４．入力条件（旧6） ・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

171 UEE 概要 ５．処理内容（旧6） ・臨時開庁ＤＢ処理は行わないため削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

172 UEE 概要 ５．処理内容（旧7） ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

173 UEE 概要 旧７．特記事項 ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

174 UEE 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入力ＤＢの時
間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

175 UEE 処理フロー 旧出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

176 UEE 入力項目表 項番3 訂正票出力識
別

ID名を変更
「TSY」→「JKN」

記述の修正

177 UEE 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

178 UEE 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

179 UAA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

180 UAA 概要 ４．入力条件（5）③ ＜文言の変更＞
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

181 UAA 概要 ７．特記事項（１） 画面コード追加のため、特記事項に記述を
追加。

記述の追記

182 UAA 入力項目表 項番3 申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「税関の執務時間」を「税関の開庁時間」に

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

183 UAA 入力項目表 項番37 荷送人生年
月日

ID名を変更
項番37「CGK」→「BTH」

記述の修正

184 UAA 入力項目表 項番49 通貨単位コー
ド

ID名を変更
項番49「TCD」→「KKT」

記述の修正

185 UAC 概要 １．業務概要 ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務を税関の開庁時間外に行う場合に
は、事前に時間外執務要請届がされている
必要がある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

186 UAC 概要 ４．入力条件（4） ・「臨時開庁ＤＢチェック」から「時間外執務
要請届ＤＢチェック」に変更
・税関の執務時間を税関の開庁時間に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

187 UAC 概要 ４．入力条件（4）旧
①、②、旧④

旧①：「臨時開庁識別」欄がなくなるため削
除
②：臨時開庁承認を時間外執務要請届に変
更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

188 UAC 概要 ４．入力条件（５）6 以下のチェックを追加。
以下の登録がされていないこと。
①「亡失届受理」
②「滅却承認」
③「現場収容」
④「税関内収容」
⑤「その他の搬出承認」

記述の追記

189 UAC 概要 ４．入力条件(旧6) ・保税地域について、臨時開庁識別欄「Ｔ」
が入力された場合の軽減区域のチェックを
行わないため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

190 UAC 概要 ５．処理内容（3） 保税運送期間設定処理を追加する 記述の追記

191 UAC 概要 ５．処理内容(旧5) ・臨時開庁ＤＢ処理は行わないため削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

192 UAC 概要 ５．処理内容(旧6) ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

193 UAC 概要 旧７．特記事項 ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

194 UAC 処理フロー 入出力ＤＢ ・入出力ＤＢの臨時開庁ＤＢを入力ＤＢの時
間外執務要請届ＤＢに変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

195 UAC 処理フロー 旧出力ＤＢ ・出力ＤＢの手数料予納ＤＢ、手数料引落と
しＤＢを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

196 UAC 入力項目表 項番4 予備 項目名
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
入力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

197 UAC 入力画面 旧「臨時開庁識別」 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

198 UCE 概要（参考） １．業務概要（1） ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、時間外執務要請届がされている必要が
ある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

199 UCE 概要（参考） １．業務概要（2） ・臨時開庁に関する記述を以下に変更する
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、時間外執務要請届がされている必要が
ある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

200 UCE 概要（参考） 旧４．特記事項 ・手数料計算及びポイント計算は行わない
ため削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

201 CEW 概要 新規業務 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

202 CEW 処理フロー 新規業務 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

203 CEW 入力項目表 新規業務 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

204 CEW 入力画面 新規業務 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変

205 CEW 処理結果通知 新規業務 仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築に
おける輸出申告の改変
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2008.10.8更新分

1 EDA 入力項目表 項番61 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番62 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番63 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

①コンテナ扱い申出の場合に入力を必須
（Ｍ）から任意（Ｃ）へ変更
②入力条件／形式に以下の文言を追加
コンテナ扱い申出の場合に、バンニング場
所コード１欄目に対してシステムに地域名が
登録されていない場合は、必須入力

仕様の変更

「輸出申告事項登録」（EDA）業務
等における、「バンニング場所住所
１～３」欄の入力要否について

2 EDC 概要 ４．（３）項番12 ■変更前
以下の登録があること。
①コンテナ扱い本数
②バンニング場所コード（１欄目）
③バンニング場所名
④バンニング場所住所１（都道府県）
⑤バンニング場所住所２（市区町村（行政区
名））
⑥バンニング場所住所３（町域名・番地）

■変更後
以下の登録があること。
①コンテナ扱い本数
②バンニング場所コード（１欄目）
③バンニング場所名

仕様の変更

「輸出申告事項登録」（EDA）業務
等における、「バンニング場所住所
１～３」欄の入力要否について

3 EDA01 入力項目表 項番61 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番62 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番63 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

①コンテナ扱い申出の場合に入力を必須
（Ｍ）から任意（Ｃ）へ変更
②入力条件／形式に以下の文言を追加
コンテナ扱い申出の場合に、バンニング場
所コード１欄目に対してシステムに地域名が
登録されていない場合は、必須入力

仕様の変更
「輸出申告事項登録」（EDA）業務
等における、「バンニング場所住所
１～３」欄の入力要否について

4 IES 概要 ５．処理内容（２）３、４ 照会種別「C」「D」の○を項番３から項番４へ
変更

記述の修正

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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2008.10.8更新分

1 MFR 入力項目表 項番14　荷渡地コード ＜修正＞
区分を　M　→　C　に修正

仕様の改善
積荷目録登録（ＭＦＲ）業務の入力
条件（必須→任意）の変更につい
て

2 MFR 入力項目表 項番69　個別運送また
は仮陸揚貨物保税運送
の運送具コード

＜修正＞入力条件／形式を以下の通りに変更
（変更前）
包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合
または仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運
送具をコードで必須入力

（変更後）
（１）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具
をコードで必須入力
（２）包括保税運送承認に係る個別運送を行う場
合に運送具をコードで入力
なお、入力がない場合は｢３１：ＴＲＵＣＫ｣を補完
し登録

仕様の変更
ＭＦＲ業務の運送具自動補完

3 CMF01 入力項目表 項番14　荷渡地コード ＜修正＞
区分を　M　→　C　に修正

仕様の改善
積荷目録登録（ＭＦＲ）業務の入力
条件（必須→任意）の変更につい
て

4 CMF02 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｂ）⑥

＜修正＞以下の通りに修正
⑥「輸入申告審査終了（ＣＥＡ）」業務が行われて
いないこと。(予備申告、到着即時輸入申告扱い
の審査終了または貨物到着前輸入申告は除
く。)

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

5 CMF02 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｂ）⑧

＜修正＞以下の通りに修正
⑧到着即時輸入申告扱いの本申告または貨物
到着前輸入申告がされている場合は、仮陸揚貨
物でないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

6 CMF02 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｂ）⑬

＜修正＞以下の通りに修正
⑬包括保税運送承認に係る個別運送情報また
は仮陸揚貨物保税運送情報の登録の場合は、
到着即時輸入申告または貨物到着前輸入申告
の旨が登録されていないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

7 CMF02 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｃ）⑨

＜追加＞以下の記述を追加
⑨混載親Ｂ／Ｌの場合は、混載子Ｂ／Ｌに輸入
許可済貨物がないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

8 CMF02 入力項目表 項番14　荷渡地コード ＜修正＞
区分を　M　→　C　に修正

仕様の改善
積荷目録登録（ＭＦＲ）業務の入力
条件（必須→任意）の変更につい
て

9 CMF03 入力項目表 項番17 個別運送または
仮陸揚貨物保税運送の
運送具コード

＜修正＞以下の通りに変更
項番17 個別運送または仮陸揚貨物保税運送の
運送具コード
１７：ＳＯＮＯＴＡ → １７：ＯＴＨＥＲ

記述の修正

10 MFA 概要 ４．入力条件（４）⑤ ＜修正＞以下の通りに修正
⑤包括保税運送承認に係る個別運送情報また
は仮陸揚貨物保税運送情報の登録の場合は、
既にＭＦＲ業務または「積荷目録情報訂正（ＣＭ
Ｆ０１、ＣＭＦ０２またはＣＭＦ０３）」業務でその旨
が登録されていない、または貨物到着前輸入申
告中でないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

11 MFA 概要 ４．入力条件（４）⑥ ＜追加＞以下の記述を追加
⑥貨物到着前輸入申告扱い許可済貨物でない
こと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

12 MFA 入力項目表 項番14 個別運送または
仮陸揚貨物保税運送の
運送具コード

＜修正＞
項番14 個別運送または仮陸揚貨物保税運送の
運送具コード
１７：ＳＯＮＯＴＡ → １７：ＯＴＨＥＲ

記述の修正

13 PID 概要 ３．制限事項 ＜修正＞
１船卸港コードに対して本業務を行える回数は１
回とする。→　なし　に修正

記述の修正

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由

業務コード
／
出力情報
コード

変更箇所
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14 PKK 概要 １．業務概要 ＜修正＞（注）の以下の部分を修正
・・・なお、本業務を税関の開庁時間外に行う場
合は、事前に時間外執務要請届がされている必
要がある。また、本業務において時間外執務要
請届を行う旨を入力することにより、時間外執務
要請届を併せて行うことができる。・・・

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

15 PKK 概要 １．業務概要 ＜追加＞⑥を追加。
「⑥特定保税運送を自動起動する旨が登録され
ている貨物についての特定保税運送処理」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

16 PKK 概要 ４．入力条件（４）コンテ
ナ情報ＤＢチェック

＜修正＞以下の部分を修正
抽出されたコンテナ（空コンテナを含む。）につい
て、以下のチェックを行う。また、卸コンテナリス
トの提出を行う旨が入力された場合に、①～⑦
のチェックでエラーとならなかったコンテナにつ
いて⑧～⑪のチェックを行う。
→
コンテナ（空コンテナを含む。）について、以下の
チェックを行う。また、卸コンテナリストの提出を
行う旨が入力された場合に、①～⑥のチェックで
エラーとならなかったコンテナについて⑦～⑩の
チェックを行う。

記述の修正

17 PKK 概要 ４．入力条件（４）コンテ
ナ情報ＤＢチェック　旧
⑦

＜削除＞以下の記述を削除
⑦船卸場所がバースの場合は、到着即時輸入
申告扱いの貨物が収容されていないこと。
以降の項番を繰り下げ

記述の削除

18 PKK 概要 ４．入力条件（６）時間外
執務要請届情報関連
チェック

＜修正＞以下の通りに修正
・（６）臨時開庁承認申請情報関連チェックを（６）
時間外執務要請届情報関連チェックに修正
・本業務入力時に併せて卸コンテナリストの提出
を行う旨の入力に対して、卸コンテナリスト提出
処理が税関の開庁時間外にわたる場合は、以
下①のチェックを行い、時間外執務要請届出済
の旨が入力された場合は以下②～③のチェック
を行う
①「時間外執務要請識別」欄に入力があること。
②当該申請者分の時間外執務要請届ＤＢが存
在すること。
③本業務が行われた時刻が時間外執務要請届
の届出時間帯であること。
・④のチェックを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

19 PKK 概要 ４．入力条件　旧（７）手
数料予納ＤＢチェック

＜削除＞以下の記述を削除
（７）手数料予納ＤＢチェック
本業務入力時に併せて卸コンテナリストの提出
を行う旨の入力のとき、臨時開庁承認申請を併
せて行う旨が入力された場合は、以下のチェック
を行う。
①申請者に対する予納手数料が船卸場所を管
轄する税関に登録されていること。
②手数料予納残高が当該申請に係る手数料額
以上であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

20 PKK 概要 ５．処理内容、（10）保税
運送申告（個別）起動処
理または特定保税運送
起動処理

＜記述の削除・追加＞　改変に伴う修正
（10）保税運送申告（個別）起動処理
→　（10）保税運送申告（個別）起動処理または
特定保税運送起動処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

21 PKK 概要 ６．出力情報 ＜修正＞搬入時自動起動取消通知情報を以下
の通りに修正
「（２）)搬入時申告（輸入申告等＊２、保税運送
申告、特定保税運送）または包括保税運送承認
に係る個別運送情報登録の搬入時自動起動す
る旨を取り消した
」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

22 PKK 概要 ６．出力情報 ＜削除＞卸コンテナ情報登録開庁時登録起動
処理　を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

23 PKK 概要 ６．出力情報 ＜修正＞出力情報の以下の項目を削除
情報名が「臨時開庁承認通知情報」の行を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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24 PKK 概要 ６．出力情報 ＜修正＞出力情報の以下の項目を修正
情報名を「時間外執務要請確認情報」に修正
出力条件を「以下の条件をすべて満たすとき、
出力する
（１）時間外執務要請届を併せて行う旨が入力さ
れた
（２）卸コンテナ情報登録併せ表示に「Ｙ」が入力
された
（３）本業務が行われた時刻が、当該申請者分
の時間外執務要請届の提出時間帯でない」に修

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

25 PKK 概要 ７．特記事項　旧（３） ＜削除＞以下の記述を削除
（３）臨時開庁承認時に予納で手数料を納付した
場合で、残ポイントを超える申告を行う場合は、
ポイント消化時に１時間分の手数料金額を手数
料予納残高より自動的に引き落としを行い、取
得ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承
認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

26 PKK 処理フロー 時間外執務関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁承認情報→時間外執務要請確認情
報　に変更
・臨時開庁承認通知情報の削除
・手数料関連ＤＢの削除
・時間外執務要請庁DB　→　時間外執務要請
DB

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

27 PKK 入力項目表 項番12　旧臨時開庁表
示

＜修正＞項目名を以下の通りに変更
「時間外執務要請識別」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

28 PKK 入力項目表 項番12　旧臨時開庁表
示

＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
税関の開庁時間外に卸コンテナ情報登録を併
せて行う場合に入力
Ａ：時間外執務要請届が届出済の場合
Ｂ：時間外執務要請届を併せて行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

29 PKI 概要 １．業務概要 ＜修正＞（注）の以下の部分を修正
・・・なお、本業務を税関の開庁時間外に行う場
合は、事前に時間外執務要請届がされている必
要がある。また、本業務において時間外執務要
請届を行う旨を入力することにより、時間外執務
要請届を併せて行うことができる。・・・

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

30 PKI 概要 １．業務概要 ＜追加＞⑥を追加。
「⑥特定保税運送を自動起動する旨が登録され
ている貨物についての特定保税運送処理」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

31 PKI 概要 ４．入力条件（４）コンテ
ナ情報ＤＢチェック

＜修正＞以下の部分を修正
抽出されたコンテナ（空コンテナを含む。）につい
て、以下のチェックを行う。また、卸コンテナリス
トの提出を行う旨が入力された場合に、①～⑤
のチェックでエラーとならなかったコンテナにつ
いて⑥～⑨のチェックを行う。・・・

記述の修正

32 PKI 概要 ４．入力条件（４）コンテ
ナ情報ＤＢチェック　旧
⑥

＜削除＞以下の記述を削除
⑥船卸場所がバースの場合は、到着即時輸入
申告扱いの貨物が収容されていないこと。
以降の項番を繰り下げ

記述の削除

33 PKI 概要 ４．入力条件（６）時間外
執務要請届情報関連
チェック

＜修正＞以下の通りに修正
・（６）臨時開庁承認申請情報関連チェックを（６）
時間外執務要請届情報関連チェックに修正
・本業務入力時に併せて卸コンテナリストの提出
を行う旨の入力に対して、卸コンテナリスト提出
処理が税関の開庁時間外にわたる場合は、以
下①のチェックを行い、時間外執務要請届出済
の旨が入力された場合は以下②～③のチェック
を行う
①「時間外執務要請識別」欄に入力があること。
②当該申請者分の時間外執務要請届ＤＢが存
在すること。
③本業務が行われた時刻が時間外執務要請届
の届出時間帯であること。
・④のチェックを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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34 PKI 概要 ４．入力条件　旧（７）手
数料予納ＤＢチェック

＜削除＞以下の記述を削除
（７）手数料予納ＤＢチェック
本業務入力時に併せて卸コンテナリストの提出
を行う旨の入力のとき、臨時開庁承認申請を併
せて行う旨が入力された場合は、以下のチェック
を行う。
①申請者に対する予納手数料が船卸場所を管
轄する税関に登録されていること。
②手数料予納残高が当該申請に係る手数料額
以上であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

35 PKI 概要 ５．処理内容（１３） ＜修正＞以下の通りに修正
（13）保税運送申告（個別）起動処理または特定
保税運送起動処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

36 PKI 概要 ５．処理内容　旧（１５） ＜削除＞以下の記述を削除
（15）卸コンテナ情報登録開庁時登録起動処理
開庁時の旨が入力された場合は、翌税関開庁
時刻を契機に卸コンテナ情報登録を自動起動す
る旨を時刻起動電文ＤＢに登録する。
以降の項番を繰下げ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

37 PKI 概要 ６．出力情報 ＜修正＞出力情報の以下の項目を削除
情報名が「臨時開庁承認通知情報」の行を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

38 PKI 概要 ６．出力情報 ＜修正＞出力情報の以下の項目を修正
情報名を「時間外執務要請確認情報」に修正
出力条件を「以下の条件をすべて満たすとき、
出力する
（１）時間外執務要請届を併せて行う旨が入力さ
れた
（２）卸コンテナ情報登録併せ表示に「Ｙ」が入力
された
（３）本業務が行われた時刻が、当該申請者分
の時間外執務要請届の提出時間帯でない」に修

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

39 PKI 概要 ７．特記事項　旧（３） ＜削除＞以下の記述を削除
（３）臨時開庁承認時に予納で手数料を納付した
場合で、残ポイントを超える申告を行う場合は、
ポイント消化時に１時間分の手数料金額を手数
料予納残高より自動的に引き落としを行い、取
得ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承
認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

40 PKI 処理フロー 時間外執務関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁承認情報→時間外執務要請確認情
報　に変更
・臨時開庁承認通知情報の削除
・手数料関連ＤＢの削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

41 PKI 入力項目表 項番12　旧臨時開庁表
示

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
「時間外執務要請識別」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

42 PKI 入力項目表 項番12　旧臨時開庁表
示

＜修正＞条件を以下の通りに変更
税関の開庁時間外に卸コンテナ情報登録を併
せて行う場合に入力
Ａ：時間外執務要請届が届出済の場合
Ｂ：時間外執務要請届を併せて行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

43 DCL02 概要 １．業務概要（１） ＜修正＞以下の通りに修正
（１）到着時起動を行う旨の入力の場合（起動種
別「Ｕ」）
ＤＣＬ０１業務で登録した情報を使用し、当該港
においてＰＩＤ業務が行われた時点を契機に本
業務を自動起動する旨を登録する。
本業務は、税関の開庁時間にかかわらず行うこ
とができる。
なお、税関の開庁時間外にＰＩＤ業務が行われた
場合は、次のいずれかの処理を行う。
①時間外執務要請届済の旨または時間外執務
要請届を併せて行う旨が入力されている場合、
自動起動される。
②時間外執務要請届が行われていなければ、
開庁時起動の旨が登録され、翌税関開庁時刻
に自動起動される。
また、開庁時刻を待たずに提出を行おうとする
場合は、時間外執務要請届を行った後、本業務
において手動により提出を行うことができる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

44 DCL02 概要 １．業務概要（２） ＜修正＞以下の通りに修正
本業務を税関の開庁時間外に行う場合は、事前
に時間外執務要請届がされている必要がある。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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45 DCL02 概要 １．業務概要（３） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・本業務を税関の開庁時間外に行う場合は、
事前に時間外執務要請届がされている必要が
ある。
また、本業務において時間外執務要請届を行う
旨を入力することにより、時間外執務要請届も
併せて行うことができる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

46 DCL02 概要 ４．入力条件（６） ＜修正＞以下の通りに修正
（６）時間外執務要請届情報関連チェック
到着即時における手動起動を行う旨、またはリ
スト通関における手動起動を行う旨の入力に対
して、本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、以下①のチェックを行い、時間外執務要請
届済の旨が入力された場合は以下②～③の
チェックを行う。
①「時間外執務要請識別」欄に入力があること。
②入力者分の時間外執務要請届ＤＢが存在す
ること。
③本業務が行われた時刻が時間外執務要請届
の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

47 DCL02 概要 ４．入力条件　旧（７） ＜削除＞以下の記述を削除
（７）手数料予納ＤＢチェック
到着即時における手動起動を行う旨またはリス
ト通関における手動起動を行う旨の入力のとき、
臨時開庁承認申請を併せて行う旨が入力された
場合は、以下のチェックを行う。
①申請者に対する予納手数料が保税地域また
は船卸港を管轄する税関に登録されているこ
と。
②手数料予納残高が当該申請に係る手数料額
以上であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

48 DCL02 概要 ５．処理内容（５） ＜修正＞以下の通りに修正
（５）時間外執務要請届処理
到着時起動を行う旨の入力の場合は自動起動
時、到着即時における手動起動を行う旨または
リスト通関における手動起動を行う旨の入力の
場合は登録時に、税関の開庁時間外の場合に
以下の処理を行う。
なお、到着時起動を行う旨の入力がされ、時間
外執務要請届がされていない場合及び併せて
時間外執務要請届を行う旨が入力されていない
場合は、開庁時の旨を登録する。時間外執務要
請届を併せて行う旨の入力がされた場合は、事
前に時間外執務要請届出がされていた場合を
除き、以下の処理を行う。
（Ａ）時間外執務要請届受理番号払出し処理
時間外執務要請届受理番号をシステムで払い
出す。
（Ｂ）時間外執務要請届ＤＢ処理
①時間外執務要請届ＤＢを作成する。
②実施時刻より１分間分の時間外執務要請届
の届出時間帯の旨を登録する。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

49 DCL02 概要 ６．出力情報 ＜削除＞出力情報の以下の項目を削除
情報名が「臨時開庁承認通知情報」である行を
削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

50 DCL02 概要 ６．出力情報 ＜修正＞情報名が「臨時開庁承認情報」である
項目を以下の通りに修正
情報名を「時間外執務要請確認情報」に修正
出力条件を「時間外執務要請届を併せて行う旨
が入力された場合」に修正

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

51 DCL02 概要 ７．特記事項（４） ＜修正＞以下の通りに修正
（４）到着時起動を行う旨の自動起動が税関の
開庁時間内に行われる場合、卸コンテナ情報に
登録されている時間外執務要請識別はクリアさ
れ、時間外執務要請届処理は行わない。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

52 DCL02 概要 ７．特記事項　旧（５） ＜削除＞以下の記述を削除
（５）臨時承認時に予納で手数料を納付した場合
で、残ポイントを超える申告を行う場合は、ポイ
ント消化時に１時間分の手数料金額を手数料予
納残高より自動的に引き落とし、取得ポイントを
加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承
認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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53 DCL02 処理フロー 時間外執務関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁承認情報→時間外執務要請確認情
報　に変更
・臨時開庁承認通知情報の削除
・手数料関連ＤＢの削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

54 DCL02 入力項目表 項番4　旧臨時開庁表示 ＜修正＞項目名を以下の通りに修正
「時間外執務要請識別」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

55 DCL02 入力項目表 項番4　旧臨時開庁表示 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
（１）項番３の起動種別が「Ｕ」の場合で、ＰＩＤ業
務が税関の開庁時間外に行われた時に卸コン
テナリスト提出を自動起動する場合に入力
（２）項番３の起動種別が「Ｔ」または「Ｌ」の場合
で、税関の開庁時間外に本業務を行う場合に入
力
Ａ：時間外執務要請届が届出済の場合
Ｂ：時間外執務要請届を併せて行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

56 DCL02 処理結果通知 項番5　旧臨時開庁表示 ＜修正＞項目名を以下の通りに修正
「時間外執務要請識別」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

57 DCL02 処理結果通知 項番5　旧臨時開庁表示 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
Ａ：時間外執務要請届出済み
Ｂ：併せ時間外執務要請届

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

58 ＴＤＣ 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の部分を修正
・・・本業務が税関の開庁時間外にわたる場合に
は、時間外執務要請届がされている必要があ
る。
また、承認期間終了前に継続して行う場合の包
括保税運送申告（以下、継続申告という。）も本
業務で行う。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

59 ＴＤＣ 概要 ４．入力条件（３） ＜修正＞以下の通りに修正
（３）時間外執務要請届情報関連チェック
本業務が税関の開庁時間外にわたる場合に
は、以下のチェックを行う。
①当該申告分の時間外執務要請届ＤＢが存在
すること。
②本業務が行われた時刻が、時間外執務要請
届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

60 ＴＤＣ 概要 ４．入力条件（３）旧③ ＜削除＞以下の記述を削除
③残ポイント（後述７．に該当する場合には、取
得ポイント加算後の残ポイント）＊１が１申告分
のポイント数以上であること。
（＊１）残ポイントとは、臨時開庁承認時間帯内
の承認済申告可能件数をポイント換算した値を
いう。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

61 ＴＤＣ 概要 ５．処理内容旧（６） ＜削除＞以下の記述を削除
（６）臨時開庁ＤＢ処理
本業務が行われた時刻が税関の執務時間外の
場合は、当該申告に係る１申告分のポイントを
減算した旨を臨時開庁ＤＢに登録する。
以下項番を繰り下げ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

62 ＴＤＣ 概要 旧７．特記事項 ＜削除＞以下の記述を削除
７．特記事項
臨時開庁承認時に予納で手数料を納付した場
合で、残ポイントを超える申告を行う場合は、ポ
イント消化時に１時間分の手数料金額を手数料
予納残高より自動的に引き落としを行い、取得
ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承
認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

63 ＴＤＣ 処理フロー 執務時間外関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁→時間外　に変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

64 ＣＥＨ 概要（参考） １．業務概要 ＜修正＞以下の部分を修正
・・・なお、承認に係る本業務の入力が税関の開
庁時間外にわたる場合には、時間外執務要請
届がされている必要がある。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

65 OLC 概要 １．業務概要（１） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・本業務が税関の開庁時間外にわたる場合に
は、時間外執務要請届がされている必要があ
る。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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66 OLC 概要 １．業務概要（１）（Ａ） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・なお、税関の開庁時間外にＰＫＫ、ＰＫＩ業務
またはＢＩＡ業務が行われた場合は、開庁時申告
へ自動付け替えを行う。
開庁時を待たずに申告を行おうとする場合は、
時間外執務要請届がされた後、手動により申告
を行うことができる。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

67 OLC 概要 １．業務概要（１）（Ｂ） ＜修正＞以下の通りに修正
（Ｂ）開庁時申告の旨の登録の場合
翌税関開庁時刻をもって保税運送申告を自動
起動する旨を登録する。
開庁時申告の旨の登録は、税関の開庁時間内
には行うことができない。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

68 OLC 概要 １．業務概要（３） ＜追加＞以下の記述を追加
（３）特定保税運送の登録をする場合（システム
参加保税地域から運送する場合のみ）
特定保税運送者による特定保税運送に係る運
送の情報を登録する。
搬入時特定保税運送を指定した場合は、当該貨
物の指定された発送地での「船卸確認登録（個
別）（ＰＫＫ）」業務、「船卸確認登録（一括）（ＰＫ
Ｉ）」業務、または「搬入確認登録（保税運送貨
物）（ＢＩＡ）」業務を契機に当該特定保税運送の
登録を自動起動する。
なお、登録した保税運送情報は、搬入時特定保
税運送を指定した場合は、自動起動前であれば
訂正、取消しを可能とする。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

69 OLC 概要 ３．制限事項① ＜修正＞以下の通りに修正
①１申告、１個別運送情報登録または１特定保
税運送で入力可能な貨物管理番号＊２件数は
最大５件とする。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

70 OLC 概要 ３．制限事項② ＜修正＞以下の通りに修正
②搬入時申告、搬入時個別運送または搬入時
特定保税運送の旨の登録の場合に入力可能な
貨物管理番号は最大５件とする。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

71 OLC 概要 ３．制限事項③ ＜修正＞以下の通りに修正
③１申告、１個別運送情報登録、１特定保税運
送、搬入時申告、搬入時個別運送または搬入時
特定保税運送の旨の登録で入力可能なコンテ
ナ番号は最大１００件とする。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

72 OLC 概要 ４．入力条件（１）② ＜修正＞以下の通りに修正
②保税運送申告自動起動前の訂正または取消
し（包括保税運送承認に係る個別運送情報登録
または搬入時特定保税運送登録自動起動前の
訂正または取消し）の場合は、保税運送申告Ｄ
Ｂに登録されている当該申告情報の入力者と同
一であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

73 OLC 概要 ４．入力条件（１）③ ＜追加＞以下の記述を追加
③特定保税運送の登録の場合は、特定保税運
送者であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

74 OLC 概要 ４．入力条件（３） ＜修正＞以下の通りに修正
（３）保税運送申告ＤＢチェック
自動起動前の訂正または自動起動前の取消し
の場合は、入力された保税運送申告番号（個別
運送管理番号または特定保税運送番号）に対し
て、以下のチェックを行う。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

75 OLC 概要 ４．入力条件（３）① ＜修正＞以下の通りに修正
①入力された保税運送申告番号（個別運送管理
番号または特定保税運送番号）に対する保税運
送申告ＤＢが存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

76 OLC 概要 ４．入力条件（３）② ＜修正＞以下の通りに修正
②保税運送申告（個別運送情報登録または特
定保税運送登録）自動起動済でないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

77 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
処理種別

＜修正＞以下の通りに修正
保税運送申告または包括保税運送承認に係る
個別運送情報の登録または特定保税運送の場
合「△」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

78 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
処理種別

＜修正＞以下の通りに修正
搬入時申告または搬入時個別運送の登録また
は搬入時特定保税運送の登録の場合｢Ｉ｣

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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79 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
処理種別

＜修正＞以下の通りに修正
保税運送申告または包括保税運送承認に係る
個別運送または特定保税運送の自動起動時の
場合

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

80 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
チェック項目　項番３

＜追加＞以下の記述を追加
発送地、到着地がシステム参加保税地域である
こと

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

81 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
項番３　チェック対象項
目

＜追加＞以下の記述を追加
保税運送申告または包括保税運送承認に係る
個別運送情報の登録または特定保税運送の場
合「△」のチェック対象項目、搬入時申告または
搬入時個別運送の登録または搬入時特定保税
運送の登録の場合｢Ｉ｣のチェック対象項目、保税
運送申告または包括保税運送承認に係る個別
運送または特定保税運送の自動起動時の場合
のチェック対象項目に「○」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

82 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
チェック項目　項番７

＜追加＞以下の記述を追加
検査扱いの輸入申告貨物でないこと

以降項番を繰り上げ

記述の追記

83 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
項番７　チェック対象項
目

＜追加＞以下の記述を追加
保税運送申告または包括保税運送承認に係る
個別運送情報の登録または特定保税運送の場
合「△」のチェック対象項目に「○」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

84 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
（＊５）

＜追加＞以下の記述を追加
（＊５）特定保税運送の場合のみチェック対象と
なる。
以降の項番を繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

85 OLC 概要 表１．貨物情報ＤＢチェッ
ク
（＊６）

＜追加＞以下の記述を追加
（＊６）包括保税運送承認に係る個別運送情報
登録または特定保税運送の場合のみチェック対
象となる。
以降の項番を繰り上げ

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

86 OLC 概要 ４．入力条件（５）（Ａ） ＜修正＞以下の通りに修正
（Ａ）保税運送申告または特定保税運送を行う場
合

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

87 OLC 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）③ ＜修正＞以下の通りに修正
③当該コンテナに収容されている他の貨物に対
して保税運送申告または特定保税運送が既に
行われている場合は、申告者が同一であるこ

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

88 OLC 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）④ ＜修正＞以下の通りに修正
④当該コンテナに収容されている他の貨物に対
して保税運送申告または特定保税運送が既に
行われている場合で、到着地がＣＹである場合
は、入力された到着地と同一であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

89 OLC 概要 ４．入力条件（５）（Ｂ）② ＜修正＞以下の通りに修正
②当該コンテナに収容されている他の貨物に対
して、保税運送申告または特定保税運送が行わ
れていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

90 OLC 概要 ４．入力条件（７）時間外
執務要請届情報関連
チェック

＜修正＞以下の通りに修正
・（７）臨時開庁承認申請情報関連チェックを（７）
時間外執務要請届情報関連チェックに修正
・（７）時間外執務要請届情報関連チェック
保税運送申告を行う場合で本業務が税関の開
庁時間外にわたる場合には、以下のチェックを
行う。
①当該申告分の時間外執務要請届ＤＢが存在
すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要請届
の届出時間帯であること。
・③のチェックを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

91 OLC 概要 ４．入力条件（８） ＜修正＞以下の通りに修正
（８）税関開庁時間チェック
保税運送申告を行う場合で開庁時申告の旨を
登録する場合は、税関の開庁時間外であるこ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

92 OLC 概要 ５．処理内容（２） ＜修正＞以下の通りに修正
（２）保税運送申告番号、個別運送管理番号また
は特定保税運送番号払出し処理
登録の場合は、保税運送申告番号、個別運送
管理番号または特定保税運送番号を払い出
す。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

93 OLC 概要 ５．処理内容（５）（Ａ）① ＜修正＞以下の通りに修正
①システムで払い出した保税運送申告番号、個
別運送管理番号または特定保税運送番号に対
する保税運送申告ＤＢを作成する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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94 OLC 概要 ５．処理内容（６）（Ａ）① ＜修正＞以下の部分を修正
①保税運送申告、包括保税運送承認に係る個
別運送情報登録または特定保税運送を行った
場合は、保税運送申告、包括保税運送承認に
係る個別運送情報登録または特定保税運送が
行われた旨を登録する。・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

95 OLC 概要 ５．処理内容（６）（Ａ）② ＜修正＞以下の通りに修正
②搬入時申告、搬入時個別運送または搬入時
特定保税運送の旨の登録の場合は、搬入時申
告、搬入時個別運送または搬入時特定保税運
送を行う旨を登録する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

96 OLC 概要 ５．処理内容（６）（Ｂ） ＜修正＞以下の通りに修正
（Ｂ）自動起動前の取消しの場合
搬入時申告、搬入時個別運送または搬入時特
定保税運送の旨の取消しの場合は、入力された
保税運送申告番号の保税運送申告ＤＢに登録
されている貨物管理番号の貨物情報ＤＢに対し
て搬入時申告、搬入時個別運送または搬入時
特定保税運送を取り消した旨を登録する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

97 OLC 概要 ５．処理内容（８） ＜修正＞以下の通りに修正
（８）コンテナ情報ＤＢ処理（システム参加保税地
域またはＰＫＫ、ＰＫＩ業務で登録された船卸場所
（バースコード）から運送する場合にのみ処理を
行う）
保税運送申告、包括保税運送承認に係る個別
運送情報登録または特定保税運送を行った場
合で、入力された貨物管理番号がコンテナ詰貨
物である場合は、保税運送申告、包括保税運送
承認に係る個別運送情報登録または特定保税

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

98 OLC 概要 ５．処理内容旧（９） ＜削除＞以下の記述を削除
（９）臨時開庁ＤＢ処理
税関の執務時間外に保税運送申告を行った場
合は、当該申告に係る１申告分のポイントを減
算した旨を臨時開庁ＤＢに登録する。
以降の項番を繰り下げ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

99 OLC 概要 ６．出力情報 ＜追加＞出力情報に以下の項目を追加
情報名に「特定保税運送受付情報＊７」を追加
出力条件に「特定保税運送を行った場合」を追
加
出力先に「入力者」、「発送地ＣＹまたは保税蔵
置場＊８」、「到着地ＣＹまたは保税蔵置場＊
８」、「税関（保税担当部門）」を追加。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

100 OLC 概要 ７．特記事項（３） ＜修正＞以下の通りに修正
（３）搬入時申告の旨が登録された場合で、その
搬入時申告が税関の開庁時間外に起動した場
合は、開庁時申告への自動付け替えを行う。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

101 OLC 概要 ７．特記事項旧（４） ＜削除＞以下の記述を削除
(４）臨時承認時に予納で手数料を納付した場合
で、残ポイントを超える申告を行う場合は、ポイ
ント消化時に１時間分の手数料金額を手数料予
納残高より自動的に引き落としを行い、取得ポイ
ントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承
認申請（ＯＳＡ）」業務を参照。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

102 OLC 処理フロー 執務時間外関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁→時間外　に変更
・手数料関連ＤＢの削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

103 OLC 入力項目表 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

104 OLC 入力項目表 項番5　搬入時・開庁時
識別符号

＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
（１）発送地がシステム参加保税地域またはバー
スコード以外の場合は、搬入時申告の登録は入
力不可
（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報登
録または特定保税運送の場合は、開庁時申告
の登録は入力不可
Ｉ：搬入時申告（搬入時個別運送）
Ｋ：開庁時申告

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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105 OLC 入力項目表 項番6　申告官署コード ＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
（１）保税地域コードまたは船卸港コードで申告
官署が決定しない場合に申告官署をコードで入
力
（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報ま
たは特定保税運送の登録の場合は、入力不可

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

106 OLC 入力項目表 項番12　運送目的コード ＜追加＞入力条件/形式を以下の記述を追加
「包括保税運送に係る個別運送情報及び特定
保税運送の登録の場合は「ＫＮＵ」は入力不可」
を追加

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

107 OLC 入力項目表 項番13　運送種別コード ＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
（１）保税運送申告または特定保税運送の場合
は、運送種別をコードで必須入力。なお、特定保
税運送の場合は「ＡＵ」のみ入力可能
（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報の
登録の場合は、入力不可
ＮＲ：一般運送
ＥＡ：一般運送（船側発送で揚地詮議有の場合）
ＱＵ：検疫の経由運送
ＫＲ：仮陸揚貨物の運送
ＭＫ：市内運送
ＫＳ：簡易運送
ＡＵ：特定保税運送

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

108 OLC 入力項目表 項番14　運送期間開始
予定日

＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
（１）保税運送申告の場合は、運送期間開始予
定日を必須入力
（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報の
登録または特定保税運送の場合は、入力不要
（３）システム日よりシステムで設定した一定期
間内であること

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

109 OLC 入力項目表 項番15　運送期間終了
予定日

＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
（１）運送期間終了予定日を申告する場合に入
力
（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報の
登録または特定保税運送の場合は、入力不可
（３）運送期間開始予定日≦運送期間終了予定
日であること

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

110 OLC 入力項目表 項番16　発送地コード
（保税地域）

＜追加＞入力条件/形式を以下の記述を追加
（３）特定保税運送の場合は必須入力

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

111 OLC 入力項目表 項番17　発送地コード
（船卸場所）

＜追加＞入力条件/形式を以下の記述を追加
（３）特定保税運送の場合は入力不可

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

112 OLC 入力項目表 項番23　貨物管理番号
旧（３）

＜削除＞以下の入力条件/形式を削除
（３）搬入時・開庁時識別符号が「Ｉ」の場合は貨
物管理番号～記事２は繰返し不可

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

113 OLC 処理結果通知 項番1　出力共通項目 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号 １１桁

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

114 OLC 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

115 OLC 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
（１）保税運送申告番号（個別運送管理番号また
は特定保税運送番号）の入力がある場合は、入
力された保税運送申告番号(個別運送管理番号
または特定保税運送番号)を出力
（２）保税運送申告番号（個別運送管理番号また
は特定保税運送番号）の入力がない場合で、正
常終了の場合は、システムで払い出された保税
運送申告番号（個別運送管理番号または特定
保税運送番号）を出力

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

116 OLC11 概要 １．業務概要（１） ＜修正＞以下の通りに修正
（１）保税運送申告情報呼出し
「保税運送申告（ＯＬＣ）」業務によりシステムに
登録した搬入時申告、搬入時個別運送情報、搬
入時特定保税運送または開庁時申告の内容を
申告前に変更するためにその情報を呼び出す。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

117 OLC11 概要 ４．入力条件（３） ＜修正＞以下の通りに修正
（３）保税運送申告ＤＢチェック
保税運送申告番号(個別運送管理番号または特
定保税運送番号)の入力がある場合は、入力さ
れた保税運送申告番号（個別運送管理番号ま
たは特定保税運送番号）に対して、以下のチェッ

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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118 OLC11 概要 ４．入力条件（３）① ＜修正＞以下の通りに修正
①入力された保税運送申告番号（個別運送管理
番号または特定保税運送番号）に対する保税運
送申告ＤＢが存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

119 OLC11 概要 ４．入力条件（３）② ＜修正＞以下の通りに修正
②保税運送申告（個別運送情報登録または特
定保税運送登録）されていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

120 OLC11 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｄ）

＜修正＞以下の通りに修正
（ｄ）「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０３）」
業務による以下の登録

記述の修正

121 OLC11 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｄ）③

＜追加＞以下の記述を追加
③「外国貨物船（機）用品積込承認」

記述の追加

122 OLC11 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）（ｆ）
⑧

＜追加＞以下の記述を追加
⑧「別送品輸入許可」

記述の追加

123 OLC11 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）
（ｇ）③

＜追加＞以下の記述を追加
③「別送品輸出許可」

記述の追加

124 OLC11 概要 ６．出力情報 ＜修正＞情報名が「保税運送申告呼出情報（保
税運送申告情報）」である項目の出力条件を以
下の通りに修正
「保税運送申告番号(個別運送管理番号または
特定保税運送番号)の入力がある場合」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

125 OLC11 入力項目表 条件欄の旧保税運送申
告番号または個別運送
管理番号

＜修正＞以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

126 OLC11 入力項目表 項番2　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞項目名以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

127 OLC11 処理結果通知 条件欄の旧保税運送申
告番号または個別運送
管理番号

＜修正＞以下の通りに修正
保税運送申告番号(個別運送管理番号または特
定保税運送番号)

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

128 OLC11 処理結果通知 項番1　出力共通項目 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
メールサブジェクトには以下のいずれかの項目
を出力
（１）保税運送申告番号、個別運送管理番号また
は特定保税運送番号が入力された場合
・保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号 １１桁
（２）貨物管理番号が入力された場合
・貨物管理番号 ３５桁

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

129 OLC11 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

130 SOT 概要 １．業務概要（１） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・本業務が税関の開庁時間外にわたる場合に
は、時間外執務要請届がされている必要があ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

131 SOT 概要 １．業務概要（２） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・本業務が税関の開庁時間外にわたる場合に
は、時間外執務要請届がされている必要があ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

132 SOT 概要 １．業務概要（３） ＜修正＞以下の通りに修正
３）包括保税運送承認に係る個別運送情報また
は特定保税運送情報を訂正または取消しする
場合
登録済みの個別運送情報または特定保税運送
情報の訂正または取消しを行う。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

133 SOT 概要 ３．制限事項① ＜削除＞以下の記述を削除
「（個別運送情報登録）」を削除

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

134 SOT 概要 ３．制限事項② ＜削除＞以下の記述を削除
「（個別運送情報登録）」を削除

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

135 SOT 概要 ４．入力条件（３）（Ａ）① ＜修正＞以下の通りに修正
①入力された保税運送申告番号（個別運送管理
番号または特定保税運送番号を含む。以下同
様）に対する保税運送申告ＤＢが存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

136 SOT 概要 ４．入力条件（３）（Ａ）⑤ ＜追加＞以下の記述を追加
⑤登録されている運送の変更でないこと。（保税
運送申告、包括保税運送承認に係る個別運送
または特定保税運送の相互への変更でないこ
と）

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

137 SOT 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）
（ｂ）①

＜追加＞以下の記述を追加
「（特定保税運送は除く）」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

138 SOT 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）
（ｂ）②

＜修正＞以下の通りに修正
②同一発送地で保税運送申告、包括保税運送
承認に係る個別運送情報登録または特定保税
運送がされていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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139 SOT 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）
（ｂ）③（カ）

＜追加＞以下の記述を追加
「・「別送品輸入許可」」を追加

誤記の追加

140 SOT 概要 ４．入力条件（５）（Ａ）
（ｂ）③（キ）

＜追加＞以下の記述を追加
「・「別送品輸出許可」」を追加

誤記の追加

141 SOT 概要 ４．入力条件（６）③ ＜修正＞以下の通りに修正
③当該コンテナに収容されている他の貨物に対
して保税運送申告または特定保税運送が既に
行われている場合は、申告者が同一であるこ

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

142 SOT 概要 ４．入力条件（６）④ ＜修正＞以下の通りに修正
④当該コンテナに収容されている他の貨物に対
して保税運送申告または特定保税運送が既に
行われている場合で、到着地がＣＹである場合
は、入力された到着地と同一であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

143 SOT 概要 ４．入力条件（７）時間外
執務要請届情報関連
チェック

＜修正＞以下の通りに修正
・（７）臨時開庁承認申請情報関連チェックを（７）
時間外執務要請届情報関連チェックに修正
・（７）時間外執務要請届情報関連チェック
保税運送申告後承認前の訂正または取消し及
び保税運送承認後の訂正または取消しの場合
で、本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、以下のチェックを行う。
①当該申告登録者分の時間外執務要請届ＤＢ
が存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要請届
の届出時間帯であること。
・③のチェックを削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

144 SOT 概要 ５．処理内容旧（７） ＜削除＞以下の記述を削除
（７）臨時開庁ＤＢ処理
保税運送申告後承認前及び保税運送承認後の
訂正または取消しの場合で、本業務の入力が税
関の執務時間外で、当該申告時と同一の臨時
開庁承認時間帯と異なる場合は、当該申請にか
かる１申請分のポイントを減算した旨を臨時開
庁ＤＢに登録する。
以降の項番を繰り下げ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

145 SOT 概要 ６．出力情報 ＜追加＞出力情報に以下の項目を追加
情報名に「特定保税運送訂正受付情報」を追加

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

146 SOT 概要 ６．出力情報 ＜修正＞情報名が「個別運送取消通知情報」で
ある出力条件を以下の通りに修正
「以下の条件をすべて満たすとき、出力する
（１）取消しである
（２）包括保税運送承認に係る個別運送または
特定保税運送である 入力者」

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

147 SOT 概要 ６．出力情報 ＜修正＞情報名が「到着地取消通知情報」であ
る出力条件を以下の通りに修正
以下の条件をすべて満たすとき、出力する
（１）訂正である
（２）到着地が変更されている
（３）包括保税運送承認に係る個別運送情報登
録済、保税運送承認済または特定保税運送登
録済である

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

148 SOT 概要 旧７．特記事項 ＜削除＞以下の記述を削除
７．特記事項
臨時開庁承認時に予納で手数料を納付した場
合で、残ポイントを超える申告を行う場合は、ポ
イント消化時に１時間分の手数料金額を手数料
予納残高より自動的に引き落としを行い、取得
ポイントを加算する。
なお、ポイント管理方法については「臨時開庁承

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

149 SOT 処理フロー 執務時間外関連 ＜修正＞以下の通り修正
・臨時開庁→時間外　に変更
・手数料関連ＤＢの削除
・時間外執務要請庁DB　→　時間外執務要請
DB

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

150 SOT 入力項目表 項番3　旧保税運送申告
番号
（個別運送管理番号）

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号
（個別運送管理番号または特定保税運送番号）

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

151 SOT 入力項目表 項番7　運送目的コード ＜追加＞入力条件/形式を以下の記述を追加
包括保税運送に係る個別運送情報及び特定保
税運送の登録の場合は「ＫＮＵ」は入力不可

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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152 SOT 入力項目表 項番8　運送種別コード ＜修正＞入力条件/形式を以下の通りに修正
特定保税運送の場合は「ＡＵ」のみ入力可能
ＮＲ：一般運送
ＥＡ：一般運送（船側発送で揚地詮議有の場合）
ＱＵ：検疫の経由運送
ＫＲ：仮陸揚貨物の運送
ＭＫ：市内運送
ＫＳ：簡易運送
ＡＵ：特定保税運送

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

153 SOT 処理結果通知 項番1　出力共通項目 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号 １１桁
・運送期間延長承認申請番号 １１桁

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

154 SOT 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

155 SOT 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号または個別運送管
理番号

＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
（１）処理区分が「訂正」の場合で、正常終了の
場合は、システムで払い出された保税運送申告
番号（個別運送管理番号または特定保税運送
番号）を出力
（２）（１）以外の場合は、入力された保税運送申
告番号(個別運送管理番号または特定保税運送
番号)を出力

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

156 SOT 処理結果通知 項番4　運送期間延長承
認申請番号

＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
処理区分が「期間延長」の場合で、正常終了の
場合は、システムで払い出された保税運送申告
番号を出力

記述の修正（個別運送管理番号の
削除）

157 SOT11 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通りに修正
「保税運送申告（ＯＬＣ）」業務によりシステムに
登録した保税運送申告、包括保税運送承認に
係る個別運送情報または特定保税運送の内容
を変更するために、「保税運送申告（承認）変更
（ＳＯＴ）」業務用に情報を呼び出す。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

158 SOT11 概要 ４．入力条件（３）① ＜修正＞以下の通りに修正
①入力された保税運送申告番号（個別運送管理
番号または特定保税運送番号）に係る保税運送
申告ＤＢが存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

159 SOT11 概要 ４．入力条件（３）② ＜修正＞以下の通りに修正
・入力された番号は包括保税運送承認に係る個
別運送申告番号または特定保税運送番号でな
いこと。
・保税運送承認されていること。
・保税運送承認期間を経過していないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

160 SOT11 入力項目表 項番3　旧保税運送申告
番号
（個別運送管理番号）

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号
（個別運送管理番号または特定保税運送番号）

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

161 SOT11 処理結果通知 項番1　出力共通項目 ＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号 １１桁

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

162 SOT11 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号
（個別運送管理番号）

＜修正＞項目名を以下の通りに修正
保税運送申告番号
（個別運送管理番号または特定保税運送番号）

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

163 SOT11 処理結果通知 項番3　旧保税運送申告
番号
（個別運送管理番号）

＜修正＞出力条件/形式を以下の通りに修正
入力された保税運送申告番号(個別運送管理番
号または特定保税運送番号)
を出力

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

164 SET 概要（参考） １．業務概要（１） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・なお、本業務が税関の開庁時間外にわたる
場合には、時間外執務要請届がされている必要
がある。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

165 SET 概要（参考） １．業務概要（２） ＜修正＞以下の部分を修正
・・・なお、本業務が税関の開庁時間外にわたる
場合には、時間外執務要請届がされている必要
がある。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

166 CYO 概要 ４．入力条件（４）（A）（a）
⑬

＜修正＞以下の通りに修正
・入力された搬入先がＣＹの場合は、当該搬入
先と異なるＣＹ向けの保税運送申告、包括保税
運送承認に係る個別運送登録または特定保税

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

167 CYO 概要 ４．入力条件（４）（A）（b）
②

＜修正＞以下の通りに修正
②仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済貨物
または特定保税運送貨物であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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168 CYO 概要 ４．入力条件（４）（Ｂ）④ ＜修正＞以下の通りに修正
④特定輸出貨物以外で、輸出許可または積戻し
許可貨物（仮陸揚貨物混在を含む。以下同様。）
のシステム参加保税地域＊３以外向け搬出の
取消しの場合は、搬出後に数量変更にかかる輸
出許可内容変更申請が行われていないこと。

仕様変更
制度改正対応／特定輸出申告に
係る輸出申告関連業務の見直し

169 BOA 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の記述を修正
保税地域等に蔵置中のコンテナ詰めされていな
い保税運送承認済貨物（包括保税運送承認に
係る個別運送貨物、特定保税運送貨物、蔵入等
承認＊１済貨物（併せ運送）または「許可・承認
等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務による保税運
送承認の旨が登録された貨物を含む。ただし、
輸出許可済貨物は除く。）を搬出した旨を登録す
る。・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

170 BOA 概要 ４．入力条件（３）（A）② ＜修正＞以下の通りに修正
②保税運送承認済、個別運送情報登録済、特
定保税運送登録済または蔵入等承認済貨物
（併せ運送）であること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

171 ＢＩＡ 概要 １．業務概要（１） ＜修正＞以下の部分を修正
システムで行われた保税運送（保税運送承認、
包括保税運送承認に係る個別運送及び特定保
税運送をいう。ただし、揚地せん議有の保税運
送は除く。）・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

172 ＢＩＡ 概要 １．業務概要（１）③ ＜修正＞以下の部分を修正
③保税運送申告番号単位、個別運送管理番号
単位または特定保税運送申告番号の一括運送
中の事故がある場合は個別搬入確認を行い、
事故情報を併せて入力する。・・・
→
③保税運送申告番号単位、個別運送管理番号
単位または特定保税運送番号の一括運送中の
事故がある場合は個別搬入確認を行い、事故
情報を併せて入力する。・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

173 ＢＩＡ 概要 １．業務概要（１）⑤ ＜追加＞以下の記述を追加
⑤特定保税運送を自動起動する旨が登録され
ている貨物についての特定保税運送処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

174 ＢＩＡ 概要 １．業務概要（３） ＜追加＞以下の記述を追加
（３）コンテナ検査に係る転送された貨物の搬入
確認登録の場合
コンテナ検査後に運送指定がされ、到着した貨
物について搬入確認を行う。輸入申告番号単位
の搬入確認のみ可能となる。

記述の追記

175 ＢＩＡ 概要 ３．制限事項① ＜修正＞以下の通りに修正
①混載親Ｂ／Ｌ番号単位、コンテナ番号単位、
保税運送申告番号単位、個別運送管理番号単
位または特定保税運送番号単位の一括搬入確
認及び輸入申告番号単位の場合に、１業務で入
力可能な番号は最大１件とする。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

176 ＢＩＡ 概要 ４．入力条件（３）（Ａ） ＜修正＞以下の通りに修正
（Ａ）保税運送申告番号、個別運送管理番号また
は特定保税運送番号単位一括搬入確認の場合

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

177 ＢＩＡ 概要 ４．入力条件（３）（Ａ）（a） ＜修正＞以下の通りに修正
（ａ）保税運送申告ＤＢチェック
①保税運送申告番号、個別運送管理番号また
は特定保税運送番号に係る保税運送申告ＤＢ
が存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

178 ＢＩＡ 概要 ４．入力条件（５） ＜追加＞以下の記述を追加
（５）コンテナ検査に係る転送された貨物の搬入
確認登録の場合
（Ａ）輸入申告ＤＢチェック
①入力された輸入申告番号に係る輸入申告ＤＢ
が存在すること。
（Ｂ）貨物情報ＤＢチェック
①当該輸入申告に係るＢ／Ｌ番号の貨物情報Ｄ
Ｂが存在すること。
②当該輸入申告に係る貨物を収容しているコン
テナについて、検査場向けの搬出確認が行われ
ていること。
③当該貨物情報ＤＢに登録されている運送指示
場所が以下のいずれかであること。
・入力者の管理する保税地域
・入力者が許可を受けた他所蔵置場所
・上記以外は、入力者がシステムに搬入可能で
ある旨の登録がされている保税地域
④到着確認（搬入確認）されていないこと。

記述の追記
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179 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（２）（Ａ） ＜修正＞以下の部分を修正
（Ａ）該当貨物抽出処理
保税運送申告番号、個別運送管理番号、特定
保税運送番号またはコンテナ番号単位の一括
搬入確認の場合は、搬入確認を行う保税地域
等への保税運送中の貨物情報を抽出する。・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

180 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（２）（Ｂ）① ＜修正＞以下の部分を修正
・・・蔵入等承認貨物または貨物到着前輸入申
告扱い許可済貨物の場合は、到着確認の旨を
登録し、削除表示を設定する。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

181 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（２）（Ｂ）② ＜修正＞以下の部分を修正
・・・ただし、予備申告された旨または貨物到着
前輸入申告中の旨が登録されている場合は、Ｄ
Ｂを削除せず、混載情報を取り消す。また、これ
らの処理により、混載子Ｂ／Ｌが存在しない状態
となった混載親Ｂ／Ｌについては混載情報を取り
消す。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

182 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（２）（Ｅ） ＜修正＞タイトルを以下の通りに修正
（Ｅ）輸入申告ＤＢ処理（蔵入等承認貨物の場

記述の修正

183 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（２）（Ｈ） ＜修正＞タイトルを以下の通りに修正
（Ｈ）保税運送申告起動処理または特定保税運
送起動処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

184 ＢＩＡ 概要 ５．処理内容（４） ＜追加＞以下の記述を追加
（４）コンテナ検査に係る転送された貨物の搬入
確認登録の場合
（Ａ）貨物情報ＤＢ処理
①搬入確認した旨を登録する。
②コンテナのデバンニングの旨を登録し、必要な
コンテナ情報を貨物情報ＤＢへ引き継ぐ。
以降の項番繰上げ

記述の追記

185 ＢＩＡ 概要 ６．出力情報（１） ＜修正＞情報名が「搬入時自動起動取消通知
情報」である出力条件を以下の通りに修正
以下の条件をすべて満たすとき、出力する
（１）事故税関通知識別コードに「Ｚ」が入力され
ているか、個数と到着個数に差異がある
（２）以下のいずれかの旨が登録されている
　　　・搬入時申告（輸入申告等＊２、保税運送
申　　　告または特定保税運送）
　　　・包括保税運送承認に係る個別運送情報
登録の搬入時自動起動

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

186 ＢＩＡ 概要 ６．出力情報（３） ＜追加＞以下のタイトルの出力情報（３）の表を
追加
コンテナ検査に係る転送された貨物の搬入確認
登録の場合

記述の追記

187 BIA 入力項目表 条件 コンテナ検査による転送された貨物の搬入確認 記述の追記
188 BIA 入力項目表 項番４　搬入確認（混載

仕分確認）単位識別

項番５　搬入確認する番
号

＜修正＞入力条件/形式を以下のとおりに修正
保税運送申告番号または個別運送管理番
号・・・
→
保税運送申告番号、個別運送管理番号または
特定保税運送番号・・・

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

189 CTS 概要 １．業務概要 ＜追加＞以下の記述を追加
④特定保税運送を自動起動する旨が登録され
ている貨物についての特定保税運送処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

190 CTS 概要 ５．処理内容（５）保税運
送申告起動処理または
特定保税運送起動処理

＜修正＞以下の通り修正
（５）保税運送申告起動処理
→　（５）保税運送申告起動処理または特定保税
運送起動処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

191 CTS 概要 ６．出力情報 ＜修正＞出力情報「搬入時自動起動取消通知
情報」の出力条件（２）を以下の通り修正

（２）以下のいずれかの旨が登録されている
・搬入時申告（輸入申告等＊３、保税運送申告
または特定保税運送）
・包括保税運送承認に係る個別運送情報登録
の搬入時自動起動

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

192 CYB 入力項目表 項番19 船卸港コード ＜修正＞項番：１９
（１）当該貨物の船卸港をコード（仮陸揚貨物の
場合は仮陸揚港）をコードで入力
→（１）当該貨物の船卸港（仮陸揚貨物の場合は
仮陸揚港）をコードで入力

記述の修正
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193 CYD01 入力画面 タイトルバー ＜修正＞以下の通りに修正
①タイトルバーに業務コードを表示するよう統一
②「仮陸揚事由」、「仮陸揚期間」、「最終仕向
地」、「運送予定期間」、「価格」、「運送具」、「到
着地」、「他法令」の記述を削除

表示の修正

194 CYE 概要 １．業務概要 ＜追加＞以下の記述を追加
④特定保税運送を自動起動する旨が登録され
ている貨物についての特定保税運送処理

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

195 CYE 概要 ５．処理内容（８）保税運
送申告（個別）起動処理
または特定保税運送起
動処理

＜修正＞以下の通りに修正
（８）保税運送申告処理（個別）の起動
→　（８）保税運送申告処理（個別）の起動または
特定保税運送処理の起動

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

196 NVC01 概要 ４．入力条件（３）（Ａ）
（ａ）

＜削除＞⑨「・許可・承認等情報登録（輸入通
関）（ＰＡＩ）」業務による以下の登録」から下記の
記述を削除

記述の削除

197 NVC01 概要 ４．入力条件（３）（B）（b） ＜追加＞以下の記述を追加
⑤輸入許可済貨物でないこと。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

198 NVC01 概要 ４．入力条件（３）（B）（c） ＜追加＞以下の記述を追加
⑤混載子Ｂ／Ｌに輸入許可済貨物がないこと。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

199 NVC01 概要 ４．入力条件（３）（C） ＜追加＞以下の記述を追加
⑥輸入許可済貨物でないこと。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

200 ＮＶＣ01 入力項目表 項番6　混載子Ｂ／Ｌ番
号

＜修正＞入力条件／形式を以下の通りに変更
（変更前）
（１）先頭４桁は、入力者の利用者コード（下３桁）
＋英数字（１桁）であること

（変更後）
（１）先頭４桁は、混載貨物用として使用可能な
コードであること

記述の改善

201 NVC01 入力項目表 項番10　荷渡地コード ＜修正＞以下の通り修正
区分を　M　→　C　に修正

仕様の改善
積荷目録登録（ＭＦＲ）業務の入力
条件（必須→任意）の変更につい
て

202 SAI 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック⑩

＜修正＞以下の通りに修正
⑩貨物が蔵置されている保税地域からの保税
運送申告、包括保税運送承認に係る個別運送
情報登録または特定保税運送が行われていな
いこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

203 SAI11 概要 ４．（３）貨物情報ＤＢ
チェック⑩

＜修正＞以下の通りに修正
⑩貨物が蔵置されている保税地域からの保税
運送申告、包括保税運送承認に係る個別運送
情報登録または特定保税運送が行われていな
いこと。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

204 DOR 概要 ４．入力条件（３）貨物情
報ＤＢチェック（Ａ）旧③

＜記述の削除＞以下の記述を削除
③荷渡し可能の旨が登録されていないこと。

仕様の改善

205 IOL 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通りに修正
保税運送申告、包括保税運送承認に係る個別
運送または特定保税運送の情報を照会する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

206 IOL 概要 ４．入力条件（３）保税運
送申告ＤＢチェック

＜修正＞以下の通りに修正
（３）保税運送申告ＤＢチェック
入力された保税運送申告番号、個別運送管理
番号または特定保税運送番号に対する保税運
送申告ＤＢが存在すること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

207 ＩＢＩ 概要 １．業務概要 ＜修正＞以下の通りに修正
保税運送承認済、包括保税運送承認に係る個
別運送情報登録済または特定保税運送登録済
の貨物の情報を、到着地単位に貨物管理番号
＊１の一覧として照会する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

208 ＩＢＩ 概要 ５．処理内容（２）① ＜修正＞以下の通りに修正
①貨物情報ＤＢに保税運送承認済、包括保税運
送承認に係る個別運送情報登録済または特定
保持運送登録済の旨が登録されていること。
→①貨物情報ＤＢに保税運送承認済、包括保税
運送承認に係る個別運送情報登録済または特
定保税運送登録済の旨が登録されていること。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設
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2008.10.8更新分

1 CMF01 概要 ４．入力条件（４）（Ａ） ＜修正＞以下の通りに変更
（変更前）
訂正の場合は①～⑦、削除の場合は②～⑦を
行う。

（変更後）
訂正の場合は①～⑥、削除の場合は②～⑦を

誤記の修正

2 OLC11 入力項目表 項番16 貨物管理番号 ＜修正＞貨物管理番号の欄外の不要な表示を
削除

「追加」の表記を削除

誤記の修正

3 CYO 概要 ４．入力条件（４）（Ａ）（a）
⑬

＜修正＞入力条件を以下の通りに変更
（変更前）
・輸入申告等（コンテナ検査貨物を除く。）

（変更後）
・輸入申告等

記述を削除

コンテナ検査貨物であってもエラー
となるため、（コンテナ検査貨物を
除く。）の記述を削除

4 BOB 概要 ４．入力条件（３）（Ａ）旧
④

＜削除＞以下の記述を削除
④特定輸出申告を行う旨が登録されている貨物
の場合は、「バンニング情報登録（コンテナ単位）
（ＶＡＮ）」業務等によりバンニングされていないこ
と。

以降の項番を繰り上げ。

記述の修正

5 SAI 概要 １．業務概要　訂正可能
項目表　簡易貨物情報
登録欄

＜削除＞以下の記述を削除
保税運送承認番号の「○」を削除

記述の修正

SCRでは保税運送承認番号は設
定されないので、保税運送承認番
号の「○」を削除

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由

業務コード
／
出力情報
コード

変更箇所
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2008.10.8更新分

1 IDA 概要 １．業務概要 「貨物到着前輸入申告扱いを利用する場合
は、本業務でその旨を入力する。」を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

2 IDA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

3 IDA 概要 ３．制限事項
（１）すべてに係る制
限事項
③

「③システム換算後の入力された数量は１２
桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未満
または１億キロリットル未満であること。」を、
「③システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ
と。」に変更。

記述の修正

4 IDA 概要 ３．制限事項
（１）すべてに係る制
限事項
④

「④統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１２桁以下で
あること。」を、
「④統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１４桁以下で
あること。」に変更。

記述の修正

5 IDA 概要 旧４．入力条件
（４）貨物情報ＤＢ
チェック(G)、(H)

「（Ｇ）一括申告する場合は、仕分けの子に
登録されているすべての個数単位及び重量
単位（グロス）が同一であること。
（Ｈ）複数のＢ／Ｌ番号が入力された場合
は、登録されているすべての個数単位及び
重量単位（グロス）が同一であること。」
を削除。併せて項番修正。

仕様の改善

6 IDA 概要 ４．入力条件
（４）貨物情報ＤＢ
チェック

（Ｐ）に貨物到着前輸入申告扱いに係る
チェックを追記
（以降の項番を変更）

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

7 IDA 概要 ４．入力条件
（４）貨物情報ＤＢ
チェック
（Ｒ）

「「コンテナ扱い本数」欄に入力された項目
が、貨物情報ＤＢに登録されている内容より
小さい値であること。」を、
「「コンテナ扱い本数」欄に入力された項目
が、貨物情報ＤＢに登録されている内容以
下の値であること。」に変更。

仕様の変更
輸入申告関連業務のコンテナ本数
チェックの変更

8 IDA 概要 ４．入力条件
（７）保税地域関連
チェック

①チェック対象項目ごとに（Ａ）「蔵入等先保
税地域コード」と（Ｂ）「通関予定蔵置場コー
ド」に階層分割。
併せて項番修正、及び、各々のチェック内容
との記載重複部分（「「蔵入等先保税地域
コード」欄に」、「「通関予定蔵置場コード」欄
に」）を削除。

記述の改善

9 IDA 概要 ４．入力条件
（７）保税地域関連
チェック

⑦⑧に貨物到着前輸入申告扱いに係る
チェックを追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

10 IDA 概要 ４．入力条件
（９）輸出入者関連
チェック（Ｄ）

「申告等種別が「Ｈ」または「Ｊ」の場合は、本
業務が入力された日が輸入（引取）申告及
び特例申告が可能であること。」を、
「申告等種別が「Ｈ」または「Ｊ」の場合で、入
力者が認定通関業者でない場合は、本業務
が入力された日において特例輸入者である
こと。」に変更

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築における
輸入申告の改変

11 IDA 概要 ４．入力条件
（13）原産地関連
チェック
（Ｄ）①②

「ＦＴＡ締結国」を、
「ＦＴＡ（バイ協定）締結国」と「ＦＴＡ（マルチ協
定）締結国」に分けるよう変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

12 IDA 概要 ４．入力条件
（13）原産地関連
チェック
（Ｆ）

バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件を
別にするよう変更
（チェックを分けたことにより、以降、項番を
変更)

＜変更前＞
「原産地コード」欄に「ＦＴＡ締結国」に対応す
るコードの入力があること。

＜変更後＞
①「原産地証明書識別」欄がバイ協定用の
コードの場合は、「原産地コード」欄に「ＦＴＡ
（バイ協定）締結国」に対応するコードの入
力があること。
②「原産地証明書識別」欄がマルチ協定用
のコードの場合は、「原産地コード」欄に「ＦＴ
Ａ（マルチ協定）締結国」に対応するコードの
入力があること。

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

13 IDA 概要 ４．入力条件
（15）輸入品目関連
チェック
３．統計計上識別
チェック

申告等種別「Ｈ」「Ｊ」の場合に、チェックを行
うよう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

14 IDA 概要 ４．入力条件
（16）関税減免税関連
チェック
５．適用品目チェック

申告等種別「Ｊ」の場合にチェックを行うよう
変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

15 IDA 概要 ４．入力条件
（16）関税減免税関連
チェック
５．適用品目チェック

「輸入関税減免税コードＤＢに減税である旨
の登録がされていないこと。」を、
「輸入関税減免税コードＤＢに減税・控除で
ある旨の登録がされていないこと。」に変更

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

16 IDA 概要 ４．入力条件
（18）内国消費税等減
免税関連チェック
３．入力形式チェック

申告等種別「Ｊ」の場合にチェックを行うよう
変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

17 IDA 概要 ４．入力条件
（20）担保関連チェック
５．担保提供原因
チェック①

「「関税減免税コード」欄に再輸出免税に対
応するコードの入力がある場合または「内国
消費税等減免税コード」欄に再輸出免税用
の内国消費税等減免税に対応するコードの
入力がある場合は、担保ＤＢに再輸出免税
用の担保提供原因が登録されていること。」
を申告等種別「Ｊ」の場合に、チェックを行う
よう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

18 IDA 概要 ４．入力条件
（20）担保関連チェック
５．担保提供原因
チェック①

「１回目の「担保登録番号」欄に入力された
担保登録番号にかかる担保ＤＢに、輸入（引
取）申告用の担保提供原因が登録されてい
ること。」に、「１回目の「担保登録番号」欄に
入力がある場合は、」を追記

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

19 IDA 概要 ４．入力条件
（22）特恵税率使用可
否チェック

・タイトルを「特恵使用可否チェック」から「特
恵税率使用可否チェック」に変更
・「申告等種別が「Ｊ」で、かつ、特恵税率を
使用する旨の入力がある場合は、以下のい
ずれかに該当すること。①特別特恵税率適
用品目であること。②月別特恵該当でない
こと。」を、
「申告等種別が「Ｊ」の場合で、特恵税率（特
別特恵税率を除く。）が適用される場合は、
特恵税率の管理方式がエスケープ・クロー
ズ方式であること（シーリング方式でないこ

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

20 IDA 概要 ４．入力条件
（23）特殊関税適用品
目関連チェック
旧⑨

チェックを削除 仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

21 IDA 概要 ４．入力条件
（24）自由貿易協定関
連チェック
（Ａ）自由貿易協定適
用可能原産地チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・チェックを行わない条件「ただし、自由貿易
協定に基づく税率の管理方式が特殊なシー
リング方式の場合で、～」を追記

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

22 IDA 概要 ４．入力条件
（24）自由貿易協定関
連チェック
（Ｂ）少額の自由貿易
協定扱いの価格チェッ

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・「少額の自由貿易協定扱い」を「少額扱い
の自由貿易協定」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

23 IDA 概要 ４．入力条件
（24）自由貿易協定関
連チェック
（Ｄ）自由貿易協定関
税割当品目チェック②

②を追加 仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

24 IDA 概要 ４．入力条件
（24）自由貿易協定関
連チェック
（Ｅ）自由貿易協定に
基づく税率の使用可
否チェック

（Ｅ）を追加
申告等種別が「Ｊ」の場合で、自由貿易協定
に基づく税率が適用される場合は、自由貿
易協定に基づく税率の管理方式が特殊な
シーリング方式でないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

25 IDA 概要 ４．入力条件
（26）その他のチェック
⑨

＜文言の変更＞
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

26 IDA 概要 ４．入力条件
（26）その他のチェック
⑧

⑧に貨物到着前輸入申告扱いに係るチェッ
クを追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

27 IDA 概要 ４．入力条件
（26）その他のチェック
⑪

以下の記述を追加。
「⑪「納期限延長コード」欄に「Ｔ」または「Ｆ」
が入力された場合で、かつ、「内国消費税等
種別コード」欄に酒税またはたばこ税及びた
ばこ特別税に係るコードが入力された場合
は、関税、特殊関税、消費税に係るコード以
外の入力がないこと。」

記述の追記

28 IDA 概要 ５．処理内容
（＊１２）

再移入承認申請を追加 仕様変更
制度改正対応／再移入承認申請のシ
ステム対応

29 IDA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ａ）特恵税率の適用
（ｂ）＜Ｃ＞＜ｂ＞①及
び②

記述の統一のため、「特恵税率の適用方
式」を「特恵税率の管理方式」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

30 IDA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｂ）自由貿易協定に
基づく税率の適用

・自由貿易協定(バイ協定)に基づく税率の適
用に変更
・「なお、最初蔵入等承認年月日における税
率を適用する旨がシステムに登録されてい
る場合は、最初蔵入等承認年月日で処理を
行う。」を削除
・「ただし、自由貿易協定（バイ協定）に基づ
く税率の管理方式が特殊なシーリング方式
の場合は、～」を追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

31 IDA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｃ）自由貿易協定（マ
ルチ協定）に基づく税
率の適用

処理追加
（以降、項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

32 IDA 概要 ５．処理内容
（16）統合処理
（Ｂ）申告等種別が
「Ｈ」の場合

「また、「ＮＡＣＣＳ用コード」欄に自国産品の
再輸入貨物である旨のコードが入力された
欄については、自国産品の再輸入貨物であ
る旨のコードが入力された欄で統合を行
う。」を追記

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

33 IDA 概要 ７．特記事項
（１）納期限延長コード
の入力方法について

・「申告等種別コード」欄及び「納期限延長
コード」欄に入力可能な組み合わせの表を
追加。
・「申告等種別コード」欄と「納期限延長コー
ド」欄の組み合わせの表における申告等種
別コード「Ｙ」の列について、記載を「－」に修
正。併せて凡例に「－：対象外」を追加。

記述の修正

34 IDA 概要 ７．特記事項
（１）納期限延長コード
の入力方法について

・「Ｔ」「Ｆ」に＊３７を付与
・「Ｅ」に＊３８を付与

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

35 IDA 概要 ７．特記事項
（２）原産地証明書識
別の入力方法につい
て

・申告等種別「Ｊ」の場合に、「７」を入力でき
ないことを追加
・「入力可能なコード」の「自由貿易協定用」
を、「バイ協定用」と「マルチ協定用」に分け
るよう変更
・従来のコードを「バイ協定用」とする
・「マルチ協定用」としてコード追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

36 IDA 入力項目表 項番5　申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

37 IDA 入力項目表 項番13　輸入者コード ①「入力がない場合の補完項目」に「貨物情
報ＤＢ」を追記
②入力条件／形式に「（１）無符号輸入者の
場合、入力不要」を追記

記述の追加

38 IDA 入力項目表 項番24　輸入取引者
コード

入力条件／形式（２）を追加
以降、項番を変更

記述の追加

39 IDA 入力項目表 項番22　一括申告等
識別

入力条件／形式（２）
貨物到着前輸入申告扱いでは入力できない
旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

40 IDA 入力項目表 項番34　Ｂ／Ｌ番号／
ＡＷＢ番号

入力条件／形式（４）
貨物到着前輸入申告扱いでは複数Ｂ／Ｌの
入力ができない旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

41 IDA 入力項目表 項番39　記号番号
項番42　入港年月日

申告等種別「Ｈ」「Ｊ」の場合に、条件を「Ｆ」
から「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

42 IDA 入力項目表 項番40 積載船舶コー
ド

入力条件／形式を以下の様に変更

「航空貨物の場合は、「Ａ」を入力」を
「（１）航空貨物の場合は、「Ａ」を入力
（２）システムから補完される積載船舶コード
が「９９９９」の場合は、必須入力」に変更

仕様の変更
「積載船舶コード」欄の貨物情報からの
補完について（輸入申告関連）

43 IDA 入力項目表 項番41　積載船（機）
名

入力条件／形式（３）
以下の条件に変更
（３）航空貨物の場合は、航空会社コード（２
桁）、フライトナンバー（４桁）、スラッシュ（１
桁）、日付（ＤＤＭＭＭ）の体系で入力するこ
と

記述の修正

44 IDA 入力項目表 項番48　戻税申告識
別

申告等種別「Ｊ」の場合に、条件を「Ｘ」から
「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

45 IDA 入力項目表 項番81　最初蔵入等
承認年月日

入力条件／形式
（４）申告等種別「Ｍ」を削除

仕様変更
制度改正対応／再移入承認申請のシ
ステム対応

46 IDA 入力項目表 項番82
蔵入等先保税地域
コード

入力条件／形式（３）
貨物到着前輸入申告扱いでは入力できない
旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

47 IDA 入力項目表 項番87　担保登録番
号

申告等種別「Ｈ」「Ｊ」の場合に、条件を「Ｍ」
から「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

48 IDA 入力項目表 項番93　ＮＡＣＣＳ用
コード

入力条件／形式
（３）から、「及び「Ｙ」」を削除

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

49 IDA 入力画面 担保登録番号 ＜レイアウト変更＞
・「担保登録番号」欄（繰返し１回目のみ）を
必須項目から任意項目に変更
・「担保登録番号」欄のラベルを「担保番号
＊」から「担保番号」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

50 IDA 入力画面 戻税申告識別 ＜レイアウト変更＞
・「戻税申告識別」欄を非表示項目から表示
項目に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

51 IDA 入力画面 担保登録番号 ＜レイアウト変更＞
・「担保登録番号」欄（繰返し１回目のみ）を
必須項目から任意項目に変更
・「担保登録番号」欄のラベルを「担保番号
＊」から「担保番号」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

52 SWA 概要 ５．処理内容 「なお、他法令手続処理で関連省庁システ
ムの届出・申請番号を払い出すエラー（後述
の７．特記事項参照。）になった場合は、処
理結果通知に係る出力情報出力処理を行
う。」を削除。

記述の削除

53 SWA 概要 ６．出力情報 出力情報から「シングルウィンドウ輸入申告
等入力控情報」を削除するとともに、以下の
情報を追加。
・「輸入申告等入力控情報」
・「食品等輸入届出事項登録応答情報」
・「食品等輸入届出事項登録情報」
・「植物等輸入検査申請事項登録応答情
報」
・「植物等輸入検査申請事項登録申請番号
入力不可情報」
・「畜産物輸入検査申請事項登録応答情
報」
「畜産物輸入検査申請事項登録情報」

記述の削除と追記
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

54 SWA 概要 ６．出力情報 情報名「処理結果通知」の出力条件に「エ
ラーが発生した場合、出力情報コード「＊Ｓ
ＳＷＡ」を、正常終了した場合、「＊ＳＩＤＡ」を
出力する。また、ＩＦＡ、ＩＰＡ、ＩＬＡに入力が
あった場合、それぞれ「＊ＣＩＦＡ」、「＊ＣＩＰ
Ａ」、「＊ＣＩＬＡ」を出力する。」を追記。

記述の追記

55 SWA 概要 ６．出力情報 「処理結果通知」の説明を以下の５種類に
分け、処理結果の種類ごとに説明するよう
に変更した。
・処理結果通知（ＳＷＡ）
・処理結果通知（ＩＤＡ）
・処理結果通知（ＩＦＡ）
・処理結果通知（ＩＰＡ）
・処理結果通知（ＩＬＡ）

記述の改善

56 SWA 概要 ７．特記事項
（２）本業務の入力可
能パターン

入力不可時の注釈として「×については、本
業務から起動された個別業務で届出・申請
済のエラーとなる。」を追記。

記述の追記

57 SWA 概要 ７．特記事項
（３）「制御情報」の設
定内容について

出力項目に関する制御情報の記述を削除。 記述の削除

58 SWA 概要 ７．特記事項
（５）他法令手続処理
（詳細）
（B）処理

処理の旧④。旧⑤を削除。 記述の削除

59 SWA 概要 ７．特記事項
（６）応答画面の再送
信について

「本業務が正常終了した場合、「輸入申告（Ｉ
ＤＣ）」業務の送信画面となり、再送信すると
「輸入申告（ＩＤＣ）」業務のみ行う。」を追加。
また、「ＳＷＣ業務を行なう場合は、初期画
面から行う必要がある。」を削除。

記述の追加と削除

60 SWA 概要 ７．特記事項
（６）応答画面の再送
信について

「特恵を使用する旨の原産地証明書識別を
入力すれば、特恵税率適用可能な品目があ
る旨の注意喚起メッセージを出力した場合
は、応答画面からの連続した輸入申告等は
不可となる。」を、
「特恵を使用する旨の原産地証明書識別を
入力し、特恵税率適用可能な品目がある旨
の注意喚起メッセージを出力した場合は、応
答画面からの連続した輸入申告等は不可と
なる。」
に変更した。

記述の改善

61 SWA 概要 ７．特記事項 旧（７）を削除。 記述の削除

62 SWA 処理フロー 「入力者」欄 「シングルウィンドウ輸入申告等入力控情
報」を削除するとともに、以下の情報を追
加。
・「輸入申告等入力控情報」
・「食品等輸入届出事項登録応答情報」
・「食品等輸入届出事項登録情報」
・「植物等輸入検査申請事項登録応答情
報」
・「植物等輸入検査申請事項登録申請番号
入力不可情報」
・「畜産物輸入検査申請事項登録応答情
報」

記述の削除と追加

63 SWA 処理フロー 「NACCS」欄 入出力ＤＢから「シングルウィンドウ処理結
果ＤＢ」を削除。

記述の削除

64 SWA 入力項目表 項番13　積載船（機）
名

入力条件／形式（３）
以下の条件に変更
（３）航空貨物の場合は、航空会社コード（２
桁）、フライトナンバー（４桁）、スラッシュ（１
桁）、日付（ＤＤＭＭＭ）の体系で入力するこ
と

記述の修正

65 SWA 入力項目表 項番16　輸入者 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述の追加

66 SWA 入力項目表 「入力項目表（共通）」 条件から「申告等種別Ｋ／Ｄ／Ｕ／Ｌ／Ｂ／
Ｅ」列を削除。

記述の削除
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

67 SWA 入力項目表 「入力項目表（共通）」
項番2

１桁目から７桁目の入力内容を「ＳＷＡ００△
△」に変更。

記述の修正

68 SWA 入力項目表 「入力項目表（共通）」
項番4～6

制御情報の「条件」をＣからＭに変更。 記述の修正

69 SWA 入力項目表 「入力項目表（共通）」
項番17～22

入力が無い場合の補完項目を、①国内用輸
出入者ＤＢ②貨物情報ＤＢに変更。

記述の修正

70 SWA 入力項目表 「入力項目表（共通）」
項番23

「入力条件／形式欄」の記述を削除。 記述の削除

71 SWA 入力項目表 「入力項目表（ＩＤＡ）」
「入力項目表（ＩＦＡ）」
「入力項目表（ＩＰＡ）」
「入力項目表（ＩＬＡ）」
項番1

入力条件に「ただし、入力が省略された場合
で、共通画面に入力がある場合は、共通画
面に入力された内容で補完する。」を追記。

記述の追記

72 SWA 処理結果通知 「処理結果通知（＊Ｓ
ＳＷＡ）」

旧項番5～旧項番7を削除。 記述の削除

73 SWA 処理結果通知 「処理結果通知（＊ＳＩ
ＤＡ）」

処理結果通知（＊ＳＩＤＡ）を追加。 処理結果通知の追加

74 SWA 処理結果通知 「処理結果通知（＊ＣＩ
ＦＡ）」

処理結果通知（＊ＣＩＦＡ）を追加。 処理結果通知の追加

75 SWA 処理結果通知 「処理結果通知（＊ＣＩ
ＰＡ）」

処理結果通知（＊ＣＩＰＡ）を追加。 処理結果通知の追加

76 SWA 処理結果通知 「処理結果通知（＊ＣＩ
ＬＡ）」

処理結果通知（＊ＣＩＬＡ）を追加。 処理結果通知の追加

77 IDB 概要 旧４．入力条件
（４）貨物情報ＤＢ
チェック（H）

「（Ｈ）一括申告する場合は、仕分けの子に
登録されているすべての個数単位及び重量
単位（グロス）が同一であること。」
を削除。併せて項番修正。

仕様の改善

78 SWB 概要 １．業務概要 「～業務によりシステムに登録した情報を呼
出す。」
→「～業務により輸出入手続インターフェー
スシステムに登録した情報を呼出す。」に修
正

記述の修正

79 SWB 概要 ４．入力条件　旧（３） 「（３）システム状態チェック」を削除し、以
降、項番を振り直し

記述の削除

80 SWB 概要 ４．入力条件　旧（７）
～（９）

（７）食品等輸入届出チェック、（８）植物等輸
入検査申請チェック、（９）畜産物輸入検査
申請チェックを削除

記述の削除

81 SWB 概要 ５．処理内容　旧（３） 「（３）関連省庁システム情報取得処理」を削
除し、以降、項番を振り直し

記述の削除

82 SWB 概要 ７．特記事項（２） （２）本業務の出力パターン
他省庁手続きの状態によるパターン分けが
なくなるため、パターン表を削除し「入力パ
ターンに応じて得られた登録済情報を共通
画面、およびＩＤＡタブに出力する。」の一文

記述の修正

83 SWB 概要 ７．特記事項（３） （３）「制御情報」の設定内容について
入力項目の「制御情報」の設定に係る記述
を削除

記述の削除

84 SWB 概要 ７．特記事項　旧（５） 「（５）関連省庁システム情報取得処理（詳
細）」
を削除

記述の削除

85 SWB 処理フロー ・「NACCS」欄
・「輸出入手続イン
ターフェースシステム」
欄

「NACCS」欄より「入出力ＤＢ」と関する記述
を削除
「関連省庁システム」欄を「輸出入手続イン
ターフェースシステム」欄に変更し、「抽出・
送信処理」と連動する旨を示

記述の削除
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

86 SWB 入力項目表 旧項番2　制御情報
（共通画面）
旧項番3　制御情報（Ｉ
ＤＡタブ）
旧項番4　制御情報（Ｉ
ＦＡタブ）
旧項番5　制御情報（Ｉ
ＰＡタブ）
旧項番6　制御情報（Ｉ
ＬＡタブ）

「制御情報（共通画面）」「制御情報（ＩＤＡタ
ブ）」「制御情報（ＩＦＡタブ）」「制御情報（ＩＰＡ
タブ）」「制御情報（ＩＬＡタブ）」を削除

表記の修正

87 SWB 処理結果通知 項番1　出力共通項目 「出力共通項目」の出力条件／形式欄の
「～のみの入力がある場合」の記述から「の
み」を削除。加えて出力の優先順位を明確
にするよう修正。

記述の修正

88 SWB 処理結果通知 旧項番4　ＩＤＢ情報
旧項番5　ＩＦＢ情報
旧項番6　ＩＰＢ情報
旧項番7　ＩＬＢ情報

「ＩＤＢ情報」「ＩＦＢ情報」「ＩＰＢ情報」「ＩＬＢ情
報」を削除

処理結果通知の削除

89 SWX 概要 ７．特記事項 旧（１）を削除
以降項番を変更

記述の削除

90 SWX 入力項目表 旧項番2　制御情報
（共通画面）
旧項番3　制御情報（Ｉ
ＤＡタブ）
旧項番4　制御情報（Ｉ
ＦＡタブ）
旧項番5　制御情報（Ｉ
ＰＡタブ）
旧項番6　制御情報（Ｉ
ＬＡタブ）

旧項番2～旧項番6を削除
以降項番を変更

記述の削除

91 IDC 概要 １． 業務概要（１）Ｋ ＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

92 IDC 概要 １． 業務概要（３） 申告条件：通常申告
自動起動条件を以下のとおり変更
　「搬入時申告が税関の開庁時間外に自動
起動された場合で、起動された時刻に係る
時間外執務要請届がされていない場合は、
翌平日の予め定められた時刻に自動起動さ
れる。」
　「翌税関開庁時刻を契機に自動起動」→

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

93 IDC 概要 １． 業務概要（３） 申告条件：本申告
自動起動条件を以下のとおり変更
「本申告が税関の開庁時間外に自動起動さ
れた場合で、起動された時刻に係る時間外
執務要請届がされていない場合は、翌平日
の予め定められた時刻に自動起動される。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

94 IDC 概要 １． 業務概要（３） 申告条件：開庁時申告の登録
自動起動条件を以下のとおり変更
「搬入時申告または本申告が税関の開庁時
間外に自動起動された場合で、起動された
時刻に係る時間外執務要請届がされていな
い場合は、開庁時申告の登録が自動に行
われる。
ただし、翌平日の予め定められた時刻を待
たずに通常申告または本申告を行う場合

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

95 IDC 概要 １． 業務概要（４） 申告条件：通常申告、本申告
実施可能時間帯を「税関執務時間内」→「税
関開庁時間内」へ変更
特記事項を以下のとおり変更
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、業務を行った時刻に係る時間外執務要
請届がされている必要がある。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

96 IDC 概要 １． 業務概要（４） 申告条件：開庁時申告の登録
「税関執務時間外」→「税関開庁時間外」へ
変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

97 IDC 概要 １． 業務概要（12） ＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

98 IDC 概要 ４． 入力条件　表
項番４

＜文言の変更＞
「税関執務時間チェック」→「税関開庁時間
チェック」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

99 IDC 概要 ４． 入力条件　表
項番５

＜文言の変更＞
「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

100 IDC 概要 旧４． 入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック
項番13

項番13を削除
（以降の項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

101 IDC 概要 ４．入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック　項番13

以下のチェックを追加
「輸入申告ＤＢに登録されている入港年月日
は本業務が行われた日より未来日でないこ
と。」

記述の追記

102 IDC 概要 ４． 入力条件（４） ＜文言の変更＞
「税関執務時間チェック」→「税関開庁時間
チェック」へ変更　「執務時間外」→「開庁時
間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

103 IDC 概要 ４． 入力条件（５） 「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更
チェック内容を以下のとおり変更
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。
旧（＊６）を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

104 IDC 概要 旧４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック項番９、１０

「項番９　一括申告する場合は、仕分けの子
に登録されているすべての個数単位及び重
量単位（グロス）が同一であること。」
「項番１０　複数のＢ／Ｌ番号が輸入申告ＤＢ
に登録されている場合は、貨物情報ＤＢに
登録されているすべての個数単位及び重量
単位（グロス）が同一であること。」
を削除。併せて項番修正。

仕様の改善

105 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック　項番４

貨物到着前輸入申告扱いの場合は蔵置場
のチェックを行わない旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

106 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック　項番12

「本船・ふ中扱い貨物の場合は、「積荷目録
提出（ＤＭＦ）」業務が行われていること。」に
「（「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務により
登録された貨物の場合を除く。）」を追記

仕様の改善

107 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック
項番１４

「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容より小さい値であること。」を、
「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容と同一であること。」に変更。

仕様の変更
輸入申告関連業務のコンテナ本数
チェックの変更

108 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック
項番24

以下のチェックを追記
「船卸確認登録が行われていないこと。」
「システム外搬入貨物でないこと。」
「混載子Ｂ／Ｌの場合は、対象の混載親Ｂ／
Ｌの船卸確認登録が行われていないこと。」
以下のチェックを削除
「貨物が蔵置されていないこと。」

記述の修正

109 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック　項番26

貨物到着前輸入申告扱いに係るチェックを
追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

110 IDC 概要 ４．入力条件
（７）貨物情報ＤＢ
チェック　項番27③

「ただし、予備申告中の場合は、チェックを
行わない。」を削除

記述の削除

111 IDC 概要 ４．入力条件
（10）適用法令チェック
（Ｌ）輸出入者関連
チェック④

「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合は、本業務の入力
日が輸入（引取）申告及び特例申告が可能
であること。」を、
「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合で、入力者が認定
通関業者でない場合は、本業務の入力日に
おいて特例輸入者であること。」に変更

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築における
輸入申告の改変

112 IDC 概要 ４．入力条件
（10）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック

チェックを行わない場合の条件「なお、自由
貿易協定に基づく税率の管理方式が特殊な
シーリング方式の場合で、～」を記述

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

113 IDC 概要 ４．入力条件
（10）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック①

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

114 IDC 概要 ４．入力条件
（10）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック②

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

115 IDC 概要 ４．入力条件
（10）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック③

・新規チェックを追加
「③事項登録日から本業務が行われた日ま
での間にＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢの登録内容
に変更がないこと。」
・以降の項番を変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

116 IDC 概要 ４．入力条件
（12）担保関連チェック
（Ａ）（ｅ）

以下の記述を追記
「ただし、ＩＤＡ業務またはＩＤＡ０１業務におい
て１回目の「担保登録番号」欄に入力されて
いない場合は、チェックを行わない。」

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

117 IDC 概要 ４．入力条件
（12）担保関連チェック
（Ａ）②

「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合（輸入申告ＤＢに
担保登録番号及び担保額が登録されていな
い場合も含む。）」を、
「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合で、輸入申告ＤＢ
に担保登録番号が登録されている場合（輸
入申告ＤＢに担保額が登録されていない場
合も含む。）」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

118 IDC 概要 ４． 入力条件（13）保
税地域関連チェック

旧③を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

119 IDC 概要 ５．処理内容　表 時間外執務要請届使用実績DB処理を追加 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

120 IDC 概要 ５．処理内容　表 ＊７→＊６に変更。以降、＊の付いた項番を
１つずつ繰り下げ。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

121 IDC 概要 ５．処理内容
（２）申告条件切替え
処理

（Ｂ）の記述を以下のとおり変更
税関の開庁時間外に本申告または搬入時
申告が自動起動した場合で、起動された時
刻に係る時間外執務要請届がされてない場
合は、申告条件を開庁時申告の登録へ切り

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

122 IDC 概要 ５．処理内容
（９）時刻起動電文ＤＢ
処理

＜文言の変更＞
「臨時開庁承認された時間」→「時間外執務
要請届の届出時間帯」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

123 IDC 概要 ５．処理内容（10） 旧（Ｄ）（Ｅ）の記述を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

124 IDC 概要 ５．処理内容
（12）担保引落とし処
理

「ただし、特例申告納期限延長に係る担保
引落とし処理は行わない。」
を
「ただし、特例申告に係る担保引落とし処理
は行わない。」
に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

125 IDC 概要 ５．処理内容（14）（B）
（a）③

＜文言の変更＞
「翌開庁時刻」→「翌平日の予め定められた
時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

126 IDC 概要 ５．処理内容
（15）特例申告受理処
理

「特例申告納期限延長に係る」を削除 仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

127 IDC 概要 ５．処理内容
（15）特例申告受理処
理
（Ａ）担保引落とし処理
（ａ）引落とし処理②

②「担保提供原因毎に引落とし結果を担保
引落とし回復ＤＢに登録する。ただし、納期
限延長用の担保提供原因の場合は、登録し
ない。」を追加
（以降の項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

128 IDC 概要 ５．処理内容(17) （17）時間外執務要請届使用実績ＤＢ処理を
追加
以降の項番を１つずつ繰り上げ。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

129 IDC 概要 ６．出力情報
「輸入申告等控情報」

「輸入申告等控情報」欄の「⑯総保入承認
申請変更」を「⑯総保入承認申請変更控」に
修正。

記述の修正

130 IDC 概要 ６．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

以下の条件を追記
「ただし、最初蔵入等承認年月日が登録さ
れている場合で、複数のＢ／Ｌ番号が登録さ
れている場合は出力しない」

記述の修正
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

131 IDC 概要 ６．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（Ｕ）情報」の出力条件に以
下の条件を追記
「③船卸確認前である」

記述の修正

132 IDC 概要 ６．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（輸入）情報」の出力条件に
貨物到着前輸入申告扱いに係る条件を追
記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

133 IDC 概要 ７．特記事項 旧（6)を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

134 IDC 処理フロー 入力ＤＢ ・「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を削除
・「ＦＴＡ税率適用管理ＤＢ」「マルチ協定税率
適用管理ＤＢ」「ＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢ」を
追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

135 IDC 処理フロー 許可・承認貨物（Ｕ）情
報

宛先及び出力条件を追記 仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

136 IDC 処理フロー 輸入申告（通常申告
／本申告）

以下のＤＢを削除
・臨時開庁ＤＢ
・手数料予納ＤＢ
・手数料引落としＤＢ
入力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届ＤＢ
出力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届使用実績ＤＢ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

137 IDC 入力項目表 項番3　申告条件コー
ド

「貨物到着前輸入申告扱いの場合は、「Ｋ」
のみ入力可」を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

138 IDC 入力項目表 項番4　臨時開庁識別 項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
出力条件／形式
使用しないへ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

139 IDC 入力画面 臨時開庁識別 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

140 SWC 概要 ４．入力条件（４）輸入
申告ＤＢチェック

旧（Ｈ）の項目を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

141 SWC 概要 ７．特記事項 旧（２）を削除 記述の削除

142 SWC 入力項目表 旧項番2　制御情報
（共通画面）
旧項番3　制御情報（Ｉ
ＤＡタブ）
旧項番4　制御情報（Ｉ
ＦＡタブ）
旧項番5　制御情報（Ｉ
ＰＡタブ）
旧項番6　制御情報（Ｉ
ＬＡタブ）

旧項番2～旧項番6を削除
以降項番を変更

記述の削除

143 SWC 入力項目表 項番4　臨時開庁識別 項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
出力条件／形式
使用しない　へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

144 SWC 入力画面 臨時開庁識別 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

145 IDA01 概要 １．業務概要 「貨物到着前輸入申告扱いを利用する場合
は、本業務でその旨を入力する。」を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

146 IDA01 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

147 IDA01 概要 １．業務概要 「「輸入申告（ＩＤＣ）」業務後、許可・承認前
（特例申告に係る事項登録の場合は、輸入
（引取）許可後）に以下の手続（以下、輸入
申告等という。）に係る変更事項を登録す
る。」を、
「「輸入申告（ＩＤＣ）」業務後、許可・承認前
（特例申告に係る事項登録の場合は、輸入
（引取）許可後）に以下の手続（以下、輸入
申告等という。）に係る変更事項を登録また
は訂正する。」に変更。

記載の改善
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

148 IDA01 概要 ３．制限事項
（１）すべてに係る制
限事項
③

「③システム換算後の入力された数量は１２
桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未満
または１億キロリットル未満であること。」を、
「③システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ
と。」に変更。

記述の修正

149 IDA01 概要 ３．制限事項
（１）すべてに係る制
限事項
④

「④統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１２桁以下で
あること。」を、
「④統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１４桁以下で
あること。」に変更。

記述の修正

150 IDA01 概要 ４．入力条件
（21）担保関連チェック
４．引落とし可能期間
チェック

申告等種別「Ｔ」の場合の条件「（申告等種
別「Ｔ」の場合は、輸入申告ＤＢに登録されて
いる輸入（引取）許可年月日）」を追加

記述の追記

151 IDA01 概要 ４．入力条件
（１）入力者チェック②

「ただし、輸入（引取）許可後の登録の場合
はチェックを行わない。」を、
「ただし、輸入（引取）許可後の登録の場合
で、輸入（引取）申告時に特例輸入者であっ
た場合は、チェックを行わない。」に変更

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築における
輸入申告の改変

152 IDA01 概要 ４．入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック
⑦

「特例申告手作業移行」を追記 記述の修正

153 IDA01 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック
（Ｓ）

「「コンテナ扱い本数」欄に入力された項目
が、貨物情報ＤＢに登録されている内容より
小さい値であること。」を、
「「コンテナ扱い本数」欄に入力された項目
が、貨物情報ＤＢに登録されている内容と一
致すること。ただし、予備申告に係る変更事
項登録の場合は、「コンテナ扱い本数」欄に
入力された項目が、貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容以下の値であること。」に変
更。

仕様の変更
輸入申告関連業務のコンテナ本数
チェックの変更

154 IDA01 概要 旧４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック（G）、（H）

「（Ｇ）一括申告する場合は、仕分けの子に
登録されているすべての個数単位及び重量
単位（グロス）が同一であること。」
「（Ｈ）複数のＢ／Ｌ番号が入力された場合
は、登録されているすべての個数単位及び
重量単位（グロス）が同一であること。」
を削除。併せて項番修正。

仕様の改善

155 IDA01 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック

「（Ｃ）入力された通関予定蔵置場に貨物が
蔵置されていること。ただし、予備申告に係
る変更事項登録の場合は除く。また、本船・
ふ中扱い貨物の場合及び貨物到着前輸入
申告扱いの場合は除く。」
を追記。併せて以降の項番修正。

記述の修正

156 IDA01 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック

（Ｐ）に貨物到着前輸入申告扱いに係る
チェックを追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

157 IDA01 概要 ４．入力条件
（８）保税地域関連
チェック

①チェック対象項目ごとに（Ａ）「蔵入等先保
税地域コード」と（Ｂ）「通関予定蔵置場コー
ド」に階層分割。
併せて項番修正、及び、各々のチェック内容
との記載重複部分（「「蔵入等先保税地域
コード」欄に」、「「通関予定蔵置場コード」欄
に」）を削除。

②（Ｂ）に「ただし、ＢＰ承認後の場合または
申告等種別が「Ｔ」の場合は、チェックを行わ
ない。」を追記。
併せて追記部分と各々のチェック内容との
記載重複部分を削除。

記述の削除

158 IDA01 概要 ４．入力条件
（８）保税地域関連
チェック　④

④本船・ふ中扱い承認申請番号を入力した
場合は、「通関予定蔵置場コード」欄に本
船・ふ中に対応するコードの入力があるこ
と。」について、「ただし、ＢＰ承認後の場合
または申告等種別が「Ｔ」の場合は、チェック
を行わない。」を追記。

記述の追記

159 IDA01 概要 ４．入力条件
（８）保税地域関連
チェック　⑦⑧

貨物到着前輸入申告扱いに係るチェックを
追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

160 IDA01 概要 ４．入力条件
（10）輸出入者関連
チェック（Ｄ）

「申告等種別が「Ｈ」、「Ｊ」または「Ｔ」の場合
は、チェック対象日が輸入（引取）申告及び
特例申告が可能であること。」を、
「申告等種別が「Ｈ」または「Ｊ」の場合で、入
力者が認定通関業者でない場合は、本業務
が入力された日において特例輸入者である
こと。ただし、通常申告または本申告後の場
合は、チェックを行わない。」に変更

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築における
輸入申告の改変

161 IDA01 概要 ４．入力条件
（14）原産地関連
チェック（Ｄ）①②

「ＦＴＡ締結国」を、
「ＦＴＡ（バイ協定）締結国」と「ＦＴＡ（マルチ協
定）締結国」に分けるよう変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

162 IDA01 概要 ４．入力条件
（14）原産地関連
チェック（Ｆ）

バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件を
別にするよう変更
（チェックを分けたことにより、以降、項番を
変更)

＜変更前＞
「原産地コード」欄に「ＦＴＡ締結国」に対応す
るコードの入力があること。

＜変更後＞
①「原産地証明書識別」欄がバイ協定用の
コードの場合は、「原産地コード」欄に「ＦＴＡ
（バイ協定）締結国」に対応するコードの入
力があること。
②「原産地証明書識別」欄がマルチ協定用
のコードの場合は、「原産地コード」欄に「ＦＴ
Ａ（マルチ協定）締結国」に対応するコードの
入力があること。

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

163 IDA01 概要 ４．入力条件
（14）原産地関連
チェック

（Ｇ）のチェックを追加。 仕様の変更
IBPに係る輸入申告変更事項登録業務
（ＩＤＡ０１）のチェック追加

164 IDA01 概要 ４．入力条件
（16）輸入品目関連
チェック
３．統計計上識別
チェック

申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合に、チェックを行
うよう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

165 IDA01 概要 ４．入力条件
（17）関税減免税関連
チェック
５．適用品目チェック

申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合にチェックを行う
よう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

166 IDA01 概要 ４．入力条件
（17）関税減免税関連
チェック
５．適用品目チェック

「輸入関税減免税コードＤＢに減税である旨
の登録がされていないこと。」を、
「輸入関税減免税コードＤＢに減税・控除で
ある旨の登録がされていないこと。」に変更

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

167 IDA01 概要 ４．入力条件
（19）内国消費税等減
免税関連チェック
３．入力形式チェック

申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合にチェックを行う
よう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

168 IDA01 概要 ４．入力条件
（21）担保関連チェック
５．担保提供原因
チェック①

「「関税減免税コード」欄に再輸出免税に対
応するコードの入力がある場合または「内国
消費税等減免税コード」欄に再輸出免税用
の内国消費税等減免税に対応するコードの
入力がある場合は、担保ＤＢに再輸出免税
用の担保提供原因が登録されていること。」
を申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合に、チェックを
行うよう変更（「○」を付与）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

169 IDA01 概要 ４．入力条件
（21）担保関連チェック
５．担保提供原因
チェック①

「１回目の「担保登録番号」欄に入力された
担保登録番号にかかる担保ＤＢに、輸入（引
取）申告用の担保提供原因が登録されてい
ること。」に、「１回目の「担保登録番号」欄に
入力がある場合は、」を追記

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

170 IDA01 概要 ４．入力条件
（23）特恵税率使用可
否チェック

・タイトルを「特恵使用可否チェック」から「特
恵税率使用可否チェック」に変更
・「申告等種別が「Ｊ」または「Ｔ」で、かつ、特
恵税率を使用する旨の入力がある場合は、
以下のいずれかに該当すること。①特別特
恵税率適用品目であること。②月別特恵該
当でないこと。」を、
「申告等種別が「Ｊ」または「Ｔ」の場合で、特
恵税率（特別特恵税率を除く。）が適用され
る場合は、特恵税率の管理方式がエスケー
プ・クローズ方式であること（シーリング方式
でないこと）。」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

171 IDA01 概要 旧４．入力条件
（24）特殊関税適用品
目関連チェック⑨

チェックを削除 仕様変更
制度改正対応／特殊関税に係る特例
申告のシステム対応

172 IDA01 概要 ４．入力条件
（25）自由貿易協定関
連チェック
（Ａ）自由貿易協定適
用可能原産地チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・チェックを行わない条件「ただし、自由貿易
協定に基づく税率の管理方式が特殊なシー
リング方式の場合で、～」を追記

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

173 IDA01 概要 ４．入力条件
（25）自由貿易協定関
連チェック
（Ｂ）少額扱いの自由
貿易協定の価格

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・「少額の自由貿易協定扱い」を「少額扱い
の自由貿易協定」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

174 IDA01 概要 ４．入力条件
（25）自由貿易協定関
連チェック
（Ｄ）自由貿易協定関
税割当品目チェック②

・既存の条件を①として②を追記
「②入力された品目コードが自由貿易協定
関税割当品目である旨の登録がされていな
い場合は、「原産地証明書識別」欄に「自由
貿易協定関税割当品目で自由貿易協定関
税割当証明書がある場合」に対応するコー
ドの入力がないこと。」

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

175 IDA01 概要 ４．入力条件
（25）自由貿易協定関
連チェック
（Ｅ）自由貿易協定に
基づく税率の使用可
否チェック

（Ｅ）を追加
申告等種別が「Ｊ」または「Ｔ」の場合で、自
由貿易協定に基づく税率が適用される場合
は、自由貿易協定に基づく税率の管理方式
が特殊なシーリング方式でないこと。

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

176 IDA01 概要 ４．入力条件
（26）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

「「納付方法識別」欄に「Ｍ」が入力された場
合で、」を「入力された申告等番号の納付方
法がマルチペイメントネットワーク（以下、Ｍ
ＰＮという。）の場合で、」に変更。

記述の修正

177 IDA01 概要 ４．入力条件
（26）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

「（Ａ）開庁時マルチペイメントネットワーク
（以下、ＭＰＮという。）消込」を「（Ａ）開庁時
ＭＰＮ消込」に変更。

記述の修正

178 IDA01 概要 ４．入力条件
（26）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

179 IDA01 概要 ４．入力条件
（27）インボイス・パッ
キングリストＤＢチェッ

「なお、ＢＰ承認後の場合または申告等種別
が「Ｔ」の場合は、チェックを行わない。」を追
記。

記述の追記

180 IDA01 概要 ４．入力条件
（28）その他のチェック
⑨

⑨に貨物到着前輸入申告扱いに係るチェッ
クを追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

181 IDA01 概要 ４．入力条件
（28）その他のチェック
⑩

＜文言の変更＞
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

182 IDA01 概要 ４．入力条件
（28）その他のチェック
⑫

以下の記述を追加。
「⑫「納期限延長コード」欄に「Ｔ」または「Ｆ」
が入力された場合で、かつ、「内国消費税等
種別コード」欄に酒税またはたばこ税及びた
ばこ特別税に係るコードが入力された場合
は、関税、特殊関税、消費税に係るコード以
外の入力がないこと。」

記述の追記

183 IDA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ａ）特恵税率の適用
（ｂ）＜Ｃ＞＜ｂ＞①及
び②

記述の統一のため、「特恵税率の適用方
式」を「特恵税率の管理方式」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

184 IDA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｂ）自由貿易協定（バ
イ協定）に基づく税率
の適用

・自由貿易協定(バイ協定)に基づく税率の適
用に変更
・「なお、最初蔵入等承認年月日における税
率を適用する旨がシステムに登録されてい
る場合は、最初蔵入等承認年月日で処理を
行う。」を削除し、最初蔵入等承認年月日に
よる税率適用の記述を詳細化

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

185 IDA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｃ）自由貿易協定（マ
ルチ協定）に基づく税
率の適用

処理追加
（以降、項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

186 IDA01 概要 ５．処理内容
（16）統合処理
（Ｂ）申告等種別が
「Ｈ」の場合

「また、「ＮＡＣＣＳ用コード」欄に自国産品の
再輸入貨物である旨のコードが入力された
欄については、自国産品の再輸入貨物であ
る旨のコードが入力された欄で統合を行
う。」を追記

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

187 IDA01 概要 ５．処理内容
（32）インボイス・パッ
キングリストＤＢ処理

「（ＢＰ承認後の場合または申告等種別が
「Ｔ」の場合は、処理を行わない。）」を追記。
（Ａ）①の記述について、
「（予備申告の場合を除く。）」を「（予備申告
の場合は除く。）」に修正。

記述の修正

188 IDA01 概要 ５．処理内容
（＊１３）

再移入承認申請を追加 仕様変更
制度改正対応／再移入承認申請のシ
ステム対応

189 IDA01 概要 ７．特記事項
（１）納期限延長コード
の入力方法について

「申告等種別コード」欄と「納期限延長コー
ド」欄の組み合わせの表における申告等種
別コード「Ｙ」の列について、記載を「－」に修
正。併せて凡例に「－：対象外」を追加。

記述の修正

190 IDA01 概要 ７．特記事項
（１）納期限延長コード
の入力方法について

「申告等種別コード」欄及び「納期限延長
コード」欄に入力可能な組み合わせの表を
追加。

記述の追記

191 IDA01 概要 ７．特記事項
（１）納期限延長コード
の入力方法について

・「Ｔ」「Ｆ」に＊３８を付与
・「Ｅ」に＊３９を付与

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

192 IDA01 概要 ７．特記事項
（２）原産地証明書識
別の入力方法につい
て

・申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合に、「７」を入力
できないことを追加
・「入力可能なコード」の「自由貿易協定用」
を、「バイ協定用」と「マルチ協定用」に分け
るよう変更
・従来のコードを「バイ協定用」とする
・「マルチ協定用」としてコード追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

193 IDA01 概要 ７．特記事項
（９）変更不可項目に
ついて

「インボイス識別」欄の「ＢＰ承認後」の列に
「＊４３」を付与

記述の修正

194 IDA01 概要 ７．特記事項
（９）変更不可項目に
ついて

項番19「インボイス識別」について、「（＊４
３）インボイス識別がスペース、「Ａ」または
「Ｂ」の場合のみ、「Ａ」または「Ｂ」への変更
が可能。」を追記

記述の修正

195 IDA01 概要 ７．特記事項
（９）変更不可項目に
ついて

「（＊４５）到着即時輸入申告扱いに係る保
税地域コードから貨物到着前輸入申告扱い
に係る保税地域コードへの変更及び、貨物
到着前輸入申告扱いに係る保税地域コード
から到着即時輸入申告扱いに係る保税地
域コードへの変更は不可。」を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

196 IDA01 概要 ７．特記事項
（９）変更不可項目に
ついて

通関予定蔵置場コードの輸入申告等後の列
に「＊４６」を追記。
併せて、「（＊４６）本船・ふ中に対応するコー
ドへの変更は不可。」を追記。

仕様の改善

197 IDA01 入力項目表 項番8､9､14､21､22､24
～27､34～47、49～
51､53

＜申告等種別「Ｔ」の場合の「条件」列変更
＞
下記の項目について、条件を「X」→「-」に変
更。
・項番8 　「あて先官署コード」
・項番9 　「あて先部門コード」
・項番14　「輸入者名」
・項番21　「通関予定蔵置場コード」
・項番22　「一括申告等識別」
・項番24　「輸入取引者コード」
・項番25　「輸入取引者名」
・項番26　「仕出人コード」
・項番27　「仕出人名」
・項番34　「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」
・項番35　「貨物個数」
・項番36　「個数単位コード」
・項番37　「貨物重量（グロス）」
・項番38　「重量単位コード（グロス）」
・項番39　「記号番号」
・項番40　「積載船舶コード」
・項番41　「積載船（機）名」
・項番42　「入港年月日」
・項番43　「船（取）卸港コード」
・項番44　「積出地コード」
・項番45　「積出地名」
・項番46　「貿易形態別符号」
・項番47　「コンテナ扱い本数」
・項番49　「輸入貿易管理令第３条等識別」
・項番50　「輸入承認証添付識別」
・項番51　「内容点検等結果」
・項番53　「他法令コード」

記述の修正

198 IDA01 入力項目表 項番54～57、
101

＜申告等種別「Ｔ」の場合の「条件」列変更
＞
下記の項目について、条件を「X」→「-」に変
更。
・項番54 　「共通管理番号」
・項番55 　「食品衛生証明識別」
・項番56 　「植物防疫証明識別」
・項番57 　「動物検疫証明識別」

記述の修正

199 IDA01 入力項目表 項番5　申告先種別
コード

＜文言の変更＞
入力条件／形式
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

200 IDA01 入力項目表 項番13　輸入者コード 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述の修正

201 IDA01 入力項目表 項番22
一括申告等識別

入力条件／形式
貨物到着前輸入申告扱いでは入力できない
旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

202 IDA01 入力項目表 項番24　輸入取引者
コード

入力条件／形式（２）を追加
以降、項番を変更

記述の修正

203 IDA01 入力項目表 項番26　仕出人コード 入力条件／形式を追加 記述の修正
204 IDA01 入力項目表 項番34

Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番
号

入力条件／形式
貨物到着前輸入申告扱いでは複数Ｂ／Ｌの
入力ができない旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

205 IDA01 入力項目表 項番39　記号番号
項番42　入港年月日

申告等種別「Ｈ」「Ｊ」の場合に、条件を「Ｆ」
から「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

206 IDA01 入力項目表 項番４０「積載船舶
コード」

入力条件／形式を以下の様に変更

「航空貨物の場合は、「Ａ」を入力」を
「（１）航空貨物の場合は、「Ａ」を入力
（２）システムから補完される積載船舶コード
が「９９９９」の場合は、必須入力」に変更

仕様の変更
「積載船舶コード」欄の貨物情報からの
補完について（輸入申告関連）

207 IDA01 入力項目表 項番41　積載船（機）
名

入力条件／形式（３）
以下の条件に変更
（３）航空貨物の場合は、航空会社コード（２
桁）、フライトナンバー（４桁）、スラッシュ（１
桁）、日付（ＤＤＭＭＭ）の体系で入力するこ

記述の修正
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

208 IDA01 入力項目表 項番48　戻税申告識
別

申告等種別「Ｊ」「Ｔ」の場合に、条件を「Ｘ」か
ら「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

209 IDA01 入力項目表 項番81　最初蔵入等
承認年月日

入力条件／形式
（４）申告等種別「Ｍ」を削除
（５）申告等種別「Ｍ」を追加

仕様変更
制度改正対応／再移入承認申請のシ
ステム対応

210 IDA01 入力項目表 項番82
蔵入等先保税地域
コード

入力条件／形式
貨物到着前輸入申告扱いでは入力できない
旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

211 IDA01 入力項目表 項番87　担保登録番
号

申告等種別「Ｈ」「Ｊ」の場合に、条件を「Ｍ」
から「Ｃ」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

212 IDA01 入力項目表 項番93　ＮＡＣＣＳ用
コード

入力条件／形式
（３）から、「及び「Ｙ」」を削除

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

213 IDA01 入力画面 担保登録番号 ＜レイアウト変更＞
・「担保登録番号」欄（繰返し１回目のみ）を
必須項目から任意項目に変更
・「担保登録番号」欄のラベルを「担保番号
＊」から「担保番号」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

214 IDA01 入力画面 戻税申告識別 ＜レイアウト変更＞
・「戻税申告識別」欄を非表示項目から表示
項目に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

215 IDA01 入力画面 担保登録番号 ＜レイアウト変更＞
・「担保登録番号」欄（繰返し１回目のみ）を
必須項目から任意項目に変更
・「担保登録番号」欄のラベルを「担保番号
＊」から「担保番号」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

216 IDA01 入力画面 戻税申告識別 ＜レイアウト変更＞
・「戻税申告識別」欄を非表示項目から表示
項目に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

217 IDA01 入力画面 担保登録番号 ＜レイアウト変更＞
・「担保登録番号」欄（繰返し１回目のみ）を
必須項目から任意項目に変更
・「担保登録番号」欄のラベルを「担保番号
＊」から「担保番号」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

218 IDD 概要 ４．入力条件
（１）入力者チェック②

「ただし、申告等種別が「Ｔ」で「輸入者コー
ド」欄に入力がある場合はチェックを行わな
い。」を、
「ただし、申告等種別が「Ｔ」で「輸入者コー
ド」欄に入力がある場合で、輸入申告ＤＢに
登録されている輸入者コードが輸入（引取）
申告時に特例輸入者であった場合は、
チェックを行わない。」に変更

仕様変更
制度改正対応／AEO制度構築における
輸入申告の改変

219 IDD 概要 ４．入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック
⑧

「特例申告手作業移行」を追記 記述の修正

220 IDE 概要 １． 業務概要（１） ＜文言の変更＞
「税関執務時間外」→「税関の開庁時間外」
へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

221 IDE 概要 １． 業務概要（１） ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認済みであり、臨時開庁を利
用する旨が入力されて」→「時間外執務要
請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

222 IDE 概要 ４．入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック　（Ｆ）

以下のチェックを追加、及び（Ｆ）追加に伴う
項番修正
「輸入申告ＤＢに登録されている入港年月日
は本業務が行われた日より未来日でないこ
と。」

記述の修正

223 IDE 概要 ４．入力条件
（３）輸入申告ＤＢ
チェック
（Ｇ）

「特例申告手作業移行」を追記 記述の修正

224 IDE 概要 ４． 入力条件
（４）時間外執務要請
届ＤＢチェック

＜文言の変更＞
「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

225 IDE 概要 ４． 入力条件
（４）時間外執務要請
届ＤＢチェック

チェック内容を以下のとおり変更
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

226 IDE 概要 旧４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック（I）、（J）

「（Ｉ）一括申告する場合は、仕分けの子に登
録されているすべての個数単位及び重量単
位（グロス）が同一であること。」
「（Ｊ）複数のＢ／Ｌ番号が輸入申告ＤＢに登
録されている場合は、貨物情報ＤＢに登録さ
れているすべての個数単位及び重量単位
（グロス）が同一であること。」
を削除。併せて項番修正。

仕様の改善

227 IDE 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック　（Ｄ）

・貨物到着前輸入申告扱いの場合は蔵置場
のチェックを行わない旨を追記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

228 IDE 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック　（Ｋ）

「本船・ふ中扱い貨物の場合は、「積荷目録
提出（ＤＭＦ）」業務が行われていること。」に
「（「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務により
登録された貨物の場合を除く。）」を追記

仕様の改善

229 IDE 概要 ４．入力条件
（５）貨物情報ＤＢ
チェック
（Ｍ）

「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容より小さい値であること。」を、
「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容と同一であること。」に変更。

仕様の変更
輸入申告関連業務のコンテナ本数
チェックの変更

230 IDE 概要 ４．入力条件
（６）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック

チェックを行わない場合の条件を記述 仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

231 IDE 概要 ４．入力条件
（６）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック①

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

232 IDE 概要 ４．入力条件
（６）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック②

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

233 IDE 概要 ４．入力条件
（６）適用法令チェック
（Ｎ）自由貿易協定関
連チェック③

・新規チェックを追加
「③変更事項登録日から本業務が行われた
日までの間にＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢの登録
内容に変更がないこと。」
・以降の項番を変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

234 IDE 概要 ４．入力条件
（８）担保関連チェック
（Ａ）②

「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合（輸入申告ＤＢに
担保登録番号及び担保額が登録されていな
い場合も含む。）」を、
「申告等種別が輸入（引取）申告または輸入
（引取・特例）申告の場合で、輸入申告ＤＢ
に担保登録番号が登録されている場合（輸
入申告ＤＢに担保額が登録されていない場
合も含む。）」に変更

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

235 IDE 概要 ４．入力条件
（８）担保関連チェック
（Ａ）（ｄ）

申告等種別「Ｔ」の場合の条件「申告等種別
「Ｔ」の場合は、輸入申告ＤＢに登録されてい
る輸入（引取）許可年月日」を追加

記述の修正

236 IDE 概要 ４．入力条件
（８）担保関連チェック
（Ａ）（ｅ）

ＩＤＡ業務による登録の場合を削除 仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

237 IDE 概要 ４．入力条件
（８）担保関連チェック
（Ａ）（ｅ）

以下の記述を追記
「ただし、ＩＤＡ０１業務において１回目の「担
保登録番号」欄に入力されていない場合
は、チェックを行わない。」

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

238 IDE 概要 旧４． 入力条件　（９） （９）の記述を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

239 IDE 概要 ５．処理内容
（４）輸入申告ＤＢ処理

(４）輸入申告ＤＢ処理を以下のとおり変更
「申告等種別が特例申告以外の場合は、入
力された申告等番号に対して、処理結果及
び輸入申告等変更された旨を輸入申告ＤＢ
に登録する。」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

240 IDE 概要 ５．処理内容
（６）特例申告受理処
理
（Ａ）担保引落とし処理

「特例申告納期限延長に係る」を削除 仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

241 IDE 概要 ５．処理内容
（６）特例申告受理処
理
（Ａ）担保引落とし処理
（ａ）引落とし処理②

②「担保提供原因毎に引落とし結果を担保
引落とし回復ＤＢに登録する。ただし、納期
限延長用の担保提供原因の場合は、登録し
ない。」を追加
（以降の項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

242 IDE 概要 ５．処理内容
（６）特例申告受理処
理　（Ｂ）納付処理

以下の記述を追加。
「（ｃ）オンライン・リアルタイム口座処理
納付方法が口座振替の税科目がある場合
で、本業務が行われた日が特例申告口座
一括引落とし処理の特定日を過ぎている場
合は、オンライン・リアルタイム口座を利用し
て納付する場合のみ、以下の処理を行う。
①納付番号及び確認番号を払い出し、輸入
申告ＤＢの税科目毎に納付すべき税額を合
計した金額をＭＰＮ納付ＤＢに登録する。
②オンライン・リアルタイム口座引落とし処
理中の旨を輸入申告ＤＢに登録する。
③口座残高不足の旨を資金ＤＢに登録す
る。
④口座引落とし要求電文をリアルタイム口
座用Ｗｅｂサーバ向けに送信する。」
以降の項番をずらす。

記述の修正

243 IDE 概要 ５．処理内容
（８）時間外執務要請
届使用実績ＤＢ処理

（８）時間外執務要請届使用実績ＤＢ処理
を追加
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

244 IDE 処理フロー 入力ＤＢ ・「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を削除
・「ＦＴＡ税率適用管理ＤＢ」「マルチ協定税率
適用管理ＤＢ」「ＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢ」を
追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

245 IDE 処理フロー 輸入申告変更 以下のＤＢを削除
・臨時開庁ＤＢ
・手数料予納ＤＢ
・手数料引落としＤＢ
入力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届ＤＢ
出力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届使用実績ＤＢ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

246 IDE 入力項目表 項番4　臨時開庁識別 項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→-」へ変更
入力条件／形式
使用しない　へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

247 IDE 入力画面 臨時開庁識別 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

248 MWA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

249 MWA 概要 ３．制限事項② 「②統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１２桁以下で
あること。」を、
「②統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１４桁以下で
あること。」に変更。

記述の修正

250 MWA 概要 ３．制限事項③ 「③システム換算後の入力された数量は１２
桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未満
または１億キロリットル未満であること。」を、
「③システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ
と。」に変更。

記述の修正

251 MWA 入力項目表 項番8　輸入者コード 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述の修正
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

252 MWA 入力項目表 項番27　積載船（機）
名

入力条件／形式（２）
以下の条件に変更
（２）航空貨物の場合は、航空会社コード（２
桁）、フライトナンバー（４桁）、スラッシュ（１
桁）、日付（ＤＤＭＭＭ）の体系で入力するこ

記述の修正

253 MWC 概要 １． 業務概要（１） ＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

254 MWC 概要 １． 業務概要（２） 申告条件：通常申告
実施可能時間帯を「税関執務時間内」→「税
関開庁時間内」へ変更
特記事項を以下のとおり変更
「税関執務時間外」→「税関開庁時間外」
「臨時開庁承認済みであり、臨時開庁を利
用する旨が入力されて」→「時間外執務要
請届がされて」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

255 MWC 概要 １． 業務概要（２） 申告条件：開庁時申告の登録
実施可能時間帯を「税関執務時間外」→「税
関開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

256 MWC 概要 ４．入力条件
（４）開庁時申告の登
録の場合に行われる
チェック

＜文言の変更＞
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

257 MWC 概要 ４．入力条件
（５）通常申告の場合
に行われるチェック

＜文言の変更＞
「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

258 MWC 概要 ４．入力条件
（５）通常申告の場合
に行われるチェック

チェック内容を以下のとおり変更
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

259 MWC 概要 旧４．入力条件
（５）通常申告の場合
に行われるチェック
（Ｅ）

（Ｅ）を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

260 MWC 概要 ５．処理内容
（６）時間外執務要請
届使用実績ＤＢ処理

（６）時間外執務要請届使用実績ＤＢ処理を
追加
（以降の項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

261 MWC 概要 旧７．特記事項 「７．特記事項　　なし。」
を削除

記述の修正

262 MWC 処理フロー 石油製品等移出（総
保出）輸入申告（通常
申告）

以下のＤＢを削除
・臨時開庁ＤＢ
入力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届ＤＢ
出力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届使用実績ＤＢ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

263 MWC 入力項目表 項番4　臨時開庁識別 項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
出力条件／形式→使用しない

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

264 MWC 入力画面 臨時開庁識別 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

265 MWA01 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

266 MWA01 概要 ３．制限事項② 「②統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１２桁以下で
あること。」を、
「②統計数量への換算を要する品目である
場合は、換算後の統計数量は１４桁以下で
あること。」に変更。

記述の修正

267 MWA01 概要 ３．制限事項③ 「③システム換算後の入力された数量は１２
桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未満
または１億キロリットル未満であること。」を、
「③システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ
と。」に変更。

記述の修正
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

268 MWA01 概要 ４．入力条件
（16）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

「「納付方法識別」欄に「Ｍ」が入力された場
合で、」を「入力された移出輸入申告番号の
納付方法がマルチペイメントネットワーク（以
下、ＭＰＮという。）の場合で、」に変更。

記述の修正

269 MWA01 概要 ４．入力条件
（16）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

「（Ａ）開庁時マルチペイメントネットワーク
（以下、ＭＰＮという。）消込」を「（Ａ）開庁時
ＭＰＮ消込」に変更。

記述の修正

270 MWA01 入力項目表 項番8　輸入者コード 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述漏れの修正

271 MWA01 入力項目表 項番27　積載船（機）
名

入力条件／形式（２）
以下の条件に変更
（２）航空貨物の場合は、航空会社コード（２
桁）、フライトナンバー（４桁）、スラッシュ（１
桁）、日付（ＤＤＭＭＭ）の体系で入力するこ

記述の修正

272 MWE 概要 １． 業務概要 ＜文言の変更＞
「税関執務時間外」→「税関の開庁時間外」
へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

273 MWE 概要 １． 業務概要 ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認済みであり、臨時開庁を利
用する旨が入力されて」→「時間外執務要
請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

274 MWE 概要 ４．入力条件
（４）時間外執務要請
届ＤＢチェック

＜文言の変更＞
「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

275 MWE 概要 ４．入力条件
（４）時間外執務要請
届ＤＢチェック

チェック内容を以下のとおり変更
①当該申告・申請者分の時間外執務要請
届ＤＢが存在すること。
②本業務が行われた時刻が時間外執務要
請届の届出時間帯であること。

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

276 MWE 概要 ４． 入力条件 旧（８）を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

277 MWE 概要 ５．処理内容 旧（４）の②を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

278 MWE 概要 ５．処理内容
（５）時間外執務要請
届使用実績ＤＢ処理

（５）時間外執務要請届使用実績ＤＢ処理を
追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

279 MWE 処理フロー 石油製品等移出（総
保出）輸入申告変更

以下のＤＢを削除
・臨時開庁ＤＢ
・手数料予納ＤＢ
・手数料引落としＤＢ
入力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届ＤＢ
出力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届使用実績ＤＢ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

280 MWE 入力項目表 項番4　臨時開庁識別 項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
条件　「C→－」へ変更
出力条件／形式→使用しない

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

281 MWE 入力画面 臨時開庁識別 臨時開庁識別を非表示項目に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

282 CEA 概要（参考） １．業務概要（１） ＜文言の変更＞
「税関の執務時間外」→「税関の開庁時間
外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

283 CEA 概要（参考） １．業務概要（１） ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認申請が承認されて」→「時間
外執務要請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

284 CEA 概要（参考） １．業務概要（２） ＜文言の変更＞
「税関の執務時間外」→「税関の開庁時間
外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

285 CEA 概要（参考） １．業務概要（２） ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認申請が承認されて」→「時間
外執務要請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

286 CEA 概要（参考） １．業務概要（３） ＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

287 CEA 概要（参考） １．業務概要（３） ＜文言の変更＞
「税関の執務時間外」→「税関の開庁時間
外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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288 CEA 概要（参考） １．業務概要（３） ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認申請が承認されて」→「時間
外執務要請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

289 CEA 概要（参考） １．業務概要（５） ＜文言の変更＞
「税関の執務時間外」→「税関の開庁時間
外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

290 CEA 概要（参考） １．業務概要（５） ＜文言の変更＞
「臨時開庁承認申請が承認されて」→「時間
外執務要請届がされて」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

291 CEA 概要（参考） ３．出力情報
（＊４）

（＊４）について、参照先の別紙を「Ｄ０５」か
ら「Ｄ０３「輸入申告控（沖縄特免制度）情報
等について」」に修正。

記述の修正

292 CEA 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

以下の条件を追記
「ただし、最初蔵入等承認年月日が登録さ
れている場合で、複数のＢ／Ｌ番号が登録さ
れている場合は出力しない」

記述の修正

293 CEA 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（Ｕ）情報」の出力条件に以
下の条件を追記
「③船卸確認前である」

記述の修正

294 CEA 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（輸入）情報」の出力条件に
貨物到着前輸入申告扱いに係る条件を追
記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

295 CEA 概要（参考） 旧４．特記事項 内容を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

296 COW 概要（参考） １．業務概要 ＜文言の変更＞
「翌税関開庁時刻以降」→「翌平日の予め
定められた時刻」へ変更
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更
「臨時開庁承認申請が承認されている」→
「時間外執務要請届がされている」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

297 COW 概要（参考） ３．出力情報
「輸入申告等控情報」

情報名「輸入等申告控情報」を「輸入申告等
控情報」に修正。

記述の修正

298 COW 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

以下の条件を追記
「ただし、最初蔵入等承認年月日が登録さ
れている場合で、複数のＢ／Ｌ番号が登録さ
れている場合は出力しない」

記述の修正

299 COW 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（Ｕ）情報」の出力条件に以
下の条件を追記
「③船卸確認前である」

記述の修正

300 COW 概要（参考） ３．出力情報
「許可・承認貨物（輸
入）情報」の出力条件

「許可・承認貨物（輸入）情報」の出力条件に
貨物到着前輸入申告扱いに係る条件を追
記

仕様変更
制度改正／簡易申告制度における貨物
到着前申告の導入

301 COW 概要（参考） ３．出力情報
「ＩＢＰ審査終了要情
報」

ＩＢＰ審査終了要情報の出力条件について、
以下のように変更。
「①ＣＷ１業務である」→「①ＣＷ１業務、３Ｃ
Ｗ業務、１ＳＲ業務、３ＳＲ業務または１ＣＷ
業務である」

・記述の修正
・１ＳＲ業務及び３ＳＲ業務の追加のため

302 COW 概要（参考） ３．出力情報
「ＩＢＰ審査終了要情
報」

＜文言の変更＞
「執務時間内」→「一般執務時間内」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

303 COW 概要（参考） 旧４．特記事項 ４．特記事項を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

304 PAI 概要(参考) 旧４．特記事項 内容を削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

305 IID 本文 ６．出力情報
輸入申告等照会情報
等

出力条件から申告等種別が「Ｈ」、「Ｔ」の場
合の記載が抜けていたため、以下の記載を
追記。併せて他の条件を分かりやすく修正。

（２）申告等種別が「Ｈ」の場合は、輸入（引
取）申告照会情報として出力
（５）申告等種別が「Ｔ」の場合は、特例申告
照会情報として出力

記述の追記

306 AMA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

307 AMA 入力項目表 項番6　申告者コード 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述の修正

308 AMA 入力項目表 項番14　輸入取引者
コード

入力条件／形式（２）を追加
以降、項番を変更

記述の修正

309 AMC 概要 １．業務概要
４．入力条件
（5）その他のチェック

＜文言の変更＞
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

310 KKA 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

311 KKA 入力項目表 項番6　請求者コード 入力条件／形式（１）を追加
以降、項番を変更

記述の追記

312 KKA 入力項目表 項番14　輸入取引者
コード

入力条件／形式（２）を追加
以降、項番を変更

記述の追記

313 KKC 概要 １．業務概要
４．入力条件
（4）その他のチェック

＜文言の変更＞
「執務時間」→「一般執務時間」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

314 DLI01 概要 １．業務概要 再移入承認申請を追加 仕様変更
制度改正対応／再移入承認申請のシ
ステム対応

315 OTA 概要 １．業務概要（1）、（2） ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

316 OTA 概要 ３．制限事項⑤ 「⑤システム換算後の入力された数量は、１
２桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未
満または１億キロリットル未満であること。」
を、
「⑤システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ
と。」に変更。

記述の修正

317 OTA 概要 ４．入力条件　表 表に以下を追加。
9 特恵管理チェック
14 ＬＤＣ特恵除外関連チェック

及び修正に伴う項番修正

記述の修正

318 OTA 概要 ４．入力条件　表 旧４．税関執務時間チェックを削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

319 OTA 概要 旧４．入力条件（4） 税関執務時間チェックを削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

320 OTA 概要 ４．入力条件
（６）原産地関連チェッ
ク

冒頭文に以下を記載。

「「原産地コード」欄について、以下のチェッ
クを行う。ただし、「原産地コード」欄に「ＪＰ」
が入力された場合は、「ＺＺ」としてチェックを
行う。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

321 OTA 概要 ４．入力条件
（15）自由貿易協定関
連チェック
（Ａ）自由貿易協定適
用可能原産地チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

322 OTA 概要 ４．入力条件
（15）自由貿易協定関
連チェック
（Ｂ）少額扱いの自由
貿易協定の価格
チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・「少額の自由貿易協定扱い」を「少額扱い
の自由貿易協定」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

323 OTA 概要 ４．入力条件
（15）自由貿易協定関
連チェック
（Ｄ）自由貿易協定関
税割当品目チェック②

・既存の条件を①として②を追記
「②入力された品目コードが自由貿易協定
関税割当品目である旨の登録がされていな
い場合は、「原産地証明書識別」欄に「自由
貿易協定関税割当品目で自由貿易協定関
税割当証明書がある場合」に対応するコー
ドの入力がないこと。」

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

324 OTA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定

冒頭文に以下を追記。

「ただし、「原産地コード」欄に「ＪＰ」が入力さ
れた場合は、「ＺＺ」として処理を行う。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

325 OTA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｂ）自由貿易協定(バ
イ協定)に基づく税率
の適用

・自由貿易協定(バイ協定)に基づく税率の適
用に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

326 OTA 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｃ）自由貿易協定（マ
ルチ協定）に基づく税
率の適用

処理追加
（以降、項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

327 OTA 概要 ５．処理内容（23）（F） ＜文言の変更＞
「開庁時刻」→「翌平日の予め定められた時
刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

328 OTA 概要 ７．特記事項
（１）原産地証明書識
別の入力方法につい
て

・「入力可能なコード」の「自由貿易協定用」
を、「バイ協定用」と「マルチ協定用」に分け
るよう変更
・従来のコードを「バイ協定用」とする
・「マルチ協定用」としてコード追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

329 OTA 入力項目表 項番３１「原産地コー
ド」

「入力条件／形式」に以下を記載。

「関税課税対象識別が「Ｙ」の場合は、「ＪＰ」
の入力不可」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

330 OTC 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

331 OTC 概要 ４．入力条件
（４）適用法令等チェッ
ク
（Ａ）原産地関連チェッ
ク

冒頭文に以下を追記。

「ただし、原産地コードに「ＪＰ」が登録されて
いる場合は、チェックを行わない。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

332 OTC 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

333 OTC 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

334 OTC 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関
連チェック③

・新規チェックを追加
「③輸入申告事項登録日から本業務が行わ
れた日までの間にＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢの
登録内容に変更がないこと。」
・以降の項番を変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

335 OTC 概要 旧４．入力条件
(4)

税関執務時間チェックを削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

336 OTC 概要 ５．処理内容
(3)輸入申告登録処理
(F)ＢＰ承認処理

＜文言の変更＞
「開庁時刻以降」→「翌平日の予め定められ
た時刻」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

337 OTC 処理フロー 入力ＤＢ ・「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を削除
・「ＦＴＡ税率適用管理ＤＢ」「マルチ協定税率
適用管理ＤＢ」「ＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢ」を
追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

338 OTA01 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

339 OTA01 概要 ３．制限事項⑤ 「⑤システム換算後の入力された数量は、１
２桁（小数点を含む）以下、かつ、１億トン未
満または１億キロリットル未満であること。」
を、
「⑤システム換算後の入力された数量は整
数部１４桁以下、かつ、合計した値が１億ト
ン未満または１億キロリットル未満であるこ

記述の修正

340 OTA01 概要 旧４．入力条件
（5）

税関執務時間チェックを削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

341 OTA01 概要 ４．入力条件
（７）原産地関連チェッ
ク

冒頭文に以下を記載。

「「原産地コード」欄について、以下のチェッ
クを行う。ただし、「原産地コード」欄に「ＪＰ」
が入力された場合は、「ＺＺ」としてチェックを
行う。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

342 OTA01 概要 ４．入力条件
（16）自由貿易協定関
連チェック
（Ａ）自由貿易協定適
用可能原産地チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

343 OTA01 概要 ４．入力条件
（16）自由貿易協定関
連チェック
（Ｂ）少額扱いの自由
貿易協定の価格
チェック

・バイ協定用とマルチ協定用でチェック条件
を別にするよう変更
・「少額の自由貿易協定扱い」を「少額扱い
の自由貿易協定」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

344 OTA01 概要 ４．入力条件
（16）自由貿易協定関
連チェック
（Ｄ）自由貿易協定関
税割当品目チェック②

・既存の条件を①として②を追記
「②入力された品目コードが自由貿易協定
関税割当品目である旨の登録がされていな
い場合は、「原産地証明書識別」欄に「自由
貿易協定関税割当品目で自由貿易協定関
税割当証明書がある場合」に対応するコー
ドの入力がないこと。」

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

345 OTA01 概要 ４．入力条件
（17）ＭＰＮ納付ＤＢ
チェック

「（Ａ）開庁時ＭＰＮ消込（翌税関開庁時刻以
降に起動されるＭＰＮ消込処理）の旨が登
録されていないこと。」
の記述を削除し、内容を
「入力された輸入申告番号の納付方法がマ
ルチペイメントネットワーク（以下、ＭＰＮとい
う。）の場合は、当該輸入申告番号に係る納
付番号の情報がＡＴＭ等のチャネルで照会
中でないこと。」
に変更

記述の修正

346 OTA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｂ）自由貿易協定(バ
イ協定)に基づく税率
の適用

・自由貿易協定(バイ協定)に基づく税率の適
用に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

347 OTA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定

冒頭文に以下を追記。

「ただし、「原産地コード」欄に「ＪＰ」が入力さ
れた場合は、「ＺＺ」として処理を行う。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

348 OTA01 概要 ５．処理内容
（８）関税率の決定
（Ｃ）自由貿易協定（マ
ルチ協定）に基づく税
率の適用

処理追加
（以降、項番を変更）

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

349 OTA01 概要 ５．処理内容
(27)輸入申告処理
（F）ＢＰ承認処理

＜文言の変更＞
「開庁時刻」→「翌平日の予め定められた時
刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

350 OTA01 概要 ７．特記事項
（２）原産地証明書識
別の入力方法につい
て

・「入力可能なコード」の「自由貿易協定用」
を、「バイ協定用」と「マルチ協定用」に分け
るよう変更
・従来のコードを「バイ協定用」とする
・「マルチ協定用」としてコード追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

351 OTA01 入力項目表 項番３１「原産地コー
ド」

「入力条件／形式」に以下を記載。

「関税課税対象識別が「Ｙ」の場合は、「ＪＰ」
の入力不可」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

352 OTE 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「執務時間」→「開庁時間」へ変更
「翌税関開庁時刻」→「翌平日の予め定めら
れた時刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

353 OTE 概要 ４．入力条件
（４）適用法令等チェッ
ク
（Ａ）原産地関連チェッ
ク

冒頭文に以下を追記。

「ただし、原産地コードに「ＪＰ」が登録されて
いる場合は、チェックを行わない。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

354 OTE 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

355 OTE 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

356 OTE 概要 ４．入力条件
（4）適用法令等チェッ
ク
（Ｈ）自由貿易協定関
連チェック③

・新規チェックを追加
「③輸入申告変更事項登録日から本業務が
行われた日までの間にＥＰＡ／ＦＴＡ国管理
ＤＢの登録内容に変更がないこと。」
・以降の項番を変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

357 OTE 概要 旧４．入力条件
（4）

税関執務時間チェック削除
以降項番ずれ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

358 OTE 概要 ５．処理内容
(3)輸入申告登録処理
(F)ＢＰ承認処理

＜文言の変更＞
「開庁時刻」→「翌平日の予め定められた時
刻」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

359 OTE 処理フロー 入力ＤＢ ・「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を削除
・「ＦＴＡ税率適用管理ＤＢ」「マルチ協定税率
適用管理ＤＢ」「ＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢ」を
追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

360 ROW 概要 １．業務概要 ＜文言の変更＞
「本業務が税関の執務時間外にわたる場合
は、臨時開庁承認申請が承認されている」
→
「本業務が税関の開庁時間外にわたる場合
は、時間外執務要請届がされている」
へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

361 ROW 概要 ４．入力条件
（５）時間外執務要請
届ＤＢチェック

＜文言の変更＞
「臨時開庁ＤＢチェック」→「時間外執務要請
届ＤＢチェック」へ変更
「執務時間外」→「開庁時間外」へ変更

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

362 ROW 概要 ４．入力条件
（５）時間外執務要請
届ＤＢチェック

チェック内容を以下のとおり変更
（Ｂ）当該申告者分の時間外執務要請届ＤＢ
が存在すること。
（Ｃ）本業務が行われた時刻が時間外執務
要請届の届出時間帯であること。
旧（Ｄ）を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

363 ROW 概要 ４．入力条件
（６）貨物情報ＤＢ
チェック
（Ｅ）

「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容より小さい値であること。」を、
「コンテナ本数について、輸入申告ＤＢに登
録されている内容が貨物情報ＤＢに登録さ
れている内容と同一であること。」に変更。

仕様の変更
輸入申告関連業務のコンテナ本数
チェックの変更

364 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック

冒頭のチェック条件に「②ＢＰ承認がなされ
ていない。」を追記。併せて以降の項番修
正。

記述の追記

365 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック
（Ｄ）原産地関連チェッ
ク

冒頭文に以下を追記。

「ただし、輸入申告（沖縄特免制度）の場合
で、原産地コードに「ＪＰ」が登録されている
場合は、チェックを行わない。」

仕様の変更
「輸入申告（沖縄特免制度）」関連業務
に係る変更について

366 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック
（Ｍ）自由貿易協定関
連チェック

チェックを行わない場合の条件「なお、自由
貿易協定に基づく税率の管理方式が特殊な
シーリング方式の場合で、～」を記述

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

367 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック
（Ｍ）自由貿易協定関
連チェック①

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

368 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック
（Ｍ）自由貿易協定関
連チェック②

「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を「ＦＴＡ税率
適用管理ＤＢまたはマルチ協定税率適用管
理ＤＢ」に変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

369 ROW 概要 ４．入力条件
（７）適用法令チェック
（Ｍ）自由貿易協定関
連チェック③

・新規チェックを追加
「③審査終了日から本業務が行われた日ま
での間にＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢの登録内容
に変更がないこと。」
・以降の項番を変更

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

370 ROW 概要 ４．入力条件
（８）口座関連チェック

「②通関業者口座の場合は、入力者が～」
を「②通関業者口座の場合は、入力者また
は申告者が～」へ変更

記述の修正

371 ROW 処理フロー 入力ＤＢ ・「自由貿易協定税率管理ＤＢ」を削除
・「ＦＴＡ税率適用管理ＤＢ」「マルチ協定税率
適用管理ＤＢ」「ＥＰＡ／ＦＴＡ国管理ＤＢ」を
追加

仕様変更
制度改正対応／日・ＡＳＥＡＮ包括的経
済連携協定発効に伴う改変

372 ROW 処理フロー リアルタイム口座再引
落とし依頼

以下のＤＢを削除
・臨時開庁ＤＢ
入力ＤＢに以下のＤＢを追加
・時間外執務要請届ＤＢ

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の
仕様変更

373 RB1 概要 ５．処理内容
（４）特例申告関連処
理

「④削除対象とする旨を資金ＤＢに登録す
る。」を追記し、④を⑤に変更。

記述の改善

374 RB1 概要 ５．処理内容
（６）修正申告関連処
理

「修正申告の場合は、「修正申告事項登録
（ＡＭＡ）」業務または「リアルタイム口座再引
落とし依頼（ＲＯＷ）」業務で算出された延滞
税額の取り消しを行う。」を
「修正申告の場合は、「修正申告事項登録
（ＡＭＡ）」業務、「保留解除（ＣＯＷ）」または
「リアルタイム口座再引落とし依頼（ＲＯＷ）」
業務で算出された延滞税額の取り消しを行
う。」に修正。

記述の修正

375 RB1 概要 ５．処理内容
（７）とん税等納付申
告関連処理

「②削除対象とする旨を資金ＤＢに登録す
る。」を追記し、旧②を③に変更。

記述の改善
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2008.10.8更新分

1 IDA 入力項目表 項番４７「コンテナ扱い
本数」の「入力条件／
形式」欄

以下の記載を追記。併せて項番付与。

「（２）コンテナ扱いで通関する場合で、シス
テムで補完する場合は入力しない
（３）コンテナ扱いで通関しない場合は、「０」
を入力（システムで補完しない）」

仕様の変更

「コンテナ本数」欄の貨物情報からの補
完について（輸入申告関連）

2 IDA01 入力項目表 項番４７「コンテナ扱い
本数」の「入力条件／
形式」欄

以下の記載を追記。併せて項番付与。

「（２）コンテナ扱いで通関する場合で、シス
テムで補完する場合は入力しない
（３）コンテナ扱いで通関しない場合は、「０」
を入力（システムで補完しない）」

仕様の変更
「コンテナ本数」欄の貨物情報からの補
完について（輸入申告関連）

3 IDA01 入力項目表 項番１０８「関税減税
額」の条（申告等種別
「Ｔ」の場合）

条件「Ｃ」を1列右に移動。 誤記の修正

詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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2008.10.8更新分

1 RCC30/RCC
40
概要（参考） １．.業務概要 ・臨時開庁届を時間外執務要請届に変更

・申告先税関官署以外で入力された場合
は、一般執務時間外はエラーとなる旨を記
載
・申告先税関官署で入力された場合は、開
庁時間外は時間外執務要請届が必要であ
る旨を記載

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

2 GFG/GFG20 概要（参考） １．.業務概要 ・臨時開庁届を時間外執務要請届に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

3 MPF 概要（参考） １．.業務概要 ・臨時開庁届を時間外執務要請届に変更 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

4 MPF 概要（参考） ６．出力情報 ・「輸入許可通知兼申告控（沖縄特免制
度）」を追加
・「輸入許可通知兼申告変更控（沖縄特免
制度）」を追加
・「納付書情報（直納）」を追加
・「納付番号通知情報」の出力条件に、オン
ライン・リアルタイム口座の記述を追加
・「輸入許可通知情報」等の出力先の注意
書きを記載（ＣＥＡ業務で「情報出力要求表
示」欄に「Ｙ」が入力された場合は申告者に
出力せずＣＥＡ業務の入力者に出力する。）

記述の改善

5 ICD 概要 ５．処理内容 以下を追加
（２）延滞税額算出処理

記述の追記

6 RNF 概要 ７．特記事項 （２）の記載を以下の通り修正
＜修正前＞
一括納付対象の受入科目について
＜修正後＞
一括納付対象外の受入科目について

記述の修正

7 DLS03 概要 ７．特記事項 （３）①に以下の記述を追加
出力先利用者についての詳細は、オンライ
ン業務共通設計書の別紙Ｆ０１「収納関連処
理」の「一括納付書等出力処理」を参照。

記述の改善

8 DLS03 入力項目表 項番5「パターン
番号」～項番6
「帳票種別」

「入力条件／形式」列に追加
（２）処理区分コード「５」の場合は、バッチ処
理依頼ＤＢに登録されている内容と同一で
あること

記述の改善

詳細設計書変更点一覧（収納業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由

業務コード
／
出力情報
コード

変更箇所
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2008.10.8更新分

1 INF 概要 ４．入力条件（１）
（Ｂ）

以下の記述を削除
②輸入申告（沖縄特免制度）（Ｓｅａ－ＮＡＣＣ
Ｓのみ対象とする。）

記述の削除

本業務の対象外の申告手続が記
載されていたため

詳細設計書変更点一覧（収納業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由

業務コード
／
出力情報
コード

変更箇所
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2008.10.8更新分

1 SHS 概要 １．業務概要  例３．コ
ンテナ詰貨物の仕分
け  コンテナＣ

＜修正＞以下の通りに変更
（変更前）
貨物管理番号：ABC100Ｃ

（変更後）
貨物管理番号：ABC100B

誤記の修正

2 SHS 入力項目表 項番11　仕分後の個
数

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（２）輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同
様。）がコンテナ詰めされていた場合は、入
力不可

（変更後）
（２）輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同
様。）がバンニング登録されていた場合は、

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

3 SHS 入力項目表 項番12　仕分後の個
数単位コード
項番13　仕分後の重
量
項番14　仕分後の重
量単位コード
項番15　仕分後の容
積

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（２）輸出貨物がコンテナ詰めされていた場
合は、入力不可

（変更後）
（２）輸出貨物がバンニング登録されている
場合は、入力不可

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

4 SHS 入力項目表 項番16　仕分後の容
積単位コード

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
輸出貨物がコンテナ詰めされていた場合
は、入力不可

（変更後）
輸出貨物がバンニング登録されている場合
は、入力不可

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

5 CHI 概要 ４．入力条件（４）（B）
③

＜修正＞以下の通りに変更
（変更前）
・見本持出許可申請

（変更後）
・見本持出許可申請（改装または内容点検
は除く。）

記述統一のため修正
（SHCでも同様の動作で、仕様書に
「改装と内容点検の場合は除く」旨
が記載されているが、CHIには記載
されていないため。）

6 CHJ 入力項目表 項番8　仕分後の蔵置
場所

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）「通常情報仕分け」の場合は省略可入
力時は貨物が蔵置されている蔵置場所を入
力

（変更後）
（２）「通常情報仕分け」の場合は省略可。入
力時は貨物が蔵置されている蔵置場所を入

誤記の修正

詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

7 RST11 概要 ７．特記事項 ＜修正＞７．特記事項を以下の通りに変更
（変更前）
ＲＳＳ０１業務が行われた場合は、当該コン
テナ番号に登録済のＲＳＳ０１業務が行われ
た旨を取り消すので、当該コンテナ番号は
本業務で呼び出すことができない。
ただし、再度、当該コンテナ番号に対してＲ
ＳＳ０１業務を行うことにより、新しく払い出さ
れたＩＤ通知枝番で呼び出し可能となる。

（変更後）
ＲＳＳ０１業務が行われた後に「ＣＹ搬入確認
登録（ＣＹＡ）」業務が行われた場合は、当該
コンテナ番号に登録済みのＲＳＳ０１業務が
行われた旨を取り消すので、当該コンテナ
番号は

記述の修正

8 ICG 概要 ７．特記事項 ＣＹ ＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正
（変更前）
入力者の管理する保税地域に搬入予定も
なくかつ蔵置履歴もない場合

（変更後）
輸入貨物または仮陸揚貨物で入力者の管
理する保税地域に搬入予定もなくかつ蔵置
履歴もない場合

誤記の修正

9 ICG 概要 ７．特記事項 ＣＹ ＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正
概要情報、全体情報、貨物状況情報、保税
運送関連情報、保税運送申告等税関手続
情報、コンテナ貨物情報の欄を「×」から
「○」に変更。

誤記の修正

10 ICG 概要 ７．特記事項 海貨
業

＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正

①船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録の記述を削
除。以降の項番を繰り上げ。

仕様の変更

11 ICG 概要 ７．特記事項 ＮＶ
ＯＣＣ・海貨業・輸
出入者

＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正

該当業務がされていない場合の照会可能・
不可について通関業と同一の内容を追加

仕様の変更
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2008.10.8更新分

1 SHS 概要 １．業務概要  例３．コ
ンテナ詰貨物の仕分
け  コンテナＣ

＜修正＞以下の通りに変更
（変更前）
貨物管理番号：ABC100Ｃ

（変更後）
貨物管理番号：ABC100B

誤記の修正

2 SHS 入力項目表 項番11　仕分後の個
数

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（２）輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同
様。）がコンテナ詰めされていた場合は、入
力不可

（変更後）
（２）輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同
様。）がバンニング登録されていた場合は、

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

3 SHS 入力項目表 項番12　仕分後の個
数単位コード
項番13　仕分後の重
量
項番14　仕分後の重
量単位コード
項番15　仕分後の容
積

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（２）輸出貨物がコンテナ詰めされていた場
合は、入力不可

（変更後）
（２）輸出貨物がバンニング登録されている
場合は、入力不可

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

4 SHS 入力項目表 項番16　仕分後の容
積単位コード

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
輸出貨物がコンテナ詰めされていた場合
は、入力不可

（変更後）
輸出貨物がバンニング登録されている場合
は、入力不可

記述の修正

輸入コンテナ貨物を積戻した場合、
実処理ではバンニング登録されて
いるかいないかで判定しているた
め、「コンテナ詰め」を「バンニング
登録」に変更

5 CHI 概要 ４．入力条件（４）（B）
③

＜修正＞以下の通りに変更
（変更前）
・見本持出許可申請

（変更後）
・見本持出許可申請（改装または内容点検
は除く。）

記述統一のため修正
（SHCでも同様の動作で、仕様書に
「改装と内容点検の場合は除く」旨
が記載されているが、CHIには記載
されていないため。）

6 CHJ 入力項目表 項番8　仕分後の蔵置
場所

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）「通常情報仕分け」の場合は省略可入
力時は貨物が蔵置されている蔵置場所を入
力

（変更後）
（２）「通常情報仕分け」の場合は省略可。入
力時は貨物が蔵置されている蔵置場所を入

誤記の修正

詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

7 RST11 概要 ７．特記事項 ＜修正＞７．特記事項を以下の通りに変更
（変更前）
ＲＳＳ０１業務が行われた場合は、当該コン
テナ番号に登録済のＲＳＳ０１業務が行われ
た旨を取り消すので、当該コンテナ番号は
本業務で呼び出すことができない。
ただし、再度、当該コンテナ番号に対してＲ
ＳＳ０１業務を行うことにより、新しく払い出さ
れたＩＤ通知枝番で呼び出し可能となる。

（変更後）
ＲＳＳ０１業務が行われた後に「ＣＹ搬入確認
登録（ＣＹＡ）」業務が行われた場合は、当該
コンテナ番号に登録済みのＲＳＳ０１業務が
行われた旨を取り消すので、当該コンテナ
番号は

記述の修正

8 ICG 概要 ７．特記事項 ＣＹ ＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正
（変更前）
入力者の管理する保税地域に搬入予定も
なくかつ蔵置履歴もない場合

（変更後）
輸入貨物または仮陸揚貨物で入力者の管
理する保税地域に搬入予定もなくかつ蔵置
履歴もない場合

誤記の修正

9 ICG 概要 ７．特記事項 ＣＹ ＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正
概要情報、全体情報、貨物状況情報、保税
運送関連情報、保税運送申告等税関手続
情報、コンテナ貨物情報の欄を「×」から
「○」に変更。

誤記の修正

10 ICG 概要 ７．特記事項 海貨
業

＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正

①船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録の記述を削
除。以降の項番を繰り上げ。

仕様の変更

11 ICG 概要 ７．特記事項 ＮＶ
ＯＣＣ・海貨業・輸
出入者

＜修正＞特記事項の記述を以下の通りに
修正

該当業務がされていない場合の照会可能・
不可について通関業と同一の内容を追加

仕様の変更
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2008.10.8更新分

1 CAF9XX 納付書情報（口座） 項番12 代理人 以下の記述を追加
（５）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述の追加

2 CAQ011 同報電文情報（画面） 帳票タイトル 帳票タイトル
「独立行政法人通関情報処理センターから
のお知らせ」を「ＮＡＣＣＳセンターからのお
知らせ」に変更

帳票タイトル変更のため

3 SAA020 不開港出入許可申請
控情報

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

4 SAA022 不開港出入許可通知
情報

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

5 ＳＡＥ０ＬＡ等 入力控情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

出力を必須（Ｍ）から任意（Ｃ）へ変更 仕様の変更

「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

6 ＳＡＥ１ＬＦ等 輸出許可等通知情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

以下の帳票の出力を必須（Ｍ）から任意（Ｃ）
へ変更
①コンテナ扱い適用通知／不適用通知
②コンテナ扱い申出適用通知兼輸出予備申
告控
③コンテナ扱い申出不適用通知兼輸出予備
申告控

仕様の変更
「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

7 ＳＡＥ２ＬＤ等 輸出申告等控情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

コンテナ扱い申出控の出力を必須（Ｍ）から
任意（Ｃ）へ変更

仕様変更（5N変-00116）
「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

8 SAE4000 輸出申告事項登録情
報等

項番18 申告予定者
コード

出力条件/形式の変更
変更前：
参照先の申告予定者と本業務の入力者が
同一でない場合は、
変更後：
参照先の申告予定者と本業務の入力者が
同一の場合は、

記述の修正

9 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）
情報

項番5 本船扱い承認
年月日
項番14 通関蔵置場
コード

(項番5)
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
（項番14）
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
参照するＤＢ、別送品輸出申告「別送品輸
出申告ＤＢ」を「貨物情報ＤＢ」に変更。

誤記の修正

10 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）
情報

項番15 通関蔵置場名輸出申告、別送品輸出申告の条件を「M」か
ら「C」に変更

誤記の修正

詳細設計書変更点一覧（帳票）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

11 SAE451等 許可・承認内容変更貨
物（輸出）情報

項番5 本船扱い承認
年月日
項番10 通関蔵置場
コード

(項番5)
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
（項番10）
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
参照するＤＢ、別送品輸出申告「別送品輸
出申告ＤＢ」を「貨物情報ＤＢ」に変更。

記述誤り

12 SAE451等 許可・承認内容変更貨
物（輸出）情報

項番11 通関蔵置場名輸出申告、別送品輸出申告の条件を「M」か
ら「C」に変更

記述誤り

13 SAE452等 許可・承認等登録通知
情報（輸出通関）等

項番11 貨物個数
項番13 貨物重量

出力条件／形式の変更
変更前：
（３）船会社に出力する場合、輸出申告ＤＢ
から
変更後：
（３）船会社に出力する場合、貨物情報ＤＢ
から

記述誤り

14 SAF001等 納付書情報（直納） 項番17 代理人
項番41 代理人
項番65 代理人

以下の記述を追加
（５）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述漏れ（RT0後の税関殿からの指摘）

15 SAL021 許可・承認等登録通知
情報（保税）

項番３　許可・承認等
年月日

＜修正＞許可・承認等年月日の条件を以下
の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

16 SAL022 解除・取消通知情報
（保税）

項番３　解除・取消年
月日

＜修正＞解除・取消年月日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

17 SAL0250 貨物情報照会情報(概
要情報)

項番9　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

18 SAL0260 貨物情報照会情報(全
体情報)

項番24　事故コード
項番85　手続者コード

＜修正＞事故コード、手続者コードの条件を
以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

19 SAL0260 貨物情報照会情報(全
体情報)

項番20　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

20 SAL0270 貨物情報照会情報(貨
物状況情報)

項番18　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

21 SAL0280 貨物情報照会情報(荷
送受人情報)

項番16　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

22 SAL0290 貨物情報照会情報(搬
入予定情報)

項番7　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

23 SAL0300 貨物情報照会情報(入
出庫管理情報)

項番39　着荷通知先
名
項番47　着荷通知先
電話番号

＜修正＞着荷通知先名、着荷通知先電話
番号の条件を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

24 SAL0320 貨物情報照会情報(輸
出入申告関連情報)

項番20　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

25 SAL0320 貨物情報照会情報(輸
出入申告関連情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

26 SAL0330 貨物情報照会情報(保
税運送関連情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

27 SAL0340 貨物情報照会情報(輸
出入許可情報)

項番12　申告者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

28 SAL0350 貨物情報照会情報(保
税運送申告等税関手
続情報)

項番13　船積場所
コード
項番18　申告申請等
年月日
項番19　許可承認等
年月日

＜修正＞船積場所コード、申告申請等年月
日、許可承認等年月日の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

29 SAL0360 貨物情報照会情報(コ
ンテナ貨物情報)

項番15　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

30 SAL0370 貨物情報照会情報(船
積情報)

項番22　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

31 SAL0370 貨物情報照会情報(船
積情報)

項番11　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ ンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

32 SAL0380 貨物情報照会情報(積
戻し貨物到着時情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

33 SAL0390 貨物情報照会情報(船
卸情報)

項番17　船卸港枝番
項番23　入港年月日

＜修正＞船卸港枝番、入港年月日の条件
を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

34 SAL0390 貨物情報照会情報(船
卸情報)

項番7　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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35 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番7　事故状況表示 ＜修正＞事故状況表示の条件に以下の記
述を追加
（例１）出力する情報が一つの場合、対象の
番号を左詰めで出力
・差異個数貨物のみが対象の場合　「１００」

（例２）出力する情報が複数存在する場合
・差異個数貨物、事故貨物が対象の場合
「１３０」
・上記全てが対象の場合　「１２３」

記述の改善のため修正
（仕様書からでは出力のイメージが分
かり難かったため、出力例を追加）

36 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番9　事故コード ＜修正＞事故コードの条件を以下の通りに
変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

37 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番5　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
ナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

38 SAL0410 貨物情報照会情報(搬
入時申告情報)

項番8　搬入時申告起
動保税地域コード

＜修正＞搬入時申告起動保税地域コードの
条件を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

39 SAL0420 貨物情報照会情報(フ
リータイム情報)

項番29　コンテナ番号 ＜修正＞コンテナ番号の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

40 SAL0430 貨物情報照会情報(船
卸状況情報)

項番22　船卸終了時
刻

＜修正＞船卸終了時刻の条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

41 SAA0550 船舶基本照会情報 項番16 税関確認者
コード

＜修正＞
（修正前）
（２）入力者が税関の場合に出力
（修正後）
（２）入力者が監視担当部門の税関の場合
に出力

記述の改善

42 SAA0690 入港前統一申請番号・
入港届提出番号照会
情報

項番7 利用者コード ＜修正＞
（修正前）
入港前統一申請ＤＢに登録されている利用
者コードを出力
（修正後）
入力者の利用者コードを出力

記述の改善

43 SAA0700 不開港出入許可申請
照会情報

＜修正＞入力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

記述の修正

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

44 SAS003 SAS003_搬入時自動起
動取消通知情報.xls

項番4（事故情報登録
者コード）

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
事故情報を登録した業務の入力者をコード
で出力

誤記の修正

45 SAS0350 保税運送申告控情報
（１欄用）

項番44　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更
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変更箇所

46 SAS0360 保税運送申告控情報
（複数欄用）

項番44　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

47 SAS0370 保税運送承認通知情
報（1欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

48 SAS0380 保税運送承認通知情
報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

49 SAS0410 保税運送承認貨物情
報（1欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

50 SAS0420 保税運送承認貨物情
報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

51 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番１　出力共通項
目

＜修正＞出力共通項目の出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

（変更後）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号または特定保税運送番
号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

制度改正対応のため記述を修正

52 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番3 個別運送管理
番号

＜修正＞個別運送管理番号の出力条件を
以下の通りに変更
（変更前）
システムで払い出された個別運送管理番号
を出力

（変更後）
システムで払い出された個別運送管理番号
または特定保税運送番号を出力

制度改正対応のため記述を修正

53 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番5 包括保税運送
承認番号

＜修正＞包括保税運送承認番号の出力条
件に以下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

54 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の出力条件に以
下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

55 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

制度改正対応のため記述を修正

56 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番13 運送種別
コード

＜修正＞運送種別コードの出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送

（変更後）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送
ＡＵ：特定保税運送

制度改正対応のため記述を修正
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57 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番15 発送地コー
ド（保税地域）

＜修正＞発送地コード（保税地域）の条件に
以下の記述を追加

特定保税運送の場合で発送地コード（船卸
場所）が入力された場合は、発送地コード
（船卸場所）を出力

制度改正対応のため記述を修正

58 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番16 発送地名 ＜修正＞発送地名の出力条件を以下の通
りに変更
（変更前）
発送地コード（保税地域）に基づき、システ
ムに登録されている発送地名を出力

（変更後）
（１）発送地コード（保税地域）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力
（２）発送地コード（船卸場所）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力

制度改正対応のため記述を修正

59 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番１　出力共通項
目

＜修正＞出力共通項目の出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

（変更後）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号または特定保税運送番
号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

制度改正対応のため記述を修正

60 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番3 個別運送管理
番号

＜修正＞個別運送管理番号の出力条件を
以下の通りに変更
（変更前）
システムで払い出された個別運送管理番号
を出力

（変更後）
システムで払い出された個別運送管理番号
または特定保税運送番号を出力

制度改正対応のため記述を修正

61 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番5 包括保税運送
承認番号

＜修正＞包括保税運送承認番号の出力条
件に以下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

62 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の出力条件に以
下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

63 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

制度改正対応のため記述を修正

64 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番13 運送種別
コード

＜修正＞運送種別コードの出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送

（変更後）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送
ＡＵ：特定保税運送

制度改正対応のため記述を修正
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65 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番15 発送地コー
ド（保税地域）

＜修正＞発送地コード（保税地域）の条件に
以下の記述を追加

特定保税運送の場合で発送地コード（船卸
場所）が入力された場合は、発送地コード
（船卸場所）を出力

制度改正対応のため記述を修正

66 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番16 発送地名 ＜修正＞発送地名の出力条件を以下の通
りに変更
（変更前）
発送地コード（保税地域）に基づき、システ
ムに登録されている発送地名を出力

（変更後）
（１）発送地コード（保税地域）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力
（２）発送地コード（船卸場所）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力

制度改正対応のため記述を修正

67 SAS0450 保税運送申告呼出情
報（保税運送申告情
報）

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

68 SAS0460 保税運送申告呼出情
報（貨物情報）

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

69 SAS0460 保税運送申告呼出情
報（貨物情報）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

記述の修正

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

70 SAS0470 保税運送承認訂正・取
消控情報（１欄用）

項番45　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

71 SAS0480 保税運送承認訂正・取
消控情報（複数欄用）

項番45　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

72 SAS049 個別運送訂正受付情
報（１欄用）

項番6　承認期間終了
日

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認機
関終了日を出力

（変更後）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認期
間終了日を出力

誤記の修正

73 SAS049 個別運送訂正受付情
報（１欄用）

項番31　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

74 SAS050 個別運送訂正受付情
報（複数欄用）

項番6　承認期間終了
日

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認機
関終了日を出力

（変更後）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認期
間終了日を出力

誤記の修正

帳票 8 / 10



項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

75 SAS050 個別運送訂正受付情
報（複数欄用）

項番31　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

76 SAS0540 運送期間延長申請控
情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

77 SAS0550 運送期間延長申請控
情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

78 SAS0560 保税運送申告（承認）
変更呼出情報

項番36　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

記述の修正

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

79 SAS0560 保税運送申告（承認）
変更呼出情報

項番50　シール番号 ＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（１）保税運送申告ＤＢに登録されている
シール番号を出力
（２）処理区分コードが「５」の場合は、スペー
ス

（変更後）
保税運送申告ＤＢに登録されているシール

記述の削除

（２）処理区分コードが「５」の場合は、ス
ペースとあるが、登録されていれば出
力されるため、記述を削除

80 SAS0570 保税運送申告（承認）
変更（延長申請）呼出
情報

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

81 SAS0580 保税運送承認訂正通
知情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

82 SAS0590 保税運送承認訂正通
知情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

83 SAS0600 保税運送承認訂正貨
物情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

84 SAS0610 保税運送承認訂正貨
物情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

85 SAS0770 輸入貨物情報訂正呼
出情報

項番７　船舶コード
項番８　積載船名

＜修正＞船舶コード，積載船名の条件を以
下の通りに変更
Ｃ  → Ｍ

記述の修正

SAI11で呼び出した際に必ず「船舶コー
ド」、「積載船名」、が出力されるため、C
からMに変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

86 SAS100
SAS101

特定保税運送訂正受
付情報（1欄用）
特定保税運送訂正受
付情報（複数欄用）

項番28　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

87 SAS1000 特定保税運送訂正受
付情報（1欄用）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

88 SAS1010 特定保税運送訂正受
付情報（複数欄用）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

89 SAT0300 バンニング情報登録
（輸出管理番号単位）
呼出情報

項番6（積出港コード） ＜修正＞出力条件について、以下の通り修
正

（修正前）
（２）バンニング予定情報呼出し識別に入力
がない場合は、コンテナ情報ＤＢに登録され
ている積出港コードを出力

（修正後）
（２）バンニング予定情報呼出し識別に入力
がない場合は、貨物情報ＤＢに登録されて
いる積出港コードを出力

誤記の修正

（コンテナ情報ＤＢと貨物情報ＤＢの記
載を間違えていた為）

90 SAT045 エラー通知情報（積コ
ンテナ登録情報）

コンテナ管理者 ＜修正＞出力形式を以下の通り修正
コンテナ管理者の出力形式の変更（8桁目と
9桁目の間に"-"を設定）

輸出者コードが出力される項目につい
ては、8桁目と9桁目の間に"-"を設定
すべきところ、修正前は設定が漏れて
いた為

91 SAT0740 船積情報登録呼出情
報

コンテナ管理者（欄
部）

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
コンテナ管理者（欄部）の出力形式の変更
（8桁目と9桁目の間に"-"を設定）

記述の修正

輸出者コードが出力される項目につい
ては、8桁目と9桁目の間に"-"を設定
すべきところ、修正前は設定が漏れて
いた為

92 SAT0660 輸出貨物搬入予定照
会情報

項番33荷主リファレン
スナンバー

＜修正＞以下の通り修正

「欄」列の＊を追加

荷主リファレンスナンバーのみ「欄」列
の＊が記述されていなかった為

93 SBF710 一括納付書情報 項番18 代理人
項番42 代理人
項番66 代理人

以下の記述を追加
（４）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述漏れ（RT0後の税関殿からの指摘）
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2008.10.8更新分

1 CAF9XX 納付書情報（口座） 項番12 代理人 以下の記述を追加
（５）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述の追加

2 CAQ011 同報電文情報（画面） 帳票タイトル 帳票タイトル
「独立行政法人通関情報処理センターから
のお知らせ」を「ＮＡＣＣＳセンターからのお
知らせ」に変更

帳票タイトル変更のため

3 SAA020 不開港出入許可申請
控情報

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

4 SAA022 不開港出入許可通知
情報

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

5 ＳＡＥ０ＬＡ等 入力控情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

出力を必須（Ｍ）から任意（Ｃ）へ変更 仕様の変更

「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

6 ＳＡＥ１ＬＦ等 輸出許可等通知情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

以下の帳票の出力を必須（Ｍ）から任意（Ｃ）
へ変更
①コンテナ扱い適用通知／不適用通知
②コンテナ扱い申出適用通知兼輸出予備申
告控
③コンテナ扱い申出不適用通知兼輸出予備
申告控

仕様の変更
「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

7 ＳＡＥ２ＬＤ等 輸出申告等控情報 項番78 バンニング場
所住所１
（都道府県）
項番79 バンニング場
所住所２
（市区町村（行政区
名））
項番80 バンニング場
所住所３
（町域名・番地）

コンテナ扱い申出控の出力を必須（Ｍ）から
任意（Ｃ）へ変更

仕様変更（5N変-00116）
「輸出申告事項登録」（EDA）業務等に
おける、「バンニング場所住所１～３」欄
の入力要否について

8 SAE4000 輸出申告事項登録情
報等

項番18 申告予定者
コード

出力条件/形式の変更
変更前：
参照先の申告予定者と本業務の入力者が
同一でない場合は、
変更後：
参照先の申告予定者と本業務の入力者が
同一の場合は、

記述の修正

9 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）
情報

項番5 本船扱い承認
年月日
項番14 通関蔵置場
コード

(項番5)
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
（項番14）
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
参照するＤＢ、別送品輸出申告「別送品輸
出申告ＤＢ」を「貨物情報ＤＢ」に変更。

誤記の修正

10 SAE408等 許可・承認貨物（輸出）
情報

項番15 通関蔵置場名輸出申告、別送品輸出申告の条件を「M」か
ら「C」に変更

誤記の修正

詳細設計書変更点一覧（帳票）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

11 SAE451等 許可・承認内容変更貨
物（輸出）情報

項番5 本船扱い承認
年月日
項番10 通関蔵置場
コード

(項番5)
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
（項番10）
参照するＤＢ、輸出申告「輸出申告ＤＢ」を
「貨物情報ＤＢ」に変更。
参照するＤＢ、別送品輸出申告「別送品輸
出申告ＤＢ」を「貨物情報ＤＢ」に変更。

記述誤り

12 SAE451等 許可・承認内容変更貨
物（輸出）情報

項番11 通関蔵置場名輸出申告、別送品輸出申告の条件を「M」か
ら「C」に変更

記述誤り

13 SAE452等 許可・承認等登録通知
情報（輸出通関）等

項番11 貨物個数
項番13 貨物重量

出力条件／形式の変更
変更前：
（３）船会社に出力する場合、輸出申告ＤＢ
から
変更後：
（３）船会社に出力する場合、貨物情報ＤＢ
から

記述誤り

14 SAF001等 納付書情報（直納） 項番17 代理人
項番41 代理人
項番65 代理人

以下の記述を追加
（５）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述漏れ（RT0後の税関殿からの指摘）

15 SAL021 許可・承認等登録通知
情報（保税）

項番３　許可・承認等
年月日

＜修正＞許可・承認等年月日の条件を以下
の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

16 SAL022 解除・取消通知情報
（保税）

項番３　解除・取消年
月日

＜修正＞解除・取消年月日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

17 SAL0250 貨物情報照会情報(概
要情報)

項番9　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

18 SAL0260 貨物情報照会情報(全
体情報)

項番24　事故コード
項番85　手続者コード

＜修正＞事故コード、手続者コードの条件を
以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

19 SAL0260 貨物情報照会情報(全
体情報)

項番20　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

20 SAL0270 貨物情報照会情報(貨
物状況情報)

項番18　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ：その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

21 SAL0280 貨物情報照会情報(荷
送受人情報)

項番16　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

22 SAL0290 貨物情報照会情報(搬
入予定情報)

項番7　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物
Ｏ その他

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

23 SAL0300 貨物情報照会情報(入
出庫管理情報)

項番39　着荷通知先
名
項番47　着荷通知先
電話番号

＜修正＞着荷通知先名、着荷通知先電話
番号の条件を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

24 SAL0320 貨物情報照会情報(輸
出入申告関連情報)

項番20　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

25 SAL0320 貨物情報照会情報(輸
出入申告関連情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

26 SAL0330 貨物情報照会情報(保
税運送関連情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

27 SAL0340 貨物情報照会情報(輸
出入許可情報)

項番12　申告者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

28 SAL0350 貨物情報照会情報(保
税運送申告等税関手
続情報)

項番13　船積場所
コード
項番18　申告申請等
年月日
項番19　許可承認等
年月日

＜修正＞船積場所コード、申告申請等年月
日、許可承認等年月日の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

29 SAL0360 貨物情報照会情報(コ
ンテナ貨物情報)

項番15　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

30 SAL0370 貨物情報照会情報(船
積情報)

項番22　船積場所
コード

＜修正＞船積場所コードの条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

31 SAL0370 貨物情報照会情報(船
積情報)

項番11　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ ンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

32 SAL0380 貨物情報照会情報(積
戻し貨物到着時情報)

項番6　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

33 SAL0390 貨物情報照会情報(船
卸情報)

項番17　船卸港枝番
項番23　入港年月日

＜修正＞船卸港枝番、入港年月日の条件
を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

34 SAL0390 貨物情報照会情報(船
卸情報)

項番7　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）
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35 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番7　事故状況表示 ＜修正＞事故状況表示の条件に以下の記
述を追加
（例１）出力する情報が一つの場合、対象の
番号を左詰めで出力
・差異個数貨物のみが対象の場合　「１００」

（例２）出力する情報が複数存在する場合
・差異個数貨物、事故貨物が対象の場合
「１３０」
・上記全てが対象の場合　「１２３」

記述の改善のため修正
（仕様書からでは出力のイメージが分
かり難かったため、出力例を追加）

36 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番9　事故コード ＜修正＞事故コードの条件を以下の通りに
変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

37 SAL0400 貨物情報照会情報(事
故情報)

項番5　運送形態 ＜修正＞運送形態の条件に以下の通りに
修正
（変更前）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
Ｃ：コンテナ貨物

（変更後）
貨物情報ＤＢに登録されている運送形態を
出力
Ａ：航空貨物
Ｂ：在来貨物
ナ貨物

誤記の修正
（「Ｏ：その他」の記載が不足していたた
め追加）

38 SAL0410 貨物情報照会情報(搬
入時申告情報)

項番8　搬入時申告起
動保税地域コード

＜修正＞搬入時申告起動保税地域コードの
条件を以下の通りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

39 SAL0420 貨物情報照会情報(フ
リータイム情報)

項番29　コンテナ番号 ＜修正＞コンテナ番号の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

40 SAL0430 貨物情報照会情報(船
卸状況情報)

項番22　船卸終了時
刻

＜修正＞船卸終了時刻の条件を以下の通
りに変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

41 SAA0550 船舶基本照会情報 項番16 税関確認者
コード

＜修正＞
（修正前）
（２）入力者が税関の場合に出力
（修正後）
（２）入力者が監視担当部門の税関の場合
に出力

記述の改善

42 SAA0690 入港前統一申請番号・
入港届提出番号照会
情報

項番7 利用者コード ＜修正＞
（修正前）
入港前統一申請ＤＢに登録されている利用
者コードを出力
（修正後）
入力者の利用者コードを出力

記述の改善

43 SAA0700 不開港出入許可申請
照会情報

＜修正＞入力形式を以下の通り修正
船卸貨物荷受人コードと積込貨物荷送人
コードの出力形式の変更（8桁目と9桁目の
間に"-"を設定）

記述の修正

輸出入者コードが出力される項目につ
いては、8桁目と9桁目の間に"-"を設
定すべきところ、修正前は設定が漏れ
ていた為

44 SAS003 SAS003_搬入時自動起
動取消通知情報.xls

項番4（事故情報登録
者コード）

＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
事故情報を登録した業務の入力者をコード
で出力

誤記の修正

45 SAS0350 保税運送申告控情報
（１欄用）

項番44　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更
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46 SAS0360 保税運送申告控情報
（複数欄用）

項番44　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

47 SAS0370 保税運送承認通知情
報（1欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

48 SAS0380 保税運送承認通知情
報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

49 SAS0410 保税運送承認貨物情
報（1欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

50 SAS0420 保税運送承認貨物情
報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

51 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番１　出力共通項
目

＜修正＞出力共通項目の出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

（変更後）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号または特定保税運送番
号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

制度改正対応のため記述を修正

52 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番3 個別運送管理
番号

＜修正＞個別運送管理番号の出力条件を
以下の通りに変更
（変更前）
システムで払い出された個別運送管理番号
を出力

（変更後）
システムで払い出された個別運送管理番号
または特定保税運送番号を出力

制度改正対応のため記述を修正

53 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番5 包括保税運送
承認番号

＜修正＞包括保税運送承認番号の出力条
件に以下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

54 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の出力条件に以
下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

55 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

制度改正対応のため記述を修正

56 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番13 運送種別
コード

＜修正＞運送種別コードの出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送

（変更後）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送
ＡＵ：特定保税運送

制度改正対応のため記述を修正
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57 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番15 発送地コー
ド（保税地域）

＜修正＞発送地コード（保税地域）の条件に
以下の記述を追加

特定保税運送の場合で発送地コード（船卸
場所）が入力された場合は、発送地コード
（船卸場所）を出力

制度改正対応のため記述を修正

58 SAS0430 個別運送受付情報（1
欄用）

項番16 発送地名 ＜修正＞発送地名の出力条件を以下の通
りに変更
（変更前）
発送地コード（保税地域）に基づき、システ
ムに登録されている発送地名を出力

（変更後）
（１）発送地コード（保税地域）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力
（２）発送地コード（船卸場所）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力

制度改正対応のため記述を修正

59 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番１　出力共通項
目

＜修正＞出力共通項目の出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

（変更後）
メールサブジェクトには以下の項目を出力
・個別運送管理番号または特定保税運送番
号　１１桁
・包括保税運送承認番号　１１桁

制度改正対応のため記述を修正

60 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番3 個別運送管理
番号

＜修正＞個別運送管理番号の出力条件を
以下の通りに変更
（変更前）
システムで払い出された個別運送管理番号
を出力

（変更後）
システムで払い出された個別運送管理番号
または特定保税運送番号を出力

制度改正対応のため記述を修正

61 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番5 包括保税運送
承認番号

＜修正＞包括保税運送承認番号の出力条
件に以下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

62 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の出力条件に以
下の記述を追加

特定保税運送の場合は「ＡＥＯ」を出力

制度改正対応のため記述を修正

63 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番6 承認期間終了
日

＜修正＞承認期間終了日の条件を以下の
通りに変更
Ｍ → Ｃ

制度改正対応のため記述を修正

64 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番13 運送種別
コード

＜修正＞運送種別コードの出力条件を以下
の通りに変更
（変更前）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送

（変更後）
ＮＲ：一般運送
ＱＵ：検疫の経由運送
ＡＵ：特定保税運送

制度改正対応のため記述を修正
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65 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番15 発送地コー
ド（保税地域）

＜修正＞発送地コード（保税地域）の条件に
以下の記述を追加

特定保税運送の場合で発送地コード（船卸
場所）が入力された場合は、発送地コード
（船卸場所）を出力

制度改正対応のため記述を修正

66 SAS0440 個別運送受付情報（複
数欄用）

項番16 発送地名 ＜修正＞発送地名の出力条件を以下の通
りに変更
（変更前）
発送地コード（保税地域）に基づき、システ
ムに登録されている発送地名を出力

（変更後）
（１）発送地コード（保税地域）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力
（２）発送地コード（船卸場所）に基づき、シス
テムに登録されている発送地名を出力

制度改正対応のため記述を修正

67 SAS0450 保税運送申告呼出情
報（保税運送申告情
報）

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

68 SAS0460 保税運送申告呼出情
報（貨物情報）

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正

69 SAS0460 保税運送申告呼出情
報（貨物情報）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

記述の修正

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

70 SAS0470 保税運送承認訂正・取
消控情報（１欄用）

項番45　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

71 SAS0480 保税運送承認訂正・取
消控情報（複数欄用）

項番45　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

72 SAS049 個別運送訂正受付情
報（１欄用）

項番6　承認期間終了
日

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認機
関終了日を出力

（変更後）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認期
間終了日を出力

誤記の修正

73 SAS049 個別運送訂正受付情
報（１欄用）

項番31　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

74 SAS050 個別運送訂正受付情
報（複数欄用）

項番6　承認期間終了
日

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認機
関終了日を出力

（変更後）
包括保税運送ＤＢに登録されている承認期
間終了日を出力

誤記の修正

帳票 8 / 10



項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

75 SAS050 個別運送訂正受付情
報（複数欄用）

項番31　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

76 SAS0540 運送期間延長申請控
情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

77 SAS0550 運送期間延長申請控
情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

78 SAS0560 保税運送申告（承認）
変更呼出情報

項番36　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

記述の修正

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

79 SAS0560 保税運送申告（承認）
変更呼出情報

項番50　シール番号 ＜修正＞以下の通り、出力条件の記述を変
更

（変更前）
（１）保税運送申告ＤＢに登録されている
シール番号を出力
（２）処理区分コードが「５」の場合は、スペー
ス

（変更後）
保税運送申告ＤＢに登録されているシール

記述の削除

（２）処理区分コードが「５」の場合は、ス
ペースとあるが、登録されていれば出
力されるため、記述を削除

80 SAS0570 保税運送申告（承認）
変更（延長申請）呼出
情報

項番7　申請者コード ＜修正＞申請者コードの条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

誤記の修正
（任意項目等で出力されない場合があ
るためＭ → Ｃ に修正）

81 SAS0580 保税運送承認訂正通
知情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

82 SAS0590 保税運送承認訂正通
知情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

83 SAS0600 保税運送承認訂正貨
物情報（１欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

84 SAS0610 保税運送承認訂正貨
物情報（複数欄用）

項番46　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

85 SAS0770 輸入貨物情報訂正呼
出情報

項番７　船舶コード
項番８　積載船名

＜修正＞船舶コード，積載船名の条件を以
下の通りに変更
Ｃ  → Ｍ

記述の修正

SAI11で呼び出した際に必ず「船舶コー
ド」、「積載船名」、が出力されるため、C
からMに変更
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項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務コード／
出力情報
コード

変更箇所

86 SAS100
SAS101

特定保税運送訂正受
付情報（1欄用）
特定保税運送訂正受
付情報（複数欄用）

項番28　原産地又は
製造地

＜修正＞出力条件／形式を以下の通りに
変更
（変更前）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略を出力

（変更後）
（２）原産地又は製造地コードに入力がない
場合は、貨物情報ＤＢに登録されている原
産地又は製造地コードに基づき、システムに
登録されている原産地略称を出力

誤記の修正

87 SAS1000 特定保税運送訂正受
付情報（1欄用）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

88 SAS1010 特定保税運送訂正受
付情報（複数欄用）

項番35　輸入者等名 ＜修正＞輸入者等名の条件を以下の通り
に変更
Ｍ → Ｃ

仮陸揚げ貨物の場合は輸入者等名が
出力されないため、MからCに変更

89 SAT0300 バンニング情報登録
（輸出管理番号単位）
呼出情報

項番6（積出港コード） ＜修正＞出力条件について、以下の通り修
正

（修正前）
（２）バンニング予定情報呼出し識別に入力
がない場合は、コンテナ情報ＤＢに登録され
ている積出港コードを出力

（修正後）
（２）バンニング予定情報呼出し識別に入力
がない場合は、貨物情報ＤＢに登録されて
いる積出港コードを出力

誤記の修正

（コンテナ情報ＤＢと貨物情報ＤＢの記
載を間違えていた為）

90 SAT045 エラー通知情報（積コ
ンテナ登録情報）

コンテナ管理者 ＜修正＞出力形式を以下の通り修正
コンテナ管理者の出力形式の変更（8桁目と
9桁目の間に"-"を設定）

輸出者コードが出力される項目につい
ては、8桁目と9桁目の間に"-"を設定
すべきところ、修正前は設定が漏れて
いた為

91 SAT0740 船積情報登録呼出情
報

コンテナ管理者（欄
部）

＜修正＞出力形式を以下の通り修正
コンテナ管理者（欄部）の出力形式の変更
（8桁目と9桁目の間に"-"を設定）

記述の修正

輸出者コードが出力される項目につい
ては、8桁目と9桁目の間に"-"を設定
すべきところ、修正前は設定が漏れて
いた為

92 SAT0660 輸出貨物搬入予定照
会情報

項番33荷主リファレン
スナンバー

＜修正＞以下の通り修正

「欄」列の＊を追加

荷主リファレンスナンバーのみ「欄」列
の＊が記述されていなかった為

93 SBF710 一括納付書情報 項番18 代理人
項番42 代理人
項番66 代理人

以下の記述を追加
（４）自社通関の場合は、先頭４５桁にスペー
スを出力し、４６～５０桁目に申告者をコード
で出力

記述漏れ（RT0後の税関殿からの指摘）
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2008.10.8更新分

1 D08-02-1 輸入許可等通知情報
（帳票レイアウト注意事
項）

項番18　臨時開庁識
別

項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
帳票レイアウト
「非表示項目」を追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の仕
様変更

2 D09-02-1 輸入申告等控情報（帳
票レイアウト注意事項）

項番18　臨時開庁識
別

項目名の変更
「臨時開庁識別」→「予備」へ変更
帳票レイアウト
「非表示項目」を追加

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業務の仕
様変更

3 D09-02-1 輸入申告等控情報（帳
票レイアウト注意事項）

項番107　戻税申告識
別

以下の帳票レイアウトの「非表示項目」を削
除
・特例申告控Ａ、Ｂ、Ｃ

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度の改変
（特例申告適用貨物の拡大）

詳細設計書変更点一覧（オンライン業務共通設計書）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由変更箇所

業務コード
／
出力情報
コード

オンライン業務共通設計書 1 / 1



2008.10.8更新分

1 Ｇ01

輸入貨物搬出入データ　　

本文 ３．作成処理
（１）収集処理
（Ｂ）収集契機ごとの
条件
（ｃ）船積情報登録
（ｄ）船積情報登録取
消し

＜記述の変更＞　以下の通りに修正
（ｃ）船積情報登録
「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により、全量
船積情報登録されたデータを収集する。

（ｄ）船積情報登録取消し
「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務により、全量
船積した後の船積情報登録が取消しされ
たデータを収集する。

＊１：搬出区分の条件に　特定保税運送
を追加

記述の修正
CLD業務には船積の機能が無い
ため

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

2 Ｇ01

輸入貨物搬出入データ　　

出力項目表 項番38　貨物管理番
号
項番51　仕分親貨物
管理番号

＜修正＞
アポストロフィ付与項目の旨を明記
桁数を１桁増

アポストロフィ付与項目の記載漏
れ

3 Ｇ01

輸入貨物搬出入データ　　

出力項目表 項番41　入港年月日
項番56　搬出区分
コード

＜修正＞以下の通りに修正
　区分　Ｍ　→　Ｃ　に修正

記述の修正
（未通関積戻し貨物の場合など、
出力されないケースがあるため）

4 Ｇ01

輸入貨物搬出入データ　　

出力項目表 項番56　搬出区分
コード

＜仕様変更依頼＞以下の記載を追加
（３）貨物到着前輸入申告扱いによる許可
等の場合は、末尾１桁に「Ｊ」を出力

仕様変更
制度改正対応／簡易申告制度に
おける貨物到着前申告の導入

5 Ｇ02

輸出貨物搬出入データ　　

本文 ３．作成処理
（１）収集処理
（Ｂ）収集契機ごとの
条件
（ｃ）船積情報登録
（ｄ）船積情報登録取
消し

＜記述の変更＞　以下の通りに修正
（ｃ）船積情報登録
「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により、全量
船積情報登録されたデータを収集する。

（ｄ）船積情報登録取消し
「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務により、全量
船積した後の船積情報登録が取消しされ
たデータを収集する。

記述の修正
CLD業務には船積の機能が無い
ため

6 Ｇ02

輸出貨物搬出入データ　　

出力項目表 項番53　通関業者
コード
項番54　荷送人コード
項番56　搬出区分
コード

＜修正＞以下の通りに修正
　区分　Ｍ　→　Ｃ　に修正

記述の修正

7 Ｇ03

保税運送申告一覧データ　　

本文 １．業務概要 ＜記述の変更＞以下の通りに修正
保税運送申告において前月中に行われた
承認、承認取消し、申告取消し及び手作業
移行された実績、前月中に行われた包括
保税運送承認に係る個別運送情報登録及
び個別運送情報の取消しの実績または前
月中に行われた特定保税運送の登録及び
取消しの実績を出力する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

8 Ｇ03

保税運送申告一覧データ　　

本文 ３．作成処理
（１）収集処理
（Ｇ）特定保税運送
（Ｈ）特定保税運送取
消し

＜記述の変更＞以下の記載を追加
（Ｇ）特定保税運送
ＯＬＣ業務で特定保税運送の登録をした
データを収集する。
（Ｈ）特定保税運送取消し
特定保税運送の取消しされたデータを収集
する。

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

9 Ｇ03

保税運送申告一覧データ　　

出力項目表 項番38　運送種別
コード

＜修正＞出力条件／形式に以下の記載を
追加
 　ＡＵ：特定保税運送

仕様変更
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

10 Ｇ03

保税運送申告一覧データ　　

出力項目表 項番39　貨物管理番
号

＜修正＞
アポストロフィ付与項目の旨を明記
桁数を１桁増

アポストロフィ付与項目の記載漏
れ

11 Ｇ03

保税運送申告一覧データ　　

出力項目表 項番39　貨物管理番
号
項番47　輸入者等
コード
項番48　輸入者等名

＜修正＞以下の通りに修正
　区分　Ｍ　→　Ｃ　に修正

記述の修正

12 Ｇ08

輸入貨物コンテナ関連データ　　

本文 ３．作成処理
（１）収集処理
（Ｂ）収集契機ごとの
条件
（ｃ）船積情報登録
（ｄ）船積情報登録取
消し

＜記述の変更＞　以下の通りに修正
（ｃ）船積情報登録
「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により、全量
船積情報登録されたデータを収集する。

（ｄ）船積情報登録取消し
「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務により、全量
船積した後の船積情報登録が取消しされ
たデータを収集する。

＊１：搬出区分の条件に　特定保税運送
を追加

記述の修正
CLD業務には船積の機能が無い
ため

仕様変更（5N変-00089）
制度改正対応／特定保税運送承
認制度（仮称）の新設

変更箇所管理資料名

詳細設計書変更点一覧（管理資料）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番
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変更箇所管理資料名項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番

13 Ｇ08

輸入貨物コンテナ関連データ　　

出力項目表 項番8　貨物管理番
号

＜修正＞
アポストロフィ付与項目の旨を明記
桁数を１桁増

アポストロフィ付与項目の記載漏
れ

14 Ｇ09

輸出貨物コンテナ関連データ　　

本文 ３．作成処理
（１）収集処理
（Ｂ）収集契機ごとの
条件
（ｃ）船積情報登録
（ｄ）船積情報登録取
消し

＜記述の変更＞　以下の通りに修正
（ｃ）船積情報登録
「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により、全量
船積情報登録されたデータを収集する。

（ｄ）船積情報登録取消し
「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務により、全量
船積した後の船積情報登録が取消しされ
たデータを収集する。

記述の修正
CLD業務には船積の機能が無い
ため

15 Ｇ09

輸出貨物コンテナ関連データ　　

出力項目表 項番3　データ有無識
別

＜修正＞以下の通りに修正
　属性を　ｎ　→　ａｎ　に修正

記述の統一

16 G11

卸コンテナリスト取扱一覧データ　　

電文フォーマット E4セル ＜仕様変更＞以下の名称に修正
時間外執務要請識別

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

17 G11

卸コンテナリスト取扱一覧データ　　

出力項目表 項番27　　旧　臨時開
庁識別

＜仕様変更＞以下の名称に修正
時間外執務要請識別

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

18 G11

卸コンテナリスト取扱一覧データ　　

出力項目表 項番28　コンテナ管
理者コード

＜修正＞以下の通りに修正
　区分　Ｍ　→　Ｃ　に修正

記述の修正
無符号輸入者の場合はコンテナ管
理者コードは入力されないため

19 G12

積コンテナリスト取扱一覧データ　　

電文フォーマット E4セル ＜仕様変更＞以下の名称に修正
時間外執務要請識別

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

20 G12

積コンテナリスト取扱一覧データ　　

出力項目表 項番27　　旧　臨時開
庁識別

＜仕様変更＞以下の名称に修正
時間外執務要請識別

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

21 G12

積コンテナリスト取扱一覧データ　　

出力項目表 項番28　コンテナ管
理者コード

＜修正＞以下の通りに修正
　区分　Ｍ　→　Ｃ　に修正

記述の修正
無符号輸入者の場合はコンテナ管
理者コードは入力されないため

22 H01

輸出申告一覧データ　　

出力項目表 項番45  予備 項番45:項目名において
「臨時開庁識別」を「予備」に変更

出力条件／形式の文言において
「臨時開庁承認された輸出申告等または別
送品輸出申告の場合、「Ｙ」を出力」を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

23 H01

輸出申告一覧データ　　

出力項目表 項番56 出力条件／形式に以下を追加
ダブルコーテーション付加対象項目

桁数を「20」→「22」に変更

記述の修正

24 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

概要 ３．作成処理
(1)(E)

以下のようにを変更
貨物取扱等件数
↓
貨物取扱等データ

記述の修正

25 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

概要 ３．作成処理
(1)(F)

以下のようにを変更
他所蔵置許可申請件数
↓
他所蔵置許可申請データ

記述の修正

26 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

概要 ３．作成処理
(2)(A)

以下のようにを変更
輸出申告等許可・承認データ
↓
輸出申告等許可データ

記述の修正

27 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

概要 ３．作成処理
(3)(B)

記述の統一の為、以下のように変更
あて先官署コード
↓
①あて先官署コード

記述の改善

28 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

CSV電文フォーマッ
ト

セル
AK5,AL5,AM5,AN5,A
O5,AP5,AU5

セルを以下のように変更
AK5　展示→見本の展示
AL5　展示取消→見本の展示取消
AM5　過去例示有→加工例示有
AN5　過去例示有取消→加工例示有取消
AO5　過去例示無→加工例示無
AP5　過去例示無取消→加工例示無取消
AU5　他所蔵置許可→他所蔵置

記述の修正
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変更箇所管理資料名項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番

29 H02

輸出貨物許可承認等実績データ

出力項目表 項番45～48,101 項目名を以下のように変更
項番45「過去例示有」→「加工例示
有」
項番46「過去例示有取消」→「加工例
示有取消」
項番47「過去例示無」→「加工例示
無」
項番48「過去例示無取消」→「加工例
示無取消」

記述の修正

30 I06
口座使用明細データ
(全営業所実績表)
(営業所別実績表)

出力項目表 項番8「海上航空識
別」～28「引落とし税
額合計」

データ有条件について
①項番8「海上航空識別」M→Cに変更
②その他の項目　記載列を変更

海上航空タイトルの出力を行うか
どうか紛らわしいため

31 I06 口座使用明細データ
(全営業所実績表)
(営業所別実績表)

出力項目表 項番8「海上航空識
別」

出力条件／形式について、「（３）実績があ
る場合のみ出力」を追記

海上航空タイトルの出力を行うか
どうか紛らわしいため

32 I06
口座使用明細データ
(全営業所実績表)
(営業所別実績表)

出力項目表 項番8「海上航空識
別」～38「引落とし税
額合計」

データ有条件について
①項番8「海上航空識別」M→Cに変更
②その他の項目　記載列を変更

海上航空タイトルの出力を行うか
どうか紛らわしいため

33 I06 口座使用明細データ
(全営業所実績表)
(営業所別実績表)

出力項目表 項番8「海上航空識
別」

出力条件／形式について、「（３）実績があ
る場合のみ出力」を追記

海上航空タイトルの出力を行うか
どうか紛らわしいため

34 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理
(1)(A)②

以下を追加
ただし、ＢＰ承認とＩＢＰ許可が同日
中である場合、ＩＢＰ許可データとし
て１レコードのみ収集される。

記述の改善

35 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理(1)(A) 「③輸入（引取・特例）申告については、輸
入（引取）申告及び特例申告で２件収集さ
れる。」を「③輸入（引取・特例）申告につい
ては、輸入（引取）許可に係るデータを収集
する。*１」に変更

「（＊１）　輸入（引取・特例）申告について
は、「（Ａ）輸入申告等許可・承認」及び
「（Ｂ）特例申告」両方の収集条件に合致し
た場合、それぞれのデータとして計２件収
集される。」を追加

記述の明確化

36 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理
(1)(B)①

以下のように変更
特例申告年月日が前月のもの。
↓
特例申告受理年月日が前月のもの。

記述の修正

37 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理(1)(B) 「②輸入（引取・特例）申告については、輸
入（引取）申告及び特例申告で２件収集さ
れる。」を「②輸入（引取・特例）申告につい
ては、特例申告に係るデータを収集する。*
１」に変更

記述の明確化

38 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理
(2)(B)①

許可・承認年月日には修正申告年月日
は設定されないため、「修正申告年月
日」の記述を削除

記述の修正

39 I51

輸入申告一覧データ　　

概要 ３．作成処理(2)(B) ②において「申告等番号」を「BP承認年月
日」に変更
「④申告番号」を追加

記述の修正

40 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番48  予備 項番48:項目名において
「臨時開庁識別」を「予備」に変更
出力条件／形式の文言において
「臨時開庁利用の旨の登録がある輸入申
告等の場合、「Ｙ」または「Ｔ」を出力」を削除

仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

41 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番49 出力条件／形式を以下のように変更
輸入申告等の場合、許可・承認時の審
査検査区分識別を出力
↓
（１）特例申告の場合、スペースを出

記述の改善

42 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番52 出力条件／形式を以下のように変更
Ｒ：緊急通関貨物（税関の同一官署内
の特通部門に申告する貨物）
Ｔ：特別通関貨物（税関の執務時間外
における常駐体制の整備官署に申告す
貨物

記述の改善
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変更箇所管理資料名項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番

43 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番53 出力条件／形式を以下のように変更
Ｓ：ＳＰ貨物
Ｂ：ＯＢＣ貨物
Ｌ：外交官貨物
Ｘ：ＭＤＡ貨物
↓
（１）特例申告の場合、スペースを出
力
（２）輸入申告等または輸入（引取）
申告の場合、申告貨物識別コードを出
力
Ｓ：ＳＰ貨物
Ｂ：ＯＢＣ貨物
Ｌ：外交官貨物
Ｘ：ＭＤＡ貨物

記述の改善

44 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番54,55 出力条件／形式を以下のように変更
修正申告または関税等更正請求の場
合、スペースを出力
↓
輸入（引取）申告、修正申告または関
税等更正請求の場合、スペースを出力

記述の修正

45 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番56,57,58 出力条件／形式を以下のように変更
（２）修正申告または関税等更正請求
の場合、スペースを出力
↓
（２）輸入（引取）申告、修正申告ま
たは関税等更正請求の場合、スペース
を出力

記述の修正

46 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番59 出力条件／形式に以下を追加
ダブルコーテーション付加対象項目

桁数を「20」→「22」に変更

記述の修正

47 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番61  通関蔵置場
コード

項番61:桁欄において
「5」を「6」に変更
出力条件／形式の文言に
「（２）アポストロフィ付加対象項目」を追加

記述の修正

48 I51

輸入申告一覧データ　　

出力項目表 項番66 出力条件／形式に以下を追加
特例申告の場合、０（ゼロ）を出力

記述の修正

49 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成条件(1)(A) 本文の末尾に「*１」を追加
「（＊１）　輸入（引取・特例）申告について
は、「（Ａ）輸入申告等許可・承認データ」及
び「（Ｂ）特例申告データ」両方の収集条件
に合致した場合、それぞれのデータとして
計２件収集される。」を追加

記述の明確化

50 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成条件(1)(B) 本文の末尾に「*１」を追加 記述の明確化

51 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成処理
(1)(B)

以下のように変更
特例申告年月日が前月のもの。
↓
特例申告受理年月日が前月のもの。

記述の修正

52 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成条件(2)(A) 本文において「なお、ＢＰ承認後、輸入許可
前引取貨物の輸入申告（以下、「ＩＢＰ」とい
う。）が許可された申告についてはＢＰ承認
とＩＢＰ許可で２件計上する｡」を削除

「④ＢＰ承認については、ＢＰ承認の件数及
びつづき枚数にのみ計上する。」を追加

記述の修正

53 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成処理
(2)(A)①
３．作成処理
(2)(A)⑤

以下のように変更
①　～～申告納税（ＭＤＡを除く）～
～、→　～～申告納税～～、

記述の改善

54 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

本文 ３．作成処理
(2)(E)

「ただし、包括保税運送承認された
データは収集されない。」
を追加。

記述の改善

55 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

CSV電文フォーマッ
ト

セルAP5,FW4,FX4 セルを以下のように変更
AP5　ＢＰ承認申請→ＢＰ承認
FW4　本船扱い→本船扱い承認
FX4　ふ中扱い→ふ中扱い承認

記述の修正

56 I52

輸入貨物許可承認等実績データ　　

出力項目表 項番
184,185,187,188

項目名を以下のように変更
項番184「無税」→「免税」
項番185「免税」→「無税」
項番187「無税」→「免税」
項番188「免税」→「無税」

記述の修正

57 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

本文 - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

58 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

フロー - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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59 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

電文フォーマット - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

60 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

出力項目表 - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

61 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

電文フォーマット - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更

62 J02
手数料使用明細データ
手数料使用明細データ集計表

出力項目表 - 業務廃止に伴う削除 仕様変更
制度改正対応／臨時開庁関連業
務の仕様変更
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2008.10.8更新分

Ｇ01 輸入貨物搬出入データ　　 出力項目表 項番39　船舶コード
項番40　船舶名

＜修正＞船舶コード、船舶名の条件を以下
の通りに変更
Ｍ → Ｃ

積戻し未通関貨物の場合、出力さ
れないためMからCに変更

I01 一括納付書情報　 概要 項番42 代理人 以下の文言を追加

（４）自社通関の場合は、先頭４５桁にス
ペースを出力し、４６～５０桁目に申告者を
コードで出力

記述修正（「代理人」に自社通関の
場合の記述追加）

I03 一括納付用明細書情報　 概要 項番20 代理人 以下の文言を追加

（２）自社通関の場合は、スペースを出力

上記に伴い、「条件」列をM→Cに変更

記述修正（「代理人」に自社通関の
場合の記述追加）

I04 一括納付用明細データ　　 概要 項番28 代理人名 以下の文言を追加

（２）自社通関の場合は、スペースを出力

上記に伴い、「条件」列をM→Cに変更

記述修正（「代理人」に自社通関の
場合の記述追加）

I06 口座使用明細データ 出力項目表 項番25 官署 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関官署を出力

（修正後）
（１）申告先税関官署を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力
（３）オンライン・リアルタイム口座を使用し
た修正申告、及び特例申告口座一括引落
としの場合は、申告先税関官署の元官署を
出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I07 納付書集計データ 出力項目表 項番9 税関官署コー
ド

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
税関官署コードを出力

（修正後）
（１）申告先税関官署を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I08 連記式領収済通知書情報 出力項目表 項番5 取扱庁名（税
関名）

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関名を出力

（修正後）
（１）申告先税関名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I08 連記式領収済通知書情報 出力項目表 項番6 取扱庁名（官
署名）

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関官署名を出力

（修正後）
（１）申告先税関官署名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I09 連記式領収控情報　 出力項目表 出力情報名(出力情
報コード)

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
連記式領収済控情報（ＣＢＦＢｘｘ）

（修正後）
連記式領収控情報（ＣＢＦＢｘｘ）

記述修正（出力情報名が誤ってい
たため、正確な記述に改訂）

変更箇所管理資料名

詳細設計書変更点一覧（管理資料）

項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番
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変更箇所管理資料名項番 変　更　内　容 変　更　理　由
業務
項番

I09 連記式領収控情報　 出力項目表 項番5 取扱庁名（税
関名）

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関名を出力

（修正後）
（１）申告先税関名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I09 連記式領収控情報 出力項目表 項番6 取扱庁名（官
署名）

＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関官署名を出力

（修正後）
（１）申告先税関官署名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I10 歳入金等受入報告表情報　 出力項目表 項番3 取扱庁名 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関名を出力

（修正後）
（１）申告先税関名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I10 歳入金等受入報告表情報　 出力項目表 項番4 所管名 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関官署名を出力

（修正後）
（１）申告先税関官署名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I11 口座振替用納付書送付書情報　 出力項目表 項番3 取扱庁名 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関名を出力

（修正後）
（１）申告先税関名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

I11 口座振替用納付書送付書情報　 出力項目表 項番4 所管名 ＜修正＞以下の通り修正
（修正前）
申告先税関官署名を出力

（修正後）
（１）申告先税関官署名を出力
　　（保留解除による引落としの場合は、保
留解除した税関官署）
（２）申告先税関官署が政令派出所の場合
は、政令派出所を出力

記述修正（政令派出所を意識し、
正確な記述に改訂）

管理資料 2 / 2



1 0003 UOK 本文 ＜記述の修正＞
４．入力条件　　（６）自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢチェック
「入力された出力端末名がＤＩおよびＳＭＴＰ双方向向けの端末の場合、以下のチェックを行
う。（Ａ）出力先利用者コードチェック　①入力者が自社システム用利用者を複数所有している
場合、入力された出力先利用者コードが自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢに存在すること。
②入力された出力先利用者コードが入力者の本利用者に属する自社システム用利用者であ
ること。」
→「入力された出力端末名がＤＩおよびＳＭＴＰ双方向向けの端末の場合で、入力された出力
先利用者コードが入力者と異なる場合、自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢに存在すること。」
に修正

2 0006 UOM 本文 ＜記述の修正及び追記＞
・４．入力条件　（６）利用者メールDBチェック
「①入力されたメールボックスＩＤと出力先メール種別の整合性がとれていること。」
→「①入力されたメールボックスＩＤと出力先メール種別が利用者メールＤＢに存在すること。」
に修正
・５．処理内容　（２）メール型宛先管理ＤＢ処理
（Ａ）登録の場合、（Ｂ）削除の場合の「サーバ種別」を「出力先メール種別」に修正
・７．特記事項
　「ＮＡＣＣＳパッケージソフトに出力する場合は、処理結果通知電文（電文種別Ｒ）と画面用情
報電文（電文種別Ｃ）は同一の宛先を登録する必要がある。」を追記。

3 0006 UOM 入力項目表 ＜記述の追記及び修正＞
・項番５「メールボックスＩＤ（変更後）」の入力条件／形式
「（１）削除要否がスペースの場合、入力者のメールボックスＩＤを入力　（２）削除要否が「Ｄ」
の場合、入力不要」を追記。
・項番６「出力先メール種別（変更後）」の入力条件／形式
「（２）削除要否が上記以外の場合、入力不可」
→「（２）削除要否が「Ｄ」の場合、入力不要」に修正

4 0007 UOM01 本文 ＜記述の修正＞
３．制限事項
「１回での照会件数は最大３０件とする。　なお、３０件を超える場合は、照会情報を再度送信
することにより次の３０件を照会する。」
→「１回で出力される照会件数は最大３０件とする。３０件を超える場合は、３１件目以降が出
力されない旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。照会情報を再度送信す
ることにより、３１件目以降の照会情報を出力する。」に修正

5 0007 UOM01 入力項目表 ＜項番3の追記＞
項番３「利用者ＩＤ」の入力条件/形式
「入力者の利用者ＩＤを入力」を追記。

6 0009 UOC 入力項目表 ＜記述の修正＞
・項番４「出力端末名（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」を「入力不要」に修正
・項番５「メールボックスＩＤ（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」を「入力不要」に修正
・項番６「メール種別（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」を「入力不要」に修正
・項番７「送信先種別（変更後）」の入力条件/形式
「（２）削除要否が上記以外であれば、入力不可」
→「（２）削除要否が「Ｄ」の場合、入力不要」に修正
・項番８「出力先利用者コード（変更後）」の入力条件/形式
「（２）送信先種別が「Ｉ」の場合、かつ送信先種別（変更後）がダイレクト・インタフェースユーザ
またはＳＭＴＰ双方向利用者の論理端末であれば、入力必須」
→「（２）送信先種別が「Ｉ」の場合、かつ出力端末名（変更後）がダイレクト・インタフェースユー
ザまたはＳＭＴＰ双方向利用者の論理端末であれば、入力必須」に修正
・項番８「出力先利用者コード（変更後）」の入力条件/形式
（３）「入力不可」を「入力不要」に修正
・項番９「出力先システム形態（変更後）」の入力条件/形式
「（１）送信先種別が「Ｅ」の場合、以下を入力　Ｐ：ＤＩ　Ｙ：ＳＭＴＰ双方向　Ｎ：パッケージソフト
（２）送信先種別が「Ｉ」の場合、かつ送信先種別（変更後）がダイレクト・インタフェースユーザ
またはＳＭＴＰ双方向利用者の論理端末であれば、以下を入力　Ｐ：ＤＩ　Ｙ：ＳＭＴＰ双方向（３）
上記以外であれば、入力不可」
→「（１）送信先種別が「Ｉ」または「Ｅ」の場合、以下を入力　Ｐ：ＤＩ　Ｙ：ＳＭＴＰ双方向　Ｎ：パッ
ケージソフト　　（２）上記以外であれば、入力不要」に修正

7 0010 UOC01 本文 ＜記述の修正＞
３．制限事項
「１回での照会件数は最大３０件とする。　なお、３０件を超える場合は、照会情報を再度送信
することにより次の３０件を照会する。」
→「１回で出力される照会件数は最大３０件とする。３０件を超える場合は、３１件目以降が出
力されない旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。照会情報を再度送信す
ることにより、３１件目以降の照会情報を出力する。」に修正。

8 0011 UOC11 入力項目表 ＜記述の追記＞
・項番３「出力情報コード」の入力条件/形式
「（１）処理結果通知電文の場合の入力例　＊ＳＥＤＡ　＊ＳＥＤＡ０１　（２）処理結果通知電文
以外の場合の入力例（６桁指定）　ＳＡＤ００１　（３）全てのＥＸＣ型電文を対象にする場合の入
力例　９９９９９９」を追記。

9 0012 UOJ 本文 ＜記述の修正及び追記＞
・４．入力条件　（４）自社システム用利用者コード変換ＤＢチェック
「入力された出力先利用者コードが自社システム用利用者コード変換ＤＢに存在し、且つ本
利用者コードが入力者であること。」
→「入力された出力先利用者コードが自社システム用利用者コードの場合、自社システム用
利用者コード変換ＤＢに存在すること。ＧＷ利用者の場合は、本チェックの対象外とする。」に
修正
・４．入力条件　（５）出力先利用者コードチェック
「入力された出力先利用者コードが自社システム用利用者コードではない場合、入力された
利用者コードと同一の法人に属する利用者である（入力された出力先利用者コード（５桁）下
３桁と入力された利用者コード（５桁）下３桁が一致する）こと。」を追記

10 0012 UOJ 入力項目表 ＜記述の修正＞
・項番３「出力先利用者コード（輸出）（変更後）」の入力条件/形式
「（１）項番５から項番６の二重出力要否のいずれかが「Ｙ」の場合、入力必須　（２）項番５から
項番６の二重出力要否のいずれもスペースの場合、入力不可」
→「（１）パッケージソフト申告時二重出力要否（輸出）、ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否（輸
出）のいずれかが「Ｙ」の場合は、入力必須　（２）上記以外の場合は、入力不要」に修正。
・項番４「出力先利用者コード（輸入・蔵入）（変更後）」の入力条件/形式
「（１）項番７から項番１０の二重出力要否のいずれかが「Ｙ」の場合、入力必須　（２）項番７か
ら項番１０の二重出力要否のいずれもスペースの場合、入力不可」
→「（１）パッケージソフト申告時二重出力要否（輸入）（蔵入）、ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力
要否（輸入）（蔵入）のいずれかが「Ｙ」の場合、入力必須　（２）上記以外の場合は、入力不
要」に修正。

11 0012 UOJ 入力画面 ＜項目名の変更＞
「パッケージソフト申告時二重出力要否」
→「パッケージソフト／ＧＷ申告時二重出力要否」に変更
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12 0014 UON 本文 ＜記述の追記＞
４．入力条件　（７）利用者ＤＢチェック・自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢチェック
「自社システム用利用者ＩＤを持たないＤＩ利用者またはＳＭＴＰ双方向利用者」に「ＧＷ利用
者」を追記。

13 0014 UON 入力項目表 ＜記述の修正＞
・項番４「出力端末名（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」→「入力不要」に変更
・項番５「メールボックスＩＤ（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」→「入力不要」に変更
・項番６「送信先種別（変更後）」の入力条件/形式
「削除要否が上記以外れあれば、入力不可」
→「（２）削除要否が「Ｄ」の場合、入力不要」に変更
・項番７「出力先利用者コード（変更後）」の入力条件/形式
「（１）送信先種別が「Ｉ」または「Ｅ」の場合、入力必須（２）送信先種別が「Ｍ」の場合、入力不
可」
→「（１）送信先種別が「Ｅ」の場合、入力必須　　（２）送信先種別が「Ｉ」の場合、かつ出力端末
名（変更後）がダイレクト・インタフェースユーザまたはＳＭＴＰ双方向利用者の論理端末であ
れば、入力必須　　（３）上記以外であれば、入力不要」に変更。
・項番８「出力先システム形態（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」→「入力不要」に変更

14 0015 UON01 本文 ＜記述の修正＞
・３．制限事項
「１回での照会件数は最大３０件とする。　なお、３０件を超える場合は、照会情報を再度送信
することにより次の３０件を照会する。」
→「１回で出力される照会件数は最大３０件とする。３０件を超える場合は、３１件目以降が出
力されない旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。照会情報を再度送信す
ることにより、３１件目以降の照会情報を出力する。」に修正。
・４．入力条件　（３）自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢチェック
「入力された自社システム用利用者コードが自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢに存在し、且
つ本利用者コードが入力者であること。」
→「入力された自社システム用利用者コードが自社システム用利用者コード変換ＤＢに存在
すること。GＷ利用者の場合は、本チェックの対象外とする。」に変更。

15 0016 UON11 本文 ＜記述の修正＞
４．入力条件　（３）自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢチェック
「入力された自社システム用利用者コードが自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢに存在し、且
つ本利用者コードが入力者であること。」
→「入力された自社システム用利用者コードが自社システム用利用者コード変換ＤＢに存在
すること。GＷ利用者の場合は、本チェックの対象外とする。」に変更。

16 0017 UOD 本文 ＜記述の追記と削除＞
・３．制限事項
「③同報電文はＥＤＩＦＡＣＴの対象ではないため、ＥＤＩＦＡＣＴ利用者のメールボックスは設定
できない。」を追記。
・４．入力条件　（６）利用者メールＤＢチェック
「③入力されたメール種別が入力されたメールボックスＩＤに対応するメール種別であること。」
を削除。
・４．入力条件　（８）自社システム用利用者コード変換ＤＢチェック
「（８）自社システム用利用者コード変換ＤＢチェック　入力された利用者コードが自社システム
用利用者コードの場合、自社システム用利用者コード変換ＤＢに存在すること。」を追記。

17 0017 UOD 入力項目表 ＜記述の追記と修正＞
・項番２「利用者コード」の入力条件/形式
「入力者の利用者コード（５桁）を入力」を追記
・項番３「出力論理端末名（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」を「入力不要」に修正
・項番４「メールボックスＩＤ（変更後）」の入力条件/形式
（２）「入力不可」を「入力不要」に修正

18 0017 UOD 入力画面 ＜非入力項目への変更＞
変更前の設定状況（出力論理端末名・メールボックスID）を非入力項目へ変更

19 0018 UOD11 本文 ＜記述の追記＞
４．入力条件
「（４）自社システム用利用者コード変換ＤＢチェック　入力された利用者コードが自社システム
用利用者コードの場合、自社システム用利用者コード変換ＤＢに存在すること。」を追記。

20 0021 UKZ/UKZ12 本文 ＜記述の追記＞
３．制限事項
「②輸入者口座の登録は実施できないこととする。」
「③入力された口座番号に対する口座利用可能者に輸出入者コードが存在すれば、注意喚
起メッセージとして処理結果通知に出力する。」を追記。

４．入力条件　（３）口座ＤＢチェック
「③入力された口座番号の口座名義人が輸出入者コードでないこと。」を追記。

21 0021 UKZ12 入力項目表 ＜項目順序の変更＞
項目順を項番２「口座番号」、項番３「処理種別」に入れ替え

22 0022 UKZ11 本文 ＜記述の追記＞
３．制限事項
「①輸入者口座の呼出しは実施できないこととする。」
「②入力された口座番号に対する口座利用可能者に輸出入者コードが存在すれば、注意喚
起メッセージとして処理結果通知に出力する。」
「③入力された口座番号に対する口座利用可能者に４０件すべて輸出入者コードが登録され
ている口座番号の呼出しは実施できないこととする。」を追記。

４．入力条件　（３）口座ＤＢチェック
「③入力された口座番号の口座名義人が輸出入者コードでないこと。」を追記。

23 0023 UKT 入力項目表 ＜記述の追記と削除＞
・項番２「利用者コード」の入力条件/形式
「入力者の利用者コード（５桁）を入力」を追記。
・項番３「許可後訂正可能者（変更後）」のID欄
コメントを削除。
・項番４「更新種別」のID欄
コメントを削除。

24 0023 UKT12 入力項目表 ＜項目順序の変更及び記述の追記と削除＞
・項目順を項番２「利用者コード」、項番３「処理種別」に入れ替え
・項番２「利用者コード」の入力条件/形式
「入力者の利用者コード（５桁）を入力」を追記。
・項番４「許可後訂正可能者（変更後）」のID欄
コメントを削除。
・項番５「更新種別」のID欄
コメントを削除。
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25 0025 USS 入力項目表 ＜記述の追記及び削除＞
・項番２「利用者コード」の入力条件/形式
「入力者の利用者コード（５桁）を入力」を追記。
・項番３「照会資格者（変更後）」のID欄
コメントを削除。
・項番４「更新種別」のID欄
コメントを削除。

26 0025 USS12 入力項目表 ＜項目順序の変更及び記述の追記と削除＞
・項目順を項番２「利用者コード」、項番３「処理種別」に入れ替え
・項番２「利用者コード」の入力条件/形式
「入力者の利用者コード（５桁）を入力」を追記。
・項番４「照会資格者（変更後）」のID欄
コメントを削除。
・項番５「更新種別」のID欄
コメントを削除。

27 0031 UMF 入力項目表 ＜記述の追記及び削除＞
・項番４「利用者コード（変更後）」のID欄
コメントを削除。
・項番４「利用者コード（変更後）」の入力条件/形式
「（１）更新種別がスペースの場合、入力必須（２）更新種別が「Ｄ」の場合、入力不可」を追
記。
・項番５「更新種別」のID欄
コメントを削除。
・項番５「更新種別」の入力条件/形式
「Ｄ：削除」
→「Ｄ：削除する　スペース：削除しない」に変更。

28 0033 UNF 本文 ＜記述の修正及び追記＞
・４．入力条件　（３）国内用輸出入者ＤＢチェック　（Ｂ）入力者が通関業の場合
③の「代表通関業者」を「情報出力先利用者コード」に修正
・４．入力条件　（３）国内用輸出入者ＤＢチェック　（Ｃ）入力者が輸出入者かつ通関業の場合
「（Ｃ）入力者が輸出入者かつ通関業の場合　（Ａ）と同様のチェックを行う。」を追記。
・７．特記事項
「②入力者が通関業かつ代表通関業者でない場合、納付書等出力先情報は「＊」でマスクし
て出力される。」を追記。

29 0034 UNF11 本文 ＜記述の修正＞
・３．制限事項
「～、当該輸出入者に対する照会は行えない。」を「～、当該輸出入者に対する呼出しは行え
ない。」に変更。
・４．入力条件　（３）国内用輸出入者ＤＢチェック　（Ｂ）入力者が通関業の場合
③の「代表通関業者」を「情報出力先利用者コード」に変更。
・４．入力条件　（３）国内用輸出入者ＤＢチェック　（Ｃ）入力者が輸出入者かつ通関業の場合
「（Ｃ）入力者が輸出入者かつ通関業の場合　（Ａ）と同様のチェックを行う。」を追記。
・７．特記事項
「②入力者が通関業かつ代表通関業者でない場合、納付書等出力先呼出情報は「＊」でマ
スクして出力される。」を追記。

30 0035 UTB 本文 ＜仕様の変更に伴う記述の修正＞
・１．業務概要
「ＮＡＣＣＳを利用する利用者が通関士の場合は、本業務にて通関士証票番号の登録を行
う。」
→「ＮＡＣＣＳを利用する利用者が通関士の場合は、本業務にて通関士証票番号の登録、変
更、削除を行う。」に変更。
・３．制限事項
「なし。」に変更。
・５．処理内容　（２）利用者ＩＤＤＢ処理
「入力された通関士証票番号を登録する。」
→「（Ａ）登録の場合　入力された通関士証票番号を登録する。
（Ｂ）変更の場合　入力された通関士証票番号に変更する。
（Ｃ）削除の場合　登録されている通関士証票番号を削除する。」に変更。
・６．出力情報
通関士証票番号情報を削除

31 0035 UTB 処理フロー ＜記述の削除＞
通関士証票番号情報を削除。

32 0035 UTB 入力項目表 ＜項番2及び項番3の変更＞
・項番2　利用者コードと識別番号の統合に伴い、項目名を「利用者ＩＤ」、ＩＤを「RID」、桁数を
「8」、コードを「利用者コード（５桁）＋識別番号（３桁）」、入力条件／形式を「入力者の利用者Ｉ
Ｄを入力」に変更。
・項番3「通関士証票番号」の条件を「M」から「C」に変更。
・項番3「通関士証票番号」の入力条件/形式を「入力者の通関士証票番号を入力」から「（１）
登録、変更の場合は、入力者の通関士証票番号を入力　（２）削除の場合は、入力不要」に
変更

33 0035 UTB 入力画面 ＜入力画面の変更＞
・利用者コードと識別番号を利用者IDに統合。
・通関士証票番号を必須入力項目から任意入力項目に変更。

34 0035 UTB 処理結果通知 ＜記述の追記と修正＞
・項番1「出力共通項目」のメールサブジェクトを「利用者コード（５桁）、識別番号（３桁）」から
「利用者ＩＤ（８桁）」に変更。
また「通関士証票番号　５桁」を追記。
・項番3　利用者コードと識別番号の統合に伴い、項目名を「利用者ＩＤ」、桁数を「8」、コードを
「利用者コード（５桁）＋識別番号（３桁）」に変更。
・項番4「通関士証票番号」を追記。

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

［利用者設定業務］ 3/3



1 - CAL018 許可後訂正可能者呼出情報 ＜記述の修正＞
項番３「許可後訂正可能者（変更前）」の出力条件/形式
「（２）利用者コード（５桁）に対する許可後訂正可能者の利用者コード（５桁）が利用者共有関係Ｄ
Ｂに登録されていない場合は、スペースを出力」
　　↓
「（２）該当する利用者コード（５桁）がない場合は、スペースを出力」に修正

2 - CAL020 口座複数利用可能者呼出情報 ＜項目順序の変更＞
項目順を項番２「口座番号」、項番３「処理種別」に入れ替え

3 - CAL021 納付書等出力先情報 ＜記述の修正＞
項番10「代表通関業者Ａ（変更後）」の条件
「c」から「C」に修正

4 - CAL022 納付書等出力先呼出情報 ＜記述の修正＞
項番5「代表通関業者Ａ（変更前）」の条件
「c」から「C」に変更

5 - CAL024 EXC型宛先管理照会情報 ＜記述の修正＞
項番６「メールボックスＩＤ」の出力条件/形式
「メールボックスＩＤ」
→「メールＩＤ」に修正。

6 - CAL024 EXC型宛先管理照会情報
(出力画面)

＜画面名、必須入力項目の変更＞
・画面名の変更
「ＥＸＣ型宛先管理照会情報」
→「UOC01 ＥＸＣ型宛先管理照会情報」に修正」に変更。
・非入力項目から必須入力項目に変更
「利用者コード」

7 - CAL027 同報電文出力先呼出情報
（出力画面）

＜非入力項目への変更＞
変更前の設定状況（出力論理端末名・メールボックスID）を非入力項目へ変更

8 - CAL028 二重出力用基本情報
(出力画面)

＜項目名の変更＞
「パッケージソフト申告時二重出力要否」
→「パッケージソフト／ＧＷ申告時二重出力要否」に変更

9 - CAL029 二重出力用基本呼出情報
(出力画面)

＜項目名の変更＞
「パッケージソフト申告時二重出力要否」
→「パッケージソフト／ＧＷ申告時二重出力要否」に変更

10 - CAL031 会話型宛先管理照会情報
（出力画面）

＜画面名の変更＞
「UOK01 会話型宛先管理照会」
→「UOK01 会話型宛先管理照会情報」に変更。

11 - CAL034 メール型宛先管理照会情報 ＜記述の修正＞
項番６「メールボックスＩＤ」の出力条件/形式
「メールボックスＩＤ」を「メールＩＤ」に修正。

12 - CAL034 メール型宛先管理照会情報
（出力画面）

＜画面名、必須入力項目の変更＞
・画面名の変更
（修正前）「メール型宛先管理照会情報」
→（修正後）「UOM01 メール型宛先管理照会情報」に変更。
・必須入力項目の変更
「入力元メール種別」、「利用者ID」を必須入力項目に変更。

13 - CAL035 メール型宛先管理呼出情報 ＜記述の変更＞
・項番５「メールボックスＩＤ」の出力条件/形式
「（２）入力元メール種別と利用者ＩＤと出力情報コードに対するメールボックスＩＤがメール型宛先管
理ＤＢに登録されていない場合は、スペースを出力」
→「（２）該当するメールボックスＩＤがない場合は、スペースを出力」に変更。
・項番６「出力先メール種別」の出力条件/形式
「（２）入力元メール種別と利用者ＩＤと出力情報コードに対するメールボックスＩＤがメール型宛先管
理ＤＢに登録されていない場合は、スペースを出力」
→「（２）該当するメールボックスＩＤがない場合は、スペースを出力」に変更。

14 - CAL037 二重出力用宛先管理照会情報 ＜記述の修正＞
項番６「メールボックスＩＤ」の出力条件/形式
「メールボックスＩＤ」
→「メールＩＤ」に修正。

15 - CAL037 二重出力用宛先管理照会情報
（出力画面）

＜画面名、必須入力項目の変更＞
・画面名の変更
「二重出力用宛先管理照会情報」
→「UON01 二重出力用宛先管理照会情報」に変更。
・非入力項目から必須入力項目に変更
「自社システム用利用者コード」

16 - CAL038 二重出力用宛先管理呼出情報
（出力画面）

＜非入力項目への変更＞
変更前の設定状況（出力端末名・メールボックスID・送信先種別・出力先利用者コード・出力先シ
ステム形態）を非入力項目へ変更

17 - CAL040 照会資格者呼出情報 ＜記述の修正＞
項番３「照会資格者（変更前）」の出力条件/形式
「（２）利用者コード（５桁）に対する照会資格者の利用者コード（５桁）が利用者共有関係ＤＢに登
録されていない場合は、スペースを出力」
→「（２）該当する利用者コード（５桁）がない場合は、スペースを出力」に修正

18 - CAL047 許可後訂正可能者強制入力情報 ＜項目順序の変更＞
項目順を項番２「利用者コード」、項番３「処理種別」に入れ替え

19 - CAL048 口座複数利用可能者強制入力情報 ＜項目順序の変更＞
項目順を項番２「口座番号」、項番３「処理種別」に入れ替え

20 - CAL049 照会資格者強制入力情報 ＜項目順序の変更＞
項目順を項番２「利用者コード」、項番３「処理種別」に入れ替え

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

2008.6.3更新分

［出力情報］ 1/1



2008.5.2更新分

1 4001 IIR 入力項目表 ＜項番124の項目名の変更＞
項番124の項目名を「配送日時」を「配送日」に変更。

2 4003 CMF03 処理結果通知 ＜旧項番5の削除＞
旧項番5 コンテナ番号の行を削除。

3 4016 OLC 入力項目表 ＜条件の変更＞
項番48「申告欄番号」の条件を　Ｃ→Ｍ　 に変更

4 4018 SOT 入力項目表 ＜条件の変更＞
項番40「申告欄番号」の条件を　Ｃ→Ｍ　 に変更

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更箇所

［輸入貨物業務］ 1/1



2008.5.2更新分

1 7013 TYC 本文 ＜記述の変更・削除＞
４．入力条件　（３）貨物情報ＤＢチェック
　　　・旧⑫システム参加保税地域＊２以外に搬出されてない
         こと。 → 削除
　　　・⑬輸入申告等＊３（旧）　→　⑫輸入申告等＊２（新）
　　　・（＊２）システム参加保税地域とは、システムに参加し
         ている保税地域をいう。  →削除
　　　・項番の削除に伴い、一つずつ項番を繰上げ。

2 7015 TYE 本文 ＜記述の変更・削除＞
４．入力条件　（４）貨物情報ＤＢチェック
　　　・旧⑫システム参加保税地域等＊２以外に搬出されてい
         ないこと。 → 削除
　　　・⑭輸入申告等＊３（旧） → ⑬輸入申告等＊２（新）
　　　・（＊２）システム参加保税地域等とは、システム参加
         保税地域とＴＹＣ業務またはＰＳＨ業務で登録された他
         所蔵置場所をいう。なお、システム参加保税地域と
　　　　は、システムに参加している保税地域をいう  →削除
　　　・項番の削除に伴い、一つずつ項番を繰上げ。

3 7028 RST 入力項目表 ＜端末仕様の変更＞
項番17 「欄番号」　　右詰に変更

5 7115 IVB 入力画面1 ＜入力画面の変更＞
「最終仕向地名」　(最終仕向地コード) 塗りつぶしなし→水色へ変更

6 7115 IVB 入力画面2 ＜入力画面の変更＞
「船(卸)港名」　入力不可→表示へ変更

7 7117 MSA 入力項目表 ＜桁数の変更＞
項番7「本文」　桁数　1000→998へ変更

8 7118 MSB 入力項目表 ＜桁数の変更＞
項番6「通信欄」　桁数　1000→998へ変更

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

＜条件の変更＞
項番33（条件欄が輸入の場合）　「－」→「C」へ変更
＜入力条件／形式の変更＞
項番8
記述の変更
「＜輸出入区分が「Ｉ」の場合＞
（１）Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合
①５桁以上であること
②カンマ入力がないこと
（２）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合
①繰返し３回目以降は、入力不可
②２０桁以下であること」
項番11
「（１）無符号輸出者の場合は、入力不要」を追記
項番26
「（３）国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」及び「ＺＺ」は入力不可」から「（３）国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」「ＺＹ」及び「ＺＺ」は
入力不可」に変更
項番29
以下の条件を追記
「（＊）システムではチェックしない」
「＜輸出入区分が「Ｅ」の場合＞
（１）海上貨物の場合は、積載船名を入力
（２）航空貨物の場合は、航空機の所属会社名を入力」
項番30
記述の改善
項番31
記述の改善
項番32
「＜輸出入区分が「Ｅ」の場合＞
国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可」を追記
項番33
「コード化されていない船卸／取卸港の場合に、船卸／取卸港名を入力」から「＜輸出入区分が「Ｅ」
の場合＞（１）システムから補完されない場合に入力（２）システムから補完される仕向地名が、申告
すべき仕向地名と異なる場合に入力」に変更
項番36
記述の改善
項番40
「（２）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数部２桁まで入力可
（３）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数部入力不可」を追記
項番41
 「（２）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数部２桁まで入力可
（３）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数部入力不可」を削除
項番54
「（２）包括評価申告受理番号に枝番がある場合は、１２桁目に枝番を付与して入力」から「（２）９桁
以内であること」に変更
項番66
「（１）入力がある場合は、入力された品名を出力（２）入力がない場合は、入力された品目コードによ
りシステムに登録されている品名を出力」から「入力された品目コードが、システムに品名が特定で
きないものとして登録されている場合は、必須入力
」へ変更
項番69
「（２）原産地証明書提出猶予申請を併せて行う場合は、その旨を入力」を削除
項番70
「（１）システムで算出する課税価格按分係数合計によらず、按分計算の課税価格按分係数合計を
指定する場合に必須入力」から「（１）課税価格の総額を按分する場合の按分係数を入力」へ変更
項番74
「（３）課税価格に入力した場合に、当該項目に入力がない場合は、「ＪＰＹ」とみなす」を追記
項番79、項番81
「（２）自国産品の再輸入貨物の場合、再輸出の貨物の場合または通過貿易統計計上対象の貨物の場

入力項目表

詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更箇所

4 IVB7115

［輸出入共通業務］ 1/1



2008.5.2更新分

1 - CAL047 許可後訂正可能者強制入力情報 ＜記述の追加＞
・項番2「処理種別」を追加
・項番4「許可後訂正可能者（変更前）」の出力条件／形式に「利用者共有関係ＤＢに登録されてい
る子利用者を出力」を追記
・項番5「許可後訂正可能者（変更後）」の出力条件／形式に「入力された許可後訂正可能者を出
力」を追記
・項番6「更新種別」を追加

2 - CAL048 口座複数利用可能者強制入力情報 ＜記述の追加＞
・項番2「処理種別」を追加
・項番4「口座利用可能者（変更前）」の出力条件／形式に「口座利用可能者ＤＢに登録されている
利用可能者を出力」を追記
・項番5「口座利用可能者（変更後）」の出力条件／形式に「入力された口座利用可能者を出力」を
追記
・項番6「更新種別」を追加

3 - CAL049 照会資格者強制入力情報 ＜記述の追加＞
・項番2「処理種別」を追加
・項番4「照会資格者（変更前）」の出力条件／形式に「利用者共有関係ＤＢに登録されている子利
用者を出力」を追記
・項番5「照会資格者（変更後）」の出力条件／形式に「入力された照会資格者を出力」を追記
・項番6「更新種別」を追加

4 - SAA008 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番78、項番79-1、項番111及び項番189の修正＞
・項番78「本邦入港前外国の港での特別な保安措置の内容」　繰1を「*」→「30」に修正
・項番79-1 「当港入港前本邦寄港地停泊場所コード」　繰1を「*」に修正
・項番111を欠番に修正
・項番189を欠番に修正

5 - SAA013 入港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番45、項番65及び項番99の修正＞
・項番45「当港入港前本邦寄港地コード」　繰1を「*」→「8」に修正
・項番65「利用船会社コード」の「入港前統一申請情報呼出し」時の区分を「C」→「X」に修正。
併せて、「出力条件／形式」欄の記述において、入港前統一申請情報呼出し時の出力の記述を削
除
・項番99「船用品個数・数量」の桁数を「8」→「10」に修正

6 - SAA064 入港届等船用品目録照会情報 ＜桁数の修正＞
項番18「船用品個数・数量」の桁数を「8」→「10」に修正

7 - SAS018 積荷目録情報訂正呼出情報（次船卸港の追加） ＜桁数の変更＞
・項番19「到着地名」　桁数30→35　に変更

9 - SAL091 インボイス・パッキングリスト仕分照会情報（輸入） ＜画面の変更＞
・「船(卸)港名」　入力不可→表示へ変更

10 - SAL092
SAL093

インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸出)
インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸入)

＜条件の変更＞
・項番31（条件欄が輸出の場合）　M→Cへ変更
・項番33（条件欄が輸入の場合）　X→Cへ変更

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

8 - SAL090
SAL091

＜条件の変更＞
項番32(輸出)　　C→Mへ変更
項番33（輸入）　X→Cへ変更
項番70（輸入）　C→Mへ変更
項番72（輸入）　C→Mへ変更
＜入力がなかった場合の出力元の変更＞
項番31
「国連ＬＯＣＯＤＥ（積出地コード）」から「国連ＬＯＣＯＤＥ（積込港コード／積出地コード）」へ変更
項番33
「国連ＬＯＣＯＤＥ（船卸／取卸港コード）」から「国連ＬＯＣＯＤＥ（最終仕向地コード／船（卸）港コー
ド）」へ変更
項番92
「輸入関税減免税コードＤＢ」を追記
＜入力条件／形式の変更＞
項番31
「（１）入力がある場合は、入力された積込地名（積出地名）を出力
（２）入力がない場合は、入力された積込港コード／積出地コードによりシステムに登録されている
積込地名（積出地名）を出力」を追記
項番33
「（１）入力がある場合は、入力された積込地名（積出地名）を出力
（２）入力がない場合は、システムに登録されている最終仕向地コード／船（卸）港コードに対応し
た最終仕向地名（船(取)卸港名）を出力」を追記
項
項番34
「＜輸出入区分が「Ｅ」の場合＞必ず小数点以下３桁で出力＜輸出入区分が「Ｉ」の場合＞（１）重
量単位コード（グロス）が「ＬＢＲ」（ポンド）の場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）に換算して出力（２）Ｓｅ
ａ－ＮＡＣＣＳの場合は、必ず小数点以下３桁で出力（３）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、必ず小数点以
下１桁で出力」を追記
項番35
「＜輸出入区分が「Ｉ」の場合＞（１）「ＬＢＲ」（ポンド）以外が入力された場合は、入力された重量単
位コード（グロス）を出力（２）「ＬＢＲ」（ポンド）が入力された場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）を出力」
を追記
項番57
「入力された評価補正額、評価補正基礎額または手計算による課税価格の総額を出力」を追記
項番59
「入力がない場合、システムで算出する按分係数合計を出力」から「（１）入力された課税価格按分
係数合計またはシステムで算出した課税価格按分係数合計を出力（２）システムで算出した課税
価格按分係数合計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」へ変更
項番69
「（１）入力がある場合は、入力された品名を出力」を追記
項番71
「（１）入力がある場合は、入力された原産国名（原産地名）を出力」を追記
項番92
「（１）入力がある場合は、入力された内国消費税等減免税コードを出力（２）入力がない場合で、
「関税減免税コード」欄に入力がある場合は、システムに登録されている内国消費税等減免税
コード
を出力」を追記

＜編集仕様の変更＞
カンマに○を追記
項番34
項番36
項番40
項番45
項番48
項番51
項番57
項番59
項番73
項番76
項番81
項番83
項番85
項番86
項番88
項番90

インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸出)
インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸入)

［出力情報］ 1/2



2008.5.2更新分

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

11 - SAL092 インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸出) ＜画面の変更＞
・「最終仕向地名」　水色→塗りつぶしなしへ変更

12 - SAL093 インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸入) ＜画面の変更＞
・「船(卸)港名」　入力不可→表示へ変更

13 - SAL0950
SAL0960

インボイス・パッキングリスト仕分照会情報（輸出）
インボイス・パッキングリスト仕分照会情報（輸入）

＜条件の変更＞
・項番15（条件欄が輸入・輸出の場合）　C→Mへ変更
・項番18（条件欄が輸入・輸出の場合）　M→Cへ変更
・項番33（条件欄が輸出の場合）　C→Mへ変更
・項番34（条件欄が輸入の場合）　X→Cへ変更
・項番71（条件欄が輸入の場合）　C→Mへ変更
・項番73（条件欄が輸入の場合）　C→Mへ変更

＜項目名の変更＞
項番26　郵便番号（Postcode identification）

14 - SAL0960 インボイス・パッキングリスト仕分照会情報（輸入） ＜画面の変更＞
・「船(卸)港名」　入力不可→表示へ変更

15 - SAS097 輸入貨物搬入予定照会情報 ＜条件の変更＞
・項番19 「申告番号」　Ｍ→Ｃ
・項番20 「申告種別」　Ｃ→一段右Ｍ
・項番21 「搬入時申告登録者」　Ｍ→一段右Ｍ

16 - CAL013 伝達情報（民間） ＜桁数の変更＞
帳票の「本文」 桁数　1000→998へ変更

17 - CAL013 伝達情報（民間） ＜桁数の変更＞
項番5 本文 桁数　1000→998へ変更

18 - SAS036 保税運送申告控情報（複数欄用） ＜属性の変更＞
項番52 容積　属性 an → n に変更

19 - SAS037 保税運送承認通知情報（1欄用） ＜属性の変更＞
項番54 容積　属性 an → n に変更

20 - SAS038 保税運送承認通知情報（複数欄用） ＜属性の変更＞
項番54 容積　属性 an → n に変更

21 - SAS041 保税運送承認貨物情報（1欄用） ＜属性の変更＞
項番54 容積　属性 an → n に変更

22 - SAS042 保税運送承認貨物情報（複数欄用） ＜属性の変更＞
項番54 容積　属性 an → n に変更

23 - SAS043 個別運送受付情報（1欄用） ＜属性の変更＞
項番45 容積　属性 an → n に変更

24 - SAS044 個別運送受付情報（複数欄用） ＜属性の変更＞
項番45 容積　属性 an → n に変更

25 - SAF001 納付書情報(直納) ＜出力情報コードの追加と削除＞
「出力情報名（出力情報コード）」欄から出力情報コード「SBF710」の削除
出力情報コード「SRF001」と「SRF710」の追記

26 - SBF710 一括納付書情報 ＜新規追加＞
SBF710は、SAF001と同出力項目表にまとめていたが、項目（項番2「データ有無識別」）が異なる
ため新規に追加

27 - SBF710 一括納付書情報 ＜画面の新規追加＞
SBF710は、SAF001と同出力項目表にまとめていたが、項目（項番2「データ有無識別」）が異なる
ため新規に追加

28 - SAD1CJ
SAD1JJ
SAD1MJ
SAD1QJ
SAD2CJ
SAD2JJ
SAD2MJ
SAD2QJ

輸入許可前貨物引取承認通知(簡易/C)情報
蔵出輸入許可前貨物引取承認通知(簡易/C)情報
移出輸入許可前貨物引取承認通知(簡易/C)情報
総保出輸入許可前貨物引取承認通知(簡易/C)情報
輸入許可前貨物引取承認通知(書類･検査/C)情報
蔵出輸入許可前貨物引取承認通知(書類･検査/C)情報
移出輸入許可前貨物引取承認通知(書類･検査/C)情報
総保出輸入許可前貨物引取承認通知(書類･検査/C)情報

＜帳票の表示の変更＞
2ページ目の兼用タイトルが繰返し2回目まで表示されていたため、繰返し2回目を非表示に変更。

29 - SADCBC
SADCCC

特例申告納期限延長申請(酒税･たばこ税)控(B)情報
特例申告納期限延長申請(酒税･たばこ税)控(C)情報

＜帳票の表示の変更＞
兼用タイトルが繰返し1回目まで表示されていたため、非表示に変更。

30 - SAF811 共用担保照会票情報 ＜項目の削除＞
旧項番2「処理結果コード」を削除

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
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2008.5.2更新分

1 G01 輸入貨物搬出入データ 出力項目表 ＜桁数の変更及び記載の追記＞
項番38:桁数を「35」→「36」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記
項番51:桁数を「35」→「36」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記

2 G03 保税運送申告一覧データ 出力項目表 ＜桁数の変更及び記載の追記＞
項番39:桁数を「35」→「36」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記

3 Ｇ08 輸入貨物コンテナ関連データ 出力項目表 ＜桁数の変更及び記載の追記＞
項番8:桁数を「35」→「36」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記

4 H01 輸出申告一覧データ CSV電文フォーマット ＜記述の変更＞
(セルH5)
「代表税番」→「代表統番」に変更

5 H01 輸出申告一覧データ 出力項目表 ＜コードの追加、桁数の変更及び記載の追記＞
項番53：コードに「通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）」を追加
項番55：桁数を「20」→「21」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記
項番56：桁数を「20」→「22」に変更、出力条件／形式にダブルコーテーション付加対象項目の旨を
追記

6 I51 輸入申告一覧データ 出力項目表 ＜桁数の変更及び記載の追記＞
項番59:桁数を「20」→「22」に変更、出力条件／形式にダブルコーテーション付加対象項目の旨を
追記
項番61:桁数を「5」→「6」に変更、出力条件／形式にアポストロフィ付加対象項目の旨を追記
項番65:桁数を「36」→「37」に変更、出力条件／形式にダブルコーテーション付加対象項目の旨を
追記

7 I52 輸入貨物許可承認等実績データ 本文 ＜記述の変更＞
「３．作成条件」→「３．作成処理」に変更

9 I53 輸入申告一覧データ

(沖縄特免制度(ISW))
(沖縄特免制度(BP))
(沖縄特免制度(IBP))

出力項目表 ＜記述の修正・追記、項目名及び桁数の変更＞
項番5：出力条件／形式の文言を以下のとおり変更
（１）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＩＳＷ））」の場合に、「ＩＳＷ計」を出力
（２）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＢＰ△））」の場合に、「ＢＰ△計」を出力
（３）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＩＢＰ））」の場合に、「ＩＢＰ計」を出力
↓
（１）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＩＳＷ））」の場合に、「輸入申告一覧データ
（沖縄特免制度（ＩＳＷ））」を出力
（２）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＢＰ△））」の場合に、「輸入申告一覧デー
タ（沖縄特免制度（ＢＰ△））」を出力
（３）帳票種別が「輸入申告一覧データ（沖縄特免制度（ＩＢＰ））」の場合に、「輸入申告一覧データ
（沖縄特免制度（ＩＢＰ））」を出力
項番24：項目名を「免税額」→「関税免税額」に変更
項番31：桁数を「20」→「22」に変更、出力条件／形式にダブルコーテーション付加対象項目の旨を
追記
項番51：項目名を「免税件数」→「関税免税件数」に変更
項番52：項目名を「免税計」→「関税免税計」に変更
項番67：項目名を「免税件数（月累計）」→「関税免税件数（月累計）」に変更
項番68：項目名を「免税計（月累計）」→「関税免税計（月累計）」に変更

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

詳細設計書変更点一覧（管理資料）

管理資料名NO 業務項番 変更内容
民間管理
資料一覧
*1

変更箇所

＜桁数と項目名の変更＞
項番23:桁数を「11」→「12」に変更
項番41:桁数を「16」→「12」に変更
項番42:桁数を「16」→「12」に変更
項番43:桁数を「12」→「8」に変更
項番44:桁数を「16」→「12」に変更
項番45:桁数を「16」→「12」に変更
項番46:桁数を「12」→「8」に変更
項番47:桁数を「12」→「8」に変更
項番52:桁数を「16」→「12」に変更
項番53:桁数を「16」→「12」に変更
項番54:桁数を「12」→「8」に変更
項番55:桁数を「16」→「12」に変更
項番56:桁数を「16」→「12」に変更
項番57:桁数を「12」→「8」に変更
項番58:桁数を「12」→「8」に変更
項番59:桁数を「16」→「12」に変更
項番60:桁数を「16」→「12」に変更
項番61:桁数を「12」→「8」に変更
項番62:桁数を「16」→「12」に変更
項番63:桁数を「16」→「12」に変更
項番64:桁数を「12」→「8」に変更
項番65:桁数を「12」→「8」に変更
項番66:桁数を「16」→「12」に変更
項番67:桁数を「16」→「12」に変更
項番68:桁数を「12」→「8」に変更
項番69:桁数を「16」→「12」に変更
項番70:桁数を「16」→「12」に変更
項番71:桁数を「12」→「8」に変更
項番72:桁数を「12」→「8」に変更
項番73:桁数を「16」→「12」に変更
項番74:桁数を「16」→「12」に変更
項番75:桁数を「12」→「8」に変更
項番76:桁数を「16」→「12」に変更
項番77:桁数を「16」→「12」に変更
項番78:桁数を「12」→「8」に変更
項番79:桁数を「16」→「12」に変更
項番80:桁数を「16」→「12」に変更
項番81:桁数を「12」→「8」に変更
項番82:桁数を「16」→「12」に変更
項番83:桁数を「16」→「12」に変更
項番84:桁数を「12」→「8」に変更
項番224:項目名を「有税通常申告」→「有税」、桁数を「12」→「4」に変更

I528 輸入貨物許可承認等実績データ 出力項目表
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2008.3.28更新分
※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

1 1001 VBX 入力項目表 ＜項番の削除＞
項番17「最大喫水」　項目削除

2 1002 VBY 入力項目表 ＜項番の削除＞
項番17「最大喫水」　項目削除

3 1004 VTX01 入力項目表 ＜項番22の変更＞
項番22「船舶衛生管理に関する証明書の種別」の入力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

4 1004 VTX01 入力項目表 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番42「移動目的コード」
・項番43「移動後停泊場所コード」
・項番44「移動開始予定年月日」
・項番45「移動開始予定時刻」
・項番46「移動後停泊開始予定年月日」
・項番47「移動後停泊開始予定時刻」
・項番48「移動後停泊終了予定年月日」
・項番49「移動後停泊終了予定時刻」

5 1012 VPX 本文別紙(概要2) ＜船舶情報の追加＞
入港前統一申請（登録、訂正時）船舶ＤＢチェック一覧の＜船舶情報＞を追加

6 1012 VPX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報の項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番39「移動目的コード」
・項番40「移動後停泊場所コード」
・項番41「移動開始予定年月日」
・項番42「移動開始予定時刻」
・項番43「移動後停泊開始予定年月日」
・項番44「移動後停泊開始予定時刻」
・項番45「移動後停泊終了予定年月日」
・項番46「移動後停泊終了予定時刻」

7 1012 VPX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報　項番33～項番38　項番48～項番51の変更＞
以下の項目の危険物荷役許可申請、停泊場所指定願、係留施設使用許可申請、係留施設使用届
及び事前通報の入力区分を「-」に変更
・項番33「着岸（予定）場所コード」
・項番34「着岸（予定）年月日」
・項番35「着岸（予定）時刻」
・項番36「びょう泊（予定）場所コード」
・項番37「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番38「びょう泊（予定）時刻（自）」
・項番48「びょう泊（予定）年月日（至）」
・項番49「びょう泊（予定）時刻（至）」
・項番50「離岸（予定）年月日」
・項番51「離岸（予定）時刻」

8 1012 VPX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報　項番47の変更＞
項番47「出港停泊場所コード」で事前通報の入力区分を「C」から「-」に変更

9 1012 VPX 入力項目表 ＜項番25の変更＞
項番25の項目名を「検疫所通知番号」に変更

10 1012 VPX 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番26-1「最大喫水」　項目追加

11 1012 VPX 入力項目表 ＜項番26-2の追加＞
項番26-2「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

12 1012 VPX 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番47-1「移動目的コード」
・項番47-2「移動前停泊場所コード」
・項番47-3「移動開始予定年月日」
・項番47-4「移動開始予定時刻」
・項番47-5「移動後停泊場所コード」
・項番47-6「移動後停泊開始予定年月日」
・項番47-7「移動後停泊開始予定時刻」
・項番47-8「移動後停泊終了予定年月日」
・項番47-9「移動後停泊終了予定時刻」

13 1012 VPX 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番51-1「びょう泊・停泊目的コード（港長・港湾管理者）」
・項番51-2「着岸（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番51-3「着岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番51-4「着岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番51-5「離岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番51-6「離岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番51-7「びょう泊（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番51-8「びょう泊（予定）年月日（自）（港長・港湾管理者）」
・項番51-9「びょう泊（予定）時刻（自）（港長・港湾管理者）」
・項番51-10「びょう泊（予定）年月日（至）（港長・港湾管理者）」
・項番51-11「びょう泊（予定）時刻（至）（港長・港湾管理者）」
・項番51-12「出港停泊場所コード（港長・港湾管理者）」

14 1012 VPX 入力項目表 ＜項番181の変更＞
停泊場所指定願、移動許可申請、事前通報及び航路通報の「危険物のＩＭＤＧクラス」の入力区分
を「M」から「C」に変更

15 1013 VPT 入力項目表 ＜項番25の変更＞
項番25の項目名を「検疫所通知番号」に変更

16 1013 VPT 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番34-1「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

［入出港業務］ 1/4



2008.3.28更新分
※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

17 1013 VPT 入力項目表 ＜項番37の変更＞
航路通報で項番37「船の全長」の入力区分を「M」から「C」に変更

18 1013 VPT 入力項目表 ＜項番38の変更＞
入力条件／形式欄の(船舶基本情報項目)の記述を削除

19 1013 VPT 入力項目表 ＜項番82の変更＞
検疫通報、航路通報で項番82「入港港コード」の入力区分を「-」から「M」に変更

20 1013 VPT 入力項目表 ＜項番83～89　項番100～103の変更＞
以下の項目の危険物荷役許可申請、停泊場所指定願、係留施設使用許可申請、係留施設使用届
及び事前通報の入力区分を「-」に変更
・項番83「入港目的コード」
・項番84「着岸（予定）場所コード」
・項番85「着岸（予定）年月日」
・項番86「着岸（予定）時刻」
・項番87「びょう泊（予定）場所コード」
・項番88「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番89「びょう泊（予定）時刻（自）」
・項番100「びょう泊（予定）年月日（至）」
・項番101「びょう泊（予定）時刻（至）」
・項番102「離岸（予定）年月日」
・項番103「離岸（予定）時刻」

21 1013 VPT 入力項目表 ＜項番の削除＞
項番99の出港停泊場所コードを削除

22 1013 VPT 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番103-1「びょう泊・停泊目的コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-2「着岸（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-3「着岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番103-4「着岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番103-5「離岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番103-6「離岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番103-7「びょう泊（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-8「びょう泊（予定）年月日（自）（港長・港湾管理者）」
・項番103-9「びょう泊（予定）時刻（自）（港長・港湾管理者）」
・項番103-10「びょう泊（予定）年月日（至）（港長・港湾管理者）」
・項番103-11「びょう泊（予定）時刻（至）（港長・港湾管理者）」
・項番103-12「出港停泊場所コード（港長・港湾管理者）」

23 1013 VPT 入力項目表 ＜項番127の変更＞
船舶衛生管理に関する証明書の種別の入力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

24 1013 VPT 入力項目表 ＜項番165　項番166の変更＞
保障契約情報、船舶保安情報で項番165「入域予定特定海域への入域予定年月日」及び項番166
の「入域予定特定海域への入域予定時刻」の入力区分を「M」から「C」に変更

25 1013 VPT 入力項目表 ＜項番289の変更＞
停泊場所指定願、移動許可申請、船舶保安情報、事前通報及び航路通報で項番289の「危険物のＩ
ＭＤＧクラス」の入力区分を「M」から「C」に変更

26 1015 VIX 本文別紙(概要2) ＜船舶情報の追加＞
入港届等（登録、訂正時）船舶ＤＢチェック一覧の＜船舶情報＞を追加

27 1015 VIX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報の項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番39「移動目的コード」
・項番40「移動後停泊場所コード」
・項番41「移動開始予定年月日」
・項番42「移動開始予定時刻」
・項番43「移動後停泊開始予定年月日」
・項番44「移動後停泊開始予定時刻」
・項番45「移動後停泊終了予定年月日」
・項番46「移動後停泊終了予定時刻」

28 1015 VIX 入力項目表 ＜項番17の変更＞
項番17「検疫済証通知番号」を「検疫所通知番号」に変更

29 1015 VIX 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番18-1「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

30 1016 VIT 入力項目表 ＜項番17の変更＞
項番17「検疫済証通知番号」を「検疫所通知番号」に変更

31 1016 VIT 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番24-1「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

32 1023 VMR 本文 ＜記述の削除＞
５．（３）船舶運航ＤＢ処理の記述を削除
※以降の（４）、（５）を繰り上げ

33 1023 VMR 本文 ＜記述の削除＞
７．（３）、（４）、（５）の船舶運航ＤＢ処理の記述を削除
※以降の（６）を繰り上げ

34 1023 VMR 処理フロー ＜更新DBの削除＞
更新対象DBから「船舶運航DB」を削除

35 1027 VOX 本文別紙(概要2) ＜船舶情報の追加＞
出港届等（登録、訂正時）船舶ＤＢチェック一覧の＜船舶情報＞を追加

［入出港業務］ 2/4



2008.3.28更新分
※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

36 1027 VOX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報　項番33～38　項番47～51の変更＞
事前通報で以下の項目の入力区分を「-」に変更
・項番33「着岸（予定）場所コード」
・項番34「着岸（予定）年月日」
・項番35「着岸（予定）時刻」
・項番36「びょう泊（予定）場所コード」
・項番37「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番38「びょう泊（予定）時刻（自）」
・項番47「出港停泊場所コード」
・項番48「びょう泊（予定）年月日（至）」
・項番49「びょう泊（予定）時刻（至）」
・項番50「離岸（予定）年月日」
・項番51「離岸（予定）時刻」

37 1027 VOX 本文別紙(概要2) ＜船舶運航情報　項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番39「移動目的コード」
・項番40「移動後停泊場所コード」
・項番41「移動開始予定年月日」
・項番42「移動開始予定時刻」
・項番43「移動後停泊開始予定年月日」
・項番44「移動後停泊開始予定時刻」
・項番45「移動後停泊終了予定年月日」
・項番46「移動後停泊終了予定時刻」

38 1027 VOX 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番18-1「最大喫水」を追加

39 1027 VOX 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番18-2「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

40 1027 VOX 入力項目表 ＜項番29～項番32の変更＞
以下の項目の事前通報の入力区分を「-」に変更
・項番29「びょう泊（予定）年月日（至）」
・項番30「びょう泊（予定）時刻（至）」
・項番31「離岸（予定）年月日」
・項番32「離岸（予定）時刻」

41 1027 VOX 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番32-1「着岸（予定）場所コード（港長）」
・項番32-2「着岸（予定）年月日（港長）」
・項番32-3「着岸（予定）時刻（港長）」
・項番32-4「離岸（予定）年月日（港長）」
・項番32-5「離岸（予定）時刻（港長）」
・項番32-6「びょう泊（予定）場所コード（港長）」
・項番32-7「びょう泊（予定）年月日（自）（港長）」
・項番32-8「びょう泊（予定）時刻（自）（港長）」
・項番32-9「びょう泊（予定）年月日（至）（港長）」
・項番32-10「びょう泊（予定）時刻（至）（港長）」
・項番32-11「出港停泊場所コード（港長）」

42 1027 VOX 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番32-12「移動前停泊場所コード」
・項番32-13「移動後停泊場所コード」
・項番32-14「移動開始予定年月日」
・項番32-15「移動開始予定時刻」

43 1027 VOX 入力項目表 ＜項番65の変更＞
航路通報の「危険物のＩＭＤＧクラス」の入力区分を「C」に変更

44 1028 VOT 入力項目表 ＜項番の追加＞
項番24-1「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

45 1028 VOT 入力項目表 ＜項番28の変更＞
項番28「最大喫水」入力条件／形式欄の「（船舶基本情報項目）」の文言を削除

46 1028 VOT 入力項目表 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番55「着岸（予定）場所コード」
・項番56「着岸（予定）年月日」
・項番57「着岸（予定）（予定）時刻」
・項番58「びょう泊（予定）場所コード」
・項番59「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番60「びょう泊（予定）時刻（自）」

47 1028 VOT 入力項目表 ＜項番65～69の変更＞
事前通報の以下の項目の入力区分を「-」に変更
・項番65「出港停泊場所コード」
・項番66「びょう泊（予定）年月日（至）」
・項番67「びょう泊（予定）時刻（至）」
・項番68[離岸（予定）年月日」
・項番69「離岸（予定）時刻」

48 1028 VOT 入力項目表 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番69-1「着岸（予定）場所コード（港長）」
・項番69-2「着岸（予定）年月日（港長）」
・項番69-3「着岸（予定）時刻（港長）」
・項番69-4「離岸（予定）年月日（港長）」
・項番69-5「離岸（予定）時刻（港長）」
・項番69-6「びょう泊（予定）場所コード（港長）」
・項番69-7「びょう泊（予定）年月日（自）（港長）」
・項番69-8「びょう泊（予定）時刻（自）（港長）」
・項番69-9「びょう泊（予定）年月日（至）（港長）」
・項番69-10「びょう泊（予定）時刻（至）（港長）」
・項番69-11「出港停泊場所コード（港長）」

［入出港業務］ 3/4



2008.3.28更新分
※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

49 1028 VOT 入力項目表 ＜項番137の変更＞
航路通報の「危険物のＩＭＤＧクラス」の入力区分を「C」に変更

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

［入出港業務］ 4/4



2008.3.28更新分

※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

1 － ＳＡＡ００１ 船舶基本情報呼出情報 ＜項番の削除＞
項番17「最大喫水」　項目削除

2 － ＳＡＡ００２ 船舶運航情報登録呼出情報 ＜項番22の変更＞
船舶衛生管理に関する証明書の種別の入力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

3 － ＳＡＡ００２ 船舶運航情報登録呼出情報 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番42「移動目的コード」
・項番43「移動後停泊場所コード」
・項番44「移動開始予定年月日」
・項番45「移動開始予定時刻」
・項番46「移動後停泊開始予定年月日」
・項番47「移動後停泊開始予定時刻」
・項番48「移動後停泊終了予定年月日」
・項番49「移動後停泊終了予定時刻」

4 － ＳＡＡ００８ 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番25の変更＞
項番25の項目名を「検疫所通知番号」に変更

5 － ＳＡＡ００８ 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番の追加＞
項番34-1「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

6 － ＳＡＡ００８ 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番の削除＞
項番99「出港停泊場所コード」項目削除

7 － ＳＡＡ００８ 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番103-1「びょう泊・停泊目的コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-2「着岸（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-3「着岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番103-4「着岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番103-5「離岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番103-6「離岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番103-7「びょう泊（予定）年月日（至）（港長・港湾管理者）」
・項番103-8「びょう泊（予定）時刻（至）（港長・港湾管理者）」
・項番103-9「びょう泊（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番103-10「びょう泊（予定）年月日（自）（港長・港湾管理者）」
・項番103-11「びょう泊（予定）時刻（自）（港長・港湾管理者）」
・項番103-12「出港停泊場所コード（港長・港湾管理者）」

8 － ＳＡＡ００８ 入港前統一申請B情報呼出情報 ＜項番128の変更＞
船舶衛生管理に関する証明書の種別の入力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

9 － ＳＡＡ０１３ 入港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番17の変更＞
項番17「検疫済証通知番号」を「検疫所通知番号」に変更

10 － ＳＡＡ０１３ 入港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番の追加＞
項番24-1「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

11 － ＳＡＡ０２９ 出港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番の追加＞
項番24-1「課金対象トン数（港湾管理者）」を追加

12 － ＳＡＡ０２９ 出港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番55「着岸（予定）場所コード」
・項番56「着岸（予定）年月日」
・項番57「着岸（予定）（予定）時刻」
・項番58「びょう泊（予定）場所コード」
・項番59「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番60「びょう泊（予定）時刻（自）」

13 － ＳＡＡ０２９ 出港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番69-1「着岸（予定）場所コード（港長）」
・項番69-2「着岸（予定）年月日（港長）」
・項番69-3「着岸（予定）時刻（港長）」
・項番69-4「離岸（予定）年月日（港長）」
・項番69-5「離岸（予定）時刻（港長）」
・項番69-6「びょう泊（予定）場所コード（港長）」
・項番69-7「びょう泊（予定）年月日（自）（港長）」
・項番69-8「びょう泊（予定）時刻（自）（港長）」
・項番69-9「びょう泊（予定）年月日（至）（港長）」
・項番69-10「びょう泊（予定）時刻（至）（港長）」
・項番69-11「出港停泊場所コード（港長）」

14 － ＳＡＡ０５５ 船舶基本照会情報 ＜項番の削除＞
項番23「最大喫水」　項目削除

15 － ＳＡＡ０５６ 船舶運航照会情報 ＜項番24の変更＞
項番24「船舶衛生管理に関する証明書の種別」の出力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

16 － ＳＡＡ０５６ 船舶運航照会情報 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番45「移動目的コード」
・項番46「移動前停泊場所コード」
・項番47「移動開始予定年月日」
・項番48「移動開始予定時刻」
・項番49「移動後停泊場所コード」
・項番50「移動後停泊開始予定年月日」
・項番51「移動後停泊開始予定時刻」
・項番52「移動後停泊終了予定年月日」
・項番53「移動後停泊終了予定時刻」

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／
出力情報コー
ド

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

［出力情報］ 1/2



2008.3.28更新分

※下記業務に係る画面テンプレートについて変更となるものがあります。（後日掲載予定）

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／
出力情報コー
ド

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

17 － ＳＡＡ０６０ 入港前統一申請照会情報 ＜項番84の変更＞
項番84の項目名を「検疫所通知番号」に変更

18 － ＳＡＡ０６０ 入港前統一申請照会情報 ＜項番の追加＞
項番93-1「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

19 － ＳＡＡ０６０ 入港前統一申請照会情報 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番163-1「びょう泊・停泊目的コード（港長・港湾管理者）」
・項番163-2「着岸（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番163-3「着岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番163-4「着岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番163-5「離岸（予定）年月日（港長・港湾管理者）」
・項番163-6「離岸（予定）時刻（港長・港湾管理者）」
・項番163-7「びょう泊（予定）場所コード（港長・港湾管理者）」
・項番163-8「びょう泊（予定）年月日（自）（港長・港湾管理者）」
・項番163-9「びょう泊（予定）時刻（自）（港長・港湾管理者）」
・項番163-10「びょう泊（予定）年月日（至）（港長・港湾管理者）」
・項番163-11「びょう泊（予定）時刻（至）（港長・港湾管理者）」
・項番163-12「出港停泊場所コード（港長・港湾管理者）」

20 － ＳＡＡ０６０ 入港前統一申請照会情報 ＜項番188の変更＞
項番188「船舶衛生管理に関する証明書の種別」の出力条件／形式を以下のとおり変更
・「Ｄ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ（管理）、Ｅ：Ｄｅｒａｔｔｉｎｇ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」→「Ｃ：Ｃｏｎｔｒｏｌ（管理）、Ｅ：Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｅｘｅｍｐｔｉｏｎ（管理免除）」

21 － ＳＡＡ０６３ 入港届等照会情報 ＜項番59の変更＞
項番59の項目名を「検疫所通知番号」に変更

22 － ＳＡＡ０６３ 入港届等照会情報 ＜項番の追加＞
項番65-1「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

23 － ＳＡＡ０６５ 出港届等照会情報 ＜項番の追加＞
項番58-1「課金対象トン数（港湾管理者）」　項目追加

24 － ＳＡＡ０６５ 出港届等照会情報 ＜項番の削除＞
以下の項目を削除
・項番90「着岸（予定）場所コード」
・項番91「着岸（予定）年月日」
・項番92「着岸（予定）（予定）時刻」
・項番93「びょう泊（予定）場所コード」
・項番94「びょう泊（予定）年月日（自）」
・項番95「びょう泊（予定）時刻（自）」

25 － ＳＡＡ０６５ 出港届等照会情報 ＜項番の追加＞
以下の項目を追加
・項番104-1「着岸（予定）場所コード（港長）」
・項番104-2「着岸（予定）年月日（港長）」
・項番104-3「着岸（予定）時刻（港長）」
・項番104-4「離岸（予定）年月日（港長）」
・項番104-5「離岸（予定）時刻（港長）」
・項番104-6「びょう泊（予定）場所コード（港長）」
・項番104-7「びょう泊（予定）年月日（自）（港長）」
・項番104-8「びょう泊（予定）時刻（自）（港長）」
・項番104-9「びょう泊（予定）年月日（至）（港長）」
・項番104-10「びょう泊（予定）時刻（至）（港長）」
・項番104-11「出港停泊場所コード（港長）」

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

［出力情報］ 2/2



2008.3.14更新分

1 5045 ROW 本文 ＜3.制限事項の修正＞
・「延滞税額は１１桁以下であること。」の記述を追加

2 5045 ROW 入力項目表 ＜項番の追加＞
・項番3「あて先官署コード」　項目追加

3 5045 ROW 入力画面 新規追加

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

2008.3.14更新分

1 － SAA019 移動届情報呼出情報 ＜項番の修正＞
項番4と項番5の位置が逆になっていたため修正
（正）　項番4「シフト情報登録有無」、項番5「入港届提出番号」

2 － SAA073 内国貨物運送申告照会情報 ＜項番の削除＞
旧項番40「到着地リマークコード」を削除

3 － SAT008 輸出貨物情報登録呼出情報 ＜項番33の修正＞
項番33「搬入予定年月日」
・桁数
　(誤)3桁→(正)8桁

4 － SAE463 別送品輸出申告照会情報 ＜項番53の修正＞
項番53「変更理由」
・項目名
　(誤)「変更理由コード」→(正)「変更理由」
・属性
　(誤)「an」→(正)「ｊ」
・桁数
　(誤)25→(正)28桁

5 － SAS076 輸入貨物情報訂正情報 ＜項番50、51の修正＞
項番50「荷受人住所（連続入力）（訂正前）」
項番51「荷受人住所（連続入力）（訂正後）」
・桁数
　(誤)74→(正)105

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

NO 業務項番
業務コード／出
力情報コード

変更箇所
対象業務
一覧*1
出力情報
コード

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

1/1



2007.12.21更新分

2 0001 URY 本文 ＜文言修正＞　仕様確定により詳細化

3 0001 URY フロー 新規追加（仕様確定による詳細化のため）

4 0001 URY 入力項目表 新規追加（仕様確定による詳細化のため）

5 0001 URY 入力 新規追加（仕様確定による詳細化のため）

6 0001 URY 処理結果通知 ○ 新規追加（仕様確定による詳細化のため）

7 0002 URY11 － ○ 業務廃止のため削除（URY業務で機能を実現するため、またUTB業務
に一部機能を移管するため）

8 0003 UOK 本文 ＜文言修正＞
　・いづれか→いずれか（３．制限事項①）
　・ＤＩ用利用者→自社システム用利用者（４．入力条件（６）、４．入力条
件（６）（Ａ）①、４．入力条件（６）（Ａ）②）

＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除し、③を②に変更した。

9 0003 UOK 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

10 0003 UOK 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（出力先システム形態、削除要否）
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

11 0003 UOK 会話型宛先管理情報 ＜画面名修正＞
　・UOK 会話型宛先管理登録→会話型宛先管理情報

＜レイアウト変更＞
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

12 0004 UOK01 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

13 0004 UOK01 会話型宛先管理照会情報 ＜画面名修正＞
　・UOK01 会話型宛先管理照会→会話型宛先管理照会情報

14 0005 UOK11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

15 0005 UOK11 会話型宛先管理呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UOK01 会話型宛先管理呼出し→UOK 会話型宛先管理登録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（出力先システム形態、削除要否）
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

16 0006 UOM 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

17 0006 UOM 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

18 0006 UOM メール型宛先管理情報 ＜画面名修正＞
　・UOM メール型宛先管理登録→メール型宛先管理情報

＜レイアウト変更＞
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

19 0006 UOM 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（入力元メール種別、出力先メール種
別、削除要否）
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

20 0007 UOM01 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

21 0007 UOM01 入力 ＜レイアウト変更＞
　・テキストボックスからコンボボックスに変更（入力元メール種別）

22 0007 UOM01 メール型宛先管理照会情報 ＜画面名修正＞
　・UOM01 メール宛先管理照会→メール型宛先管理照会情報

23 0008 UOM11 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番4「出力情報コード」　以下の記述を追加
　　（１）処理結果通知電文の場合の入力例
　　　　　　＊ＳＥＤＡ
　　　　　　＊ＳＥＤＡ０１
　　（２）処理結果通知電文以外の場合の入力例（６桁指定）
　　　　　　ＳＡＤ００１
　　（３）全ての出力情報コードを対象にする場合の入力例
　　　　　　９９９９９９

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（利用者設定業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

［0_利用者設定］ 1/6



2007.12.21更新分

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（利用者設定業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

24 0008 UOM11 入力 ＜画面名修正＞
　・UOM11 メール宛先管理呼出し→UOM11 メール型宛先管理登録呼
出し

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（入力元メール種別）
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

25 0008 UOM11 メール型宛先管理呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UOM11 メール型宛先管理登録呼出し→UOM メール型宛先管理登
録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（入力元メール種別、出力先メール種
別、削除要否）

26 0009 UOC 本文 ＜文言修正＞
　・いづれか→いずれか（３．制限事項②）

27 0009 UOC 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番7「送信先種別（変更後）」　以下の記述を追加
　　（１）削除要否がスペースの場合、以下を入力
　　（２）削除要否が上記以外であれば、入力不可

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

28 0009 UOC 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（メール種別、送信先種別、出力先シ
ステム形態、削除要否）

29 0009 UOC ＥＸＣ型宛先管理情報 ＜画面名修正＞
　・UOC ＥＸＣ型宛先管理登録→ＥＸＣ型宛先管理情報

30 0010 UOC01 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

31 0010 UOC01 入力 ＜レイアウト変更＞　全面変更

32 0010 UOC01 ＥＸＣ型宛先管理照会情報 ＜画面名修正＞
　・UOC01 ＥＸＣ型宛先管理照会→ＥＸＣ型宛先管理照会情報

33 0011 UOC11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

34 0011 UOC11 入力 ＜レイアウト変更＞
　・サイズ変更（出力情報コード欄を１文字分追加）

35 0011 UOC11 ＥＸＣ型宛先管理呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UOC11 ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し→UOC ＥＸＣ型宛先管理登録

36 0012 UOJ 本文 ＜文言修正＞
　・ＤＩ用利用者→自社システム用利用者（４．入力条件（４））

37 0012 UOJ フロー ＜文言修正＞
　・ＤＩ用利用者コード変換ＤＢ→自社システム用利用者ＩＤ変換ＤＢ

38 0012 UOJ 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

39 0012 UOJ 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（パッケージソフト申告時二重出力要
否、ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否、削除要否）

40 0012 UOJ 二重出力用基本情報 ＜画面名修正＞
　・UOJ 輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録→二重出力
用基本情報

41 0013 UOJ11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

42 0013 UOJ11 二重出力用基本呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UOJ11 輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録呼出し→
UOJ 輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録

43 0014 UON 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番6「送信先種別（変更後）」　以下の記述を追加
　　（１）削除要否がスペースの場合、以下を入力
　　（２）削除要否が上記以外であれば、入力不可

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

44 0014 UON 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（送信先種別、出力先システム形態、
削除要否）

45 0014 UON 二重出力用宛先管理情報 ＜画面名修正＞
　・UON 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録→二重出力
用宛先管理情報

46 0015 UON01 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

47 0015 UON01 二重出力用宛先管理照会情報 ＜画面名修正＞
　・UON01 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理照会→二重出
力用宛先管理照会情報

［0_利用者設定］ 2/6



2007.12.21更新分

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（利用者設定業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

48 0016 UON11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

49 0016 UON11 二重出力用宛先管理呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UON11 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録呼出し→
UON 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録

50 0017 UOD 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

51 0017 UOD 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（削除要否）

52 0017 UOD 同報電文出力先情報 ＜画面名修正＞
　・UOD 同報電文出力先登録→同報電文出力先情報

53 0018 UOD11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

54 0018 UOD11 同報電文出力先呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UOD11 同報電文出力先登録呼出し→UOD同報電文出力先登録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（削除要否）

55 0019 UKS 本文 ＜文言修正＞
　・４．入力条件（１）入力者チェックに、以下の記述を追加
　　（Ｂ）管理資料情報の配信サービスを利用可能な利用者であること。
　　（Ｃ）有料管理資料情報の配信要否の登録を行う場合は、有料管理
資料情報の配信サービスを利用可能な利用者であること。
＜インデント修正＞
　・インデント位置を修正（５．処理内容（２））

56 0019 UKS 入力項目表 ＜コメント削除＞
・項番3「配信要否（変更後）」　ＩＤ欄　不要なコメントを削除

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

57 0019 UKS 入力 ＜レイアウト変更＞　全面変更

58 0019 UKS 管理資料情報配信要否情報 ＜画面名修正＞
　・UKS 管理資料情報配信要否登録→管理資料情報配信要否情報

＜レイアウト変更＞　全面変更

59 0020 UKS11 本文 ＜文言修正＞
　・４．入力条件（１）入力者チェックに、以下の記述を追加
　　（Ｂ）管理資料情報の配信サービスを利用可能な利用者であること。

60 0020 UKS11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

61 0020 UKS11 管理資料情報配信要否呼出情報 ＜項目名の変更＞
　項番3「配信要否（変更前）」→「配信要否（変更後）」

62 0020 UKS11 管理資料情報配信要否呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UKS11 管理資料情報配信要否登録呼出し→UKS 管理資料情報配
信要否登録

＜レイアウト変更＞　全面変更

63 0021 UKZ 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

64 0021 UKZ 入力項目表(UKZ) ＜入力条件／形式の変更＞
・項番2「口座番号」　　「銀行行識別コード、支店番号及び口座番号を続
けて入力」を追加

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

65 0021 UKZ 入力(UKZ) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

66 0021 UKZ 入力項目表(UKZ12) ＜入力条件／形式の変更＞
・項番3「口座番号」　　「銀行識別コード、支店番号及び口座番号を続け
て入力」を追加

＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

67 0021 UKZ 入力(UKZ12) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（処理種別、「変更する内容」全項目）

68 0021 UKZ 口座複数利用可能者情報 ＜画面名修正＞
　・UKZ 口座複数利用可能者登録→口座複数利用可能者情報

69 0021 UKZ 口座複数利用可能者強制入力情報 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）
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70 0022 UKZ11 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番2「口座番号」　　「銀行識別コード、支店番号及び口座番号を続け
て入力」を追加

71 0022 UKZ11 口座複数利用可能者呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UKZ11 口座複数利用可能者登録呼出し→UKZ 口座複数利用可能
者登録
＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

72 0023 UKT 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

＜７．特記事項の修正＞
　・UAA（別送品輸出許可内容変更申請事項登録）、UAB（別送品輸出
許可内容変更申請事項呼出し）を追加した。

73 0023 UKT 入力項目表(UKT) ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

74 0023 UKT 入力(UKT) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

75 0023 UKT 入力項目表(UKT12) ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

76 0023 UKT 入力(UKT12) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（処理種別、「変更する内容」全項目）

77 0023 UKT 許可後訂正可能者情報 ＜画面名修正＞
　・UKT 許可後訂正可能者登録→許可後訂正可能者情報

78 0023 UKT 許可後訂正可能者強制入力情報 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（処理種別、「変更する内容」全項目）

79 0024 UKT11 本文 ＜７．特記事項の修正＞
　・UAA（別送品輸出許可内容変更申請事項登録）、UAB（別送品輸出
許可内容変更申請事項呼出し）を追加した。

80 0024 UKT11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

81 0024 UKT11 許可後訂正可能者呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UKT11 許可後訂正可能者登録呼出し→UKT 許可後訂正可能者登

82 0025 USS 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

＜７．特記事項の修正＞
　・EAB（輸出申告等照会）を削除した。
　・ＩＩＤ（輸入申告等照会）、ＩＤＩ（輸入申告等一覧照会）、ＩＡＤ（修正申告
照会）、ＩＫＫ（関税等更正請求照会）、ＩＯＴ（輸入申告照会（沖縄特免制
度））、ＩＥＸ（輸出申告等照会）、ＩＥＵ（別送品輸出申告照会）、ＩＵＥ（別送
品輸出申告一覧照会）、ＩＡＳ（担保照会）、ＩＢＡ（口座照会）を追加した。

83 0025 USS 入力項目表(USS) ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

84 0025 USS 入力(USS) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

85 0025 USS 入力項目表(USS12) ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

86 0025 USS 入力(USS12) ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（処理種別、「変更する内容」全項目）

87 0025 USS 照会資格者情報 ＜画面名修正＞
　・USS 照会資格者登録→照会資格者情報

88 0025 USS 照会資格者強制入力情報 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（処理種別、「変更する内容」全項目）

89 0026 USS11 本文 ＜７．特記事項の修正＞
　・EAB（輸出申告等照会）を削除した。
　・ＩＩＤ（輸入申告等照会）、ＩＤＩ（輸入申告等一覧照会）、ＩＡＤ（修正申告
照会）、ＩＫＫ（関税等更正請求照会）、ＩＯＴ（輸入申告照会（沖縄特免制
度））、ＩＥＸ（輸出申告等照会）、ＩＥＵ（別送品輸出申告照会）、ＩＵＥ（別送
品輸出申告一覧照会）、ＩＡＳ（担保照会）、ＩＢＡ（口座照会）を追加した。

90 0026 USS11 フロー ＜業務コードの変更＞
　・全角から半角に変更

91 0026 USS11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。
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92 0026 USS11 照会資格者呼出情報 ＜画面名修正＞
　・USS11 照会資格者登録呼出し→USS 照会資格者登録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

93 0027 UYN 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

94 0027 UYN 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

95 0027 UYN 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

96 0027 UYN 予納手数料利用可能者情報 ＜画面名修正＞
　・UYN 予納手数料利用可能者登録→予納手数料利用可能者情報

97 0028 UYN11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

98 0028 UYN11 予納手数料利用可能者呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UYN11 予納手数料利用可能者登録呼出し→UYN 予納手数料利用
可能者登録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

99 0029 UHN 本文 ＜３．制限事項の修正＞
　・②を削除した。

＜７．特記事項の修正＞
　・VAA（バンニング情報追加）、VAC（バンニング情報取消）を削除した。
　・VANの業務名をバンニング情報登録からバンニング情報登録（コンテ
ナ番号単位）に変更した。

100 0029 UHN 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

101 0029 UHN 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

102 0029 UHN 搬出入業務代行者情報 ＜画面名修正＞
　・UHN 搬出入業務代行者登録→搬出入業務代行者情報

103 0030 UHN11 本文 ＜７．特記事項の修正＞
　・VAA（バンニング情報追加）、VAC（バンニング情報取消）を削除した。
　・VANの業務名をバンニング情報登録からバンニング情報登録（コンテ
ナ番号単位）に変更した。

104 0030 UHN11 フロー ＜業務コードの変更＞
　・UHN→UHN11

105 0030 UHN11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

106 0030 UHN11 搬出入業務代行者呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UHN11 搬出入業務代行者登録呼出し→UHN 搬出入業務代行者登
録

＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」全項目）

107 0031 UMF 本文 ＜１．業務概要修正＞
・業務概要の記述を以下に修正した。
　以下のような事例により、船会社コードに対する利用者の他に、港単
位で別の利用者を関連付ける必要がある場合に本業務を行う。
①入出港関係業務において、船会社の代表利用者＊１以外の同一船
会社利用者が手続を行う場合に、手続を可能とする利用者コードを指定
する。
②入港届提出により船会社に向けて出力される情報について、該当す
る港で運用している船会社利用者に対して出力するように指定する。
③リスト通関等により船会社向けに出力される情報について、該当する
港で運用している船会社利用者に対して出力するように指定する。
（＊１）代表利用者とは、船会社コードをシステムに登録する際に当該船
会社の代表者として指定した利用者のことをいう。

108 0031 UMF 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

109 0031 UMF 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（更新種別）

110 0031 UMF 港別船会社情報 ＜画面名修正＞
　・UMF 港別船会社登録→港別船会社情報

111 0032 UMF11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

112 0032 UMF11 港別船会社呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UMF11 港別船会社登録呼出し→港別船会社登録
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113 0033 UNF 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

114 0033 UNF 入力 ＜レイアウト変更＞
　・コンボボックスのサイズを変更（「変更する内容」輸出入者、代表通関
業者、申告者）

115 0033 UNF 納付書等出力先情報 ＜画面名修正＞
　・UNF 納付者等出力先登録→納付者等出力先情報

116 0034 UNF11 入力項目表 ＜端末仕様修正＞
・該当する項目に○を記入した。

117 0034 UNF11 納付書等出力先呼出情報 ＜画面名修正＞
　・UNF 納付書等出力先登録呼出し→UNF 納付書等出力先登録

118 0035 UTB 本文 ○ 新規追加（URY業務から分割）

119 0035 UTB フロー 新規追加（URY業務から分割）

120 0035 UTB 入力項目表 新規追加（URY業務から分割）

121 0035 UTB 入力 新規追加（URY業務から分割）

122 0035 UTB 処理結果通知 ○ 新規追加（URY業務から分割）

123 0035 UTB 通関士証票番号情報 ○ ○ 新規追加（URY業務から分割）

124 0035 UTB 通関士証票番号情報 新規追加（URY業務から分割）

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。

［0_利用者設定］ 6/6



2007.12.21更新分

2 1005 VTX02 本文 ＜保留事項の確定＞
　７．（１）を削除

3 1006 VTX03 本文 ＜保留事項の確定＞
　７．（１）を削除

4 1007 VTX04 本文 ＜保留事項の確定＞
　７．（１）を削除

5 1007 VTX04 入力項目表 ＜端末仕様の修正＞
＜項目IDの変更＞
   項番4 「船用品コード」 　　　　　　　　　 「H__ 」→「SHC」
   項番5 「船用品品名」 　　　　　　　　　 　「N__」→「SHN」
   項番6 「船用品個数・数量」               「K__ 」→「SHK」
   項番7 「船用品個数・数量単位コード」 「T__ 」→「SHT」

6 1012 VPX 入力項目表
本文_別紙

＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①入港通報
　　項番42　「着岸（予定）場所コード」　区分「M」→「C」
②船舶保安情報
　　項番181　「危険物のＩＭＤＧクラス」  区分「M」→「C」
　　項番182　「危険物のＵＮＮＯ」        区分「M」→「C」
③航路通報
　項番135  「水先人の有無」　　区分「C」→「Ｍ」

＜誤記の訂正等＞
（別紙については全面的に見直しを実施）

7 1013 VPT 入力項目表 ＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①入港通報（予備審査情報）
  項番71　「本邦入港前外国の寄港地コード」　　　　　　　　区分「C」→「M」
　項番110　「当港出港後本邦寄港地コード」                 区分「－」→「C」
②入港通報
　項番74　「本邦入港前外国の寄港地出港年月日」　　　　区分「M」→「C」
　項番114　「本邦出港後、最初の外国の寄港地コード」　 区分「M」→「C」
③係留施設使用許可申請
  項番71　「本邦入港前外国の寄港地コード」　　　　　　　　区分「C」→「M」
　項番115　「本邦出港後、最初の外国の寄港地名」　      区分「－」→「C」
  項番234　「港域入港予定年月日」                                 区分「C」→「M」
  項番235　「港域入港予定時刻」                                    区分「C」→「M」
④保障契約情報
　項番30　「船舶種類コード」　区分「M」→「－」
⑤事前通報.航路通報
　項番68　「仕出港コード」　区分「－」→「C」
　項番69　「仕出港名」　　　 区分「－」→「C」
  項番71　「本邦入港前外国の寄港地コード」　区分「C」→「M」
　項番116　「最終仕向地コード」　 区分「－」→「C」
　項番117　「最終仕向地名」　　　  区分「－」→「C」

8 1015 VIX 本文 ＜仕様の改善＞
以下の処理を追加
４．（９）.（A)
⑤ 入力された入港届に対してとん税等納付申告中の場合は、入港年月日、入
港目的コードおよび純トン数が訂正されていないこと。

9 1015 VIX 入力項目表
本文_別紙

＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①入港届（明告書含む）
　項番26　密航者の有無　　区分「M」→「C」
　項番27　密航者数　　　　　区分「M」→「C」

＜誤記の訂正等＞
（別紙については全面的に見直しを実施）

10 1016 VIT 本文 ＜仕様改善＞
以下の処理を追加
４．（５）.（A)
⑤ 入力された入港届に対してとん税等納付申告中の場合は、入港年月日、入
港目的コードおよび純トン数が訂正されていないこと。

11 1016 VIT 入力項目表 ＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①検疫所（入港届（明告書含む））
　項番45　「当港入港前本邦寄港地コード」　区分「C」→「-」
②入国管理局、港長、港湾管理者
　項番41　「本邦入港前外国の寄港地コード」　区分「C」→「M」

12 1023 VMR 入力項目表 ＜仕様改善　区分の変更＞
①港長（移動届）
　項番22　「本邦寄港順序」　区分「－」→「M」
②税関（シフト情報登録）
　項番22　「本邦寄港順序」　区分「C」→「M」

13 1027 VOX 入力項目表
本文_別紙

＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①事前通報
　項番41 「航路出航予定年月日」　　区分「Ｃ」→「Ｍ」
　項番42 「航路出航予定時刻」　　　 区分「Ｃ」→「Ｍ」

＜誤記の訂正等＞
（別紙については全面的に見直しを実施）

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所
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2007.12.21更新分

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

14 1028 VOT 入力項目表 ＜項目の追加＞
　項番48-1　「当港入港前本邦寄港地停泊場所コード」を追加
　項番75-1　「当港出港後本邦寄港地停泊場所コード」を追加

＜仕様改善　区分の変更＞　関連省庁向け電文項目表再精査による変更
①税関
　項番56　「積載貨物形態コード」　区分「C」→「－」
②入国管理局
　項番23　「船籍港名称」　区分「M」→「C」
　項番32　「船舶運航者住所」　区分「－」→「C」
③港長（出港届）
　項番76　「本邦出港後、最初の外国の寄港地コード」　区分「－」→「C」
　項番77　「本邦出港後、最初の外国の寄港地名」　　　区分「－」→「C」
④港長（事前通報）
　項番48　「当港入港前本邦寄港地コード」　区分「Ｃ」→「M」
⑤港湾管理者（出港届）
　項番48　「当港入港前本邦寄港地コード」　区分「Ｍ」→「－」
　項番76　「本邦出港後、最初の外国の寄港地コード」　区分「－」→「C」
　項番77　「本邦出港後、最初の外国の寄港地名」　　　区分「－」→「C」
⑥海上交通センター（航路通報）
　項番48　「当港入港前本邦寄港地コード」　区分「Ｃ」→「M」

15 1029 VOT11 出港届等Ｂ情報呼出情報 ＜項目の追加＞
　項番48-1　「当港入港前本邦寄港地停泊場所コード」を追加
　項番75-1　「当港出港後本邦寄港地停泊場所コード」を追加

16 1030 VCA 本文 ＜誤記の訂正＞
7.（2）の一覧表を修正
　①業務コード「ＰＩＤ」を追加
　②業務コード「VPT11」を追加
　③業務コード「VMR11」を追加
　④業務コード「IVD」を削除
　⑤業務コード「CMF11」「CMF12」「CMF13」を追加
　⑥業務項番の記入
　⑦業務項番順に並び替え

17 1034 DCE 本文Air_Sea *2 ＜仕様変更＞
・「内国貨物運送承認訂正・取消控情報」(SAA0340）の出力先から到着先税関
（監視担当部門）の記述を削除

18 1034 DCE 入力項目表Air_Sea *2 ＜仕様改善　区分の変更＞
・項番10「運送期間開始予定年月日」　承認後訂正時の区分　「M」→「X」

19 1034 DCE 処理結果通知Air_Sea *2

20 1037 DCA 本文Air_Sea *2 ＜誤記の訂正＞
本文　５．（２）．②
　到着地リマークのチェックの記述を削除

21 1044 IVC 本文
船会社受委託関係情報（港毎全情報）照会情報
船会社受委託関係情報（港単位）照会情報
船会社受委託関係情報（船舶コード単位）照会情報
船会社受委託関係情報（航海番号単位）照会情報

○ ○ （本文　６．出力情報）
　各出力情報名を下記の情報名に修正
　・船会社受委託関係情報（港毎全情報）照会情報（SAA0510）
　・船会社受委託関係情報（港単位）照会情報（SAA0520）
　・船会社受委託関係情報（船舶コード単位）照会情報（SAA0530）
　・船会社受委託関係情報（航海番号単位）照会情報（SAA0540）

（各出力項目表）
　　　出力情報名欄を上記の通り修正

22 1045 IVS 入港前統一申請旅客氏名表情報 ＜ファイル名修正＞
入港前統一申請旅客氏名表照会情報に修正

23 1045 IVS 入港届等照会情報 ＜項目の追加＞
　項番52　「税関確認年月日」

24 1045 IVS 出港届等照会情報 ＜項目の追加＞
　項番81-1　「当港入港前本邦寄港地停泊場所コード」
　項番110-1　「当港出港後本邦寄港地停泊場所コード」

＜出力条件の変更＞
　項番46　「入港届提出番号」　「・・・不開港出入許可申請番号を出力」→「・・・入
港届提出番号を出力」

＜仕様改善　出力条件／形式欄の変更＞
　項番115「運航区分」　「Ｏ:出港」→「Ｏ:出港（事前通報のみ）」

＜項目名修正＞
　項番8　「出港届訂正種別コード」　→　「出港届等訂正種別コード」

25 1045 IVS 出港届等乗組員氏名表照会情報 ＜仕様改善　項目名の変更＞
　項番8　「出港届訂正種別コード」　→　「出港届等訂正種別コード」
＜仕様改善　出力条件／形式欄の変更＞
　項番8　「・・・訂正等種別コードを出力」　　→　「・・・訂正種別コードを出力」

26 1045 IVS 出港届等旅客氏名表照会情報 ＜仕様改善　項目名の変更＞
　項番8　「出港届訂正種別コード」　→　「出港届等訂正種別コード」
＜仕様改善　出力条件／形式欄の変更＞
　項番8　「・・・訂正等種別コードを出力」　　→　「・・・訂正種別コードを出力」

［1_入出港］ 2/3
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変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（入出港業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

27 1045 IVS 移動届照会情報 ○ ＜出力条件の変更＞
・項番15「移動届提出番号」　　「～入国管理局届出番号等を出力」→「～移動届
届出番号を出力」

＜仕様改善　項目名の変更＞
・項番8「移動届訂正等種別コード」→「移動届等訂正種別コード」
・項番12「移動届提出有無」→「移動届届出有無」

＜仕様改善　出力情報名の修正＞
　移動届照会情報　→　移動届等照会情報　に情報名を修正
＜ファイル名の修正＞
　併せてファイル名を移動届等照会情報に修正
＜仕様改善　項目名の変更＞
　項番9　「移動届訂正等年月日」　→　「移動届等訂正年月日」
＜仕様改善　出力条件／形式欄の修正＞
　項番8　「・・・訂正等種別コードを出力」　　→　「・・・訂正種別コードを出力」
　項番9　「・・・訂正等年月日を出力」　　　　 →　「・・・訂正年月日を出力」

28 1045 IVS 入港前統一申請番号・入港届提出番号照会 ＜ファイル名修正＞
入港前統一申請番号・入港届提出番号照会情報に修正

29 1045 IVS 入港前統一申請番号・入港届提出番号照会 ＜ファイル名・画面タイトル修正＞
　入港前統一申請番号・入港届提出番号照会情報に修正
　画面タイトルを出力情報名にあわせて修正

30 1046 IPP 不開港出入許可申請照会情報 ＜出力条件の変更＞
・項番9　「不開港管轄税関官署」　　「入力された不開港コードより～」→「不開港
コードより～」
・項番53　「積込貨物積込港コード」　　「～積込貨物船積港コードを～」→「～積
込貨物積込港コードを～」

＜仕様改善　項目名の変更＞
・項番30　「納付種別コード」→「手数料納付区分コード」

＜仕様改善　コード値の記載＞
・項番25　「不開港出入許可手数料免除申請の有無」　　「Ｙ：不開港出入許可手
数料免除申請を併せて行う」を追記

31 1047 IVD 入出港日別一覧照会情報 ＜誤記の訂正＞
　項番の修正

32 1049 IDT 内国貨物運送申告照会情報Air_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
　項番の修正

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。

［1_入出港］ 3/3
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1 2001 SIR 入力項目表 ＜仕様改善　属性の変更＞
・項番99「設定温度」　「ａｎ」→「ｎ」

＜仕様改善　入力条件の変更＞
「（４）当該項目を訂正する場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＳ／Ｉ情報登録
者であること」を追記
　・項番68「社内整理番号（海貨・通関用）」
　・項番93「荷主リファレンスナンバー」

＜端末仕様の修正＞

2 2002 SIR11 船積指図書（Ｓ／Ｉ）登録呼出情報 ＜仕様改善　属性の変更＞
・項番99「設定温度」　「ａｎ」→「ｎ」

3 2003 ECR 本文 ＜仕様改善　文言修正＞
４．（５）以下のチェックを追記
「特定輸出貨物の場合は、「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務に
より、「特定輸出許可取消」の登録がされていないこと」

4 2003 ECR 入力項目表 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番28 「最終仕向地コード」　（２）入力不可コードに 「ＺＹ」も追加

5 2004 ECR11 本文 ＜仕様改善　記述の追加＞
４．（４）以下の貨物情報ＤＢチェックの追加
・「ＥＣＲ業務により作成された貨物であること」
・「特定輸出貨物の場合は、「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務に
より、「特定輸出許可取消」の登録がされていないこと」

6 2006 BID 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（３）（Ｂ）（ｂ）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」

7 2007 BIE 入力項目表 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番10「重量単位コード」　　「メタリック」→「メトリック」
・項番28「最終仕向地コード」 　（２）入力不可コードに「ＺＹ」も追加

8 2008 BIF 入力項目表 ＜仕様改善　項目IDの変更＞
・項番31　「搬入年月日」　「ADT」　→　「DTM」
・項番32　「搬入時刻」 　　「ATI」　→　「TIM」
・項番33　「搬入個数」 　　「APS」　→　「PCS」
・項番34　「搬入重量」 　　「AWT」　→　「WGT」
・項番35　「搬入容積」 　　「AVL」　→　「VOL」

＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番28 「最終仕向地コード」 　（２）入力不可コードに「ＺＹ」も追加

9 2010 VAP 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）②のチェック、４．（５）②のチェックを詳細化
４．（８）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

10 2011 VAP11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

11 2012 VPE 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）②のチェック、４．（５）②のチェックを詳細化
４．（７）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

12 2013 VPE11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

13 2014 VAN 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４.（１）④の条件を追加
「輸出貨物または積戻し貨物の場合は」

４．（８）に以下のチェックを追加
「仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済または個別運送情報登録済貨物であ
ること。」
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

14 2014 VAN 処理結果通知 ＜仕様改善　誤字の修正＞
出力情報コード末尾の不要スペースを削除

15 2015 VAN11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４.（１）④の条件を追加
「輸出貨物または積戻し貨物の場合は」

４．（５）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸出貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所
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変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸出貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

16 2016 VAE 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４.（１）④の条件を追加
「輸出貨物または積戻し貨物の場合は」

４．（６）に以下のチェックを追加
「仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済または個別運送情報登録済貨物であ
ること。」
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

17 2017 VAE11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４.（１）④の条件を追加
「輸出貨物または積戻し貨物の場合は」

４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

18 2018 VAC 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
５．（５）の記述を追加
７．の記述を追加

19 2019 VAD 本文 ＜記述の修正＞
１．に以下の記述を追加★東京税関殿からの指摘事項を反映
「なお、入力された項目のみ訂正対象とする。」

４．（４）から以下のチェックを削除
「貨物情報の訂正で、コンテナ扱い貨物または包括事前審査扱いの場合は、輸
出申告がされていないこと。」

４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」

５．（６）②の記述を追加

７．の記述を追加

20 2019 VAD 入力項目表 ＜仕様改善　端末属性の修正＞
・項番8「コンテナ自重」　右詰に○

21 2020 VAD11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）から以下のチェックを削除
「貨物情報の訂正で、コンテナ扱い貨物または包括事前審査扱いの場合は、輸
出申告がされていないこと。」
４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」

22 2021 VAA 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）に以下のチェックを追加
「仮陸揚貨物の場合は、保税運送承認済または個別運送情報登録済貨物であ
ること。」
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

23 2022 VAA11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
４．（４）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」
「「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。」

24 2027 CLR 本文 ＜仕様改善　文言の修正＞
１．業務概要
「Ｅ：終了」→「Ｅ：提出／終了」

４．（７）（Ｂ）に以下のチェックを追加
「「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこ
と。」

25 2027 CLR 入力項目表 ＜仕様改善　区分の変更＞
・項番3「処理区分」
　　・「積コンテナ・船積区分」が「Ｃ」で「未入力」の場合　「M」→「X」
　　・「積コンテナ・船積区分」が「Ｃ」で「Ｅ：船積登録・終了」の場合　「X」→「M」
・項番10「保税地域コード」
　　・「積コンテナ・船積区分」が「Ａ」で「未入力」の場合　「Ｃ」→「X」
　　・「積コンテナ・船積区分」が「Ａ」で「Ｅ」の場合　「Ｃ」→「X」

＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番3「処理区分」　　「Ｅ：終了」→「Ｅ：提出／終了」

26 2030 ACL01/02 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
７．（１）（Ｂ）
「後述の①～⑬の項目の中で」→「後述の①～⑩の項目の中で」に修正

６．（＊２）
「訂正により取り消された項目について、ａｎ属性の項目の場合は「Ｘ」を出力項
目桁数分出力する。」
→「訂正により取り消された項目について、ａｎ属性の項目の場合は「Ｘ」を出力
項目桁数分出力し、ｎ属性の項目の場合は「９」を出力項目桁数分出力する。」

27 2030 ACL01/ACL02 入力項目表(ACL01) ＜仕様改善　属性の変更＞
・項番128「設定温度」　「ａｎ」→「ｎ」

28 2030 ACL01/ACL02 入力項目表(ACL02) ＜仕様改善　誤記の修正＞
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変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸出貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

29 2031 ACL11 船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報 ＜仕様改善　桁数の変更＞
・項番95「ファクシミリ番号」　　10桁→14桁
・項番32「着荷通知先コード」　5桁→12桁

＜仕様改善　項番の修正＞
・荷送人コード以降の項番を修正（項番21～128→22～129）

30 2031 ACL11 船積確認事項登録（在来船用）呼出情報 ＜仕様改善　桁数の変更＞
・項番92「ファクシミリ番号」　　10桁→14桁
・項番32「着荷通知先コード」　5桁→12桁

＜仕様改善　出力条件の変更＞　（２）の出力条件を追加
・項番56「長さ（Ｌ）」
・項番57「幅（Ｗ）」
・項番58「高さ（Ｈ）」
・項番59「ＬＷＨ記載有無識別」

＜仕様改善　項番の修正＞
・車台番号等表示有無識別以降の項番を修正（項番20～108→項番21～109）

31 2032 ACL12 入力項目表 ＜仕様改善　端末仕様の修正＞
項番5「ハウス用船会社コード」　履歴を削除

32 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報 ＜仕様改善　属性の変更＞
・項番128「設定温度」　「ａｎ」→「ｎ」

＜仕様改善　桁数の変更＞
・項番10「送信総件数」の桁数　3桁→2桁
・項番95「ファクシミリ番号」　10桁→14桁

33 2033 CCL 本文 ＜仕様改善＞
４．（３）船舶ＤＢチェックに関する記述を削除

34 2033 CCL 処理結果通知 ＜仕様改善　項目名の変更＞
項番7「貨物管理番号またはコンテナ番号」→「貨物管理番号」

35 2034 RCR 入力項目表 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
項番19 「最終仕向地コード」 　（２）入力不可コードに「ＺＹ」も追加

36 2035 LDR 入力項目表 ＜仕様改善　属性の変更＞　「an」→「n」
・項番17「前払合計運賃（外貨）」　・項番19「前払合計運賃（円貨）」
・項番21「後払合計運賃（外貨）」　・項番27「運賃計算適用単価」
・項番28「運賃（外貨）」

37 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会情報 ＜仕様改善　属性の変更＞
・項番100「設定温度」　　「ａｎ」→「ｎ」

38 2036 ISI 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報照会情報(進行管理情報) ＜仕様改善　項目名の修正＞
・項番9「（訂正前）初期登録情報時刻」→「（訂正後）初期登録時刻」

39 2037 IEC 輸出貨物搬入予定照会情報 ＜仕様改善　端末仕様の修正＞　カンマ編集を削除

40 2039 IAL 船積情報照会情報（コンテナ船用） ＜仕様改善　桁数の変更＞
・項番98「ファクシミリ番号」　10桁→14桁

＜端末仕様の修正＞　カンマ編集を削除

41 2039 IAL 船積情報照会情報(在来船用) ＜仕様改善　桁数の変更＞
・項番95「ファクシミリ番号」　10桁→14桁

＜仕様改善　端末仕様の修正＞　カンマ編集を削除

42 2040 IAC 船積情報登録状況照会情報 ＜仕様改善　端末仕様の修正＞　カンマ編集を削除

43 2030 ACL01/02 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
７．（＊３）の記述を修正
「貨物情報ＤＢに登録されている全ての荷姿コードが同一でない場合は、荷姿
コードを「ＰＸ」と出力。」
→「貨物情報ＤＢに登録されている全ての荷姿コードが同一でない場合は、荷姿
コードを「ＰＫ」と出力。」

44 2031 ACL11 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
７．（＊６）の記述を修正
「貨物情報ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷姿コー
ドを「ＰＸ」と出力。」
→「貨物情報ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷姿
コードを「ＰＫ」と出力。」

７．（＊11）の記述を修正
「輸出申告ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷姿コー
ドを「ＰＸ」と出力。」
→「輸出申告ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷姿
コードを「ＰＫ」と出力。」

45 2031 ACL11 船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報 ＜仕様改善　記述の修正＞
・項番78「荷姿コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正

46 2031 ACL11 船積確認事項登録（在来船用）呼出情報 ＜仕様改善　記述の修正＞
・項番76「荷姿コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正

47 2032 ACL12 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
７．（＊１）の記述を修正
「船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷姿
コードに「ＰＸ」と出力する。」
→「船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードが全て同一でない場合は、荷
姿コードに「ＰＫ」と出力する。」

48 2032 ACL12 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報 ＜仕様改善　記述の修正＞
・項番63「荷姿コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正
・項番78「荷姿コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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2 3001 EDA 本文Air_Sea*2 １．業務概要
記述を修正

3 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（１）入力者チェック
⑥の「（申告予定者の入力がなかった場合）」という記述の削除。

4 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ＜仕様確認＞
４．（４）貨物情報DBチェック
（K）他所蔵置許可申請番号のチェック内容の記述を変更

5 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報DBチェック
（K）他所蔵置の期間チェックは削除

6 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（13）包括コンテナ扱い申出DBチェック
包括コンテナ扱い申出DBチェックの追加

7 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（12）インボイス・パッキングリストDBチェック
輸出インボイスであることのチェックの追加

8 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（５）輸出包括審査ＤＢチェック②、
　　（７）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック（B）、
　　（14）その他のチェック⑥
輸出入者コードの一致チェックを１２桁→８桁に変更

9 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（14）その他のチェック
④緊急通関と特別通関の記述訂正
⑤「申告官署は、通関場所を管轄する税関であること」を追加

10 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ５．（13）注意喚起メッセージ出力処理
①の「（特定輸出申告は除く）」の記述の追加

11 3001 EDA 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報ＤＢチェック
（Ｅ）④「申告予定者」→「申告予定者コード」に修正
（１４）その他のチェック
（Ａ）④「積出港」→「積込港」に修正

12 3001 EDA 入力項目表Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番46「輸出承認証等識別」　輸出承認証等識別コードについて「HCNC」を追加
・項番49「電子インボイス受付番号」　「インボイス識別に「Ｃ」または「Ｄ」以外が入
力された場合は、入力不可」を追加
・項番10「輸出者コード」、項番59「バンニング場所コード」　８桁入力の場合に「００
００」補完の旨を追記
・項番71「品名」　必須入力についての条件を追記

13 3001 EDA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番44「輸出承認証等区分」入力条件／形式
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号または第１項
第２
　　　　号に該当するもの
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第３号に該当するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号に該当するも
の
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第２号に該当するもの

14 3001 EDA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番27「国名コード（Country,coded）」
・項番35「最終仕向地コード」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

15 3001 EDA 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番31「個数単位コード」　F△ → △ M
・項番33「重量単位コード（グロス）」　F△ → △ M
・項番60「バンニング場所名」　C△ → △ F
・項番61「バンニング場所住所１」　C△ → △C　または　△F
・項番62「バンニング場所住所２」　C△ → △C　または　△F
・項番63「バンニング場所住所３」　C△ → △C　または　△F
・項番64「バンニング場所住所４」　C△ → △C

16 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 「条件」欄を「申告等種別」に応じて細分化し、出力区分を明確化

17 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ・出力情報名（出力情報コード）欄の記載変更
「＊出力情報コードの詳細は、オンライン業務共通設計書の別紙Ｅ０４「輸出申告
入力控情報等について」を参照」の旨を追記

18 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ＜項目名の変更＞
・項番13「申告条件」→「申告条件／訂正票出力識別」
・項番15「申告予定年月日」→「申告（予定）年月日」

19 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番13「申告条件／訂正票出力識別」　「スペースで出力する」に変更
・項番14「臨時開庁識別」　「輸出申告入力控情報の場合はスペースを出力」を追
記
・項番15「申告（予定）年月日」　入力控と変更入力控の出力方法を追記
・項番35「通関士コード」　スペースで出力する旨を記述
・項番44「最終仕向地コード」　入力がない場合の出力項目を追記
・項番45「最終仕向地名」　入力がない場合の出力項目を追記
・項番52「積載予定船（機）名」　入力がない場合の出力項目を追記
・項番54「船積（搭載）確認識別（関税）」　適用区分「Ｈ」を追記

20 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ＜仕様改善　区分の変更＞
・項番13「申告条件／訂正票出力識別」　「Ｃ」→「Ｘ」
・項番35「通関士コード」　「Ｃ」→「Ｘ」
・項番88「利用者用整理番号」　「Ｃ」→「Ｘ」

21 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ・項番16 「本申告表示」出力条件／形式
　「本申告された場合は、「*」を出力」→「本業務ではスペースを出力」

22 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ・項番45「最終仕向地名」入力がなかった場合の出力元
　②貨物情報ＤＢを削除

対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

NO
業務コード／出
力情報コード

業務項番 変更箇所
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対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

NO
業務コード／出
力情報コード

業務項番 変更箇所

23 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ・項番58「輸出承認証等区分」入力条件／形式
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号または第１項
第２
　　　　号に該当するもの
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第３号に該当するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号に該当するも
の
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第２号に該当するもの

24 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 ・項番43「通関予定蔵置場名」　出力区分の変更
「Ｍ」→「Ｃ」
（不参加蔵置場の場合は出力されないため）

25 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 以下の項目の条件を変更
・項番34「代理人名」　C△ → △M
・項番60「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番69「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番71「通貨換算レート」　C△ → △M
・項番77「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番78「バンニング場所住所１」　C△ → △C　または　△M
・項番79「バンニング場所住所２」　C△ → △C　または　△M
・項番80「バンニング場所住所３」　C△ → △C　または　△M
・項番81「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番97「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番100「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番103「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番112「内国消費税免税識別」　C△ → △M
・項番113「内国消費税免税科目名」　C△ → △M

25 3001 EDA 入力控情報Air_Ｓｅａ*2 以下の項目の条件を変更
・項番108「関税減免税条項（法令名）」　C△ → △M
・項番109「関税減免税条項号（法の条項号）」　C△ → △M
・項番110「関税減免税条項号（令の条項号）」　C△ → △C

27 3002 EDB 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報DBチェック
（G）⑥特定輸出許可取消を追加

28 3002 EDB 本文Air_Sea*2 ４．（５）インボイス・パッキングリストDBチェック
・輸出インボイスであることのチェックの追加（項番②）
・欄部の制限について記載追加（項番③、④）
・他の申告がされていないことのチェックについて予備申告は除くを追加（項番⑤）

29 3002 EDB 輸出申告事項登録情報等Air_Sea*2 「条件」欄を「申告等種別」に応じて細分化し、出力区分を明確化

30 3002 EDB 輸出申告事項登録情報等Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

31 3003 EDC 本文Air_Sea*2 １． 業務概要
「予備申告後または予備申告変更後、予備申告の審査終了が有効な本申告は、
即時に輸出等許可となる。」の記述追加

32 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（７）貨物情報ＤＢチェック
項番２２「本申告」の記述追加

33 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（３）輸出申告ＤＢチェック
項番８「同一の申告等番号に係る」の記述追加

34 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（８）輸出包括審査ＤＢチェック
②「輸出者コードの先頭８桁が、輸出包括審査ＤＢに登録されている輸出入者コー
ドの先頭８桁と一致すること。」に変更

35 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（９）国内用輸出入者ＤＢチェック
「②特定輸出申告の場合は、特定輸出申告が実施可能な旨の登録がされている
輸出者であること。」を追加

36 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（10）輸出品目ＤＢチェック
「②輸出統計品目番号に適用期間が登録されている場合は、本業務の入力日が
適用期間内であること。」を追加

37 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（11）輸出関税減免税コードＤＢチェック
「関税減免戻税」に修正

38 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（13）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック
（Ｄ）②輸出者コード「の先頭８桁」を追加

39 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ＜インボイス・パッキングリストDBチェックの変更に対応するための仕様改善＞
４．入力条件（15）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
「②輸出インボイスであること。」
「③輸出申告ＤＢに登録されている申告予定者または事項登録者が、インボイス・
パッキングリストＤＢに登録されている通関業者と同一であること。」
の追加
④「（予備申告を除く）」の追加

40 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（16）包括コンテナ扱い申出ＤＢチェック　を追加

41 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ＜仕様確認＞
４．入力条件（７）貨物情報ＤＢチェック
項番２５③他所蔵置関連チェックの許可期間チェックで本申告時も対象に追加

42 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（３）輸出申告ＤＢチェック
項番１３「臨時開庁識別」欄チェックで搬入時も対象に追加

43 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（14）保税地域関連チェック
「②通関予定蔵置場が自社施設の場合は、当該申告の輸出者が自社施設を管理
する輸出者であること。（輸出者コードの先頭８桁が一致すること。）」を追加

44 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（２）申告条件切り替え処理
（Ｃ）「なお、登録されている臨時開庁承認の利用の旨は無効となる。」を追加

45 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（６）保税運送期間設定処理
「当該申告に係る」という文言を削除

［3_輸出通関］ 2/10



2007.12.21更新分

対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

NO
業務コード／出
力情報コード

業務項番 変更箇所

46 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（６）保税運送期間設定処理
「（特定輸出申告を除く）」を追加

47 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（６）保税運送期間設定処理
「管理」を「管轄」に修正

48 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（14）インボイス・パッキングリストＤＢ処理
「（予備申告の場合は除く。）」を追加

49 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ６．出力情報　輸出許可等通知情報
（＊１１）（＊１２）の追加

50 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ６．出力情報　検査指定情報
（＊８）の追加

51 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ６．出力情報　検査指定情報
「大型Ｘ線検査」の追加

52 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
６．出力情報　許可・承認貨物（輸出）情報
（＊９）（＊１０）の追加

53 3003 EDC 本文Air_Sea*2 ７．特記事項
輸入に合わせて「（１）予備申告後または予備申告変更後にＥＤＡ０１業務を行った
場合で、既に通関予定蔵置場に貨物が搬入済で本申告を行える状態にある場合
は、本業務で予備申告変更を行わず、本申告を行うことができる。」と修正

54 3003 EDC 本文Air_Sea*2 １． 業務概要
コンテナ扱い申出後にコンテナ適用となった場合は、
↓
コンテナ扱い申出後にコンテナ扱い適用となった場合は、

55 3003 EDC 本文Air_Sea*2 １． 業務概要（1）コード「Ｈ」（予備申告後または予備申告変更後の本申告）の「備
考」について
「②予備申告時に指定された起動方法により起動される」を削除

56 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（１）入力者チェック
４の記述の修正。
４申告等種別コード「T」対象

57 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報DBチェック
（C）①～③の並び順変更

58 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ＜仕様確認＞
４．（４）貨物情報DBチェック
（H）他所蔵置許可申請番号のチェック内容の記述を変更
　　コンテナ扱い申出および予備申告の場合と、本申告の場合で記述を分割

59 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（５）輸出包括審査ＤＢチェック②、
　　（７）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック（B）
　　（13）その他のチェック（A）５
輸出入者コードの一致チェックを１２桁→８桁に変更

60 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（６）輸出品目ＤＢチェック
１．申告種別「Ｇ」についても輸出統計品目番号が輸出品目ＤＢに存在することを
追加
２．記述の修正

61 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（11）インボイス・パッキングリストDBチェック
・輸出インボイスであることのチェックの追加
・電子インボイス受付番号に入力があった場合と変更された場合に分けて記載

62 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（12）包括コンテナ扱い申出DBチェック
包括コンテナ扱い申出DBチェックの追加

63 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（13）その他のチェック
（A）４．緊急通関と特別通関の記述訂正

64 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ６．出力情報
入力控と変更入力控について出力条件を変更（コンテナ扱い申出の記載を削除）

65 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ４．（３）貨物情報ＤＢチェック
（C）⑥蔵置場所を追加

66 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ５．（15）注意喚起メッセージ出力処理
①の「（特定輸出申告は除く）」の記述の追加

67 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（２）あて先官署決定処理
「あて先官署は、当初の輸出申告等のあて先官署を引き継ぐ。」を追加

68 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（８）あて先部門の決定処理
「コンテナ扱い適用後の変更事項登録の場合に、」を削除

69 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（９）申告等番号の枝番払出し処理
ただし、訂正の場合は枝番の払出しを行わない。
↓
ただし、輸出申告等変更事項の訂正の場合は、新たな枝番の払い出しを行わな
い。

70 3004 EDA01 本文Air_Sea*2 ５．処理内容（１４）インボイス・パッキングリストDB処理
「（予備申告の場合は除く。）」を追加

71 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 ＜変更可／不可の区分変更＞
　「コンテナ扱い申出の変更」の「変更可／不可」欄　「－」→「○」
　・項番59「バンニング場所コード」
　・項番60「バンニング場所名」
　・項番61「バンニング場所住所１（都道府県）」
　・項番62「バンニング場所住所２（市区町村（行政区名））」
　・項番63「バンニング場所住所３（町域名・番地）」
　・項番64「バンニング場所住所４（ビル名ほか）」
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72 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番46「輸出承認証等識別」　輸出承認証等識別コードについて並び順変更
・項番49「電子インボイス受付番号」　「インボイス識別に「Ｃ」または「Ｄ」以外が入
力された場合は、入力不可」を追加
・項番10「輸出者コード」、項番59「バンニング場所コード」　８桁入力の場合に「００
００」補完の旨を追記
・項番71「品名」　必須入力についての条件を追記

73 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 ・項番10「輸出者コード」の申告種別毎変更可／不可一覧
　　「無符号輸出者コードから有符号輸出者コードへの変更のみ可能」
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　「無符号輸出者から有符号輸出者への変更のみ可能」

74 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 ・項番44「輸出承認証等区分」入力条件／形式
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号または第１項
第２
　　　　号に該当するもの
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第３号に該当するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号に該当するも
の

75 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 ・項番27「国名コード（Country,coded）」
・項番35「最終仕向地コード」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

76 3004 EDA01 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番31「個数単位コード」　F△ → △M
・項番33「重量単位コード（グロス）」　F△ → △M

77 3004 EDA01 輸出申告変更入力控_Sea.*2 ・「申告条件」→「訂正票出力識別」に変更

78 3005 EDD 輸出申告変更事項登録情報等Air_Sea*2 「条件」欄を「申告等種別」に応じて細分化し、出力区分を明確化

79 3005 EDD 輸出申告変更事項登録情報等Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番9「申告予定年月日」　特定と展示の場合はスペースである旨を追記

80 3005 EDD 輸出申告変更事項登録情報等Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番47「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番52「インボイス通貨コード」　C△ → △M
・項番53「インボイス価格」　C△ → △M
・項番54「インボイス価格区分コード」　C△ → △M
・項番56「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番60「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番61「バンニング場所住所１」　C△ → △C　または　△M
・項番62「バンニング場所住所２」　C△ → △C　または　△M
・項番63「バンニング場所住所３」　C△ → △C　または　△M
・項番64「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番73「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番75「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番78「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番84「内国消費税免税識別」　C△ → △M

81 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（３）輸出申告ＤＢチェック
　「臨時開庁識別」欄のチェックを削除

82 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（４）臨時開庁ＤＢチェック
　「Ｎ」入力を削除

83 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ４．（６）輸出包括審査ＤＢチェック
輸出者コードの条件変更

84 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
臨時開庁ＤＢ処理を削除

85 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
手数料引落し処理を削除

86 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
特記事項を削除

87 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ４．（３）輸出申告ＤＢチェック
（D）「同一の申告等番号に係る」という文言を追記

88 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ４．（５）貨物情報ＤＢチェック
（H）貨物手作業移行チェックを追加

89 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ５．（２）審査区分選定処理
審査区分を引継ぐから再選定に変更

90 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ５．（３）利用者用整理番号の払出し処理
記述の修正

91 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ⑥．出力情報
・出力条件（輸入→輸出に変更）
・出力情報（＊１）（＊２）に変更

92 3006 EDE 本文Air_Sea*2 ６．出力情報　「輸出自動車情報控」 出力先　税関（通関担当部門） 注
　　「*３」→「*２」

93 3006 EDE 入力項目表Air_Sea*2 ＜項目ＩＤの変更＞
項番３「訂正票出力識別」

94 3006 EDE 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　入力条件の変更
項番４「臨時開庁識別」

95 3007 EAA 本文Air_Sea*2 ＜仕様確認＞
４．（４）貨物情報DBチェック
（N）他所蔵置許可申請番号のチェック内容の記述を変更
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96 3007 EAA 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報ＤＢチェック
（C）①「通関蔵置場」→「蔵置場」に変更
（J）システム不参加についての記載を削除

97 3007 EAA 本文Air_Sea*2 ４．（５）輸出包括審査ＤＢチェック
輸出入者コードの一致チェックを１２桁→８桁に変更

98 3007 EAA 本文Air_Sea*2 ４．（９）その他のチェック
（A）⑤緊急通関と特別通関の記述訂正

99 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番46「輸出承認証等識別」　輸出承認証等識別コードについて並び順変更
・項番49「電子インボイス受付番号」　「インボイス識別に「Ｃ」または「Ｄ」以外が入
力された場合は、入力不可」を追加
・項番59「バンニング場所コード」　８桁入力の場合に「００００」補完の旨を追記
・項番60「バンニング場所名」　補完の条件を追記
・項番69「輸出統計品目番号」　通過貿易統計計上対象の場合は必須入力に変更
・項番71「品名」　必須入力についての条件を追記

100 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番42「輸出承認証等区分」入力条件／形式
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号または第１項
第２
　　　　号に該当するもの
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第３号に該当するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号に該当するも
の

101 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番17「通関蔵置場コード」　項目名の変更
「通関蔵置場コード」→「蔵置場コード」

102 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 ・変更可／不可一覧について
「(○：変更可、×：変更不可、－：対象外)」の追記

103 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番25「国名コード（Country,coded）」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

104 3007 EAA 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番29「個数単位コード」　F△ → △M
・項番31「重量単位コード（グロス）」　F△ → △M
・項番34「最終仕向地名」　△F → F△

105 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 「条件」欄を「申告等種別」に応じて細分化し、出力区分を明確化

106 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・出力情報名（出力情報コード）欄の記載変更
「＊出力情報コードの詳細は、オンライン業務共通設計書の別紙Ｅ０５「輸出許可
内容変更申請入力控情報等について」を参照」の旨を追記

107 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目名の変更＞
・項番38「通関予定蔵置場名」→「通関蔵置場名」

108 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番39「最終仕向地名コード」　入力がなかった場合の出力元を追記
・項番40「最終仕向地名」　入力がなかった場合の出力元を追記
・項番43「積込港名」　入力がなかった場合の出力元、出力条件／形式を追記
・項番47「積載予定船（機）名」　入力がなかった場合の出力元を追記

109 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞
・項番68「通貨換算レート通貨コード」の申告種別「Ｇ」　　「Ｃ」→「Ｘ」
・項番80「利用者用整理番号」　　「Ｃ」→「Ｘ」

110 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 「入力がない場合の補完項目」→「入力がなかった場合の出力元」に変更

111 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番37「通関蔵置場コード」及び項番38「通関蔵置場名」　項目名の変更
「通関蔵置場コード」「通関蔵置場名」
↓
「蔵置場コード」「蔵置場名」

112 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番40「最終仕向地名」入力がなかった場合の出力元
　②貨物情報ＤＢを削除

113 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番53「輸出承認証等区分」入力条件／形式について
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号または第１項
第２
　　　　号に該当するもの
　Ｅ２：輸出令第２条第１項第３号に該当するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　Ｅ１：輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）第２条第１項第１号に該当するも
の

114 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番59「インボイス価格条件コード」及び項番60「インボイス通貨コード」の条件
申告等種別「Ｅ」「Ｒ」「Ｔ」（大額、少額ともに）欄を「Ｃ」→「Ｍ」

115 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番38「蔵置場名」　出力区分の変更
「Ｍ」→「Ｃ」
（不参加蔵置場の場合は出力されないため）

116 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番30「代理人氏名」を「代理人名」に変更
（EDA業務と名称を同一にするため）
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117 3007 EAA 輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番29「代理人コード」　M△ → C△
・項番30「代理人名」　M△ → △M
・項番55「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番64「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番66「通貨換算レート」　C△ → △M
・項番70「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番71「バンニング場所住所１」　C△ → △C
・項番72「バンニング場所住所２」　C△ → △C
・項番73「バンニング場所住所３」　C△ → △C
・項番74「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番92「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番95「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番98「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番107「内国消費税免税識別」　C△ → △M
・項番108「内国消費税免税科目名」　C△ → △M

118 3008 EAB 本文Air_Sea*2 ４．（２）入力項目チェック
（B）項目間関連チェックについて「なし。」に変更

119 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項登録情報等Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番5「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正
・項番45「変更理由コード」　出力条件を追記

120 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項登録情報等Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目名の変更＞
・項番17「通関予定蔵置場コード」→「通関蔵置場コード」

121 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項登録情報等Air_Sea*2 ・項番17「通関蔵置場コード」
「通関蔵置場コード」→「蔵置場コード」

122 3008 EAB 輸出許可内容変更申請事項登録情報等Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番47「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番56「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番60「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番61「バンニング場所住所１」　C△ → △C　または　△M
・項番62「バンニング場所住所２」　C△ → △C　または　△M
・項番63「バンニング場所住所３」　C△ → △C　または　△M
・項番64「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番73「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番75「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番78「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番84「内国消費税免税識別」　C△ → △M

123 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ４．（３）輸出申告ＤＢチェック
（Ｅ）記述の修正

124 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（３）輸出申告ＤＢチェック
　臨時開庁識別チェックを削除
４．（４）臨時開庁ＤＢチェック
　①の記述を修正、「Ｎ」入力を削除

125 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ４．（６）輸出包括審査ＤＢチェック
　②輸出者コードの条件変更

126 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ５．（３）保税運送期間取得処理
特定輸出申告を除く旨を追記

127 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ５．（３）保税運送期間取得処理
「管轄する税関」という文言に修正

128 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
５．（６）臨時開庁ＤＢ処理
　「Ｎ」入力を削除

129 3009 EAC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
６．出力情報
許可・承認内容変更貨物（輸出）情報の出力条件追加（＊８）（＊９）

130 3009 EAC 入力項目表Air_Sea*2 ＜項目ＩＤの変更＞
項番３「訂正票出力識別」

131 3009 EAC 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　入力条件の変更
項番４「臨時開庁識別」

132 3012 IEX 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目名の変更＞
・項番2「輸出申告等番号」→「申告等番号」

133 3012 IEX 輸出申告等照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目の追加＞
・項番91「保税運送承認期間（開始）」
・項番92「保税運送承認期間（終了）」

134 3012 IEX 輸出申告等照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
・項番34「申告者コード（申告予定者コード）」　　コンテナ扱い申出の記述を追記
・項番55「船積（搭載）確認識別（関税）」　適用区分「Ｈ」を追記
・項番114「価格再確認識別」　　EDC業務の記載に合わせて変更

135 3012 IEX 輸出申告等照会情報Air_Sea*2 ・項番44「通関予定蔵置場名」　出力区分の変更
「Ｍ」→「Ｃ」
（不参加蔵置場の場合は出力されないため）
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136 3012 IEX 輸出申告等照会情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番61「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番66「インボイス通貨コード」　C△ → △M
・項番67「インボイス価格」　C△ → △M
・項番68「インボイス価格区分コード」　C△ → △M
・項番70「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番72「通貨換算レート」　C△ → △M
・項番77「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番78「バンニング場所住所１」　C△ → △C
・項番79「バンニング場所住所２」　C△ → △C
・項番80「バンニング場所住所３」　C△ → △C
・項番81「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番120「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番123「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番126「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番135「内国消費税免税識別」　C△ → △M
・項番136「内国消費税免税科目名」　C△ → △M

137 3012 IEX 輸出申告照会情報（大額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

138 3012 IEX 輸出申告照会情報（少額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

139 3012 IEX 積戻し申告照会情報（大額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

140 3012 IEX 積戻し申告照会情報（少額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

141 3012 IEX 特定輸出申告照会情報（大額）_Sea.*2 ・コンテナ扱い申出や予備申告に関連する項目を削除

142 3012 IEX 特定輸出申告照会情報（少額）_Sea.*2 ・コンテナ扱い申出や予備申告」関連する項目を削除

143 3012 IEX コンテナ扱い申出照会情報（大額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

144 3012 IEX コンテナ扱い申出照会情報（少額）_Sea.*2 ・「コンテナ扱い審査区分」の位置を「区分」の下に移動

145 3013 IES 本文Air_Sea*2 ７．特記事項を追加
画面コードについて追記

146 3013 IES 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目の追加＞　海空共通業務のため
・項番7「代理店コード」　ただし、入力不可

147 3013 IES 輸出申告等一覧照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目の追加＞　海空共通業務のため
・項番8「代理店コード」　ただし、出力不可

148 3013 IES 輸出申告等一覧照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
・項番18「通関手続状況」　（３）照会種別コードが「Ｆ」の場合の「２」について記述
変更

149 3013 IES 輸出申告等一覧照会情報Air_Sea ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
項番18「通関手続状況」　スペースの説明を追記

150 3014 UEA 本文Air_Sea*2 １．業務概要
「登録または訂正する。」に修正

151 3014 UEA 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報ＤＢチェック
（Ｉ）訂正保留となっていないこと。→（K）に変更
（Ｉ）本船扱い貨物またはふ中扱い貨物でないこと。の追加
（Ｊ）コンテナ扱い申出中またはコンテナ扱い適用済でないこと。の追加
項番(H)～(J)の順番入れ替え

152 3014 UEA 本文Air_Sea*2 ５．（５）その他のチェック
②緊急通関と特別通関の記述訂正

153 3014 UEA 本文Air_Sea*2 ５．（７）注意喚起メッセージ出力処理
③貨物に事故情報が登録されている場合。を追加

154 3014 UEA 入力項目表Air_Sea*2 ＜「入力がない場合の補完項目」の削除＞　貨物情報ＤＢを削除
＜入力条件／形式の削除＞
＜区分の変更＞「F」→「M」
・項番15「受取人氏名」

155 3014 UEA 入力項目表Air_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
項番7「荷送人氏名」
（２）受取人氏名→（２）荷送人氏名

156 3014 UEA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番21「国名コード（Country,coded）」
・項番29「最終仕向地コード」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

157 3014 UEA 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番25「個数単位コード」　C△ → △M
・項番27「重量単位コード（グロス）」　C△ → △M

158 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の追記＞
・項番6「申告（予定）年月日」　入力控と変更入力控の出力方法を追記

159 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目名の変更＞
＜出力条件／形式の削除＞
＜区分の変更＞　　「C」→「X」
・項番7「申告条件」→「申告条件／訂正票出力識別」

160 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　「入力がなかった場合の出力元」の追記＞
・項番35「最終仕向地コード」

161 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　「入力がなかった場合の出力元」の追記＞
・項番36「最終仕向地名」
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162 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　「入力がなかった場合の出力元」の追記＞
・項番38「積込港名」

163 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　「入力がなかった場合の出力元」の追記＞
・項番40「積載予定船（機）名」

164 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞「C」→「×」
項番3「審査区分識別」

165 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力がなかった場合の出力元の削除＞
項番17「受取人氏名」

166 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜誤記の訂正　出力条件／形式の削除＞
項番3「審査区分識別」

167 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 ＜誤記の訂正　出力条件／形式＞
・項番4「申告先税関名」
申告先税関→申告先税関名

168 3014 UEA 別送品輸出申告入力控情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番60「数量単位コード」　C△ → △M
・項番62「通貨単位コード」　C△ → △M

169 3015 UEB 別送品輸出申告事項登録情報_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
・項番3「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

170 3015 UEB 別送品輸出申告事項登録情報_Sea*2 ＜「参照するＤＢ」の削除＞　貨物情報ＤＢを削除
・項番15「受取人氏名」

171 3015 UEB 別送品輸出申告事項登録情報_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番46「数量単位コード」　C△ → △M
・項番48「通貨単位コード」　C△ → △M

172 3016 UEC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（３）別送品輸出申告DBチェック
７．「臨時開庁識別」欄チェックで搬入時も対象に追加

173 3016 UEC 本文Air_Sea*2 １．（１）コード（K）
概要の表の備考の文言をＥＤＣに合わせて修正（「ＵＥＡ業務で」を削除）

174 3016 UEC 本文Air_Sea*2 ４．（６）貨物情報ＤＢチェック
項番５．本船扱い貨物またはふ中扱い貨物でないことのチェックを追加
項番６．コンテナ扱い申出中またはコンテナ扱い適用済でないことのチェックを追
加
項番14．事故貨物でないことのチェックを追加

175 3016 UEC 本文Air_Sea*2 ５．（７）貨物情報ＤＢ処理
項番２．⑤「輸出者名」を「荷送人名」に修正

176 3016 UEC 本文Air_Sea*2 ５．（６）貨物情報ＤＢ処理
項番2⑥「受取人名」～⑨「受取人国名コード」の削除

177 3016 UEC 本文Air_Sea*2 ４．入力条件（４）臨時開庁ＤＢチェック
５．処理内容（８）臨時開庁ＤＢ処理
本業務が→通常申告が

178 3016 UEC 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
項番4「臨時開庁識別」

179 3017 UEA01 本文Air_Sea*2 ５．（５）注意喚起メッセージ出力処理
②貨物に事故情報が登録されている場合を追加

180 3017 UEA01 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報ＤＢチェック
(H)「貨物手作業移行されていないこと」の追加

181 3017 UEA01 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番3「申告先種別コード」　で緊急通関と特別通関の記述訂正

182 3017 UEA01 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　　「M」→「F」
＜「変更可／不可」の変更＞　　「×」→「○」
＜入力条件／形式の追記＞
・項番5「申告先部門コード」

183 3017 UEA01 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　　「Ｆ」→「Ｍ」
＜「入力がない場合の補完項目」、入力条件／形式の削除＞
・項番15「受取人氏名」

184 3017 UEA01 入力項目表Air_Sea*2 ・項番21「国名コード（Country,coded）」
・項番29「最終仕向地コード」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

185 3017 UEA01 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番25「個数単位コード」　C△ → △M
・項番27「重量単位コード（グロス）」　C△ → △M

186 3017 UEA01 入力_Sea.*2 ・「申告予定年月日」　非表示に変更

187 3017 UEA01 別送品輸出申告変更入力控Air_Sea.*2 ・「申告条件」→「訂正票出力識別」に変更

188 3020 UEA01 別送品輸出申告変更入力控Air_Sea.*2 ・「申告番号」→「別送品輸出申告番号」に変更

189 3018 UED 別送品輸出申告変更事項登録情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番3「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

190 3018 UED 別送品輸出申告変更事項登録情報Air_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
・項番6「申告年月日」
「参照するDB」から「別送品輸出申告ＤＢ」を削除

191 3018 UED 別送品輸出申告変更事項登録情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番46「数量単位コード」　C△ → △M
・項番48「通貨単位コード」　C△ → △M

［3_輸出通関］ 8/10



2007.12.21更新分

対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

NO
業務コード／出
力情報コード

業務項番 変更箇所

192 3019 UEE 本文Air_Sea*2 ４．（３）別送品輸出申告ＤＢチェック
（C）同一の別送品輸出申告番号に係る別送品輸出申告変更がされていないこと
に変更

193 3019 UEE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（３）別送品輸出申告ＤＢチェック
臨時開庁識別チェックを削除
４．（４）臨時開庁ＤＢチェック
①の記述を修正、「Ｎ」入力を削除

194 3019 UEE 本文Air_Sea*2 ４．（５）貨物情報ＤＢチェック
（F）貨物手作業移行についてのチェックの追加

195 3019 UEE 本文Air_Sea*2 ５．（２）審査区分選定処理
審査区分は引継ぎから再選定に変更

196 3019 UEE 本文Air_Sea*2 ６．出力情報
（＊２）をＥＤＥ業務に合わせて記述訂正

197 3019 UEE 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
・項番４「臨時開庁識別」

198 3020 UAA 本文Air_Sea*2 ４．（４）貨物情報DBチェック
（I）システム不参加保税蔵置場への搬出チェックを削除

199 3020 UAA 本文Air_Sea*2 ４．（５）その他のチェック
③緊急通関と特別通関の記述訂正

200 3020 UAA 本文Air_Sea*2 ５．（７）注意喚起メッセージ出力処理
②の記述追加

201 3020 UAA 本文Air_Sea*2 ４．（３）別送品輸出申告ＤＢチェック
（Ａ）申告番号が別送品輸出申告ＤＢに存在すること。
→別送品輸出申告番号が別送品輸出申告ＤＢに存在すること。

202 3020 UAA 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　「Ｆ」→「Ｍ」
＜「入力がない場合の補完項目」、入力条件／形式を削除＞
・項番14「受取人氏名」

203 3020 UAA 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　「変更可／不可」の追記＞
・項番32「輸出管理番号」

204 3020 UAA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番13「通関蔵置場コード」　項目名の変更
「通関蔵置場コード」→「蔵置場コード」

205 3020 UAA 入力項目表Air_Sea*2 ・項番20「国名コード（Country,coded）」
入力条件／形式に入力不可国名コードとして「ＺＹ」を追加

206 3020 UAA 入力項目表Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番24「個数単位コード」　△F → △M
・項番26「重量単位コード（グロス）」　△F → △M
・項番29「最終仕向地名」　△F → F△

207 3020 UAA 入力_Sea.*2 ・「申告番号」→「別送品輸出申告番号」に変更

208 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件変更＞
・項番2「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

209 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
・項番34「最終仕向地コード」　入力がなかった場合の出力元を追記

210 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
・項番35「最終仕向地名」　入力がなかった場合の出力元を追記

211 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　コードの追記＞
・項番36　「積込港コード」

212 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　「入力がない場合の補完項目」、入力条件の追記＞
・項番37「積込港名」

213 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
・項番39「積載予定船舶コード」　入力がない場合の出力項目を追記

214 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 「入力がない場合の補完項目」→「入力がなかった場合の出力元」

215 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番35「最終仕向地名」入力がなかった場合の出力元
　②貨物情報ＤＢを削除

216 3020 UAA 別送品輸出許可内容変更申請入力控情報Air_Sea*2 ・項番32「通関蔵置場コード」及び項番33「通関蔵置場名」　項目名の変更
「通関蔵置場コード」「通関蔵置場名」
↓
「蔵置場コード」「蔵置場名」

216 3020 UAA UAA_07_L_別送品輸出許可内容変更申請入力控
_Sea.pdf*2

帳票タイトル「別送品輸出許可内容変更申請控」を「別送品輸出許可内容変更申
請入力控」に変更

218 3021 UAB 本文Air_Sea*2 ４．（２）入力項目チェック
（B）項目間関連チェックについて「なし。」に変更

219 3021 UAB 別送品輸出許可内容変更事項登録情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
・項番3「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

220 3021 UAB 別送品輸出許可内容変更事項登録情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
・項番35「変更理由コード」　「参照するＤＢ」、出力条件／形式に追記

221 3021 UAB 別送品輸出許可内容変更事項登録情報Air_Sea*2 ・項番13「通関蔵置場コード」
「通関蔵置場コード」
↓
「蔵置場コード」

222 3021 UAB 別送品輸出許可内容変更事項登録情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番47「数量単位コード」　C△ → △M
・項番49「通貨単位コード」　C△ → △M

［3_輸出通関］ 9/10



2007.12.21更新分

対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

変更内容

詳細設計書変更点一覧（輸出通関業務）

NO
業務コード／出
力情報コード

業務項番 変更箇所

223 3022 UAC 本文Air_Sea*2 ４．（３）別送品輸出申告ＤＢチェック
（Ｅ）記述の修正

224 3022 UAC 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
４．（３）別送品輸出申告ＤＢチェック
臨時開庁識別チェックを削除
４．（４）臨時開庁ＤＢチェック
①記述の修正、「Ｎ」入力を削除

225 3022 UAC 本文Air_Sea*2 ５．（４）貨物情報ＤＢ処理
（B）⑤「輸出者名」を「荷送人名」に修正
　　 　　　　⑦「受取人住所」を「受取人住所１～４」に修正

226 3022 UAC 本文Air_Sea*2 ５．（４）貨物情報ＤＢ処理
(B)⑥「受取人名」～⑨「受取人国名コード」の削除

227 3022 UAC 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件／形式の変更＞
・項番4「臨時開庁識別」

228 3023 UCE 本文Air_Sea*2 ＜仕様変更＞
＜仕様確認＞
入力者チェックの税関官署一致チェックを税関一致チェックに変更

229 3024 IEU 別送品輸出申告照会情報Air_Sea*2 ＜項目追加による仕様改善＞
・項番59「保税運送承認期間（開始）」
・項番60「保税運送承認期間（終了）」

230 3024 IEU 別送品輸出申告照会情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番74「数量単位コード」　C△ → △M
・項番76「通貨単位コード」　C△ → △M

231 3025 IUE 本文Air_Sea*2 ３．制限事項
制限事項の記述を追記

232 3025 IUE 本文Air_Sea*2 ５．（２）別送品輸出申告番号抽出処理
記述を修正

233 3025 IUE 本文Air_Sea*2 ５．（３）別送品輸出申告一覧照会情報編集出力処理
記述を追記

234 3025 IUE 本文Air_Sea*2 ７．特記事項を追加
画面コードについて追記

235 3025 IUE 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目の追加＞　海空共通業務のため
・項番7「代理店コード」　ただし、入力不可

236 3025 IUE 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様改善　入力条件の変更＞　海空共通業務のため
・項番19「臨時開庁識別」

237 3025 IUE 別送品輸出申告一覧照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目の追加＞　海空共通業務のため
・項番8「代理店コード」　ただし、出力不可

238 3025 IUE 別送品輸出申告一覧照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
・項番16「申告条件」

239 3025 IUE 別送品輸出申告一覧照会情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
項番15「通関手続状況」　スペースの説明を追記

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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2007.12.21更新分

1 4001 IIR 入力項目表 ＜仕様改善　端末機能修正＞
項番47「コンテナ温度設定」　Ｒ（右詰）編集に○を追加

＜仕様改善　コードの修正＞
項目74「インボイス価格区分コード」　”インボイス価格区分コード”を削除
項目75「インボイス価格条件コード」　”インボイス価格条件コード”→”価
格条件コード”

＜仕様改善　繰返し項目IDの修正＞
項番46「シール番号」 "S___"→"S___"
                                         E___
                                         L___

2 4003 CMF02 本文 ＜仕様改善　文言修正＞
4-（4）-（B)-(c)
（修正前）：入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在する場合は、
以下のチェックを行う。
（修正後）：①入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在すること。

3 4003 CMF03 入力項目表(CMF03) ＜仕様改善　欄部or繰返し項目IDの修正＞
項番20「他法令コード」 "OR_"→"OCA"

4 4005 MFA 入力項目表 ＜仕様改善　欄部or繰返し項目IDの修正＞
項番17「他法令コード 」"OR_"→"OCA"

5 4008 ＰＫＫ 本文 ＜仕様改善＞
６．出力情報
卸コンテナリスト提出情報の出力先に船会社を追加

6 4009 ＰＫＩ 本文 ＜仕様改善＞
６．出力情報
卸コンテナリスト提出情報の出力先に船会社を追加

7 4012 DCL02 本文 ＜仕様変更＞
新規業務（ＣＹＢ０１，ＣＹＤ０１，ＣＹＥ）に係わる記載を追記
1．業務概要
（３）にＣＹＥ業務の追加
４．入力条件
（５）②⑦⑧にＣＹＢ０１、ＣＹＤ０１、ＣＹＥ業務の追加

8 4013 DCX 本文 ＜仕様変更＞
新規業務（ＣＹＢ０１，ＣＹＤ０１，ＣＹＥ）に係わる記載を追記
４．入力条件
（４）（Ｂ）（ｂ）⑩にＣＹＢ０１、ＣＹＤ０１、ＣＹＥ業務の追加
６．出力情報
卸コンテナリスト内容変更情報の出力条件（３）の変更

9 4014 TDC 入力項目表Air_Sea ＜仕様改善　入力条件の変更＞
項番12「基本通達該当番号」　「Ｅ」の記載内容を通達の内容通りに変更

10 4016 OLC 入力項目表 ＜仕様改善　繰返し項目IDの変更＞　　”_”を追加
・項番23「貨物管理番号」　・項番24「品名」　・項番25「代表品目番号」
・項番26「記号番号」　・項番27「最初蔵入・総保入年月日」
・項番28「保税工場製品識別」　・項番29「原産地又は製造地コード」
・項番30「積出地コード」　・項番31「船舶コード」　・項番32「積載船名」
・項番33「入港年月日」　・項番34「輸入者等コード」
・項番35「輸入者等名」　・項番37「個数」　・項番38「個数単位コード」
・項番39「総重量」　・項番40「重量単位コード」　・項番41「容積」
・項番42「容積単位コード」　・項番43「価格」
・項番44「通貨種別コード」　・項番46「記事２」

＜仕様改善　繰返し項目IDの変更＞
・項番46「記事２」　”NT2”→”NTB_”に変更

＜入力条件の修正＞　 記載内容の統一
・項番19「発送地名」　・項番21「到着地名」

11 4018 SOT 本文 ＜仕様改善　入力条件の変更＞
４．（５）（Ａ）（ｂ）④　検査場扱いの記載を削除

１．業務概要－（２）保税運送承認後の訂正または取消の場合
　「当初申告者の申し出に基づき」を削除。（税関が行うような文章が残っ
ていたため）

変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

［4_輸入貨物］ 1/3
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変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

12 4018 SOT 入力項目表 ＜仕様改善　入力区分”Ｃ”の階層変更＞
・項番12「到着地名」　・項番27「輸入者等名」

＜入力区分の変更＞
項番40「申告欄番号」　”Ｍ”→”Ｃ”

＜入力条件の追加＞
項番14「訂正区分コード」　「（２）処理区分コードが「４」の場合は、入力不
可」を追加

＜仕様改善　繰返し項目IDの変更＞　”_”を追加
・項番14「訂正区分コード」　・項番15「貨物管理番号」　・項番16「品名」
・項番17「代表品目番号」　・項番18「記号番号」
・項番19「最初蔵入・総保入年月日」　・項番20「保税工場製品識別」
・項番21「原産地又は製造地コード」　・項番22「積出地コード」
・項番23「船舶コード」　・項番24「積載船名」　・項番25「入港年月日」
・項番26「輸入者等コード」　・項番27「輸入者等名」　・項番29「個数」
・項番30「個数単位コード」　・項番31「総重量」　・項番32「重量単位コー
ド」
・項番33「容積」　・項番34「容積単位コード」　・項番35「価格」
・項番36「通貨種別コード」　・項番38「記事２」

＜仕様改善　繰返し項目IDの変更＞
・項番28「他法令コード」　”OCA”→”OC__”
・項番37「発送地リマークコード」　”RM_”→”RM__”

13 4021 CYO 本文 ＜仕様改善　文言修正＞4.(5)
（５）包括保税運送ＤＢチェック
修正前：包括保税運送承認に係る個別運送貨物の搬出の場合は、以下
のチェックを行う。
①入力された搬出年月日が包括保税運送承認期間内であること。
②包括保税運送承認が停止となっていないこと。

修正後：包括保税運送承認に係る個別運送貨物の搬出の場合は、入力さ
れた搬出年月日が包括保税運送承認期間内であること。

14 4022 BOA 本文 ＜仕様改善　文言修正＞4.(4)
（４）包括保税運送ＤＢチェック
修正前：包括保税運送承認に係る個別運送貨物の搬出の場合は、以下
のチェックを行う。
①入力された搬出年月日が包括保税運送承認期間内であること。
②包括保税運送承認が停止となっていないこと。

修正後：包括保税運送承認に係る個別運送貨物の搬出の場合は、入力さ
れた搬出年月日が包括保税運送承認期間内であること。

15 4022 BOA 入力項目表 ＜仕様改善　欄部or繰返し項目IDの変更＞
項番6 「貨物管理番号」　 "B__"→"CGO"

16 4024 BIA 本文 ＜仕様改善　記述の修正＞
１．業務概要
システム参加保税地域から運送されたものだけが対象と誤解するため、
システム参加の文言を削除

17 4024 BIA 入力項目表 ＜仕様改善　入力条件の変更＞　種別「C」の記載を明確化
・項番４「搬入確認（混載仕分確認）単位識別」
・項番６「搬入確認する番号」

18 4028 CYB01 本文
入力項目表

＜仕様変更＞　以下の修正を実施
・４．（５）包括保税運送ＤＢチェックを削除
・「搬入時取消通知情報」の追加
・仮陸揚の対応を削除
・入力項目の変更　（以下の項目を「予備」に変更）
　・項番19「卸コンテナ自動抽出対象外識別」
　・項番20「包括保税運送承認番号」
　・項番36「仮陸揚事由コード」　・項番37「仮陸揚期間」
　・項番38「最終仕向地コード」　・項番39「最終仕向地名」
　・項番42「運送期間開始予定日」　・項番43「運送期間終了予定日」
　・項番44「価格」　・項番45「価格通貨種別コード」
　・項番46「個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード」
　・項番47「到着地コード」　・項番48「到着地名」
　・項番49「他法令コード」
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変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

詳細設計書変更点一覧（輸入貨物業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所

19 4030 CYD01 本文
入力項目表

＜仕様変更＞　以下の修正を実施
・４．（５）包括保税運送ＤＢチェックを削除
・「搬入時取消通知情報」の追加
・仮陸揚の対応を削除
・入力項目の変更　（以下の項目を「予備」に変更）
　・項番25「包括保税運送承認番号」
　・項番27「仮陸揚事由コード」　・項番28「仮陸揚期間」
　・項番29「最終仕向地コード」　・項番30「最終仕向地名」
　・項番33「運送期間開始予定日」
　・項番34「運送期間終了予定日」　・項番35「価格」
　・項番36「価格通貨種別コード」
　・項番37「個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード」
　・項番38「到着地コード」　・項番39「到着地名」
　・項番40「他法令コード」　・項番51「卸コンテナ自動抽出対象外識別」

20 4031 CYE 本文
入力項目表

＜仕様変更＞　以下の修正を実施
・CYB01業務、CYD01業務の個別運送が不要になった事による処理を削
除
・仮陸揚の対応を削除
・入力項目の変更　（以下の項目を「予備」に変更）
　・項番9「書類提出先税関官署コード」

21 4032 NVC01 入力項目表(NVC01) ＜入力区分の変更＞　　「M」→「C」
＜入力条件の変更＞　　「～入力」→「～必須入力」
＜コード説明の変更＞　　「17：ＳＯＮＯＴＡ」→「17：ＯＴＨＥＲ」
・項番63　「仮陸揚貨物保税運送の運送具コード」

22 4032 NVC01 入力項目表(NVC01) ＜記述の追加＞税関様からの指摘を反映
入力項目
項番3「混載親Ｂ／Ｌ番号」の入力条件に「（４）混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚貨物
の保税運送を行う旨が登録された場合は必須入力」を追加
項番4「混載仕分けを行う保税地域等コード」の入力条件に「登録済の混
載子Ｂ／Ｌに対して、仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登録されている場
合は、混載仕分場所の訂正は不可」を追加

23 4034
4035

SAI
SAI11

本文
入力項目表
輸入貨物情報訂正呼出情報

＜仕様変更＞　区分の変更
新規業務（ＣＹＢ０１，ＣＹＤ０１，ＳＣＲ）で作成された貨物に対する対応
（SAI業務）
・項番5　「搬入年月日」の条件変更
・項番34　「品名」の条件変更
（以下の項目は「Ｍ」→「Ｃ」に変更（SAI業務））
・項番5　「搬入年月日」　・項番11　「船積港コード」
・項番34　「品名」　・項番36　「記号番号」
・項番52　「コンテナサイズコード」　・項番53　「コンテナタイプコード」
・項番55　「コンテナ所有形態コード」　・項番57　「コンテナ条約適用識別」
（SAI11業務は上記項目の他に以下の項目を「M」→「C」に変更）
・項番7　「船舶コード」　・項番8　「積載船名」
・項番9　「船卸港コード」　・項番15　「荷送人名」
・項番25　「荷受人名」

24 4046 ITD 包括保税運送申告照会情報 ＜仕様改善　出力条件の変更＞
項番25「基本通達該当番号」　「Ｅ」の記載内容を通達の内容通りに変更

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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1 5001 IDA 本文 ４．（３）貨物情報ＤＢチェック
文中及び（Ｆ）、（Ｇ）のチェック内容より「分散蔵置されている貨物を」という記述の
削除。

2 5001 IDA 本文 ４．（２１）他法令手続関連チェック
②無符号輸入者の場合のチェック内容の記述を修正

3 5001 IDA 本文 ＜仕様確認＞
４．（３）貨物情報ＤＢチェック
（Ｎ）他所蔵置許可申請番号のチェック内容の記述を変更

4 5001 IDA 本文 ＜仕様変更＞
５．（１８）担保額の算出
（Ａ）（ａ）①原産地証明書の提出が遅れる場合の処理条件の記述を変更
（Ａ）（ｂ）を追加

5 5001 IDA 本文 ４．（２０）担保関連チェック
表中３．担保提供者チェックの①の記述を修正

6 5001 IDA 本文 ４．（６）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック
（Ｂ）②「輸入者コード」欄の先頭８桁　に修正

7 5001 IDA 本文 ４．（１０）保険関連チェック
③の記述を修正

8 5001 IDA 本文 ４．（１１）輸入包括評価申告関連チェック
（Ｃ）の記述を修正

9 5001 IDA 本文 ４．（１９）口座関連チェック
②及び③の口座名義人に関するチェックの記述を修正

10 5001 IDA 本文 ４．（２５）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
②の記述を追加
③の記述を修正

11 5001 IDA 本文 ７．特記事項
（７）申告等種別コードの入力パターンについて　を追加

12 5001 IDA 本文 ４．（２０）担保関連チェック
表中５．担保提供原因チェックの①について以下のとおり記述を修正
「納期限延長コード」欄に特例申告納期限延長を使用する旨のコードの入力があ
る場合は、１回目または２回目の「担保登録番号」欄に入力された担保登録番号
にかかる担保ＤＢに、特例申告納期限延長用の担保提供原因が登録されている
こと。

13 5001 IDA 本文 ４．入力条件
（１）入力チェック⑤の「（申告等予定者の入力がなかった場合）という記述を削除

14 5001 IDA 本文 ＜１．業務概要の修正＞
「本業務は、税関の執務時間にかかわらず行うことができる。」を
「本業務は、税関の執務時間、貨物の通関予定蔵置場への搬入にかかわらず行
うことができる。」に修正。

15 5001 IDA 本文 ＜４．（７）保税地域関連チェックの修正＞
「⑥申告等種別が「Ｇ」の場合は、「通関予定蔵置場コード」欄に到着即時輸入申
告扱いに対応するコードの入力がないこと。」を追加
「⑦「最初蔵入等承認年月日」欄に入力がある場合は、「通関予定蔵置場コード」
欄に到着即時輸入申告扱いに対応するコードの入力がないこと。」を追加

＜４．（26）その他のチェックの修正＞
「⑥申告等種別が「Ｓ」、「Ｍ」、「Ａ」または「Ｇ」の場合は、手計算により算出され
た課税価格のみの入力でないこと。」を追加

16 5001 IDA 本文 ４．（９）（Ｂ）たばこ特定販売業者チェック
５．（12）（Ｂ）端数処理
たばこ税を「たばこ税及びたばこ特別税」へ修正

17 5001 IDA 本文 ＜４．（11）輸入包括評価申告関連チェックの修正＞
（Ｄ）補正区分コードチェック④
「、かつ、「包括保険登録番号」欄に包括保険登録番号の入力がないこと。」
を「、かつ、「包括保険登録番号」欄に包括保険登録番号の入力がある場合は、
包括保険登録番号に係る保険ＤＢに評価補正後に保険料の算出を行う旨が登
録されていないこと。」へ修正。

18 5001 IDA 本文 ＜４．（13）原産地関連チェックの修正＞
（Ｂ）について、特恵適用の日付についての記述がなかったため、チェック条件に
「本業務の入力日において」を追加

19 5001 IDA 本文 ＜４．（14）特恵例外関連チェックの修正＞
特恵例外となる日付の条件の記述が不明確であったため、チェック条件を①、②
に分割して記述を詳細化

20 5001 IDA 本文 ＜４．（15）輸入品目関連チェック＞
項番10　「①輸入品目ＤＢに内国消費税等種別コードが登録されている場合は、
入力された内国消費税等種別コードの上位１桁と同一であること。」チェックで、
申告等種別が「ＳＭＡＧ」の場合に「○」をつける。

21 5001 IDA 本文 ＜４．（15）輸入品目関連チェックの修正＞
項番13　特恵適用チェックについて、特恵適用となる日付の条件の記述が不明
確であったため記述を詳細化

22 5001 IDA 本文 ＜４．（16）関税減免税関連チェックの修正＞
項番５　「適用品目チェック」
「①少額貨物の簡易税率適用品目コードの入力がある場合は、輸入関税減免税
コードＤＢに減税である旨の登録がされていること。」について、「減税である旨」
を「減税・控除である旨」と変更。　当該チェックについて、税関殿から変更する旨
の回答を確認したため。

詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1
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詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

23 5001 IDA 本文 ＜４．（20）担保関連チェックの修正＞
項番３　担保提供者チェックの修正
「輸入（引取）申告用の担保としてチェックする場合は、入力された輸入者の先頭
８桁が担保ＤＢに登録されている担保提供者コードと同一であること。」を①に追
加。以降のチェックの項番を変更。

「②入力された輸入者の先頭８桁、申告等予定者または入力者（申告等予定者
の入力がなかった場合）が担保ＤＢに登録されている担保提供者コードと同一で
あること。」について、一致の条件として「いずれかが」を追記。
また、条件の記述不足のため、但し書きを追加。

②について、①のチェックを追加したことにより、申告等種別「Ｈ」の場合は「○」
からスペースに変更。

「③担保ＤＢに使用可能通関業者が登録されている場合は、当該通関業者が入
力された申告等予定者または入力者と同一であること。」について、条件の記述
不足のため、但し書きを追加。

24 5001 IDA 本文 ＜５．（８）関税率の決定の修正＞
（Ａ）（ａ）③の但し書きについて、特別特恵停止の条件となる日付の記述の詳細
化

（Ａ）（ａ）③のまた書きについて、特別特恵除外の条件となる日付の記述の詳細
化

25 5001 IDA 本文 ５．（13）内国消費税等課税標準決定処理
（Ａ）（ｂ）③の数式に、「＋」の記述漏れを修正

26 5001 IDA 本文 ＜５．（19）統計計上処理＞
　（Ｂ）統計用関税額の算出
　（Ｃ）統計用関税減免税処理
　（Ｅ）統計用関税額の端数処理
について、「申告等種別が「Ｈ」、「Ｓ」、「Ｍ」、「Ａ」及び「Ｇ」以外の場合」に処理対
象とするよう記述を追記

27 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番21「通関予定蔵置場コード」
・項番22「一括申告等識別」
・項番34「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」

28 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番53「他法令コード」

29 5001 IDA 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の追加＞　貨物情報ＤＢを追加
・項番14「輸入者名」

30 5001 IDA 入力項目表 ＜仕様確認＞
項番22「一括申告等識別」　　入力条件／形式の全面的な見直し

31 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完する」旨の追
記
　・項番13「輸入者コード」
　・項番24「輸入取引者コード」

32 5001 IDA 入力項目表 ＜仕様変更＞
項番75「包括評価申告受理番号」　入力条件／形式の変更

33 5001 IDA 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の追加＞
・項番41「積載船（機）名」　　「船舶ＤＢ」を追記
・項番45「積出地名」　　「国連ＬＯＣＯＤＥ」を追記

＜入力条件／形式の変更＞
・項番81「最初蔵入等承認年月日」　申告等種別「Ｍ」は入力不可の旨を追記

34 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「補完されない場合は必須入力」の記述を削除
　・項番29「住所２（Street and number/P.O.BOX）」
　・項番30「住所３（City name）」
　・項番31「住所４（Country sub-entity,name）」

「補完されない場合は必須入力」の記述を追加
　・項番28「住所１（Street and number/P.O.BOX）」

35 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番34「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」　　以下の記述を削除
　（１）先頭４桁は、船会社コード（ＳＣＡＣ）であること
　（２）船会社コードが３桁の場合は、４桁目に「－(ハイフン）」を入力すること

36 5001 IDA 入力項目表 ＜コードの削除＞
・項番40「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

37 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番40「積載船舶コード」　「（１）コード化されていないコールサインの場合は、
「９９９９」を入力」の記述を削除

38 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番4「申告等種別コード」　入力方法は（本文）７．特記事項を参照の旨を記述

39 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番33「国名コード（Country,coded）」
（２）「ＪＰ」、「ＺＸ」及び「ＺＺ」は入力不可
→（２）「ＪＰ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可

40 5001 IDA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番37「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一
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詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

41 5001 IDA 入力項目表 ＜「電子インボイス受付番号」欄の修正＞
（２）インボイス識別に「Ｃ」または「Ｄ」以外が入力された場合は、入力不可
を追記

42 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番43「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」
・項番44「Ｂ／Ｌ番号（仕分けの親）」

43 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
項番40「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

44 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜コードの変更＞
項番49「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

45 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞　到着即時輸入申告制度変更による
・項番43「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」
・項番50「積載船（機）名」
・項番51「入港年月日」

46 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番103「課税価格按分係数合計」　「システムで算出した課税価格按分係数合
計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」を追記

47 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

48 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜「参照する情報」の追加＞
・項番48「積出地名」　　「国連ＬＯＣＯＤＥ」を追記
・項番50「積載船（機）名」　　「船舶ＤＢ」を追記

49 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番18「臨時開庁識別」　　「本業務ではスペースを出力」から「予備申告中の
場合で、臨時開庁を利用する旨の登録がある場合に「Ｙ」または「Ｔ」を出力」に訂
正

50 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

51 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番18「臨時開庁識別」
　「X」→「C」に変更

52 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番55「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

53 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

54 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番57「重量単位コード（グロス）」
「（１）「ＬＢＲ」（ポンド）以外が入力された場合は、入力された重量単位コード（グ
ロス）を出力」を追記
「（２）「ＬＢＲ」（ポンド）が入力された場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）を出力する旨
を追記

55 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜条件の変更＞
項番58「蔵入等先保税地域コード」「Ｍ」→「Ｃ」に変更

56 5001 IDA 輸入申告等入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番59「蔵入等先保税地域名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

57 5002 SWA 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の追加＞
・項番17「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加

58 5002 SWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番11「Ｂ／Ｌ（ＡＷＢ番号）」
・項番12「保管場所」

59 5002 SWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番16「輸出入者コード」　　「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に
「００００」を補完する」の記述を追加

60 5002 SWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番11「Ｂ／Ｌ（ＡＷＢ）番号」　以下の記述を削除
　（１）先頭４桁は、船会社コード（ＳＣＡＣ）であること
　（２）船会社コードが３桁の場合は、４桁目に「－(ハイフン）」を入力すること

61 5002 SWA ＳＷ輸入申告等入力控情報 ＜「入力がなかった場合の出力元」の変更＞
・項番17「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加

62 5002 SWA ＳＷ輸入申告等入力控情報 ＜編集仕様の変更＞「非表示」の○を削除。
・項番2「制御情報（共通画面）」
・項番3「制御情報（ＩＤＡタブ）」
・項番4「制御情報（ＩＦＡタブ）」
・項番5「制御情報（ＩＰＡタブ）」
・項番6「制御情報（ＩＬＡタブ）」

63 5002 SWA シングルウィンドウ輸入申告入力控情報 「臨時開庁識別」欄を、入力可能項目に変更
64 5002 SWA シングルウィンドウ輸入（引取）申告入力控情報 「臨時開庁識別」欄を、入力可能項目に変更
65 5003 IDB 本文 ４．（４）貨物情報ＤＢチェック

文中及び（Ｇ）、（Ｈ）のチェック内容より「分散蔵置されている貨物を」という記述
の削除。

66 5003 IDB 本文 ４．（５）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
②及び③のチェックを追加

67 5003 IDB 本文 ３．制限事項
「１０００トン未満であること」に（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ）を追記

68 5003 IDB 本文 ７．特記事項
（２）申告等種別コードの入力パターンを追記
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69 5003 IDB 本文 ４．（５）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
④他の輸入申告等で使用されていないこと。
→④他の輸入申告等（予備申告を除く。）で使用されていないこと。

70 5003 IDB 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番5「一括申告等識別」

71 5003 IDB 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番3「申告等種別コード」　入力方法は（本文）７．特記事項を参照の旨を追記

72 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜出力条件／形式の変更＞「申告種別コード」を「申告等種別コード」へ修正
・項番4「申告等種別コード」

73 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜「参照する情報」の追加＞
・項番14「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加

74 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜出力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番35「貨物個数」
・項番37「貨物重量（グロス）」

75 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜仕様変更＞　「参照する情報」の変更
貨物情報ＤＢからの補完を最優先とするよう変更
　・項番41「積載船（機）名」
　・項番42「入港年月日」
　・項番43「船（取）卸港コード」

76 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜属性の変更＞
項番15「郵便番号」　「n」→「an」

77 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜コードの変更＞
項番40「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

78 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
項番45「積出地名」　「「積出地コードを貨物ＤＢから補完した場合スペースを出
力」」を「積出地コードを貨物情報ＤＢから補完した場合は、スペースを出力」に修
正

79 5003 IDB 輸入申告事項登録情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番80「課税価格按分係数合計」　「ＩＤＡ業務にて、課税価格按分係数合計の
入力があった場合のみ出力」を追記

80 5004 SWB 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番10「一括申告等識別」

81 5004 SWB ＳＷ輸入申告事項登録情報 「編集仕様」欄の「非表示」について、○を削除。

82 5004 SWB ＳＷ輸入申告事項登録情報 ＜「参照する情報」の変更＞
・項番17「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加

83 5004 SWB ＳＷ輸入申告事項登録情報 「郵便番号」を削除
84 5004 SWB ＳＷ輸入申告事項登録情報 ＜繰り返し数の変更＞

・項番11「Ｂ／Ｌ（ＡＷＢ）番号」　「5回」→繰返しなしに変更

＜項目の削除＞
・旧項番18「郵便番号」

85 5006 IDC 本文 ４．（１０）（Ｃ）輸入包括審査関連チェック
①～③のチェック対象に「輸入包括審査品目条件ＤＢ」を追加

86 5006 IDC 本文 ４．（３）輸入申告ＤＢチェック
４．（４）貨物情報ＤＢチェック
各チェック内容の「分散蔵置されている貨物を」という記述を削除。

87 5006 IDC 本文 １．処理概要
（１０）を追加

88 5006 IDC 本文 ４．（９）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック
（Ｄ）②輸入者コードの先頭８桁で行う旨を追記

89 5006 IDC 本文 ４．（１２）担保関連チェック
（Ａ）（ｂ）及び（ｃ）
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加

90 5006 IDC 本文 ６．出力情報
検査指定情報の出力条件を以下のとおり変更
④一括申告した場合または複数のＢ／Ｌを通関した場合ではない

91 5006 IDC 本文 ４．（１１）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

92 5006 IDC 本文 ４．（１３）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
②及び③のチェックを追加
④のチェック内容に「（予備申告を除く。）」を追加

93 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「検査指定情報」の出力条件に、「大型Ｘ線検査」を追記

94 5006 IDC 本文 ４．（３）輸入申告ＤＢチェック
「輸入申告ＤＢに登録されている通関予定蔵置場が本船・ふ中に係るコードであ
る場合は、本船・ふ中扱い承認申請番号が登録されていること。」を削除
※４．（９）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェックの記載と重複しているため

95 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（４）検査区分選定処理を追加
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96 5006 IDC 本文 ＜５．処理内容の表の修正＞
項番８「インボイス・パッキングリストＤＢ処理」を予備申告時に処理対象外とする
よう「○」をスペースへ修正

97 5006 IDC 本文 ＜４．（３）輸入申告ＤＢチェック＞
項番２「輸入申告等事項の登録が完了していること。」チェックで、
本申告の場合の「○」を削除する。

98 5006 IDC 本文 ＜４．（３）輸入申告ＤＢチェック＞
項番５「予備申告されていないこと。」の後に、「（予備申告変更の場合はチェック
を行わない。）」を追記し、予備申告の場合に「○」をつける

99 5006 IDC 本文 ４．入力条件
（＊１）及び（６）について、以下の通り記述を変更
・（＊１）
　本業務が行われた日　→　本業務が行われた日（自動起動を含む。以下同
様。）
・（６）通貨換算レートチェック

100 5006 IDC 本文 ＜４．（10）適用法令チェック＞
輸入品目関連チェックと関税減免税関連チェックの間に挿入する。
（Ｇ）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢに登録されている品目コードに係る特
恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理ＤＢに登録されて
いる場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であること。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（Ｍ）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢに登録されている品目コード及び
原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに登録されている場
合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこと。

（Ｋ）特別緊急関税対象品目チェック
①の後に「（チェックの許容範囲は別途税関が定める。）」を追記。

（Ｎ）自由貿易協定関連チェック
の冒頭に、「輸入申告ＤＢに登録されている」を追記。

101 5006 IDC 本文 ＜４．（12）担保関連チェックの修正＞
（Ａ）を行う条件が不明瞭のため、記述を詳細化

（Ａ）（ｂ）について、チェックを行わない場合の条件を記述した但し書きを追加

（Ａ）（ｃ）について、チェックを行う条件に「輸入（引取）申告用の担保としてチェック
する場合」を追加

（Ｂ）を行う条件について、表現を強調するために「場合は」を「場合（申告等種別
が輸入（引取）申告または輸入（引取・特例）申告の場合を含む。）のみ」と修正

102 5006 IDC 本文 ５．処理内容
先頭の表について、項番７「貨物情報ＤＢ処理」の「開」の列（開庁時申告の登
録）から○を削除。

103 5006 IDC 本文 ５．処理内容
先頭の表について、項番９「時刻起動電文ＤＢ処理」の「予」の列（予備申告）から
○を削除。

104 5006 IDC 本文 ５．処理内容
先頭の表について、項番10「審査終了処理」の「予」の列（予備申告）に○を追
記。

105 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（５）利用者用整理番号払出し処理
「利用者単位」を「利用者コード単位」に修正。

106 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（８）インボイス・パッキングリストＤＢ処理
輸入申告等がされた旨を登録する。
→輸入申告等（予備申告の場合は除く。）がされた旨を登録する。
に修正。

107 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（10）（Ｃ）資金ＤＢ処理
「ただし、ＢＰ承認申請の場合は、処理を行わない。」を追記。

108 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（12）（Ａ）引落とし処理
「③担保引落とし済みの旨を輸入申告ＤＢに登録する。」を追記。以降の項番ず
れを修正。

109 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（13）（Ｃ）ＭＰＮ処理の記載内容を以下のように修正。
「納税方式が即納または個別納期限延長の場合で、納付方法がマルチペイメン
トネットワーク（以下、「ＭＰＮ」という。）の場合は、以下の処理を行う。
①納付番号及び確認番号を払い出し、あて先税関官署、申告等番号及び納期
限が同一の科目の納付情報を１つにまとめ、ＭＰＮ納付ＤＢに登録する。
②賦課課税申告の場合は、納税告知番号を払い出す。」

110 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（13）（Ｄ）直納処理を以下のように追加。
「（Ｄ）直納処理
納税方式が即納または個別納期限延長の場合で、納付方法が直納、かつ、賦
課課税申告の場合は、納税告知番号を払い出す。」
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111 5006 IDC 本文 ５．処理内容
（17）注意喚起メッセージ出力処理に以下の記述を追加。
「⑥税関への通知を要する事故が登録されている貨物の場合。」

112 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「検査指定情報」の出力条件
「本船検査・ふ中検査」→「本船検査」、「ふ中検査」に修正

113 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「検査指定情報」の出力先
通関蔵置場＊１４→通関蔵置場＊１３に修正

114 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「納付書情報（直納）」の出力条件
「⑦ＢＰ承認申請でない」を追記。

115 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「納付書情報（口座）」の出力条件
「⑦ＢＰ承認申請でない」を追記。

116 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「納税告知書情報」の出力条件
「⑤ＢＰ承認申請でない」を追記。

117 5006 IDC 本文 ６．出力情報
「納付番号通知情報」の出力条件
「⑥ＢＰ承認申請でない」を追記。

118 5006 IDC フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
自由貿易協定税率管理ＤＢの前に挿入

119 5006 IDC 処理結果通知 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番5「Ｂ／Ｌ番号②」　　「ＯＴＨＥＲ　ｎｎ」→「ＯＴＨＥＲ　ｎ」に変更

120 5008 IDA01 本文 ４．（５）貨物情報ＤＢチェック
文中及び（Ｆ）、（Ｇ）のチェック内容より「分散蔵置されている貨物を」という記述の
削除。

121 5008 IDA01 本文 ４．（２２）他法令手続関連チェック
②のチェック内容より「輸入者コード」を削除

122 5008 IDA01 本文 ４．（７）本船・ふ中扱い承認申請ＤＢチェック
（Ｂ）②輸入者コードの先頭８桁で行う旨を追記。

123 5008 IDA01 本文 ＜仕様変更＞
５．（１８）担保額の算出
（Ａ）（ａ）①原産地証明書の提出が遅れる場合の処理条件の記述を変更
（Ａ）（ｂ）を追加

124 5008 IDA01 本文 ４．（２１）担保関連チェック
表中３．担保提供者チェックの①の記述を修正

125 5008 IDA01 本文 ７．（９）変更不可項目
「輸入者コード」を輸入（引取）許可後特例申告前の場合に対象外から変更不可
に変更
輸入者名、インボイス識別、電子インボイス受付番号を追加

126 5008 IDA01 本文 ４．（１１）保険関連チェック
③の記述を修正

127 5008 IDA01 本文 ４．（１２）輸入包括評価チェック
（Ｃ）の記述を修正

128 5008 IDA01 本文 ４．（２０）口座関連チェック
②及び③の口座名義人に関するチェックの記述を修正

129 5008 IDA01 本文 ４．（２１）担保関連チェック
表中５．担保提供原因チェックの①について以下のとおり記述を修正
「納期限延長コード」欄に特例申告納期限延長を使用する旨のコードの入力があ
る場合は、１回目または２回目の「担保登録番号」欄に入力された担保登録番号
にかかる担保ＤＢに、特例申告納期限延長用の担保提供原因が登録されている
こと。

130 5008 IDA01 本文 ４．（２７）インボイス・パッキングリストＤＢチェック
「ただし、通常申告または本申告後の場合は、電子インボイス受付番号が変更さ
れた場合のみチェックを行う」の記述を追加
②及び④を追加
③のチェック内容に「（予備申告を除く。）」を追加

131 5008 IDA01 本文 ７．（８）ＢＰ承認後のチェックについて
②積載船舶コード　を削除

132 5008 IDA01 本文 ＜１．業務概要の修正＞
「本業務は、税関の執務時間にかかわらず行うことができる。」を
「本業務は、税関の執務時間、貨物の通関予定蔵置場への搬入（予備申告にか
かる変更事項登録の場合のみ）にかかわらず行うことができる。」に修正。

133 5008 IDA01 本文 ＜４．（５）貨物情報ＤＢチェックの修正＞
（Ｎ）について、本申告後と予備申告中のチェック条件を分けるように記述を詳細
化
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134 5008 IDA01 本文 ＜４．（８）保税地域関連チェックの修正＞
「⑥申告等種別が「Ｇ」の場合は、「通関予定蔵置場コード」欄に到着即時輸入申
告扱いに対応するコードの入力がないこと。」を追加
「⑦「最初蔵入等承認年月日」欄に入力がある場合は、「通関予定蔵置場コード」
欄に到着即時輸入申告扱いに対応するコードの入力がないこと。」を追加

＜４．（28）その他のチェックの修正＞
「①輸入申告等が行われている場合で、「ＪＰＹ」以外の通貨コードが入力されて
いる場合は、輸入等申告日に該当する換算レートがシステムに登録されているこ
と。」に、「なお、輸入等申告日の換算レートがシステムに登録されていない場合
は、通貨コードを「ＪＰＹ」とし手計算による邦貨換算後の金額を入力する。」を追
記

「⑦申告等種別が「Ｓ」、「Ｍ」、「Ａ」または「Ｇ」の場合は、手計算により算出され
た課税価格のみの入力でないこと。」を追加

135 5008 IDA01 本文 ４．（10）（Ｂ）たばこ特定販売業者チェック
５．（13）（Ｂ）端数処理
たばこ税を「たばこ税及びたばこ特別税」へ修正

136 5008 IDA01 本文 ＜４．（12）輸入包括評価申告関連チェックの修正＞
（Ｄ）補正区分コードチェック④
「、かつ、「包括保険登録番号」欄に包括保険登録番号の入力がないこと。」
を「、かつ、「包括保険登録番号」欄に包括保険登録番号の入力がある場合は、
包括保険登録番号に係る保険ＤＢに評価補正後に保険料の算出を行う旨が登
録されていないこと。」へ修正。

137 5008 IDA01 本文 ＜４．（14）原産地関連チェックの修正＞
（Ｂ）について、特恵適用の日付についての記述がなかったため、チェック条件に
「チェック対象日において」を追加

138 5008 IDA01 本文 ＜４．（15）特恵例外関連チェックの修正＞
特恵例外となる日付の条件の記述が不明確であったため、チェック条件を①、②
に分割して記述を詳細化

139 5008 IDA01 本文 ＜４．（16）輸入品目関連チェック＞
項番10　「①輸入品目ＤＢに内国消費税等種別コードが登録されている場合は、
入力された内国消費税等種別コードの上位１桁と同一であること。」チェックで、
申告等種別が「ＳＭＡＧ」の場合に「○」をつける。

140 5008 IDA01 本文 ＜４．（16）輸入品目関連チェックの修正＞
項番13　特恵適用チェックについて、特恵適用となる日付の条件の記述が不明
確であったため記述を詳細化

141 5008 IDA01 本文 ＜４．（17）関税減免税関連チェックの修正＞
項番５　「適用品目チェック」
「①少額貨物の簡易税率適用品目コードの入力がある場合は、輸入関税減免税
コードＤＢに減税である旨の登録がされていること。」について、「減税である旨」
を「減税・控除である旨」と変更。　当該チェックについて、税関殿から変更する旨
の回答を確認したため。

142 5008 IDA01 本文 ＜４．（21）担保関連チェックの修正＞
項番３　担保提供者チェックの修正
「輸入（引取）申告用の担保としてチェックする場合は、入力された輸入者の先頭
８桁が担保ＤＢに登録されている担保提供者コードと同一であること。」を①に追
加。以降のチェックの項番を変更。

「②入力された輸入者の先頭８桁、申告等予定者または入力者（申告等予定者
の入力がなかった場合）が担保ＤＢに登録されている担保提供者コードと同一で
あること。」について、条件の記述不足のため、但し書きを追加。

②について、①のチェックを追加したことにより、申告等種別「Ｈ」の場合は「○」
からスペースに変更。

「③担保ＤＢに使用可能通関業者が登録されている場合は、当該通関業者が入
力された申告等予定者または入力者と同一であること。」について、条件の記述
不足のため、但し書きを追加。

143 5008 IDA01 本文 ＜４．（26）ＭＰＮ納付ＤＢチェックの修正＞
「「納付方法識別」欄に「Ｍ」が入力された場合で、」を
「入力された申告等番号の納付方法がマルチペイメントネットワーク（以下、ＭＰ
Ｎという。）の場合で、」に修正。
（Ａ）の「マルチペイメントネットワーク（以下、ＭＰＮという。）」を「ＭＰＮ」に修正。

144 5008 IDA01 本文 ＜５．処理内容の表の変更＞
　申告等種別「ＫＤＵＬＢＥ」の場合に、「開庁時申告情報の解除処理」を対象外と
するように、表の「○」をスペースへ修正

145 5008 IDA01 本文 ＜５．（８）関税率の決定の修正＞
（Ａ）（ａ）③の但し書きについて、特別特恵停止の条件となる日付の記述の詳細
化

（Ａ）（ａ）③のまた書きについて、特別特恵除外の条件となる日付の記述の詳細
化

146 5008 IDA01 本文 ＜５．（19）統計計上処理＞
　（Ｂ）統計用関税額の算出
　（Ｃ）統計用関税減免税処理
　（Ｅ）統計用関税額の端数処理
について、「申告等種別が「Ｈ」、「Ｓ」、「Ｍ」、「Ａ」及び「Ｇ」以外の場合」に処理対象
とするよう記述を追記

147 5008 IDA01 本文 ＜５．（32）インボイス・パッキングリストＤＢ処理の修正＞
①に（予備申告の場合を除く。）を追記。

①入力された電子インボイス受付番号に係るインボイス・パッキングリストＤＢに、輸
入申告等（予備申告の場合を除く。）がされた旨を登録する。
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148 5008 IDA01 本文 ５．処理内容
（32）インボイス・パッキングリストＤＢ処理
（Ａ）②
輸入申告等がされた旨を取り消す。
→輸入申告等（予備申告の場合は除く。）がされた旨を取り消す。
に修正。
（Ｂ）
輸入申告等がされた旨を取り消す。
→輸入申告等（予備申告の場合は除く。）がされた旨を取り消す。
に修正。

149 5008 IDA01 本文 ７．特記事項　（９）変更不可項目について
項番６「通関予定蔵置場コード」に、変更可能条件の注釈（＊４２）を追加
＊４２を追加したことにより、従来の＊４２を＊４３に変更

Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの業務仕様書の読み合わせ時の内容を横展開したため。

150 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
項番53「他法令コード」

151 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番21「通関予定蔵置場コード」
・項番22「一括申告等識別」
・項番34「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」

152 5008 IDA01 入力項目表 ＜仕様確認＞
・項番22「一括申告等識別」　入力条件／形式を全面的に見直し

153 5008 IDA01 入力項目表 ＜補完項目の追加＞
・項番47「コンテナ扱い本数」　　貨物情報ＤＢを追加

＜端末仕様の変更＞　「Ｒ」に○を追加

154 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完する」旨を追記
・項番13「輸入者コード」
・項番24「輸入取引者コード」

155 5008 IDA01 入力項目表 ＜仕様変更＞
・項番75「包括評価申告受理番号」の入力条件／形式の変更

156 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「補完されない場合は必須入力」の記述を削除
　・項番29「住所２（Street and number/P.O.BOX）」
　・項番30「住所３（City name）」
　・項番31「住所４（Country sub-entity,name）」

「補完されない場合は必須入力」の記述を追加
　・項番28「住所１（Street and number/P.O.BOX）」

157 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番34「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」　以下の記述削除
　（１）先頭４桁は、船会社コード（ＳＣＡＣ）であること
　（２）船会社コードが３桁の場合は、４桁目に「－(ハイフン）」を入力すること

158 5008 IDA01 入力項目表 ＜コードの変更＞
・項番40「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

159 5008 IDA01 入力項目表 項番40「積載船舶コード」欄の入力条件／形式について、「（１）コード化されてい
ないコールサインの場合は、「９９９９」を入力」の記述を削除

160 5008 IDA01 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の変更＞
・項番41「積載船(機)名」　「船舶ＤＢ」を追記
・項番45「積出地名」　　「国連ＬＯＣＯＤＥ」を追記

＜入力階層の変更＞
「条件」の「申告等種別」が「Ｈ」の場合、入力階層を左（上位）に変更
　・項番64「インボイス価格条件コード」
　・項番65「インボイス通貨コード」

＜入力条件／形式の変更＞
・項番81「最初蔵入等承認年月日」　申告等種別「Ｍ」は入力不可の旨を追記

161 5008 IDA01 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の変更＞
・項番14「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加

162 5008 IDA01 入力項目表 ＜区分の変更＞
・項番13「輸入者コード」　申告等種別「Ｔ」（特例申告）の場合、「X」→「M」に変更
これに伴い項番14から20の条件を変更

163 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番33「国名コード（Country,coded）」
（２）「ＪＰ」、「ＺＸ」及び「ＺＺ」は入力不可
→（２）「ＪＰ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可

164 5008 IDA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番37「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

165 5008 IDA01 入力項目表 ＜「電子インボイス受付番号」欄の修正＞
（２）インボイス識別に「Ｃ」または「Ｄ」以外が入力された場合は、入力不可
を追記

166 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞「輸入者コードが当初申告時に無符号輸入者であっ
た場合は、」の記述を削除
・項番22「輸入者名」

167 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜「入力がなかった場合の出力元」の変更＞
・項番22「輸入者名」　貨物情報ＤＢを追加
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168 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜コードの変更＞
・項番49「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

169 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述削除
・項番43「Ｂ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号」
・項番44「Ｂ／Ｌ番号（仕分けの親）」

170 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜「入力がなかった場合の出力元」の変更＞
・項番60「コンテナ扱い本数」　貨物情報ＤＢを追加

171 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番40「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

172 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜参照する情報の変更＞
・項番48「積出地名」　「国連ＬＯＣＯＤＥ」を追加
・項番50「積載船（機）名」　「船舶ＤＢ」を追加

173 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番103「課税価格按分係数合計」　「システムで算出した課税価格按分係数合
計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」を追記

174 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

175 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番17「申告条件コード」
　「C」→「X」に変更
　「予備申告時に～を出力」に変えて「本業務ではスペースを出力」を出力条件に
記載

176 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番55「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

177 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

178 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番57「重量単位コード（グロス）」
「（１）「ＬＢＲ」（ポンド）以外が入力された場合は、入力された重量単位コード（グ
ロス）を出力」を追記
「（２）「ＬＢＲ」（ポンド）が入力された場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）を出力する旨
を追記

179 5008 IDA01 輸入申告等変更入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番59「蔵入等先保税地域名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

180 5009 IDD 本文 ６．出力情報
輸入申告変更事項登録情報等の（６）の記述を修正

181 5009 IDD 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番3「輸入者コード」　「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０００
０」を補完する」を追記

182 5009 IDD 輸入申告変更事項登録情報 ＜区分の変更＞
「条件」の「申告等種別」が「Ｈ」「Ｊ」「Ｔ」の場合
・項番14「輸入者名」　「Ｍ」→「Ｘ」に変更

183 5009 IDD 輸入申告変更事項登録情報 ＜コードの変更＞
・項番40「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

184 5009 IDD 輸入申告変更事項登録情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番80「課税価格按分係数合計」　「ＩＤＡ業務等にて、課税価格按分係数合計
の入力があった場合のみ出力」を追記

185 5010 IDE 本文 ４．（６）（Ｃ）輸入包括審査関連チェック
①～③のチェック対象に「輸入包括審査品目条件ＤＢ」を追加

186 5010 IDE 本文 ４．（５）貨物情報ＤＢチェック
文中及び（Ｈ）、（Ｉ）、（Ｎ）、（Ｏ）のチェック内容より、「分散蔵置されている貨物を」
という記述の削除。

187 5010 IDE 本文 ＜仕様変更＞
「臨時開庁識別」欄に「Ｎ」入力不可とする対応
４．（４）臨時開庁ＤＢチェックの記述を変更
５．（６）臨時開庁ＤＢ処理　を削除
５．（７）手数料引落とし処理　を削除
７．（２）臨時開庁承認申請に係る残ポイントについて　を削除

188 5010 IDE 本文 ＜仕様変更＞
４．（３）申告ＤＢチェック
（Ｅ）「臨時開庁識別」欄について　を削除
５．（４）申告ＤＢ処理
②の処理を追加

189 5010 IDE 本文 ＜仕様変更＞
６．出力情報
輸入申告等控情報
「特例申告納期限延長申請（酒税・たばこ税）控」の出力先を、税関を削除して、
入力者のみに変更。

190 5010 IDE 本文 ４．（８）担保関連チェック
（Ａ）（ｂ）及び（ｃ）
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加
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191 5010 IDE 本文 ４．（７）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

192 5010 IDE 本文 ４．（５）貨物情報ＤＢチェック
（Ｒ）輸入申告ＤＢに他所蔵置許可申請番号が登録されている場合は、他所蔵置
の許可期間内であること　の記述を削除。
※（Ｕ）のチェックと重複していたため

193 5010 IDE 本文 ＜４．（３）輸入申告ＤＢチェックの修正＞
　（Ｄ）輸入申告変更等（ＢＰ承認申請変更を含む。）がされていないこと。
　（Ｅ）申告等種別が特例申告の場合は、特例申告期限日を過ぎていないこと。
を追記

194 5010 IDE 本文 ＜４．　（８）担保関連チェックの修正＞
「ただし、ＢＰ承認が行われている場合は、チェックを行わない。」
を追記

195 5010 IDE 本文 ＜４．（８）担保関連チェックの修正＞
（Ｂ）－（ｂ）について、「申告等種別が輸入（引取・特例）申告以外の場合」の記述
を「申告等種別が輸入（引取・特例）申告または特例申告以外の場合」へ修正
（Ｂ）－（ｃ）、（ｄ）について、「申告等種別が輸入（引取・特例）申告の場合」の記述
を「申告等種別が輸入（引取・特例）申告または特例申告の場合」へ修正

196 5010 IDE 本文 ＜４．（６）適用法令チェック＞
輸入品目関連チェックと関税減免税関連チェックの間に挿入する。
（Ｇ）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢに登録されている品目コードに係る特
恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理ＤＢに登録されて
いる場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であること。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（Ｍ）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢに登録されている品目コード及び
原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに登録されている場
合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこと。

（Ｋ）特別緊急関税対象品目チェック
①の後に「（チェックの許容範囲は別途税関が定める。）」を追記。

197 5010 IDE 本文 ＜４．（８）担保関連チェックの修正＞
（Ａ）を行う条件が不明瞭のため、記述を詳細化

（Ａ）（ｂ）について、チェックを行わない場合の条件を記述した但し書きを追加

（Ａ）（ｃ）について、チェックを行う条件に「輸入（引取）申告用の担保としてチェック
する場合」を追加

（Ｂ）を行う条件について、表現を強調するために「場合は」を「場合（申告等種別
が輸入（引取）申告または輸入（引取・特例）申告の場合を含む。）のみ」と修正

198 5010 IDE フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
自由貿易協定税率管理ＤＢの前に挿入

199 5010 IDE 入力項目表 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
・項番4「臨時開庁識別」　（１）から「Ｎ：臨時開庁利用取消し」を削除

200 5010 IDE 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番3「訂正票出力識別」　「特例申告及び特例申告納期限延長申請（酒税・た
ばこ税）の場合は、入力不可」の旨を追記。

201 5011 MWA 本文 １．処理概要
登録「または訂正」する旨の記述に修正

202 5011 MWA 本文 ４．（６）（Ｂ）たばこ特定販売業者チェック
５．（５）内国消費税等課税標準数量の換算
（Ｂ）端数処理
たばこ税を「たばこ税及びたばこ特別税」へ修正

203 5011 MWA 本文 ４．（７）輸入包括評価チェック
（Ｃ）の記述を修正

204 5011 MWA 本文 ４．（１４）担保関連チェック
②「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
　　輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加

205 5011 MWA 本文 ４．（１３）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

206 5011 MWA 入力項目表 端末仕様（参考）の「Ｒ」に「○」

207 5011 MWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番8「輸出入者コード」　「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０
０００」を補完する」を追記

208 5011 MWA 入力項目表 ＜仕様変更＞
・項番38「包括評価受理番号」　入力条件／形式の変更

209 5011 MWA 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の変更＞
・項番27「積載船（機）名」　船舶ＤＢを追記
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210 5011 MWA 入力項目表 ＜コードの変更＞
・項番26「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

211 5011 MWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番26「積載船舶コード」　「（１）コード化されていないコールサインの場合は、
「９９９９」を入力」の記述を削除

212 5011 MWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番22「個数単位コード」「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、システムで「ＮＯ」を補完す
る」を追記

213 5011 MWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番23「貨物重量（グロス）」
　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の入力条件を追記
　重量の体系について表現の統一

214 5011 MWA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番24「重量単位コード（グロス）」「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＴＮＥ」の入力不
可」を追記

215 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番21「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

216 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜入力がなかった場合の出力元の変更＞「国連ＬＯＣＯＤＥ（積出地コード）」を追
加
・項番31「積出地名」

217 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜条件の変更＞条件がAir-NACCSの場合、「C」から「×」に変更
・項番32「積載船舶コード」
・項番38「個数単位コード」
・項番43「記号番号」

218 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 参照する情報
・項番33「積載船（機）名」に「船舶ＤＢ」

219 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

220 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
項番40「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

221 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜編集仕様の変更＞「カンマ」及び「￥」に○を追加
・項番83「関税額」

222 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番36「通関予定蔵置場名」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

223 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番38「個数単位コード」
　「X」→「M」に変更
　「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＮＯ」を出力」を追記

224 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一
Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の出力条件を追記

225 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告等入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番41「重量単位コード（グロス）」
「（１）「ＬＢＲ」（ポンド）以外が入力された場合は、入力された重量単位コード（グ
ロス）を出力」を追記
「（２）「ＬＢＲ」（ポンド）が入力された場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）を出力する旨
を追記

226 5011 MWA 石油製品等移出（総保出）輸入申告入力控情報 ＜画面タイトルの変更＞
MWC 石油製品等移出（総保出）輸入申告入力控→MWC 石油製品等移出（総保
出）輸入申告に修正。

227 5012 MWB 石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録情報 ＜区分の変更＞　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳでは「Ｘ」と変更
・項番32「積載船舶コード」
・項番38「個数単位コード」
・項番43「記号番号」

228 5012 MWB 石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録情報 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

229 5013 MWC 本文 ＜仕様変更＞
４．（３）移出輸入申告ＤＢチェック
（Ｅ）「臨時開庁識別」欄について　を削除

230 5013 MWC 本文 ４．（５）（Ｃ）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

231 5013 MWC 本文 ４．（５）（Ｄ）担保関連チェック
（ｂ）「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
　　輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加

232 5013 MWC 入力項目表 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
項番4「臨時開庁識別」　（１）から「Ｎ：臨時開庁利用取消し」を削除

233 5014 MWA01 本文 ７．（４）変更不可項目
輸入者名を追加

234 5014 MWA01 本文 １．処理概要
登録「または訂正」する旨の記述に修正
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235 5014 MWA01 本文 ４．（７）（Ｂ）たばこ特定販売業者チェック
５．（５）内国消費税等課税標準数量の換算
（Ｂ）端数処理
たばこ税を「たばこ税及びたばこ特別税」へ修正

236 5014 MWA01 本文 ４．（８）輸入包括評価チェック
（Ｃ）の記述を修正

237 5014 MWA01 本文 ４．（１４）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

238 5014 MWA01 本文 ４．（１５）（Ｃ）担保提供者チェック
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加

239 5014 MWA01 入力項目表 端末仕様（参考）の「Ｒ」に「○」

240 5014 MWA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番8「輸出入者コード」　「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０
０００」を補完する」を追記

241 5014 MWA01 入力項目表 ＜仕様変更＞
・項番38「包括評価申告受理番号」　入力条件／形式の変更

242 5014 MWA01 入力項目表 ＜「入力がない場合の補完項目」の変更＞
・項番27「積載船（機）名」　　船舶ＤＢを追記

243 5014 MWA01 入力項目表 ＜コードの変更＞
・項番26「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

244 5014 MWA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番26「積載船舶コード」　　「（１）コード化されていないコールサインの場合は、
「９９９９」を入力」の記述を削除

245 5014 MWA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番22「個数単位コード」「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、システムで「ＮＯ」を補完す
る」を追記

246 5014 MWA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番24「重量単位コード（グロス）」「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＴＮＥ」の入力不
可」を追記

247 5014 MWA01 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番23「貨物重量（グロス）」
　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の入力条件を追記
　重量の体系について表現の統一

248 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番21「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

249 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜入力がなかった場合の出力元の変更＞「国連ＬＯＣＯＤＥ（積出地コード）」を追
加

250 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜条件の変更＞条件がAir-NACCSの場合、「C」から「×」に変更
・項番32「積載船舶コード」
・項番38「個数単位コード」
・項番43「記号番号」

251 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜参照する情報の変更＞
・項番33「積載船（機）名」　「船舶ＤＢ」を追加

252 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

253 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

254 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜画面タイトルの変更＞
MWE 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控→MWE 石油製品等移出
（総保出）輸入申告変更に修正。

255 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜区分の変更＞
・項番36「通関予定蔵置場名」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

256 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番38「個数単位コード」
　「X」→「M」に変更
　「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＮＯ」を出力」を追記

257 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一
「（３）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、必ず小数点以下１桁で出力」を追記

258 5014 MWA01 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更入力控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番41「重量単位コード（グロス）」
Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の出力条件を追記
「（１）「ＬＢＲ」（ポンド）以外が入力された場合は、入力された重量単位コード（グ
ロス）を出力」を追記
「（２）「ＬＢＲ」（ポンド）が入力された場合は、「ＫＧＭ」（キログラム）を出力する旨
を追記
　

259 5015 MWD 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録情報 ＜条件の変更＞条件がAir-NACCSの場合、「C」から「×」に変更
・項番22「個数単位コード」
・項番25「記号番号」
・項番26「積載船舶コード」
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260 5015 MWD 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録情報 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

261 5016 MWE 本文 ４．（３）移出輸入申告ＤＢチェック
「（Ｄ）以下の登録がされていないこと。「輸入申告等手作業移行」「輸入申告等撤
回」」を追加

262 5016 MWE 本文 ＜仕様変更＞
「臨時開庁識別」欄に「Ｎ」入力不可とする対応
４．（４）臨時開庁ＤＢチェックの記述を変更
５．（５）臨時開庁ＤＢ処理　を削除
５．（６）手数料引落とし処理　を削除
７．特記事項　臨時開庁承認申請に係る残ポイントについて　を削除

263 5016 MWE 本文 ＜仕様変更＞
４．（３）移出輸入申告ＤＢチェック
　　「臨時開庁識別」欄について　を削除
５．（４）移出輸入申告ＤＢ処理
　　②の処理を追加

264 5016 MWE 本文 ４．（６）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

265 5016 MWE 本文 ４．（７）（Ｂ）担保提供者チェック
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更
輸入者コードの先頭８桁でチェックを行う旨の記述を追加

266 5016 MWE 本文 ４．（３）移出輸入申告ＤＢチェック
（Ｄ）の記述を追加（「手作業移行」、「撤回」されていない旨のチェック）

267 5016 MWE 本文 ＜４．（３）移出輸入申告ＤＢチェックの修正＞
　（Ｄ）移出輸入申告変更等がされていないこと。
を追記

268 5016 MWE 入力項目表 ＜仕様変更＞
項番4「臨時開庁識別」　（１）から「Ｎ：臨時開庁利用取消し」を削除

269 5021 IID 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番4「輸出入者コード」　「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０
０００」を補完する」を追記

270 5021 IID 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番3「引取・特例識別」「輸入(引取･特例)申告に係わる照会以外は入力不可」
を追記
・項番4「輸入者コード」（１）に「輸入（引取）申告時の輸入者コードを」を追記

271 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番41「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

272 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜コードの変更＞
・項番60「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

273 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番104「課税価格按分係数合計」　「システムで算出した課税価格按分係数合
計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」を追記

274 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番57「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

275 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜編集仕様の変更＞
・項番140「輸入許可までの見込み日数」の「編集仕様」欄にある「カンマ」の○を
削除
・項番143「延滞税額合計」の「編集仕様」欄にある「￥」に○を追記

276 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜区分の変更＞
・項番56「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

277 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番57「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

278 5021 IID 輸入申告等照会情報 ＜区分の変更＞
・項番60「蔵入等先保税地域名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

279 5021 IID 輸入申告等照会情報 「通関士コード」欄が非表示になっていたため、表示されるように変更
280 5021 IID 石油製品等移出（総保出）輸入申告照会情報 ＜コードの変更＞

・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

281 5021 IID 石油製品等移出（総保出）輸入申告照会情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番21「代理人コード」の「出力条件」等を変更
・項番23「通関士コード」の「出力条件」等を変更
・項番40「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

282 5021 IID 石油製品等移出（総保出）輸入申告照会情報 ＜区分の変更＞
・項番36「通関予定蔵置場名」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

283 5021 IID 石油製品等移出（総保出）輸入申告照会情報 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番38「個数単位コード」
　「X」→「M」に変更
　「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＮＯ」を出力」を追記

284 5021 IID 石油製品等移出（総保出）輸入申告照会情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「重量単位コード（グロス）」
　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の出力条件を追記
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285 5023 IDI 本文 ７．特記事項
（１）輸入（引取・特例）申告を行った場合の照会について
を追加。

286 5023 IDI 入力項目表 ＜属性の変更＞
・項番3「照会対象年月日」　「ｎ」→「ａｎ」に変更

287 5023 IDI 輸入申告等一覧照会情報 税関殿より記述の改善要望。
＜出力条件／形式の変更＞
・項番15「通関手続状況」
△：輸入等申告・申請前　→　輸入等申告・申請前（搬入時申告・申請または開
庁時申告・申請の旨が登録された場合の照会も含む。）

288 5023 IDI 輸入申告等一覧照会情報 ＜区分の変更＞
・項番11「大額・少額識別」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
　輸入申告（沖縄特免制度）の場合は、当該項目は出力されないため。

289 5024 AMA 本文 ４．（４）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

290 5024 AMA 本文 ＜仕様変更＞
以下の記述を削除
４．（６）（Ｆ）
消費税増加税額存在チェック
７．（１）消費税の増加税額が存在しない場合について

以下の記述を追加
５．（６）注意喚起メッセージ出力処理

291 5024 AMA 入力項目表 ＜繰返し項目ＩＤの変更＞　「MB1」→「MB_」等

292 5024 AMA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完する」を追記
　・項番6「申告者コード」
　・項番14「輸入取引者コード」

293 5024 AMA 入力項目表 以下の8項目について、「端末仕様（参考）」欄の「R」に○を追加。
・項番27「関税修正申告前課税標準額」
・項番28「関税修正申告前課税標準数量」
・項番33「関税修正申告後課税標準額」
・項番34「関税修正申告後課税標準数量」
・項番39「内国消費税等修正申告前課税標準額」
・項番40「内国消費税等修正申告前課税標準数量」
・項番45「内国消費税等修正申告後課税標準額」
・項番46「内国消費税等修正申告後課税標準数量」

294 5024 AMA 入力項目表 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
無税の場合は「ＦＲＥＥ」を入力させるように変更
・項番31「関税修正申告前税率」
・項番37「関税修正申告後税率」

295 5024 AMA 入力項目表 ＜「条件」列変更＞
下記の項目について、入力されない場合があるため、条件を「Ｍ」→「Ｃ」に変更
・「関税修正申告前課税標準数量単位コード」
・「関税修正申告後課税標準数量単位コード」
・「内国消費税等修正申告前課税標準数量単位コード」
・「内国消費税等修正申告後課税標準数量単位コード」

296 5026 AMC 本文 ４．（４）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

297 5026 AMC 本文 ＜５．（３）（Ｂ）オンライン・リアルタイム口座処理の修正＞
「①納付番号及び確認番号～」について、修正申告ＤＢを資金ＤＢに修正。

298 5026 AMC 本文 ＜５．（３）（Ｂ）オンライン・リアルタイム口座処理の修正＞
①として、「修正申告された旨を資金ＤＢに登録する。」を追加。
以降、項番ずれを修正。

299 5026 AMC 本文 ＜５．（３）（Ｂ）オンライン・リアルタイム口座処理の修正＞
「②オンライン・リアルタイム口座引落とし処理中の旨を修正申告ＤＢに登録す
る。」を削除。以降、項番ずれを修正。

300 5026 AMC 本文 ＜６．納付番号通知情報の出力先の修正＞
納付番号通知情報について、出力先を入力者のみに変更し、（＊１）を削除。
合わせて、表下の「（＊１）システムに出力する旨が登録されている利用者のみ
に出力する。詳細は、オンライン業務共通設計書の別紙Ｆ０１「収納関連処理」の
「一括納付書等出力処理」を参照。」の記述を削除。

301 5027 IAD 修正申告照会情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番19「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

302 5027 IAD 修正申告照会情報 ＜項目の表示幅変更＞
・欄部「輸入申告番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。
・欄部「関税修正申告前品目番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。
・欄部「関税修正申告後品目番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。

303 5028 KKA 本文 ＜仕様変更＞
以下の記述を削除
４．（５）（Ｆ）
　消費税増加税額存在チェック
７．特記事項

以下の記述を追加
５．（５）注意喚起メッセージ出力処理
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304 5028 KKA 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
「先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完する」を追記
・項番6「請求者コード」
・項番14「輸入取引者コード」

305 5028 KKA 入力項目表 ＜仕様変更＞　入力条件／形式の変更
無税の場合は「ＦＲＥＥ」を入力させるように変更
・項番39「関税更正請求前税率」
・項番45「関税更正後税率」

306 5028 KKA 入力項目表 以下の4項目について、「端末仕様（参考）」欄の「R」から、○を削除。
・項番40「関税更正請求前税額」
・項番46「関税更正後税額」
・項番52「内国消費税等更正請求前税額」
・項番58「内国消費税等更正後税額」

307 5028 KKA 入力項目表 ＜区分の階層の変更＞
・項番34「品名」以降　「条件（区分）」列の記載を1列左へ変更

308 5028 KKA 入力項目表 ＜繰返し項目ＩＤの変更＞　「MB1」→「MB_」等

309 5028 KKA 入力項目表 ＜「条件」列変更＞
下記の項目について、入力されない場合があるため、条件を「Ｍ」→「Ｃ」に変更
・「関税更正請求前課税標準数量単位コード」
・「関税更正後課税標準数量単位コード」
・「内国消費税等更正請求前課税標準数量単位コード」
・「内国消費税等更正後課税標準数量単位コード」

310 5034 IKK 関税等更正請求照会情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番19「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」の旨を追加

311 5034 IKK 関税等更正請求照会情報 ＜項目の表示幅変更＞
・欄部「輸入申告番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。
・欄部「関税更正請求前品目番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。
・欄部「関税更正後品目番号」項目の表示幅が不足していたため、拡張。

312 5035 DLI01 本文 ６．出力情報
当初申告情報呼出し依頼情報の出力条件を変更

313 5035 DLI01 随時処理結果通知情報 ＜項目の追加＞
・項番2「処理結果コード」

314 5036 DLI02 本文 ６．出力情報
当初申告情報呼出し依頼情報の出力条件を変更

315 5036 DLI02 随時処理結果通知情報 ＜項目の追加＞
・項番2「処理結果コード」

316 5037 DLI03 本文 ６．出力情報
当初申告情報呼出し依頼情報の出力条件を変更

317 5037 DLI03 随時処理結果通知情報 ＜項目の追加＞
・項番2「処理結果コード」

318 5038 OTA 本文 ４．（１１）口座関連チェック
②「名義人」を「口座名義人」に変更
　輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

319 5038 OTA 本文 ４．（１２）担保関連チェック
③「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更

320 5038 OTA 本文 ＜４．入力条件＞
輸入品目関連チェックと内国消費税等種別関連チェックの間に挿入する。
（10）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されている品
目コードに係る特恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理
ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であるこ
と。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（15）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されてい
る品目コード及び原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに
登録されている場合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこ
と。

321 5038 OTA フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
国ＤＢの前に挿入

322 5038 OTA 輸入申告入力控（沖縄特免制度） ＜項目名変更＞
・項番26「道府県コード」→「都道府県コード」

＜属性の変更＞
・項番26「都道府県コード」　「n」→「an」

323 5038 OTA 輸入申告入力控（沖縄特免制度） ＜「入力がなかった場合の出力元」の変更＞　　商品管理ＤＢを追記
・項番59「原産地コード」
・項番61「原産地証明書識別」
・項番63「内国消費税等科目名」

324 5038 OTA 輸入申告入力控（沖縄特免制度） 項番69「内国消費税等税額」の編集仕様欄の「￥」に○を追加

325 5038 OTA 輸入申告入力控（沖縄特免制度）情報 ＜画面タイトルの変更＞
OTC 輸入申告入力控（沖縄特免制度）→OTC 輸入申告（沖縄特免制度）に修

326 5039 OTB 輸入申告事項登録（沖縄特免制度）情報 ＜属性の変更＞　「n」→「an」
・項番2「輸入申告番号」
・項番3「処理識別」
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327 5040 OTC 本文 ４．（６）口座関連チェック
②「名義人」を「口座名義人」に変更
　輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

328 5040 OTC 本文 ４．（７）（Ｂ）担保提供者チェック
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更

329 5040 OTC 本文 ＜４．（５）適用法令等チェック＞
輸入品目関連チェックと内国消費税等種別関連チェックの間に挿入する。
（Ｄ）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されている品
目コードに係る特恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理
ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であるこ
と。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（Ｇ）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されてい
る品目コード及び原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに
登録されている場合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこ
と。

330 5040 OTC フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
自由貿易協定税率管理ＤＢの前に挿入

331 5041 OTA01 本文 ４．（１２）口座関連チェック
②「名義人」を「口座名義人」に変更
　輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

332 5041 OTA01 本文 ４．（１３）担保関連チェック
③「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更

333 5041 OTA01 本文 ＜４．入力条件＞
輸入品目関連チェックと内国消費税等種別関連チェックの間に挿入する。
（11）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されている品
目コードに係る特恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理
ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であるこ
と。

自由貿易協定関連チェックの前に挿入
（16）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されてい
る品目コード及び原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに
登録されている場合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこ

334 5041 OTA01 フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
国ＤＢの前に挿入

335 5041 OTA01 輸入申告変更入力控（沖縄特免制度）情報 ＜項目名の変更＞
・項番26「道府県コード」→「都道府県コード」

＜属性の変更＞
・項番26「都道府県コード」　「n」→「an」

336 5041 OTA01 輸入申告変更入力控（沖縄特免制度）情報 ＜「入力がなかった場合の出力元」の変更＞　商品管理ＤＢを追加
・項番59「原産地コード」
・項番61「原産地証明書識別」
・項番63「内国消費税等科目名」

337 5041 OTA01 輸入申告変更入力控（沖縄特免制度）情報 項番69「内国消費税等税額」の編集仕様欄の「￥」に○を追加

338 5041 OTA01 輸入申告変更入力控（沖縄特免制度） ＜画面タイトルの変更＞
OTE 輸入申告変更入力控（沖縄特免制度）→OTE 輸入申告変更（沖縄特免制
度）に修正。

339 5042 OTD 輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）情報 ＜属性の変更＞　「n」→「an」
・項番2「輸入申告番号」
・項番3「処理識別」

340 5042 OTD 輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）情報 ＜属性の変更＞　「n」→「an」
・項番6「旅客氏名（輸入者名）」

341 5043 OTE 本文 ４．（６）口座関連チェック
②「名義人」を「口座名義人」に変更
　輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

342 5043 OTE 本文 ４．（７）（Ｂ）担保提供者チェック
「担保提供者」を「担保提供者コード」に変更

343 5043 OTE 本文 ＜４．（５）適用法令等チェック＞
輸入品目関連チェックと内国消費税等種別関連チェックの間に挿入する。
（Ｄ）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されている品
目コードに係る特恵項名及び原産地に係る国名コードの組み合わせが特恵管理
ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特恵適用期間内であるこ
と。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（Ｇ）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢに登録されてい
る品目コード及び原産地に係る国名コードの組み合わせがＬＤＣ特恵除外ＤＢに
登録されている場合は、本業務が行われた日が特別特恵停止期間内でないこ
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詳細設計書変更点一覧（輸入通関業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

344 5043 OTE フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
自由貿易協定税率管理ＤＢの前に挿入

345 5044 IOT 輸入申告照会（沖縄特免制度）情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番41「延滞税額合計」　「延滞税が発生した場合に出力」を追記

346 5044 IOT 輸入申告照会（沖縄特免制度）情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番82「内国消費税等税額」　「統合先の欄の場合は、内国消費税等税額（統
合後）を出力」を追記

347 5045 ROW 本文 ４．（７）（Ｂ）輸入包括評価申告関連チェック
①～③のチェック対象に「輸入包括審査品目条件ＤＢ」を追加

348 5045 ROW 本文 ４．（６）貨物情報ＤＢチェック
文中及び（Ｄ）、（Ｅ）のチェック内容より「分散蔵置されている貨物を」という記述
の削除。

349 5045 ROW 本文 ４．（８）口座関連チェック
②及び③
「名義人」を「口座名義人」に変更
輸入者口座の場合も口座利用可能者ＤＢを参照する旨を追記

350 5045 ROW 本文 ＜４．（７）適用法令チェック＞
輸入品目関連チェックと関税減免税関連チェックの間に挿入する。
（Ｇ）特恵管理関連チェック
特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢまたは輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢ
に登録されている品目コードに係る特恵項名及び原産地に係る国名コードの組
み合わせが特恵管理ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特恵
適用期間内であること。

自由貿易協定チェックの前に挿入
（Ｌ）ＬＤＣ特恵除外関連チェック
特別特恵税率が適用されていて、輸入申告ＤＢまたは輸入申告（沖縄特免制度）
ＤＢに登録されている品目コード及び原産地に係る国名コードの組み合わせがＬ
ＤＣ特恵除外ＤＢに登録されている場合は、本業務が行われた日が特別特恵停
止期間内でないこと。

351 5045 ROW フロー図 特恵管理ＤＢを、
輸入品目ＤＢの後に挿入

ＬＤＣ特恵除外ＤＢを
自由貿易協定税率管理ＤＢの前に挿入

352 5045 ROW 本文 ＜４．（１）入力者チェックの修正＞
③について、修正申告ＤＢを資金ＤＢに修正。

353 5045 ROW 本文 ＜４．（４）修正申告ＤＢチェックの削除、及び（４）資金ＤＢチェックの追加＞
資金ＤＢチェックに変更するため、（４）修正申告ＤＢチェックを削除し、新たに（４）
資金ＤＢチェックを追加。

354 5045 ROW 本文 ＜４．（８）口座関連チェックの修正＞
修正申告ＤＢを資金ＤＢに修正。

355 5045 ROW 本文 ＜５．（３）オンライン・リアルタイム口座処理の修正＞
①について、修正申告ＤＢを資金ＤＢに修正。
②について、「または修正申告ＤＢ」の記述を削除。

356 5045 ROW フロー図 ＜入出力ＤＢの修正＞
入出力ＤＢから修正申告ＤＢを削除。

357 5046 RB1 本文 ＜５．（６）修正申告関連処理の修正＞
①と③について、記述を削除。
②について、項番を外して記載。

358 5046 RB1 フロー図 ＜入出力ＤＢの修正＞
入出力ＤＢから修正申告ＤＢを削除。

359 7212 ICP フロー図 入力DBに、「ＬＤＣ特恵除外国管理ＤＢ」を追加

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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2 6001 TTT 本文 ＜４．（４）輸入申告ＤＢ等チェックに係る仕様改善＞
・輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢの記述を削除

3 6001 TTT 入力項目表 ＜輸出入者コードに係る仕様改善＞
・項番12「担保提供者コード」　輸出入者コードの下4桁を補完する記述追加

＜担保の種類に係る仕様改善＞
・項番15「担保の種類」　Ｈ：保証人の保証（保険会社による保証）を修正

＜輸入申告（沖縄特免制度）に係る仕様改善＞
・項番18「輸入申告等の番号」　輸入申告（沖縄特免制度）番号を入力不可とす
る記述追加

＜項目IDに係る仕様改善＞
・項番20「担保提供原因コード」　「CK__」（アンダーバー2つ）に変更

4 6002 TTD 本文 ＜誤記の訂正＞
・業務名称の修正

5 6002 TTD フロー ＜誤記の訂正＞
・業務名称の修正

6 6002 TTD 入力項目表 ＜誤記の訂正＞
・業務名称の修正

7 6003 TTE 本文 ＜誤記の修正＞
・TTD業務の業務名称の修正

＜４．（５）輸入申告ＤＢ等チェックに係る仕様改善＞
・輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢの記述を削除

8 6003 TTE 入力項目表 ＜輸出入者コードに係る仕様改善＞
・項番12「担保提供者コード」　輸出入者コードの下4桁を補完する記述追加

＜担保の種類に係る仕様改善＞
・項番15「担保の種類」　Ｈ：保証人の保証（保険会社による保証）を修正

＜輸入申告（沖縄特免制度）に係る仕様改善＞
・項番18「輸入申告等の番号」　輸入申告（沖縄特免制度）番号を入力不可とす
る記述追加

＜項目IDに係る仕様改善＞
・項番20「担保提供原因コード」　「CK__」（アンダーバー2つ）に変更

9 6009 IAS 本文 ＜入力者チェックに係る仕様改善＞
４．（１）（Ｂ）（ａ）　担保提供者の先頭８桁でチェックする記述を追加

10 6009 IAS 入力項目表 ＜輸出入者コードに係る仕様改善＞
・項番3「担保提供者コード」　輸出入者コードの下4桁を補完する記述追加

11 6010 IAS01 入力項目表 ＜輸出入者コードに係る仕様改善＞
・項番2「担保提供者コード」　輸出入者コードの下4桁を補完する記述追加

12 6023 MP1 本文 ＜誤記の訂正＞

＜不正アクセスレコーダ出力処理に係る仕様改善＞
・出力しないが記述が残っていたため削除

13 6024 MP2 本文 ＜誤記の修正＞

＜４．（５）臨時開庁ＤＢチェックに係る仕様改善＞
・RCC業務を参照するよう修正

14 6024 MP2 - ○ 出力帳票の追加（業務仕様書に合わせた）
・特例申告控（Ａ）情報
・特例申告控（Ｂ）情報
・特例申告控（Ｃ）情報
・修正申告控情報
・とん税等納付申告控情報
・特例申告口座一括引落とし結果通知情報

15 6024 MP2 本文 ○ ○ ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
・「５．（５）⑤ 修正申告の場合は、オンライン・リアルタイム口座引落とし処理完
了の旨を修正申告ＤＢに登録」の記述削除

・「６．出力情報」について、修正申告、かつオンライン・リアルタイム口座の場合
に、申告者へ「リアルタイム口座支払完了通知情報」を出力する旨の記述追加

・「６．出力情報」について、「修正申告控情報」を出力対象外とする

16 6024 MP2 フロー ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
・修正申告、かつオンライン・リアルタイム口座の場合に、申告者へ「リアルタイム
口座支払完了通知情報」を出力する旨の記述追加

・「修正申告控情報」を出力対象外とする

17 6025 ICD 入力項目表 ＜延滞税控除識別の入力条件に係る仕様改善＞
・項番2「延滞税控除識別」　延滞税期間計算の特例規定を適用する場合のみ入
力する旨を追加

18 6025 ICD 延滞税額計算照会情報 ＜属性の不正に係る仕様改善＞
・項番7「本税額」　属性エラーの対応を追加

19 6026 INF 入力項目表 ＜輸出入者コードに係る仕様改善＞
・項番4「輸入者コード」　輸出入者コードの下4桁を補完する記述追加

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。

詳細設計書変更点一覧（収納業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1
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2 7002 SHS 入力項目表 ＜仕様改善　項目IDの修正＞
・項番20　「仕分後のコンテナ番号」　“C__”　→　“C___”

3 7002 ＳＨＳ 処理結果通知 ＜仕様改善　メールサブジェクト変更＞
・項番1「出力共通項目」

3 7005 ＳＨＣ 入力項目表 ＜記述の修正＞税関様からの指摘を反映（ＴＹＥから）
端末使用欄の「ＥＲ］を「ＥＬ」に修正

5 7008 ＣＨＪ 処理結果通知 ＜仕様改善　メールサブジェクト変更＞
・項番1「出力共通項目」

6 7009 MHA 入力項目表 ＜仕様改善　項目IDの修正＞
・項番3　「申請官署」　”CH”→“CHC”

7 7013 TYC 本文 ＜記述の変更＞税関様からの指摘を反映
特記事項を「他所蔵置許可期間が経過したものは、輸出入申
告、保税運送申告（他所蔵置場所から貨物を搬出した後の運
送期間延長を除く。）及び見本持出許可申請の税関手続が実
施不可となる。」に変更

8 7013 TYC 入力項目表 ＜仕様改善　桁数の変更＞税関様からの指摘を反映
・項番5 「申請者電話番号」　14桁→11桁

9 7014 TYC11 処理結果通知 ＜仕様改善　出力情報コード修正＞
出力情報コード　「＊STYC」→「＊STYC１１」

10 7014 TYC11 他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（訂正）情報
他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（期間延長）情報

＜項目の追加＞
（他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（訂正）情報）
・項番35「他所蔵置場所の管轄税関官署」

＜項目の削除＞
・旧項番2　「処理結果コード」

＜「欄」表示の削除＞
項番2「他所蔵置許可申請番号」～全項目

11 7014 TYC11 他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（訂正）情報
他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（期間延長）情報
他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（照会）情報

＜仕様改善　桁数の変更＞税関様からの指摘を反映
（他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（訂正）情報）
（他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（期間延長）情報）
・項番13 「申請者電話番号」　14桁→11桁
（他所蔵置許可（期間延長）申請呼出（照会）情報）
・項番14 「申請者電話番号」　14桁→11桁

12 7015 TYE 入力項目表 ＜記述の修正＞税関様からの指摘を反映
・端末使用欄の「ＥＲ］を「ＥＬ」に修正
・項番3「延長申請期間終了日」の「ＥＬ」欄に「○」

13 7019 CCX 入力項目表 ＜業務改善　欄部or繰返し項目IDの修正＞
・項番6 「シール番号」　 "SL_" →"SEL"

14 7024 STP 入力項目表 ＜業務改善　欄部or繰返し項目IDの修正＞
・項番3 「貨物管理番号」 "CGO"→"CGO_"

15 7025 RSS 入力項目表 ＜仕様改善　欄部or繰返し項目IDの修正＞
・項番25 「コンテナ本数」           "H__"→"HNS"
・項番26 「コンテナサイズコード」 "S__"→"SIZ"
・項番27 「コンテナタイプコード」　"T__"→"TYP"

16 7031 ICG 貨物情報照会情報（概要情報）
貨物情報照会情報（全体情報）
貨物情報照会情報（搬入予定情報）
貨物情報照会情報（入出庫管理情報）
貨物情報照会情報（コンテナ貨物情報）
貨物情報照会情報（船積情報）
貨物情報照会情報（船卸情報）
貨物情報照会情報（フリータイム情報）
貨物情報照会情報（船卸状況情報）Air_Sea

＜仕様改善　出力条件／形式の追記＞
重量、容積項目に出力形式「ＺＺＺＺＺ９．９９９」を追記

（概要情報）
　　・項番18「総重量」
（全体情報）
　　・項番31「総重量」　・項番35「総容積」
（搬入予定情報）
　　・項番19「搬入予定重量」　・項番20「搬入予定容積」
（入出庫管理情報）
　　・項番64「搬出確認重量」　・項番65「搬出確認容積」
（コンテナ貨物情報）
　　・項番21「コンテナ詰重量」　・項番22「コンテナ詰容積」
（船積情報）
　　・項番24「船積重量」　・項番25「船積容積」
（船卸情報）
　　・項番13「総重量」　・項番14「総容積」
（フリータイム情報）
　　・項番12「総重量」　・項番14「総容積」
（船卸状況情報）
　　・項番12「総重量」　・項番14「総容積」

17 7031 ICG 貨物情報照会情報(全体情報) ＜項目属性の追記＞　「ａｎ」を追記
・項番39「貨物情報登録者コード」
・項番40「船会社コード」
・項番41「船舶代理店コード」
・項番42「通関業コード」

詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1
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詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

18 7031 ICG 貨物情報照会情報（概要情報） ＜出力条件/形式の修正＞税関様の指摘を反映
項番46　「貨物情報登録者コード」　全体情報と同様の記述に
変更

19 7032 ICN コンテナ情報照会情報 ＜仕様変更＞　区分の変更
新規業務（ＣＹＢ０１，ＣＹＤ０１，ＳＣＲ）で作成された貨物に対
する対応
・項番66　「品名」　「M」→「C」

20 7102 OSA 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
１（１）申請種別の対称業務名称に「許可後の別送品輸出申告
訂正」を追加。
５（４）申告・申請にかかるポイントに「許可後の別送品輸出申
告訂正」のパターンを追加

７（６）の追加
手数料納付区分の「電子納付（ＲＥＰＳを利用しての納付）」に
ついて
ＲＥＰＳシステムへ接続可能となるまでは、手数料納付区分に
「電子納付（ＲＥＰＳを利用しての納付）」を入力してもエラーと
なる。

21 7102 OSA 入力項目表Air_Sea*2 ＜繰り返し項目ＩＤの変更＞　　”_”（アンダースコア）を付与
・項番15「申告先部門コード」
・項番16「輸出申告件数」
・項番17「輸入申告件数」
・項番18「マニュアル海空識別」
・項番19「マニュアル申告種別」
・項番20「マニュアル大額少額識別」
・項番21「マニュアル申告先部門コード」
・項番22「マニュアル申告件数一般」
・項番23「マニュアル申告件数深夜」

＜仕様の改善　入力条件の変更＞
・項番15「申告先部門コード」　　種別「A」以外で入力があった
場合はエラーとする旨を追記

22 7103 OSE 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
７（３）の追加
手数料納付区分の「電子納付（ＲＥＰＳを利用しての納付）」に
ついて
ＲＥＰＳシステムへ接続可能となるまでは、手数料納付区分に
「電子納付（ＲＥＰＳを利用しての納付）」を入力してもエラーと
なる。

＜誤記の訂正＞
呼出し結果情報→呼出結果情報

23 7103 OSE 入力項目表(OSE)Air_Sea*2 ＜項目ＩＤの追記＞
・項番2「処理区分」　ブランク→「SKB」

＜入力条件の変更＞
・項番24「マニュアル大額少額識別」　 「～は必須入力」→「～
のみ入力可」

＜繰り返し項目ＩＤの変更＞　　”_”’（アンダースコア）を
・項番19「申告先部門コード」
・項番20「輸出申告件数」
・項番21「輸入申告件数」
・項番22「マニュアル海空識別」
・項番23「マニュアル申告種別」
・項番24「マニュアル大額少額識別」
・項番25「マニュアル申告先部門コード」
・項番26「マニュアル申告件数一般」
・項番27「マニュアル申告件数深夜」

＜端末仕様の変更＞
項番13、14　ＥＬに○

24 7106 OSD 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
１．対称業務名称に「許可後の別送品輸出申告訂正」を追加
６．出力情報
情報名　臨時開庁承認結果登録情報の出力条件を「なし」に
変更

25 7106 OSD 入力項目表Air_Sea*2 ＜繰り返し項目ＩＤの変更＞　”_”（アンダースコア）を付与
・項番13「マニュアル海空識別」
・項番14「マニュアル申告種別」
・項番15「マニュアル大額少額識別」
・項番16「マニュアル申告先部門コード」
・項番17「マニュアル申告件数一般」
・項番18「マニュアル申告件数深夜」

26 7108 IOS 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
１．対象業務名称に「許可後の別送品輸出申告訂正」を追加

27 7108 IOS 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様の改善　入力条件の変更＞
・「条件」欄を入力者等により細分化し、入力区分を明確化
・項番2「申請種別コード」　入力条件に（２）を追加
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詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

28 7108 IOS 臨時開庁承認申請照会情報ＡAir_Sea*2 ＜仕様の改善　属性の変更＞　日付項目について「an」→「n」
・項番6「申請年月日」
・項番7「承認年月日」
・項番8「無効年月日」
・項番9「取消年月日」

29 7108 IOS 臨時開庁承認申請照会情報ＢAir_Sea*2 ＜仕様の改善＞
＜項目順序の変更＞
旧項番7「申請種別コード」　項番3へ変更

＜属性の変更＞
項番7「申請年月日」　「an」→「n」

30 7109 CUF 処理結果通知Air_Sea*2 ＜出力情報コードの修正＞
・「＊Ｃ１ＣＵ」→「＊Ｃ１ＣＦ」へ変更

31 7111 ICF 予納手数料照会情報Air_Sea*2 ＜メールサブジェクトの項目名変更＞
・項番1「出力共通項目」
　　「予納先税関コード」→「予納先税関」
　　「利用者コード」→「予納者」

＜仕様改善 項目順序・項目削除＞
・旧項番3「予納者」→項番4へ
・旧項番4「予納先税関」→項番3へ
・旧項番5「予納者」　削除

32 7112 IVA 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
７．以下を追記
「出力電文がＸＭＬ対象である場合、出力情報のＸＭＬ電文識
別に”１（変換要）”を設定する。」

33 7112 IVA 入力項目表Air_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
＜仕様の改善　入力条件／形式の追記＞
・項番13「輸出入者コード」　　先頭８桁で入力した場合は、シ
ステムで後４桁に「００００」を補完する旨を追記

34 7112 IVA 入力Air_Sea*2 画面レイアウトの改善
35 7112 IVA 処理結果通知Air_Sea*2 ○ ＜仕様の改善　出力情報コードの変更＞

・「*SIVA/*AIVA」へ変更

36 7113 IVA01 処理結果通知Air_Sea*2 ○ ＜仕様の改善　出力情報コードに変更＞
・「*SIVA01/*AIVA01」へ変更

37 7113 IVA01 インボイス・パッキングリスト情報Air_Sea*2 ＜仕様の改善　繰り返し数の変更＞　「２」に変更
＜出力条件／形式の追記＞　「本業務では、２繰り返し目はス
ペースを出力」旨を追記
　　・項番4「利用者コード（通関業者）」
　　・項番22「インボイス作成者（役職を含む）」
　　・項番32「仕向人（仕出人）所在国（Country）」
　　・項番35「積載船／航空機便名」

38 7113 IVA01 IVA01_07_L_インボイス・パッキングリスト情報Air_Sea.pdf ＜仕様の改善＞
IVAの入力とタイトルを合わせるため変更
画面レイアウトの改善

39 7114 IVB01 処理結果通知Air_Sea*2 ○ ＜仕様の改善　出力情報コードの変更＞
・「*SIVB01/*AIVB01」へ変更

40 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕分情報Air_Sea*2 ＜仕様の改善　出力条件／形式の変更＞
・項番5「Ａｉｒ／Ｓｅａ識別」　　「インボイス・パッキングリスト情報
から呼び出す場合は、運送識別がＡＩＲの場合は｢Ａ｣、ＳＥＡの
場合は｢Ｓ｣を出力」を削除

＜項目属性の変更＞
・項番71「課税価格通貨コード」　「ｎ」→「an」へ変更

41 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸出)Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
IVBの入力とタイトルを合わせるため変更
タイトルを「IVB.CEVインボイス・パッキングリスト仕分情報登
録」
→「IVB.CEVインボイス・パッキングリスト仕分情報登録（輸
出）」へ変更
<ラベルの変更>
・「課税価格」→「ＢＰＲ価格」

42 7114 IVB01 インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸入)Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
IVBの入力とタイトルを合わせるため変更
タイトルを「IVB.CIVインボイス・パッキングリスト仕分情報登
録」
→「IVB.CIVインボイス・パッキングリスト仕分情報登録（輸
入）」へ変更
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詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

43 7115 IVB 入力項目表Air_Sea*2 ＜仕様の改善　入力条件／形式の追記＞
・項番11「輸出入者コード」　「先頭８桁で入力した場合は、シ
ステムで後４桁に「００００」を補完する」旨を追記

＜区分の変更＞
・項番31輸入「積込地名（積出地名）」　「M」→「F」
・項番32輸出「最終仕向地コード（船(取)卸港コード）」　「C」→
「M」
・項番33輸出「最終仕向地名（船(取)卸港名）」　「M」→「F」
・項番43輸出・輸入「インボイス価格条件コード」（段落ちの修
正）
・項番44輸出・輸入「インボイス合計額通貨コード」（段落ちの
修正）
・項番45輸出・輸入「インボイス合計額」（段落ちの修正）
・項番46輸入「運賃区分コード」「M」→「C」（段落ちの修正を含
む）
・項番47輸入「運賃通貨コード」「M」→「C」（段落ちの修正を含
む）
・項番48輸入「運賃」「C」→「M」（段落ちの修正を含む）
・項番50輸入｢保険通貨コード」「M」→「C」（段落ちの修正を含
む）
・項番51輸入「保険金額」「C」→「M」（段落ちの修正を含む）
・項番56輸入「評価補正基礎額通貨コード」「M」→「C」（段落ち
の修正を含む）
・項番57輸入「評価補正基礎額」「C」→「M」（段落ちの修正を
含む）

44 7115 IVB 入力(CEV)Air_Sea*2 <ラベルの変更>
・「課税価格」→「ＢＰＲ価格」
・タイトルを「IVB.CEVインボイス・パッキングリスト仕分情報登
録」
→「IVB.CEVインボイス・パッキングリスト仕分情報登録（輸
出）」へ変更

45 7115 IVB 入力(CIV)Air_Sea*2 ・タイトルを「IVB.CIVインボイス・パッキングリスト仕分情報登
録」
→「IVB.CIVインボイス・パッキングリスト仕分情報登録（輸
入）」へ変更

46 7115 IVB 処理結果通知Air_Sea*2 ○ ＜仕様の改善　出力情報コードの変更＞
・「*SIVB/*AIVB」へ変更

47 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕分結果情報Air_Sea*2 ＜誤記の修正＞
＜仕様の改善　属性の変更＞
・項番74「課税価格通貨コード」　　「n」→「an」へ変更

48 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸出)Air_Sea*2 <ラベルの変更>
・「課税価格」→「ＢＰＲ価格」

49 7115 IVB インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸入)Air_Sea*2 ＜ラベルの変更＞
・「輸出入者」→「輸入者」
・「仕向人（仕出人）」→「仕出人」
・繰返部「/100」→「/50」

50 7116 IIV インボイス・パッキングリスト仕分照会情報Air_Sea*2 ＜誤記の修正＞
＜仕様の改善＞
・項番75「課税価格通貨コード」の属性を「n」→「an」へ変更

51 7116 IIV インボイス・パッキングリスト仕分照会情報(輸出)Air_Sea*2 <ラベルの変更>
・「課税価格」→「ＢＰＲ価格」

52 7116 IIV インボイス・パッキングリスト仕分照会情報（輸入）Air_Sea*2 ＜ラベルの変更＞
・「輸出入者」→「輸入者」
・「仕向人（仕出人）」→「仕出人」
・繰返部「/100」→「/50」

53 7117 MSA 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
６．出力情報コードの変更
　伝達情報→伝達情報（民間）
　伝達情報→伝達情報（税関）

54 7118 MSB 本文Air_Sea*2 ＜仕様の改善＞
４．（２）チェック条件に「添付ファイルが存在すること。」を追加
＜誤記の修正＞
５．処理内容
（全体）「添付ファイル情報ＤＢ」→「添付ファイル格納ＤＢ」へ変
更
（４）通知電文管理ＤＢ登録処理　削除

55 7119 CAL002等 汎用申請控情報等Air_Sea*2 ＜仕様の改善　区分の変更＞
・項番6「申請先部門コード」　「C」→「M」

56 7119 HYS 本文Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
１．概要
「本業務の対象となる税関手続は、後述の対象手続一覧を参
照。」（削除）
４（１）．「添付ファイルが存在すること。」を追加
６．税関向けの出力情報名を「汎用申請情報」に変更
７（３）．対象手続き一覧（削除）
＜誤記の修正＞
（全体）「添付ファイル情報ＤＢ」→「添付ファイル格納ＤＢ」へ変
更
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詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

57 7119 HYS 処理結果通知Air_Sea*2 ＜仕様の改善　メールサブジェクトの追加＞
・項番1「出力共通項目」　　「申請種別コード」を追加

58 7119 HYS 汎用申請控情報等 出力情報を画面から帳票へ変更の為、削除
59 7119 HYS 汎用申請控情報 出力情報を画面から帳票へ変更の為、削除
60 7120 HYE 本文Air_Sea*2 ＜仕様改善＞

１．概要
「本業務の対象となる税関手続は、後述の対象手続一覧を参
照。」（削除）
４（１）．チェック条件に「添付ファイルが存在すること。」を追加
６．税関向けの出力情報名を「汎用申請変更情報」に変更
＜誤記の修正＞
（全体）「添付ファイル情報ＤＢ」→「添付ファイル格納ＤＢ」へ変
更

61 7121 HYE 汎用申請変更控情報 出力情報を画面から帳票へ変更の為、削除
62 7122 IHY 汎用申請照会情報AAir_Sea*2 ＜区分の変更＞

・項番7「申請先部門コード」　「C」→「M」

＜出力条件／形式の追加＞
・項番9「申請状況」　「変更済」を追加

＜仕様の改善　項目の削除＞
・旧項番4「汎用申請受理番号」　重複のため削除

＜仕様の改善＞
・項番11「申請者名」　「参照する情報」を削除
　出力条件に「申請者の利用者コードから企業名又は代表者
名を出力」を追加
・項番12「申請者住所」　「参照する情報」を削除
　出力条件に「申請者の利用者コードから企業又は代表者住
所を出力」を追加

63 7122 IHY 汎用申請照会情報BAir_Sea*2 ＜区分の変更＞
・項番7「申請先部門コード」　「C」→「M」

＜仕様の改善　出力条件／形式の追加＞
・項番9「申請状況」　　「変更済」を追加

＜仕様の改善　項目の削除＞
・旧項番4「汎用申請受理番号」　重複のため削除

＜仕様の改善＞
・項番11「申請者名」　「参照する情報」を削除
　出力条件に「申請者の利用者コードから企業名又は代表者
名を出力」を追加
・項番12「申請者住所」　「参照する情報」を削除
　出力条件に「申請者の利用者コードから企業又は代表者住
所を出力」を追加

64 7203 HFC 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番7「輸出者・輸入者コード」　８桁入力の場合に「００００」
補完の旨を追記
・項番24「積載（予定）船舶コード」　入力条件を追加
・項番25「積載（予定）船舶」　入力条件を追加

65 7204 HFE 本文 ４．（４）貨物情報DBチェック
「本船・ふ中扱い承認」のチェックは不要なので削除

66 7204 HFE 入力項目表 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番7「輸出者・輸入者コード」　８桁入力の場合に「００００」
補完の旨を追記
・項番24「積載（予定）船舶コード」　入力条件を追加
・項番25「積載（予定）船舶」　入力条件を追加

67 7207 AEC 本文Air_Sea*2 ＜REPS関連による仕様改善＞
７．特記事項の追加

68 7208 AEB 指定地外貨物検査情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　項目名変更＞
・項番6「納付種別コード」→「手数料納付区分コード」

69 7208 AEB 指定地外貨物検査情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番20「個数単位コード」　C△ → △M
・項番22「数量単位コード」　C△ → △M

70 7210 IIE 入力項目表Air_Sea*2 ＜入力条件／形式の変更＞
・項番2「輸出者コード」　８桁入力の場合に「００００」補完の旨
を追記

71 7212 ICP フロー図 入力DBに、「ＬＤＣ特恵除外国管理ＤＢ」を追加

72 7212 ICP 特恵税率適用照会情報 ＜仕様変更＞　区分変更
・項番4「品名」　「Ｍ」→「Ｃ」

73 7214 IGL 処理結果通知 ＜出力情報コードの変更＞
・「*CIGL」　→　「*SIGL/*AIGL」

74 7215 ROT 本文 ＜記載誤りの修正＞
５．処理内容（１）入力チェック処理
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詳細設計書変更点一覧（輸出入共通業務）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

75 7215 ROT 本文_別表 ○ ○ ＜記載誤りの修正＞
全出力情報について、対象業務一覧にあわせて出力される情
報を出力情報コード単位に細分化して記述
全再出力情報について、出力情報コードを追記

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
（*4）ファイル名についてが誤記のためを変更する。
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1 - CAF614 _リアルタイム口座支払完了通知情報 ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
・修正申告、かつオンライン・リアルタイム口座の場合に、申告者へ「リアルタイム口
座支払完了通知情報」を出力する。

2 - CAF614 リアルタイム口座支払完了通知情報_L ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
・修正申告、かつオンライン・リアルタイム口座の場合に、申告者へ「リアルタイム口
座支払完了通知情報」を出力する。

3 － CAL002等
汎用申請控情報等Air_Sea*2

＜出力情報を画面から帳票へ変更＞　ファイル名を変更
　「HYS_06_汎用申請控情報等Air_Sea」
　→「CAL002等_汎用申請控情報等Air_Sea」

4 － CAL002等 汎用申請控情報等Air_Sea*2 ＜誤記の修正＞
以下の項目について出力条件／形式を修正
項番11社内整理番号　「～変更前の申請情報より申請者電話番号を出力」→「～
変更前の社内整理番号を出力」
項番12記事　「～変更前の申請情報より申請者電話番号を出力」→「～変更前の
記事を出力」

5 7119 CAL002等 汎用申請控情報等Air_Sea*2 ＜仕様の改善　区分の変更＞
・項番6「申請先部門コード」　「C」→「M」

6 － CAL013 伝達情報（民間）Air_Sea*2 ○ ＜出力情報名の変更＞
　「CAL013　伝達情報」→「CAL013　伝達情報（民間）」

＜出力情報名の変更に伴い、ファイル名変更＞
　「CAL013_伝達情報」→「CAL013_伝達情報（民間）Air_Sea」

7 － CAQ011 同報電文情報 ＜仕様改善　項目名変更＞　　「宛先業界」→「宛先業種」
・項番14「宛先業種（税関）出力表示」
・項番15「宛先業種（通関業）出力表示」
・項番16「宛先業種（混載業）出力表示」
・項番17「宛先業種（保税蔵置場）出力表示」
・項番18「宛先業種（航空会社）出力表示」
・項番19「宛先業種（銀行）出力表示」
・項番20「宛先業種（機用品業）出力表示」
・項番21「宛先業種（航空貨物代理店）出力表示」
・項番22「宛先業種（船会社）出力表示」
・項番23「宛先業種（船舶代理店）出力表示」
・項番24「宛先業種（ＣＹ）出力表示」
・項番25「宛先業種（輸出入者）出力表示」
・項番26「宛先業種（海貨業）出力表示」
・項番27「宛先業種（ＮＶＯＣＣ）出力表示」

8 － CAQ012 CAQ012_テスト用同報電文情報 ＜仕様改善　項目名変更＞　　「宛先業界」→「宛先業種」
・項番14「宛先業種（税関）出力表示」
・項番15「宛先業種（通関業）出力表示」
・項番16「宛先業種（混載業）出力表示」
・項番17「宛先業種（保税蔵置場）出力表示」
・項番18「宛先業種（航空会社）出力表示」
・項番19「宛先業種（銀行）出力表示」
・項番20「宛先業種（機用品業）出力表示」
・項番21「宛先業種（航空貨物代理店）出力表示」
・項番22「宛先業種（船会社）出力表示」
・項番23「宛先業種（船舶代理店）出力表示」
・項番24「宛先業種（ＣＹ）出力表示」
・項番25「宛先業種（輸出入者）出力表示」
・項番26「宛先業種（海貨業）出力表示」
・項番27「宛先業種（ＮＶＯＣＣ）出力表示」

9 － CBU310 入港前統一申請乗組員氏名表情報 ＜ファイル新規追加＞
オンライン照会業務の出力項目表を参照することとしていたが、出力項目で相違が
あるため、出力項目を明確化するために新規作成。

10 － CBU320 入港前統一申請旅客氏名表情報 ＜ファイル新規追加＞
オンライン照会業務の出力項目表を参照することとしていたが、出力項目で相違が
あるため、出力項目を明確化するために新規作成。

11 － CBU330 入港届等情報 ＜ファイル新規追加＞
オンライン照会業務の出力項目表を参照することとしていたが、出力項目で相違が
あるため、出力項目を明確化するために新規作成。

12 － CBU340 入港届等船用品目録情報 ＜ファイル新規追加＞
オンライン照会業務の出力項目表を参照することとしていたが、出力項目で相違が
あるため、出力項目を明確化するために新規作成。

13 － CBU410 出港届等情報 ＜ファイル新規追加＞
オンライン照会業務の出力項目表を参照することとしていたが、出力項目で相違が
あるため、出力項目を明確化するために新規作成。

14 － SAD413 許可・承認貨物（沖縄特免制度）情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

15 － SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 ＜出力条件の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述を削除
・項番10 「Ｂ／Ｌ番号」
・項番13 「貨物個数」
・項番15 「貨物重量（グロス）」
・項番17 「貨物容積」

16 － SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

17 － SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 ＜コードの変更＞
・項番5「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

18 － SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 ＜出力条件の追記＞
・項番8「通関蔵置場コード」
・項番9「通関蔵置場名」

19 － SAD431等 許可・承認貨物（輸入）情報 ＜区分の変更＞
・項番9「通関蔵置場名」「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1
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詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

20 － SAD433 予備申告（Ｕ）審査終了情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

21 － SAD434等 納付通知情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

22 － SAD436 特例申告エラー通知情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

23 － SAD437 他法令未済等確認情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

24 － SAD439 併せ運送通知情報 ＜出力条件の変更＞
　「分散蔵置されている貨物を～」の記述を削除
　「一括申告した場合は～」の記述を削除
　　・項番11「Ｂ／Ｌ番号」
　　・項番14「貨物個数」
　　・項番16「貨物重量（グロス）」

25 － SAD439 併せ運送通知情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

26 － SAD439 併せ運送通知情報 ＜項目属性の変更＞
・項番14「貨物個数」　　「an」→「n」に変更

27 － SAD439 併せ運送通知情報 ＜コードの変更＞
・項番8「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

28 － SAD439 併せ運送通知情報 ＜区分の変更＞
・項番5「通関蔵置場名」「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

29 － SAD463等 許可・承認等登録通知情報（輸入通関） ＜出力条件の変更＞　「分散蔵置されている貨物を～」の記述を削除
　・項番7「Ｂ／Ｌ番号等」
　・項番9「貨物個数」
　・項番11「貨物重量（グロス）」

30 － SAD463等 許可・承認等登録通知情報（輸入通関） ＜項目の削除＞
・項番13「通関業者」欄を削除
以降の項目は項番が1づつずれる。
出力されない項目であることが分かったため。

31 － SAD463等 許可・承認等登録通知情報（輸入通関） ＜参照する情報の変更＞　「輸入貨物情報ＤＢ」を追加
　・項番5「積載船（機）名」
　・項番6「入港年月日」
　・項番7「Ｂ／Ｌ番号等」
　・項番9「貨物個数」
　・項番10「個数単位コード」
　・項番11「貨物重量（グロス）」
　・項番12「重量単位コード（グロス）」
　・項番13「品名」
　・項番15「コンテナ番号」
　・項番16「コンテナ本数」

32 － SAD463等 許可・承認等登録通知情報（輸入通関） 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

33 － SAD469 修正申告入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番17「代理人コード」　　「（２）自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

34 － SAD469 修正申告入力控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

35 － SAD471 修正申告控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番17「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

36 － SAD471 修正申告控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

37 － SAD474 関税等更正請求入力控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番17「代理人コード」　　「（２）自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

38 － SAD474 関税等更正請求入力控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

39 － SAD476 関税等更正請求控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番17「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

40 － SAD476 関税等更正請求控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

41 － SAD478 更正通知書控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番14「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

42 － SAD478 更正通知書控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

43 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番17「更正等根拠法令（関税）」
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「関税法第７条の１６第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

44 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番18「更正等根拠法令（消費税等）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「国税通則法第２４条」　→　システムに登録されている根拠法令

45 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番19「更正等根拠法令（地方消費税）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「地方税法第７２条の１００第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

46 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番20「通知根拠法令（関税）」
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「関税法第７条の１６第４項」　→　システムに登録されている根拠法令
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詳細設計書変更点一覧（出力情報）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

47 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番21「通知根拠法令（消費税等）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「国税通則法第２８条第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

48 － SAD478 更正通知書控情報 ・項番22「通知根拠法令（地方消費税）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「地方税法第７２条の１００第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

49 － SAD479 更正をしないことの通知書控情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番14「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

50 － SAD479 更正をしないことの通知書控情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

51 － SAD481 更正通知書情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番14「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

52 － SAD481 更正通知書情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

53 － SAD481 更正通知書情報 ・項番17「更正等根拠法令（関税）」
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「関税法第７条の１６第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

54 － SAD481 更正通知書情報 ・項番18「更正等根拠法令（消費税等）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「国税通則法第２４条」　→　システムに登録されている根拠法令

55 － SAD481 更正通知書情報 ・項番19「更正等根拠法令（地方消費税）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「地方税法第７２条の１００第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

56 － SAD481 更正通知書情報 ・項番20「通知根拠法令（関税）」
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「関税法第７条の１６第４項」　→　システムに登録されている根拠法令

57 － SAD481 更正通知書情報 ・項番21「通知根拠法令（消費税等）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「国税通則法第２８条第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

58 － SAD481 更正通知書情報 ・項番22「通知根拠法令（地方消費税）
<参照する情報>
関税等更正請求ＤＢを削除
＜出力条件／形式の変更＞
「地方税法第７２条の１００第１項」　→　システムに登録されている根拠法令

59 － SAD482 更正をしないことの通知書情報 ＜仕様変更＞　出力条件の変更
・項番14「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追加

60 － SAD482 更正をしないことの通知書情報 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

61 － SAE2KD等 別送品輸出申告控等Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番8「臨時開庁識別」
・項番9「別送品輸出申告番号」

62 － SAE2KD等 別送品輸出申告控等Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
項番2「申告先種別コード」　　緊急通関と特別通関の記述訂正

63 － SAE2KD等 別送品輸出申告控等Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力情報名(出力情報コード)の追記＞
別送品輸出申告控情報（ＳＡＥ３ＫＤ）／
別送品輸出申告変更控情報（ＳＡＥ３ＫＥ）

64 － SAE2KD等 別送品輸出申告控等Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番60「数量単位コード」　C△ → △M
・項番62「通貨単位コード」　C△ → △M

65 － SAE2KF等 別送品輸出許可通知Air_Sea*2 ＜仕様改善　参照するＤＢを追記＞
・項番7「申告条件」
・項番8「臨時開庁識別」

66 － SAE2KF等 別送品輸出許可通知Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
項番2「申告先種別コード」　　緊急通関と特別通関の記述訂正

67 － SAE2KF等 別送品輸出許可通知_L*2 ・税関通知欄→　[税関通知欄]　に修正（カッコを追加）
・税関通知欄（保税運送承認期間）の下線を削除

68 － SAE2KF等 別送品輸出許可通知_L*2 表題「AWB」を「AWB番号」に変更

69 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　　「Ｃ」→「×」に変更
（条件：別送品輸出申告）
・項番2「申告等種別コード」　　・項番5「本船扱い承認年月日」
・項番6「輸出者コード」　　・項番30「記事（通関業者用）」
・項番31「社内整理用番号」　　・項番32「インボイス番号」
・項番34「許可コンテナ本数」　　・項番35「コンテナ番号」

70 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
（条件：輸出申告）
　・項番18「保税運送承認期間（開始）」
　・項番19「保税運送承認期間（終了）」
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71 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　参照する情報の変更＞
・項番2「申告等種別コード」　　別送品輸出申告ＤＢを削除

72 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 ＜仕様改善　参照する情報の変更＞
・項番33「品名（代表）」　　別送品輸出申告ＤＢを追加

73 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
・項番３「申告番号」　編集仕様の「分割」に○を追加

74 － SAE408等 許可・承認貨物（輸出）情報Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番26「容積単位コード（グロス）」　C△ → △M

75 － SAE409等 輸出自動車情報控_L 申告等番号の桁数を10桁から11桁に修正

76 － SAE409等 輸出許可自動車情報_L 申告等番号の桁数を10桁から11桁に修正

77 － SAE451 許可・承認内容変更貨物（輸出）情報 ＜仕様改善　区分の変更＞　　「Ｃ」→「Ｍ」に修正
・項番22「変更前積載予定船舶コード」
・項番23「変更前積載予定船（機）名」
・項番26「変更前輸出管理番号」
・項番28「変更前出港予定年月日」
・項番30「変更前積込港コード」
・項番31「変更前積込港名」
・項番40「変更前貨物個数」
・項番41「変更前個数単位コード」

78 － SAE451 許可・承認内容変更貨物（輸出）情報 ＜仕様の改善　区分の変更＞　　「Ｃ」→「Ｘ」に変更
＜参照するＤＢの変更＞　　　　　別送品輸出申告ＤＢを削除
（条件：別送品輸出申告）
　　・項番38「変更前バンニング場所コード（２欄目以降）」
　　・項番39「変更後バンニング場所コード（２欄目以降）」

79 － SAE452等 許可・承認等登録通知情報（輸出通関）Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
項番2「通関蔵置場」

80 － SAE452等 許可・承認等登録通知情報（輸出通関）Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の追記＞
・項番2「通関蔵置場」
・項番6「品名」
・項番7「許可年月日」
・項番11「貨物個数」
・項番12「個数単位コード」
・項番13「貨物重量」
・項番14「重量単位コード」
・項番15「コンテナ本数」

81 － SAE460等 別送品輸出許可内容変更申請控等Air_Sea*2 ＜区分の変更＞　　「Ｃ」→「×」に変更
（条件：別送品輸出許可内容変更申請控情報）
　・項番32「保税運送承認期間（開始）」
　・項番33「保税運送承認期間（終了）」
　・項番64「許可年月日」
　・項番65「許可時の申告番号」
　・項番66「別送品輸出許可内容変更申請時の申告番号」
　・項番67「税関官署長名」
　・項番68「輸出許可内容変更承認年月日」

82 － SAE460等 別送品輸出許可内容変更申請控等Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
・項番3「申告先種別コード」　緊急通関と特別通関の記述訂正

83 - SAF001 納付書情報（直納） ＜納税義務者住所出力条件に係る仕様改善＞　　出力条件／形式を記述
・項番42「納税義務者住所１（都道府県）」
・項番43「納税義務者住所２（市区町村（行政区名））」
・項番44「納税義務者住所３（町域名・番地）」
・項番45「納税義務者住所４（ビル名ほか）」

84 - SAF002 納付番号通知情報 ＜区分（必須／任意）の変更＞
・項番13「利用者コード」　「C」へ変更

＜仕様確認＞
・項番4「収納機関コード」　「00120」へ変更

85 - SAF021 口座不足通知情報 ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
　・項番9「口座使用不可識別」
金融機関への電文送信前にＮＡＣＣＳ側のサーバでエラーを検出した場合のエラー
コードを追加

86 - SAF531 - ○ ○ 帳票名の修正（業務仕様書に合わせた）
・特例申告口座一括引落とし結果通知情報

87 - SAL048 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

88 - SAL049 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

89 - SAL050 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

90 - SAL051 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

91 － SAL076等 本船・ふ中扱い承認申請控等 ＜区分の変更＞　　「C」→「X」に変更
＜出力条件の変更＞　　「承認通知兼申請控情報」の記述を削除
　・項番40「税関官署長名」
　・項番41「本船・ふ中扱い承認／確認／無効年月日」

92 － SAL083等 指定地外貨物検査許可申請控等Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番3「あて先税関名」　　「あて先税関」→「あて先税関名」に変更
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93 － SAL083等 指定地外貨物検査許可申請控等Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番26「個数単位コード」　C△ → △M
・項番28「数量単位コード」　C△ → △M

94 － SAL083等 指定地外貨物検査許可申請控_L ・ラベルの文字サイズを変更（11.25pt→11pt）
・「個数」「数量」の表記の修正

95 － SAL083等 指定地外貨物検査許可通知書_L ・ラベルの文字サイズを変更（11.25pt→11pt）
・「個数」「数量」の表記の修正
・「指定地外検査許可日」「審査終了日」の表記の修正

96 － SAS009 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

97 － SAS012 仮陸揚届提出情報 ＜仕様改善　欄・繰返しの変更＞　「200欄」→「20欄10繰返し」へ変更
・項番9「Ｂ／Ｌ番号」
・項番10「仮陸揚届受理番号」

98 － SAS013 積荷目録訂正状況情報 ＜仕様改善　出力条件変更＞　現行での平成１８年度改変分の取込み
＜仕様改善　出力条件の追加＞　積荷目録提出（DMF）業務後の出力条件追加
　・項番4「訂正保留表示」
　・項番12「コンテナ番号（訂正前）」
　・項番13「コンテナ番号（訂正後）」

99 － SAS037 保税運送承認通知情報（1欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

100 － SAS038 保税運送承認通知情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

101 － SAS039 保税運送承認情報（1欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

102 － SAS040 保税運送承認情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

103 － SAS041 保税運送承認貨物情報（1欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

104 － SAS042 保税運送承認貨物情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

105 － SAS049 SAS049_個別運送訂正受付情報（１欄用） ＜仕様改善　属性の変更＞　「an」→「n」へ変更
・項番21「コンテナ本数」

106 － SAS050 個別運送訂正受付情報（複数欄用） ＜仕様改善　属性の変更＞　「an」→「n」へ変更
・項番21「コンテナ本数」

107 － SAS058 保税運送承認訂正通知情報（１欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

108 － SAS059 保税運送承認訂正通知情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

109 － SAS060 保税運送承認訂正貨物情報（１欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

110 － SAS061 保税運送承認訂正貨物情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番65「返送先税関官署」

111 － SAS064 運送期間延長承認通知情報（１欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番69「返送先税関官署」

112 － SAS065 運送期間延長承認通知情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番69「返送先税関官署」

113 － SAS066 運送期間延長承認貨物情報（１欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番69「返送先税関官署」

114 － SAS067 運送期間延長承認貨物情報（複数欄用） ＜仕様改善　桁数の変更＞　36→34桁へ変更
・項番69「返送先税関官署」

115 － SAS071 混載貨物登録情報 ＜仕様改善　出力条件の変更＞　「貨物情報ＤＢ」→「保税運送申告ＤＢ」へ変更
・項番18「運送期間開始予定日」
・項番19「運送期間終了予定日」
・項番20「他法令コード」

116 － SAS072 混載貨物訂正情報 ＜仕様改善　出力条件の追加＞
・項番8「荷受人コード」　貨物情報ＤＢに荷受人コードが登録されている場合に出力
・項番9「荷受人名」　貨物情報ＤＢに荷受人名が登録されている場合に出力
・項番18「運送期間開始予定日」　保税運送申告ＤＢに運送期間開始予定日が登
録されている場合に出力
・項番19「運送期間終了予定日」　保税運送申告ＤＢに運送期間終了予定日が登
録されている場合に出力
・項番20「他法令コード」　保税運送申告ＤＢに他法令コードが登録されている場合
に出力

117 － SAS076 - ＜条件の修正＞
項番8,9,16,17,20,21,28,29,48,49,66,67,70,71,102,104,108,112　Ｍ→Ｃ
（SCR,CYB01,CYD01の対応漏れ)

118 － SAS080
SAS081

- ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更119 － SAT001 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報 ＜仕様改善　属性の変更＞　「ａｎ」→「ｎ」に変更
・項番102「設定温度」

120 － SAT001
SAT002
SAT003

- ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。
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121 － SAT002 船積指図書（Ｓ／Ｉ）訂正情報 ＜仕様改善　出力条件の誤記訂正＞
・項番6「Ｓ／Ｉ情報訂正者」

＜仕様改善　属性の変更＞　「ａｎ」→「ｎ」に変更
・項番102「設定温度」

122 － SAT011
SAT012

- ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変

123 － SAT025 - ○ ○ ＜仕様改善＞
　当該出力情報を出力する多数件業務（1VV）業務を追加

124 － SAT049 船積確認事項情報（コンテナ船本情報） ＜仕様改善　属性の変更＞　「ａｎ」→「ｎ」に変更
・項番129「設定温度」

125 － SAT049
SAT050
SAT051
SAT052
SAT053
SAT054
SAT055
SAT056
SAT057

- ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更。

126 － SAT050 船積確認事項情報（記号番号情報） ○ ＜メールサブジェクトの変更＞
・項番1「出力共通項目」

127 － SAT053 船積確認事項変更情報（コンテナ船本情報） ＜仕様改善　属性の変更＞　「ａｎ」→「ｎ」に変更
・項番129「設定温度」

128 － SAT054 船積確認事項変更情報（記号番号情報） ○ ＜メールサブジェクトの変更＞
・項番1「出力共通項目」

129 － SAT057 船積確認事項取消情報 ○ ＜メールサブジェクトの変更＞
・項番1「出力共通項目」

130 － SAT061 - ○ ○ ＜表記の変更＞
利用者混乱を避けるため入力された通知先に出力する出力情報の出力先の”○”
を解除し、必須出力先のみ”○”を付与するように変更。また備考欄への追記の変
更

131 － SAT061 船積明細通知情報 ＜仕様改善　属性の変更＞　「an」→「n」へ変更
・項番17「前払合計運賃（外貨）」
・項番19「前払合計運賃（円貨）」
・項番21「後払合計運賃（外貨）」
・項番27「運賃計算適用単価」
・項番28「運賃（外貨）」

132 － D02 輸入申告等控情報 ＜出力条件／形式の変更＞記述に「特」を追加
・項番137「納期限延長根拠法令」

133 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜編集仕様の変更＞「￥」の○を削除
・項番62「石油石炭税課税標準」

134 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜編集仕様の変更＞「カンマ」の○を追加
・項番62「石油石炭税課税標準」

135 － 入出港関連帳
票イメージ全体

－ ＜仕様改善＞
　右上端のページ番号／総ベージ数出力ルールの統一
　1ページのみ出力の帳票については出力しない

136 － SAT024 コンテナ通知情報 ＜仕様改善　記述の修正＞
・項番24「バンニング個数単位コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正

137 － SAT025 コンテナ通知訂正情報 ＜仕様改善　記述の修正＞
・項番24「バンニング個数単位コード」の出力条件を修正　「ＰＸ」→「ＰＫ」に修正

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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2 － 本文 本文 ＜記述追加＞
付表1 1-3. ④『編集仕様』に、「カンマ」、「￥」欄に”○”が表示された場合の処理
等を追加。

3 － D01 輸入許可等通知情報 ＜仕様変更＞　出力条件等の変更
・項番40「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追記

4 － D01 輸入許可等通知情報 ＜項目名の変更＞
・項番152　「返送先税関官署名」に変更

5 － D01 輸入許可等通知情報 ＜コードの変更＞
・項番49「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

6 － D01 輸入許可等通知情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番103「課税価格按分係数合計」　「システムで算出した課税価格按分係数合
計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」を追記

7 － D01 輸入許可等通知情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

8 － D01 輸入許可等通知情報について （＊２）レイアウトＡの出力条件に以下を追記
⑥たばこ特定販売業者登録番号が出力されない。
⑦石油石炭税特例納付扱い承認番号が出力されない。
⑧欠減控除対象品目の入力がない。

9 － D01 輸入許可等通知情報 ＜区分の変更＞
・項番55「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

10 － D01 輸入許可等通知情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

11 － D01 輸入許可等通知情報 ＜区分の変更＞
・項番59「蔵入等先保税地域名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

12 － D02 輸入申告等控情報 ＜仕様変更＞　出力条件等の変更
・項番40「代理人コード」　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追記

13 － D02 輸入申告等控情報 ＜コードの変更＞
・項番49「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

14 － D02 輸入申告等控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番103「課税価格按分係数合計」　「システムで算出した課税価格按分係数合
計を出力する場合は、必ず小数点以下２桁で出力」を追記

15 － D02 輸入申告等控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

16 － D02 輸入申告等控情報について
（＊２）レイアウトＡの出力条件に以下を追記
⑥たばこ特定販売業者登録番号が出力されない。
⑦石油石炭税特例納付扱い承認番号が出力されない。
⑧欠減控除対象品目の入力がない。

17 － D02 輸入申告等控情報 ＜区分の変更＞
・項番55「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

18 － D02 輸入申告等控情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番56「貨物重量（グロス）」
重量の体系について表現の統一

19 － D02 輸入申告等控情報 ＜区分の変更＞
・項番59「蔵入等先保税地域名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

20 － D03 輸入申告控（沖縄特免制度）情報等 「編集仕様」欄の「分割」について、○を削除。

21 － D03 輸入申告控（沖縄特免制度）情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番41「延滞税額合計」　　「延滞税が発生した場合に、延滞税額合計を出力」
から「延滞税が発生した場合に出力」に修正

22 － D03 輸入申告控（沖縄特免制度）情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番74「内国消費税等税額」　　「統合先の欄の場合は、内国消費税等税額（統
合後）を出力」を追記

23 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜仕様変更＞　出力条件等の変更
・項番21「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追記

24 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

25 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

26 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜区分の変更＞
・項番36「通関予定蔵置場名」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

27 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜区分の変更＞
・項番55「通関蔵置場名」　「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

28 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜区分の変更＞
・項番35「通関蔵置場コード」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更

詳細設計書変更点一覧（オンライン共通設計書）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1
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詳細設計書変更点一覧（オンライン共通設計書）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

29 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番38「個数単位コード」
　「X」→「M」に変更
　「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＮＯ」を出力」を追記

30 － D04 石油製品等移出（総保出）輸入許可通知情報 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「重量単位コード（グロス）」
　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の出力条件を追記

31 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜仕様変更＞　出力条件等の変更
・項番21「代理人コード」　　「自社通関の場合は、スペースを出力」を追記

32 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜コードの変更＞
・項番32「積載船舶コード」　「コールサイン」を削除

33 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「貨物重量（グロス）」　「必ず小数部３桁を出力」を追記

34 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜区分の変更＞
・項番36「通関蔵置場名」　Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合のみ、「Ｍ」→「Ｃ」に変更
不参加保税蔵置場は、保税地域名が登録されていない場合があるため。

35 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜区分の変更、出力条件／形式の変更＞
・項番38「個数単位コード」
　「X」→「M」に変更
　「Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合は、「ＮＯ」を出力」を追記

36 － D05 石油製品等移出（総保出）輸入申告控情報等 ＜出力条件／形式の変更＞
・項番40「重量単位コード（グロス）」
　Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合の出力条件を追記

37 － D06 輸入申告等入力控情報のレイアウトについて
（＊２）レイアウトＡの出力条件に以下を追記
⑥たばこ特定販売業者登録番号が出力されない。
⑦石油石炭税特例納付扱い承認番号が出力されない。
⑧欠減控除対象品目の入力がない。

38 － D07 輸入申告等照会情報等のレイアウトについて
（＊２）レイアウトＡの出力条件に以下を追記
⑥たばこ特定販売業者登録番号が出力されない。
⑦石油石炭税特例納付扱い承認番号が出力されない。
⑧欠減控除対象品目の入力がない。

39 － E01 輸出許可等通知情報についてAir_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
備考（＊２）　帳票レイアウトの種類を１２種類→１４種類に修正

40 － E01 輸出許可等通知情報についてAir_Sea*2 ＊１に記述追加
また、コンテナ適用（不適用）兼予備申告控以外の帳票タイトルには「書」がつき
ます。

41 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
「条件」欄に「積戻し許可通知」「特定輸出許可通知」を追加

42 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　区分の変更　「Ｍ」→「Ｃ」
・項番33「代理人コード」
・項番34「代理人名」

43 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
帳票レイアウトを「輸出許可通知」と「特定輸出許可通知」で別として１４種類に修
正

44 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 項番43「通関予定蔵置場名」　出力区分の変更
「Ｍ」→「Ｃ」
（不参加蔵置場の場合は出力されないため）

45 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番34「代理人名」　C△ → △M
・項番35「通関士コード」　C△ → △M
・項番60「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番69「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番71「通貨換算レート」　C△ → △M
・項番77「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番78「バンニング場所住所１」　C△ → △C
・項番79「バンニング場所住所２」　C△ → △C
・項番80「バンニング場所住所３」　C△ → △C
・項番81「バンニング場所住所４」　C△ → △C
・項番104「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番107「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番110「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番112「内国消費税免税識別」　C△ → △M
・項番113「内国消費税免税科目名」　C△ → △M

46 － E01 出力項目表（輸出許可等通知情報）Air_Sea*2 コンテナ扱い申出不適用通知兼輸出予備申告控
項番14「臨時開庁識別」　Ｃ　→　Ｘ

47 － E02 輸出申告等控情報についてAir_Sea*2 ＜誤記の訂正＞
備考（＊２）帳票レイアウトの種類を７種類→６種類に修正

48 － E02 輸出申告等控情報についてAir_Sea*2 「輸出申告変更控（大額）」、「積戻し申告変更控（大額）」、「輸出申告変更控（少
額）」及び「積戻し申告変更控（少額）」の審査区分について、「簡易審査扱い」の
場合における出力情報コード追記

49 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善＞
「条件」欄に「積戻し申告／特定輸出申告／コンテナ扱い申出兼予備申告控」を
追記

50 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の変更＞
兼用控、特定輸出申告控の場合を追記
・項番7「コンテナ扱い審査区分識別」
・項番16「本申告表示」
・項番82「コンテナ扱い適用日」
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詳細設計書変更点一覧（オンライン共通設計書）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

51 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善　区分の変更＞　「Ｃ」→「Ｘ」
条件：「展示等積戻し申告控」
・項番15「申告予定年月日」

52 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜仕様変更＞　区分の変更　「Ｍ」→「Ｃ」
・項番33「代理人コード」
・項番34「代理人名」

53 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善　出力条件／形式の変更＞
・項番15「申告予定年月日」　「申告後はスペースを出力」に変更

54 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 ＜仕様改善　「参照するＤＢ」の変更＞　「輸出申告DB」を追加
・項番13「申告条件」
・項番14「臨時開庁識別」

55 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 項番43「通関予定蔵置場名」　出力区分の変更
「Ｍ」→「Ｃ」
（不参加蔵置場の場合は出力されないため）

56 － E02 出力項目表（輸出申告等控情報）Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番34「代理人名」　C△ → △M
・項番35「通関士コード」　C△ → △M
・項番60「輸出承認証番号等」　C△ → △M
・項番69「ＦＯＢ価格」　C△ → △M
・項番71「通貨換算レート」　C△ → △M
・項番77「バンニング場所名」　C△ → △M
・項番78「バンニング場所住所１」　C△ → △C　または　△M
・項番79「バンニング場所住所２」　C△ → △C　または　△M
・項番80「バンニング場所住所３」　C△ → △C　または　△M
・項番81「バンニング場所住所４」　C△ → △C　または　△M
・項番97「数量単位コード（１）」　C△ → △M
・項番100「数量単位コード（２）」　C△ → △M
・項番103「ベーシックプライス金額」　C△ → △M
・項番112「内国消費税免税識別」　C△ → △M
・項番113「内国消費税免税科目名」　C△ → △M

57 － E03 輸出許可内容変更通知情報等についてAir_Sea ＊１に記述追加
また許可内容変更通知の帳票タイトルには「書」がつきます。

58 － E04 輸出申告入力控情報等についてAir_Sea*2 輸入通関にあわせて新規作成

59 － E05 輸出許可内容変更申請入力控情報等についてAir_Sea*2 輸入通関にあわせて新規作成

60 － F01 収納関連処理 ＜一括納付書等出力処理に係る仕様改善＞
・対象帳票に抜けがあったため追加（バッチ業務仕様書等とあわせた）
・納税方式及び納付方法の組合せによる対象帳票を示す表を追加
・出力先決定方法に、システムを介さないで行われた特例申告の即納分に係る
記述を追加
・担保提供者が輸入者または輸入取引者の場合の出力先が、納税方式により２
パターンシステムに登録されている旨を記述

61 － F02 特例申告口座一括引落とし結果通知情報 ＜オンラインリアルタイム口座にかかる仕様改善＞
　・項番11「処理結果識別」
金融機関への電文送信前にＮＡＣＣＳ側のサーバでエラーを検出した場合のエ
ラーコードを追加

62 － L01 検査指定情報等についてAir_Sea*2 No. 15, No. 16
検査等区分から「Ｊ：事前検査」を削除

63 － L01 検査指定情報等についてAir_Sea*2 No. 3, No. 4, No. 9, No. 10, No. 15, No. 16, No. 24
出力先の「蔵置場」に＊３を追記
(*3)本船・ふ中検査の場合は蔵置場へは出力しない。

64 － L01 出力項目表（検査指定情報等）Air_Sea*2 ＜出力条件／形式の修正＞
項番33「検査コンテナ５本超過表示」
「5本以上の」を「5本を超える」に修正

65 － L01 出力項目表（検査指定情報等）Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番19「容積単位コード」　C△ → △M

66 － L01 出力項目表（検査指定情報等）Air_Sea*2 項番5「申告識別」の参照するＤＢから別送品輸出申告ＤＢを削除
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詳細設計書変更点一覧（オンライン共通設計書）

業務コード／出
力情報コード

NO 業務項番 変更箇所 変更内容
対象業務
一覧*1

出力情報
コード
一覧*1

67 － L01 出力項目表（検査指定情報等）Air_Sea*2 以下の項目の条件を変更
・項番4「申告区分コード」（運送指定情報）Ｃ→Ｘ
・項番5「申告識別」（検査指定情報／検査取止情報）Ｍ→Ｃ
・項番5「申告識別」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番6「申告条件コード」（検査指定情報（マニュアル）／検査指定情報（特定輸出申告））Ｃ→Ｘ
・項番7「申告者コード」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番8「あて先官署コード」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番9「あて先部門コード」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番11「ＭＡＷＢ番号」Ｃ→Ｘ
・項番12「通関蔵置場」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番13「通関蔵置場名」（検査指定情報／検査取止情報／運送指定情報／検査指定情報（特定
輸出申告））Ｍ→Ｃ
・項番13「通関蔵置場名」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番20「事故コード」Ｃ→Ｘ
・項番23「積載船（機）名２」Ｃ→Ｘ
・項番24「スプリット３便以上表示」Ｃ→Ｘ
・項番28「記事（税関用）」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番29「記事（通関業者用）」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番31「コンテナ総本数」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番34「ロケーション」Ｃ→Ｘ
・項番35「出力宛先」Ｃ→Ｘ
・項番36「代理店コード」Ｃ→Ｘ
・項番37「搬入年月日」Ｃ→Ｘ
・項番38「特殊貨物コード」Ｃ→Ｘ
・項番40「社内整理用番号」（検査指定情報（マニュアル））Ｃ→Ｘ
・項番41「審査区分」（検査指定情報（マニュアル）／検査指定情報（特定輸出申告））Ｃ→Ｘ
・項番42「審査区分出力」（検査指定情報（マニュアル）／検査指定情報（特定輸出申告））Ｃ→Ｘ
・項番43「当初審査区分」Ｃ→Ｘ
・項番46「担当識別」Ｃ→Ｘ
・項番47「検査等区分変更者」Ｃ→Ｘ
・項番48「検査実施場所」（検査取止情報／運送指定情報）Ｃ→Ｘ
・項番49「検査実施場所名」（検査取止情報／運送指定情報）Ｃ→Ｘ
・項番50「運送指示場所」（検査指定情報／検査取止情報／検査指定情報（マニュアル）／検査指
定情報（特定輸出申告））Ｃ→Ｘ
・項番51「運送指示場所名」（検査指定情報／検査取止情報／検査指定情報（マニュアル）／検査
指定情報（特定輸出申告））Ｃ→Ｘ

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「対象業務一覧」、「出力情報コード一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。
（*3）新規帳票追加のため、ファイル名を変更する。
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2 民間／貨物 G05 貨物取扱等一覧データ 出力項目表 ＜桁数の変更＞
・項番42「数量単位コード」　３桁→４桁

3 民間／輸入通
関

I01 一括納付書情報 本文 ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述変更）

4 民間／輸入通
関

I02 納付番号通知情報（一
括）

本文 ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述変更）

5 民間／輸入通
関

I02 納付番号通知情報（一
括）

出力項目表 ＜収納機関コードの変更＞
・項番4「収納機関コード」

6 民間／輸入通
関

I03 一括納付用明細書情報 本文 ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述変更）

7 民間／輸入通
関

I04 一括納付用明細データ 本文 ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述変更）

8 民間／輸入通
関

I05 一括納付用明細総括
データ

本文 ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述変更。当該情報の出力先に関する記載につい
て、
３（２）（Ｂ）⇒２．（５）に記載箇所を変更。）

9 民間／輸入通
関

I06 口座使用明細データ 本文 ・誤記の訂正
・仕様改善（オンラインリアルタイム口座関連の記述追加）

10 民間／輸入通
関

I06 口座使用明細データ CSV電文フォーマット ・誤記の訂正
・仕様改善（オンラインリアルタイム口座関連の記述追加）

11 民間／輸入通
関

I06 口座使用明細データ 出力項目表 ＜誤記の訂正＞

＜仕様改善（オンラインリアルタイム口座関連の記述追加）＞
・項番7「口座の種類」
・項番40「前日の繰越高」
・項番41「当日の口座残高」

12 民間／輸入通
関

I06 口座使用明細データ CSV電文フォーマット ・誤記の訂正
・仕様改善（オンラインリアルタイム口座関連の記述追加）

13 民間／輸入通
関

I06 口座使用明細データ 出力項目表 ＜誤記の訂正＞
（記述の見直し）
・項番19「輸入申告番号等」
・項番27「「申告件数計」」
・項番30「申告件数計」
・項番39「「海・空合計」」

（ＣＢＦ７６１とのフォーマットの統一の為、以下の項目を追加）
・項番28「「納付件数計」」
・項番29「「引落とし税額計」」
・項番31「納付件数計」
・項番32「引落とし税額計」

＜仕様改善（オンラインリアルタイム口座関連の記述追加）＞
・項番7「口座の種類」
・項番33「「受入科目合計」」
・項番50「前日の繰越高（全営業所分）」
・項番51「当日の口座残高（全営業所分）」

14 民間／輸入通
関

I08 連記式領収済通知書情
報

I08_01_本文.doc ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述誤り修正）

15 民間／輸入通
関

I09 連記式領収控情報 I09_01_本文.doc ・誤記の訂正
・記述修正（出力先の記述誤り修正）

16 民間／輸入通
関

I51 輸入申告一覧データ 出力項目表 ＜桁数の変更＞
・項番41「あて先官署コード」　2→3桁に変更
・項番42「あて先部門コード」　2→3桁に変更
・項番43「輸入者コード」　12→13桁に変更

＜出力条件／形式の変更＞
・項番41,42,43　アポストロフィ付与の文言追加

17 民間／輸入通
関

I51 輸入申告一覧データ 出力項目表 ＜出力条件／形式の変更＞
項番51「申告等種別コード」　少額関税無税に係る記述を追加、削除、輸入
（引取・特例）に係る記述を削除

18 民間／輸出入
共通

J02 手数料使用明細データ 本文
※２ ＜出力形式の見直しに伴う変更＞

19 民間／輸出入
共通

J02 手数料使用明細データ CSV電文フォーマット※２ ＜出力形式の見直しに伴う変更＞

20 民間／輸出入
共通

J02 手数料使用明細データ 出力項目表
※２ ＜出力形式の見直しに伴う変更＞

21 民間／輸出入
共通

J02 手数料使用明細データ CSV電文フォーマット※２ ＜出力形式の見直しに伴う変更＞

22 民間／輸出入
共通

J02 手数料使用明細データ 出力項目表
※２ ＜出力形式の見直しに伴う変更＞

（*1）ＥＤＩ仕様書の付録「民間管理資料情報一覧」に変更がある場合、当該欄に”○”を付与。
（*2）Ａｉｒ／Ｓｅａ共用業務のため、ファイル名を変更する。

民間管理
資料一覧
*1

詳細設計書変更点一覧（管理資料）

業務
項番

NO 区分 変更箇所 変更内容管理資料名
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